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ダイナミックな螺旋形が、時代を先取りする創造性と発展性を表し、同時に地球とお客様をやさしく
包みサポートするイメージを表しています。�
お客様と共に地球規模で発展、繁栄していきたいという願いと決意をシンボリックに表現したマーク
です。�
球体には、人と地球の貴さを表すゴールド、螺旋形には、知性・スマートさ・親しみやすさ・未来など
のイメージを表すブルーを配しました。�

取締役会長  石原 邦夫� 取締役社長  隅 修三�

はじめに�

当社の経営方針、事業概況、財務状況等事業活動

についてより詳しく、わかりやすく説明するため

ディスクロージャー誌「東京海上日動の現状２００８」

を作成しました。�

小誌が当社をご理解いただく上で、皆様のお役に

立てれば幸いです。�
�

＊本誌は「保険業法（第１１１条）」および「同施行規則（第５９条の２および

第５９条の３）」に基づいて作成したディスクロージャー資料（業務および

財産の状況に関する説明資料）です。�

会社の概要（２００８年３月３１日現在）�
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トップメッセージ
東京海上日動の現状

日頃より、皆様には東京海上日動をお引き

立ていただき、誠にありがとうございます。

まずはじめに、当社の付随的な保険金の

支払い漏れ、第三分野商品の保険金の不

適切な不払い、火災保険等の各種割引の

適用漏れ等の問題につきまして、お客様を

はじめとして多くの関係者の皆様に多大な

るご迷惑をおかけいたしましたことを改めて

深くお詫び申しあげます。

当社といたしましては、こうした事態を発

生させてしまったことを深く反省し、「過去に

正面から向き合い、過ちを確実に正して、

業務品質の向上を図っていくことにより、お

客様とのゆるぎない信頼関係を築いていく」

という強い決意で全社を挙げた適正化へ

の対応に取り組んでまいりました。

もとより適正な業務運営に終わりはなく、

引き続き業務品質の向上を最優先の課題

として取り組みながら、お客様の信頼回復

に努めてまいります。

当社は４年前から、商品・事務・システム

を抜本的に見直すことにより、仕事のやり方

そのものを改革する業務革新プロジェクト

「『仕事のやり方』抜本改革」を進めておりま

す。多様化するお客様ニーズに迅速かつ的

確にお応えして、お客様にご満足いただけ

る商品・サービスを提供していくために、引

き続きこの改革を推進し、すべての業務プ

取締役社長
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ロセスをお客様視点で見直し、業務品質を

高めてまいります。

また、お客様に提供する商品・サービス

における欠かすことのできない具体的な品

質基準を『安心品質』として定め、その定

着・実現に取り組んでおります。『いつでも、

どこでも、誰であっても』安心品質をお客様

に提供できるよう取り組むことで、適正な業

務運営を徹底し、さらなる業務品質の向上

につなげてまいります。

当社といたしましては「適正な業務運営

の徹底」と「業務革新プロジェクトの実行」

を基軸に業務品質の向上を図りながら、お

客様への「事前と事後の『安心と安全』」に

関わる価値提供機能を充実させていくこと

を目指してまいります。

今後も「お客様への安心と安全の提供」

を通じて、「豊かで快適な社会生活と経済

の発展に貢献する」ことにより、持続的成長

に繋げてまいる所存でございます。

皆様におかれましては、今後ともより一層

のご愛顧、お引き立てを賜りますようよろし

くお願い申しあげます。

平成20年7月

お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、「安心と安全」の提供を通じて、�

豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢献します。�

○お客様に最大のご満足を頂ける商品・サービスをお届けし、�
　お客様の暮らしと事業の発展に貢献します。�

○収益性・成長性・健全性において世界トップクラスの事業をグローバルに展開し、�
　東京海上グループの中核企業として株主の負託に応えます。�

○代理店と心のかよったパートナーとして互いに協力し、研鑽し、相互の発展を図ります。�

○社員一人ひとりが創造性を発揮できる自由闊達な企業風土を築きます。�

○良き企業市民として、地球環境保護、人権尊重、コンプライアンス、社会貢献等の社会的責任を果たし、�
　広く地域・社会に貢献します。�
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信頼回復に向けた取り組み
東京海上日動の現状

当社は、付随的な保険金の支払い漏れ、第三分野商品の保険金の不適切な不払い、火災保険等の各種割引の適

用漏れ等の問題を発生させ、お客様をはじめとして多くの関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしました。

当社といたしましては、このような事態を発生させてしまったことを深く反省し、「こうした事態を二度と発生させ

ない」という強い決意のもと、全社を挙げて適正な業務運営の確立に向けた取り組みを行ってまいりました。

今後も引き続き、適正な業務運営の徹底と業務品質の向上にむけて不断の努力を続け、お客様の信頼回復に努

めてまいります。

当社は２００６年１２月２０日付の金融庁からの「火災保険の適正な募集態勢等にかかる点検について（要請）」に基づ

く火災保険料の調査、および同２１日付の（社）日本損害保険協会における理事会決議「火災保険等の引受適正化に

係る『自主調査』の実施（保険商品全般に亘る自主調査）」に基づく保険商品全般にわたる保険料の自主調査を２００７

年４月以降行ってまいりました。

ご契約内容の適正性に係る点検について

●対　　象：過去１年間に保険期間を有するご契約の他、点検開始時点から過去２年間に未継続・解約となった

契約など、合計約２，３０４万件を対象に実施いたしました。

●点検方法：点検期間中に満期を迎えたご契約については、契約満期のご案内の際にあわせて、それ以外のご契

約については、当社からダイレクトメールをご契約者宛に送付するなどして実施いたしました。

過大な保険料を領収していることが判明したご契約については、対象契約の是正を行うとともに、過

去の契約についても確認できるところまで遡って是正を行いました。

●過大に領収していた保険料については、ご契約内容の是正の都度、ご契約のお客様宛返れいをいたしました。

１．点検内容

ご契約内容が適正でなく、過大に領収した保険料を返れいしたご契約の類型（主なもの）は以下のとおりです。

点検方法等

誤りが発生した事象の類型（主なもの）

①割引の適用漏れ ③保険金額の誤り②適用料率の誤り

・建築年割引の適用漏れ
（地震保険）

・高機能住宅割引の適用漏れ
（火災保険）

・省令準耐火割引の適用漏れ
（火災保険）

・各種安全対策車割引の適用漏れ
（自動車保険）

・環境対策車割引の適用漏れ
（自動車保険）

等

・建物の構造級別の判定誤り
（火災保険）

・免許証の色の判定誤り
（自動車保険）

・自動車の用途・車種の判定誤り
（自動車保険）

等

・建物、家財等の保険金額の設定
誤り（火災保険）

等
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発生原因について、社外・消費者からの視点も交えながら、徹底的な検証等を行った結果、以下の多様な原因が複

合的に絡んだことによるものと認識いたしました。

２．主な発生原因と再発防止策

原　因

１．経営管理態勢�

内部監査や内部チェック体制、�
消費者や社外からの視点に�
基づくチェックの仕組みが�
不充分であったこと�

・お客様保護の観点から新たな問題発見を行うために広くお客様のご意見をお聴
きする態勢が不充分でした。��
��・社外からの視点によるチェックの仕組みが適切ではありませんでした。����
・社内ルールに照らした業務運営の適切性に係る内部監査やモニタリングが、
お客様保護の観点からの新たな問題発見を行うまでに至っていませんでした。�

適切な保険料を算出するために�
必要な各種態勢整備に向けた�
取り組みが不充分であったこと�

・お客様に提供する商品・サービスの品質について、明確な基準が存在しておらず、
品質基準を確保するための会社全体としての仕組みがありませんでした。��
��
・個々の業務に関する点検・調査などが品質の確保の観点におよぶものになって
いませんでした。�

３．商品開発・管理態勢�

保険料算出誤り等を防止する�
システム・事務工程面の態勢�
整備が不充分であったこと�

・新商品の開発、既存商品の改定の際などにおいて、募集時にお客様に説明すべ
き事項や、そのために作成しておくべきツール類、保険料の機械チェック・システ
ムの導入などの準備が不充分でした。��
��
・適正な保険料算出を行うための社内関連部門の連携が不充分でした。�

保険料算出の適切性に関する�
点検態勢の整備が�
不充分であったこと�

･保険料誤りの発生を防止するシステム的なチェックが不充分でした。�

２．お客様への説明態勢、社員や代理店（募集人）への指導態勢�

お客様への説明に関する�
基準やルールが�
不明確であったこと�

・お客様に対する商品内容の説明や、ご契約手続きの際のお客様情報の確認など、
募集に係る業務プロセスについて、具体的な基準が存在しておらず、募集実務に
ばらつきが生じました。��
��
・代理店（募集人）が行う募集実務に関して、募集実務のルールや点検内容が、商
品・サービスの品質を確保するという観点から適切に機能していませんでした。�

お客様に対する説明用資料等�
の作成にあたり、わかりやすさ、�
説明のしやすさの観点が�
不充分であったこと�

・商品内容の複雑化に伴い、契約申込書自体が複雑になり、お客様にとってご理解
いただきにくく、ご意向等をお申し出いただきにくいものとなっていました。��
��
・契約募集の際にお客様への説明等に用いる資料やツール類が必ずしも充分に
整備されていませんでした。�

代理店（募集人）に対する�
教育・指導のレベルに�

不充分さが生じていたこと�

・社員・代理店（募集人）に対する研修や教育プログラムが募集面における品質の
確保という観点から、不充分なものとなっていました。��
��
・研修受講履歴等の知識取得状況の把握が代理店単位で行われ、募集人単位に
はなっていませんでした。�
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信頼回復に向けた取り組み

東京海上日動の現状

前掲の発生原因を踏まえ、今後において同様の事態を二度と発生させないよう、役職員一同全力を挙げて再発防

止策を講じてまいります。再発防止策が実効性のある形で実施されているか、経営陣が率先して関与し充分に検証

を行うとともに、必要に応じて改善策の見直しを行うことにより、適正な業務運営を遂行してまいります。

再発防止策

１．経営管理態勢の強化�

業務品質改善にあたっての�
社外からの視点の導入�

問題発見、解決に�
向けた態勢の強化�

（１）消費者視点の導入��
・「消費者の視点」による業務品質向上を目的として、消費者
代表２名を業務品質改善委員会の社外委員に任命しました。�
・お客様の声に基づく業務品質改善策の打ち出しとフォローを
業務品質改善委員会で実施しております。�
・消費者モニター制度を導入いたしました。�

２００７年７月�
より実施�

（２）社外からのけん制機能の強化��
・コンプライアンス委員会の委員長を社外委員に変更し、より
社外の視点を重視した運営を行っております。��
・コンプライアンス委員会の委員長となる社外委員は社外取締
役とし、同委員会における提言を直接取締役会に反映しやす
い体制に変更いたしました。�

２００７年６月�
より実施�

（２）執行部門における実効性のあるモニタリング態勢の構築�
・執行部門によるモニタリングを定期的に実施し、確認された
改善や徹底を要する問題点について、取締役会等に定期的に
報告するとともに、必要に応じて改善策の見直しを実施して
おります。�

２００７年４月�
より実施�

（３）お客様アンケートなど各種モニタリングの実施��
・契約時に募集人がご契約者に対し、「商品内容や各種特約・サ
ービスについての説明」や「重要事項説明」、「意向確認」など
を適切に行っているかの検証を行うために、お客様向けアン
ケートを実施しております。�

２００７年１１月�
より実施�

（４）「お客様の声」に基づく業務品質向上のための仕組みの強化�
・「お客様の声」の分析、全社的業務改善策の立案・推進、関係
部への改善提案・フォロー等を担当するお客様の声部を設置
いたしました。�

２００７年７月�
より実施�

（１）実効性のある内部監査態勢の構築��
・内部監査部の要員を増員し、１００名体制を確立いたしました。�
・代理店への内部監査を強化し、２００７年度に約１,５００店の監査を
実施し、募集面における当社の態勢につき検証を行っております。�

２００７年７月�
より実施�

具体的な品質基準�
（『安心品質』）の�
確保に向けた取り組み�

（２）安心品質の確保に向けたＰＤＣＡサイクルの持続的な取り組み�
・『安心品質』の確保に向けたＰＤＣＡサイクルを構築し、発見し
た問題の原因を究明し、早期に是正してまいります。また、安
心品質のモニタリングを通じて改善・見直しを行ってまいります。�

２００７年７月�
より実施�

(1)具体的な品質基準(「安心品質基準」)の策定�
・お客様に提供する商品・サービスの品質について、必ず実現す
べき、欠かすことのできない品質に関する具体的な基準が存
在していなかったことへの反省を踏まえ、『安心品質』＊を策定
し、「安心品質基準をクリアしない商品・サービスを絶対にお客
様に提供しない」との固い決意を持って業務を遂行していくこ
ととし、代理店（募集人）と一体となって取り組んでおります。�
＊『安心品質』の詳細については、P９をご参照ください。�

２００７年７月�
より順次実施�

（３）「社外の視点」による業務監査機能の一層の強化��
・「社外の視点」による業務監査機能の一層の強化を図るため、社
外監査役をそれまでの２名から１名増員し、３名体制といたしました。�

２００７年６月�
より実施�
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（１）「あんしんマップ」による契約に必要な情報の提供��
・「あんしんマップ（重要事項説明書・ご契約内容確認書）」また
は「契約申込書」に「重要事項説明書」や各種割引制度等を案
内する「ご参考資料」をセットすることで適合性原則対応への
実効性を高めてまいりました。�

２００７年４月�
より実施�

（２）「しっかり更新サポート」による契約に必要な情報の提供�
・わかりやすい満期案内や「重要事項説明書」等を契約更新日
の２ヶ月前に原則として当社からお客様へ直送いたします。�

２００９年５月�
より実施�

（３）ホームページによる各種情報提供��
・取扱商品・サービスの補償内容や特長、契約の際の注意点等
について、お客様によりご理解いただきやすいようにイラスト
や動画を使って案内しております。�

随時実施�

２．お客様への説明態勢、代理店（募集人）指導態勢の強化�

契約時における�
お客様の意向確認・�

お客様情報の確認の徹底�

（１）ご契約内容確認書・意向確認書の導入��
・「あんしんマップ（重要事項説明書・ご契約内容確認書）」に
よるお客様の意向確認を開始し、お客様のご意向とお客様情
報を正確に契約内容に反映できるようにいたしました。�

２００７年４月�
より実施�

（２）わかりやすい重要事項説明書への刷新��
・「重要事項説明書」をお客様にとってのわかりやすさの観点
から刷新し、イラストを用いるなどして契約概要や注意喚起
情報をより一層ご理解いただけるよう工夫しております。�

２００７年７月�
より実施�

（３）引受誤り防止ツールの作成��
・「適正な保険金額設定チェックポイント」「保険料の各種割引
適用チェックポイント」「ひと目でわかる構造級別判定チェッ
クポイント」等の引受誤り防止ツールを作成いたしました。�

・長期火災保険のお客様に対し、定期的にご契約内容のお知ら
せを送付してまいります。�

２００７年１月�
より実施�

２００８年度�
より実施予定�

お客様に対する�
情報提供の充実�

（１）募集に係る品質基準（「安心品質基準」）の策定��
・募集についての「欠かすことのできない品質基準」を策定し、
その品質確保に向けた取り組みを行っております。�

２００７年７月�
より順次実施�

（２）代理店（募集人）に対する『安心品質』の徹底��
・代理店（募集人）に対して「安心品質基準」の浸透を図るととも
に、「安心品質基準」に照らし合わせた課題を把握しております。�
・代理店ごとのＰＤＣＡサイクルを回していくため、全代理店と
の対話を実施し、安心品質の早期徹底を図っております。全
代理店との対話は今後も継続的に行ってまいります。�

２００７年１１月�
より順次実施�

（３）募集品質管理部署の設置による募集管理態勢の強化��
・２００７年７月に営業企画部内に募集管理室を設置し、保険募集
制度全般の運営の有効性を確保してまいります。�

２００７年７月�
より実施�

（４）代理店との役割分担の明確化��
・募集に係る業務プロセスごとに実現すべき状態としての「安
心品質基準」を策定した上で、代理店の態様に応じて、代理店
と会社の業務を類型的に整理いたします。��
・各代理店を類型別に明確に位置づけ、業務範囲を明確にした
上で、募集に関して会社が担う業務について、カスタマーセン
ター等のインフラ整備を図ってまいります。�

２００８年中に�
実施予定�

募集に係る品質基準�
（『安心品質』）の�
策定・徹底�
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信頼回復に向けた取り組み

東京海上日動の現状

（２）代理店（募集人）の資質向上��
・（社）日本損害保険協会の試験制度である「損害保険募集人
試験」を全募集人に対して資格取得を必須化いたしました。�

２００８年４月�
より実施�

・当社独自の販売資格制度を構築し、期限内に取得・更新でき
ない場合は、当該商品を販売できなくなる更新制の制度とし
て導入いたします。�

２００８年６月�
より順次実施�

・新商品の発売および商品改定時には、その商品を販売する全
募集人に対し所定のカリキュラムに基づいた研修・テストを必
須化し、修了しない場合販売資格を失う制度といたしました。�

２００８年１月�
より実施�

・募集人教育の体制整備の観点から、募集人単位での販売資格
や研修履歴等の管理を行う「新募集人管理システム」を構築し、
所定の販売資格を有しない募集人は契約の取り扱いができな
い仕組みといたしました。�

２００７年１２月�
より順次実施�

３．商品開発管理態勢の強化�

商品ラインナップの�
抜本的な削減�

システムによる��
データチェックの強化��

（主なもの）�

（１）火災商品の見直し��
・住宅火災、住宅総合、団地保険などの家計分野における火災保
険を個人財産総合保険へ一本化し、ラインナップの整理を行い、
商品ごとに異なる割引制度等のわかりにくさを解消いたしました。�

２００８年２月�
より実施�

・企業分野における火災保険を含め、さらに構造級別や割増引
規定の簡素化を進めてまいります。�

２００９年度�
実施予定�

（３）第三分野商品の見直し��
・複雑・多様化した商品・特約ラインナップを簡素化いたしました。�

２００７年４月�
より順次実施�

（４）新種保険の見直し��
・企業向け商品分野の主要商品について、現在１２９項目の見直し
の対応を完了しております。引き続き順次対応してまいります。�

２００６年１２月�
より順次実施�

・火災保険の保険金額設定誤り、構造級別誤り、割引適用漏れ
を防止するためのシステムチェックを実施いたしました。�

２００６年１２月�
より順次実施�

・地震保険の建築年による建築年割引確認を促すシステムチェ
ックを実施いたしました。�

２００７年１０月�
より実施�

（２）自動車商品の見直し��
・原則として、自動車保険の個人ユーザー向けは「トータルアシス
ト」、事業ユーザー向けは「TAP」の２種類での引き受けとする
方針といたしました。�
・各種安全装置に関する割引を廃止すると同時に、重複する特
約を一本化し、整理・統合を行ってまいりました。�

２００８年５月�
より順次実施�

商品・サービスに係る�
品質基準の策定・徹底�

（１）商品・サービスに係る品質基準の策定・徹底��
・お客様に提供する商品・サービスの品質基準を明確に定め、
それらの基準を充足していない商品等については販売しな
いといった品質基準が存在していなかったことの反省を踏ま
え、商品に係る具体的な品質基準を「安心品質基準」として
策定いたしました。�

２００７年７月�
より順次実施�

（２）新商品の投入・改定時に品質基準が充足されていること
の確認徹底��

・新商品の投入・商品改定に際しては、『安心品質』が充足され
ていることについて業務品質改善委員会等で事前確認を行
っております。�

２００７年７月�
より実施�

（１）社員の代理店支援力の向上��
・社員に求められる代理店支援力の品質基準を策定するとと
もに、「社員に求められる資格基準」を明確化することで、社
員の資質向上を図ってまいります。�

２００８年度�
より順次実施�

２．お客様への説明態勢、代理店（募集人）指導態勢の強化（続き）�

社員・代理店（募集人）の�
資質向上に向けた�
仕組みの導入�
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当社は一連の問題の原因を検証するなかで、当社としてお客様に提供する商品・サービスの品質基準を確立で

きていなかったことが一因であったと反省いたしました。そうしたことから、お客様に提供する商品・サービスに

ついての「具体的な品質基準」を『安心品質』として明確に定めることといたしました。

『安心品質』の策定と実施

●『安心品質』とは
『安心品質』とは、お客様に提供する商品・サービスについて、当社がお客様に約束し、お客様から期待されてい

る品質水準をいい、当社として「欠かすことのできない品質水準」と位置付けております。

当社では、商品開発・募集・契約管理・保険金支払いといった業務プロセスの全般にわたり、この『安心品質』を

具体的に定め、「いつでも、どこでも、誰であっても」一定水準以上の品質が確保されるよう取り組みを実施してま

いります。

●『安心品質』を基軸とした品質向上に向けた取り組み
当社と代理店が一体となって、ＰＤＣＡサイクルを通じた計画・実施・検証・改善を繰り返し行いながら、『安心品

質』の確立に向けて徹底した取り組みを続けてまいります。

●業務革新プロジェクト「『仕事のやり方』抜本改革」
当社ではかねてより、業務革新プロジェクト「『仕事のやり方』抜本改革」を推進してまいりました。

この「『仕事のやり方』抜本改革」により、契約手続きや保険金支払といったお客様との接点を支える商品・事

務・システムを刷新し、『仕事のやり方』（業務プロセス）を改革して、確実かつ効率的に『安心品質』の実現を図って

まいります。

PLAN

基準実現に向けた品質向上
策の策定・共有�

DO

品質向上策の実践�

ACT

改善に向けた課題解決�

CHECK

品質のモニタリング�

お　客　様�

「安心品質」が確保された商品・サービスの提供�

試算見積り� 契約手続き� 満期更新� 保険金支払�

社員・代理店�
〈業務プロセス改革〉�

商品・事務・システム基盤�
〈商品・事務・システム・募集ツールの刷新〉�

『
仕
事
の
や
り
方
』抜
本
改
革�

�

＋�
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信頼回復に向けた取り組み

東京海上日動の現状

当社は、２００７年３月１４日付で第三分野の保険金の不適切な不払いに関して金融庁より行政処分を受け、２００７年

４月１３日付で業務改善計画を金融庁に提出いたしました。

この計画は、「保険金の支払い」ならびに「保険の引き受け」に関わる適正な業務運営の確立に向けた取り組みを

とりまとめていますが、Ｐ６【再発防止策】に掲載の項目とともに、以下の項目についても取り組みをすすめてまい

りました。既にほぼすべての改善策を実施済で、その大半で改善効果を確認しております。

当社は、今後とも継続的なＰＤＣＡサイクルの取り組みを通じて改善策の実効性を一層高め、適正な業務運営を

徹底してまいります。

「業務改善計画（２００７年４月１３日付金融庁提出）」の実施状況に関するご報告

適正で漏れのない保険金支払管理態勢の改善・強化�

第三分野商品に係る�
損害サービス資格制度の新設�

専門性を有した社員が第三分野商品の保険金支払業務にあたるための必須要
件として、社員の資格制度を創設いたしました。�

告知義務違反・始期前発病�
判定体制の見直し�

始期前発病や特定疾病不担保特約を適用して免責とする事案について、保険
金支払管理部門が全件事前点検を行っております。告知義務違反の審査につ
いては、商品管理部門から保険金管理部門に移管し、第三分野商品の審査・判
定窓口を一元化対応することにいたしました。�

第三分野商品に係る保険金�
支払管理態勢等の見直し�

第三分野商品に関し、保険金支払事案および支払いを行わなかった事案の適
否について、保険金支払管理部門による事後（全数）点検を開始いたしました。�

保険金支払に係る再審査・�
事後検証機能の強化�

医師や弁護士等の社外委員で構成し、高度な医学的・法的判断を要する事案を
検証する「損害サービス審査会」や、後遺障害等級・有無責等の判断に関する
ご契約者等からの不服申し立てに対応する「再審査請求制度」を新設いたしました。�

保険金請求ご相談コーナーの�
機能強化�

事故受付通知、保険金支払案内や当社ホームページにおいて「再審査請求制度」
や「保険金請求ご相談コーナー」をご案内することで、保険金支払いに関する
お客様のご不満を幅広く受け止める態勢を構築いたしました。�

支払業務プロセスにおける�
網羅的な再発防止策の実施�

 ①事故発生段階�
自動車保険について、「お支払いの対象となる可能性がある『保険金一覧』」
および「各種保険金についての説明を記載した『補償内容に関するご案内』」
を「事故受付通知」とともにお客様に自動発送する仕組みを構築いたしました。�
②事故登録段階�
自動車保険の各種組み合わせによる保険金支払い漏れのシステムチェックと
ともに、他契約等検索システムを活用して、支払可能性がある他の契約まで確
認しております。�
③保険金支払手続き段階�
支払可能な組み合わせ保険金や付随的な保険金が未払いの状態では当該事
案が完了できないようなシステムチェックを新設するとともに、お客様にお送り
する保険金支払案内に保険金種類ごとの明細を表示する仕組みを構築いたし
ました。�
また、お客様の意思で保険金の請求を取り下げた事案をはじめ、「保険金をお
支払いしない事案について、その事由等を記載した案内文書」を発送するシス
テムを構築いたしました。�

契約者保護、契約者利便の改善・強化�

募集人の資格取得�
第三分野商品を取り扱う全募集人に対し、第三分野商品の取り扱いについて、
適正募集・告知受領・適合性原則対応等に関する研修受講を義務付けるととも
に確認テストを実施し、これを販売資格化いたしました。�

「お客様の声」に関する�
透明性の向上�

「お客様の声」に関する透明性をより一層向上させるため、①「お客様の声」の
件数と内容、②「お客様の声」に基づく改善事例、③「再審査委員会」「損害サ
ービス審査会」における審査実施状況を定期的に公表しております。�
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法令等遵守態勢の改善・強化�

コンプライアンス部の�
機能強化�

要員を増員する等、コンプライアンス部としての保険募集や保険金の支払いに
関するけん制機能の強化を図っております。�

研修の実施� 階層別研修の実施等、徹底した研修によるコンプライアンス教育を実施し、そ
の後のフォローアップを行っております。�

●お客様ご相談センター　●保険金請求ご相談コーナー　●安心110番　●消費者モニター�
●お客様アンケート�●ホームページでのご意見・ご相談　●営業・損害課支社（お客様の声システム）�
●代理店お客様の声対応簿　●損保協会フリーダイヤル　　等�

お客様の声�

代理店の声�
� 社員の声�

�［　　　　　］�

お客様の声部�

・苦情収集・分析、全社的業務改善策の立案・提言・フォロー��

・個別事案のフォロー��

・苦情・要望への対応状況の定期的公表�

業務品質改善委員会 委員長：社長、社外委員：消費者代表2名�

・業務適正化に係る重要課題解決に向けた方向性（含む「さまざまな声」に�
基づく業務品質改善策）の打ち出しとフォロー��

・「安心品質」の確立に向けた方向性の打ち出しとフォロー��

・商品開発改定プロセスの管理・検証（商品開発改定委員会の機能統合）��

・業務改善計画の進捗管理�

コンプライアンス委員会�
委員長：社外委員かつ取締役就任、過半数が社外委員�

取締役会�
社外取締役の増員�

監査役�
（監査役会）�
社外監査役の増員�

・業務適正化などの会社施策の評価、監視、提言��

・業務改善計画の改善状況の点検･監視��

・取締役会への報告・意見具申�

リスク管理部�

商品開発・管理部門�保険金支払管理部門� 募集管理部門� 契約事務管理部門�システム管理部門�

リスク管理統括�

コンプライアンス部�

モニタリング要員の増員�

・コンプライアンス統括��

・コンプライアンス委員会事務局�

代理店アンケート�
代理店モニター�

提
言
・
フ
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ロ
ー�

内
部
監
査�

内部監査�

内
部
監
査�

牽制・�
モニタリング�

商品開発改定案�

商品開発改定に係る��
リスク管理上の意見付帯�

・業務適正化に係る重要課題の報告��
・各部門における「安心品質」検証状況の報告��
・業務改善計画進捗状況の報告�

・業務品質改善指示��
・商品開発改定案再検討指示�

点
検･

監
視
評
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制�

各
種
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グ
結
果
報
告�

情
報
提
供�
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言
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報
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議
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告�

内部監査部�
監査要員の増員�

情報提供�

情報提供�

審議状況監視、�
提言�

報告・意見具申�付託�

監査�

付
託�

付
議
報
告�

報
告�

事務局長：業務品質改善部担当役員��
事務局　：業務品質改善部�

提言に基づく�
見直し�

「業務品質改善委員会による部門横断での問題発見・消費者の視点での解決機能」および
「コンプライアンス委員会における社外の目によるガバナンス」の一層の強化



「お客様の声」をお聴きする仕組み
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東京海上日動の現状

お客様（ご契約者・被保険者）からの保険金請求に

関するご不満・ご相談について、専任担当者が対応す

る専用フリーダイヤルを設置しています。受付時間は

９:００～１７:００（土日祝を除く）となっています。

お客様から直接ご意見やご要望等を承る窓口とし

て、本店内に「お客様相談センター」を設置し、専用フ

リーダイヤルも設けています。受付時間は平日９:００～

２０:００、土日祝９:００～１７:００（年末年始を除く）となっ

ています。

業界最大級（４５０ブース規模）のカスタマーセンタ

ー体制を整え、年間約９６万件のご相談・ご照会を受け

付けています。受付時間は平日、土日祝ともに９:００

～２０:００となっています。

お客様のご意見やご相談を２４時間受け付ける機能

として、ホームページ上に「ご相談・お問い合わせ」ペ

ージを設けており、２００７年度については、約６,０００件

のご意見、ご相談をいただきました。また、お寄せい

ただいた「お客様の声」の受付件数、具体的なお申し

出内容、「お客様の声」に基づく開発・改善事例等を紹

介しています。

お客様の満足度やご意見・ご要望をお聴きするた

めにアンケート調査を実施しています。

お客様にご満足いただくために
当社は、お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、「お客様の声」を真摯に受けとめ、積極的に企業活動に

いかしていくことにより、「お客様本位」の徹底とお客様からの信頼回復に努めていきます。

●ご不満・ご要望

お客様相談センター

●保険金のご請求に関するご不満・ご相談（ご契約者様専用）

保険金請求ご相談コーナー

カスタマーセンター

ホームページ

お客様アンケート

お　客　様�

代理店�

本社部門�お客様の声部�

営業拠点・�
損害サービス拠点・本社部門�

コンプライアンス�
委員会� 営業拠点・�

損害サービス拠点�

・保険金請求ご相談コーナー�

・お客様相談センター�

リスク管理委員会�

カスタマーセンター・�
ホームページ�

消費者�
アドバイザー�

監督官庁�
損保協会等�

アンケート�

代理店モニター�

お
客
様
の
声�

課
題
分
析
と
再
発
防
止
策
の
企
画
・
立
案�

お
客
様
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク�

取締役会�

各グループ会社�

経営会議�

業務品質改善�
委員会�

お客様の声収集・
活用システム�

非常に満足�
１６.３％�やや不満�

６.２％�

不満  ２.２％�
大変不満  １.２％�

満足満足�
４７.３％�

やや満足満足�
２６.８％�

満足�
４７.３％�

やや満足�
２６.８％�

＊自動車保険等のご契約
者にアンケートを送付
し、１４０,６４７名のお客様
からご回答いただきま
した。

お客様アンケート（２００７年度）

当社の商品・付帯サービスに関する総合的な満足度



営業・損害窓口やお客様相談センター・保険金請求

ご相談コーナー・カスタマーセンター・ホームページ

で受け付けた「お客様の声」の中で、特にご不満に関

するものは、社内イントラネット上に設けた一元管理

システム「お客様の声収集・活用システム」（２００５年７月

稼働、２００８年３月より新システムに移行）に登録し、情

報の共有を図り、商品・サービス・業務プロセス等の

改善にいかしています。

２００７年度は、４５,４３４件のご不満の声をいただき、

本システムへの登録を行いました。

「お客様の声収集・活用システム」に登録された情

報は、お客様の声部にて分析を行い、関係部署への

改善提案および全社的業務改善策の立案・推進に活

用します。

「お客様の声収集・活用システム」に登録された情

報の中で、全社的な対応が必要と考えられるものは、

本店関係部署において改善検討を行います。

２００７年度は５０９件の提案がなされ、２２１件について

は実施（含む実施予定）し、１４７件が実施を検討中です。

「お客様の声（ご不満）」についての分析結果を、四

半期ごとに取締役会および経営会議に報告し、情報

共有と品質向上にいかしています。

（例）「東京海上日動安心１１０番」と「カスタマーセンタ

ー」との相互間転送をして欲しいとのご意見を

いただき、相互間転送できるように改善しまし

た。

（詳細は、P１７の「事例５」をご覧ください。）

「お客様の声（ご不満）」の事例を社内イントラネッ

トで全リーダークラス（管理職）社員宛に隔週ごとに配

信し、社内各箇所での情報共有と品質向上にいかして

います。

お客様の声部では、毎月約６,０００件の「お客様の声」

を全件分析し、「お客様の声」に基づく商品・サービス

などの開発・改善につなげる取り組みを行っていま

す。

２００７年７月より、６名の消費者アドバイザーとの定

例ミーティングをスタートし、会社の視点のみならず、

社外の視点で問題点を発見し品質向上につなげてい

くことを目的に消費者の視点からのアドバイスをいた

だくことで、本取り組みをさらに強化することを目指

しています。

当社代理店業務に関連して寄せられた「お客様の

声（ご不満）」事例を「お客様からの贈り物」として、

情報ハイウェイ（ネット回線を利用した情報サービス）

を通じて２００６年１１月より代理店宛に毎週配信してい

ます。また、「お客様の声ニュース～声から変わる東

京海上日動～」を定期的に配信して、情報を共有する

ことにより、当社・代理店が一体となってお客様にご

満足いただける、より良いサービスを提供することを

目指しています。

代理店と一体となったお客様への
サービスの提供

消費者アドバイザーの
ご意見をいただく仕組み

「お客様の声」を経営にいかし
お客様満足度を向上させる仕組み

消費者モニター制度

「お客様の声（ご不満）」の
取締役会・経営会議への四半期ごとの報告
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お客様の声収集・活用システム

「お客様の声」の分析・活用

「お客様の声」による改善検討

「お客様の声（ご不満）」の
全リーダークラス（管理職）社員への配信



東京海上日動は、お客様の信頼をあらゆる事業活

動の原点におき、「お客様の声」を真摯に受けとめ、積

極的に企業活動に活かします。

Ⅰ「お客様の声」を、感謝の気持ちをもって積極的に

受けとめます。

Ⅱ「お客様の声」に、組織を挙げて最後まで責任をも

って対応します。

Ⅲ「お客様の声」を、商品・サービスの改善など、業務

品質の向上に活かします。

Ⅳ「お客様の声」をもとに、より多くの「安心と安全」

をお届けします。

Ⅰ 感謝をもって受けとめる

時として厳しいご意見も含まれる「お客様の声」

を、私たちは真剣に、そして感謝の気持ちをもって、

正面から真摯に受けとめます。

Ⅱ 最後まで責任をもって対応する

寄せられた「お客様の声」に対して、「お客様の声

対応ルール」に則り、公平・公正で透明性の高い対

応を心がけるとともに、最後まで責任をもって、組

織一体となった対応を行います。

Ⅲ 業務品質の向上に活かす

「お客様の声」の中にある問題の本質を見極め、

是正し、商品・サービスに反映させていくことで、

お客様満足を追求していきます。

Ⅳ より多くの「安心と安全」をお届けする

社会に対する責任を自覚するとともに、「お客様

の声」を積極的に企業活動に活かすことにより、永

続的にお客様から信頼される企業を目指します。

14

東京海上日動の現状

お客様にご満足いただくために

「お客様の声」対応方針

当社は、２００７年１月より「お客様の声」対応方針を見直し、新たに「行動指針」を掲げています。「お客様の声」への

対応プロセスを着実に実行することにより、「お客様の声」を積極的に企業活動にいかし、お客様本位を徹底します。

「お客様の声」への対応プロセスを全社で標準化するために、国際標準化機構(ＩＳＯ)において発行された苦情対

応マネジメントシステム「ＩＳＯ１０００２(品質マネジメント─顧客満足─組織における苦情対応のための指針)」に準拠し

た業務態勢の見直しを行いました。

そして、２００７年６月に規格への適合を確認し、７月に対外的に公表しました。(自己適合宣言)

今後は、これらの取り組みをより一層強化し、「お客様の声」に基づいた商品・サービス等の業務品質の向上に努

めていきます。
※ＩＳＯ１０００２は２００４年７月に発行された国際規格です。ＩＳＯ９００１のような第三者認証(審査登録制度)ではなく、規格への適合を自らの責任で行い、
対外的に適合を宣言することができます。

「ＩＳＯ１０００２」規格への適合

基本理念

行動指針

基本方針
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当社にお寄せいただいた「お客様の声」をもとに、以下のような商品・サービス等の開発・改善を行いました。

「お客様の声」に基づき開発・改善した商品・サービス等の実例

「お客様の声」の状況（２００７年度２００７年４月～２００８年３月）

「お客様の声」区分 代表的な事例　　　　　　　　　　　　　　 4月～6月　　7月～9月　 10月～12月　 1月～3月 　  合計�

 ご契約の手続き�

 ご契約の継続手続き 継続案内のご送付遅延など 538 650 799 964 2,951�

 ご契約内容の説明 ご契約内容のご説明不足など 1,435 1,758 2,179 3,032 8.404�

 保険料のご案内  91 78 83 55 307�

 電話応対や訪問時のマナー  215 330 557 1,068 2,170�

 その他  286 96 48 59 489�

 小計  2,565 2,912 3,666 5,178 14,321�

 商品・サービス�

　商品・サービス関連 商品・サービスの改善要望など 251 534 1,008 1,678 3,471�

　証券・パンフレット関連 証券・パンフレットの内容がわかりにくいなど 445 567 1,287 1,398 3,697�

　小計  696 1,101 2,295 3,076 7,168�

 ご契約の管理�

 証券不備・未着 証券内容の記載誤りなど 521 574 740 1,008 2,843�

 変更手続き 変更手続きの遅延など 700 861 1,412 1,353 4,326�

 口座振替 口座振替が出来なかったことなど 180 152 296 175 803�

 満期返れい手続き 満期返れい金支払い手続き遅延など 64 65 168 228 525�

 電話応対や訪問時のマナー  50 59 78 135 322�

 その他  109 9 13 20 151�

 小計  1,624 1,720 2,707 2,919 8,970�

 保険金お支払い  �

 連絡・対応 社員からの連絡遅れ、手続きについてのご説明不足など 1,680 1,933 2,608 2,511 8,732�

 お支払い額 保険金のお支払いについてのご説明不足など 687 670 898 717 2,972 

 お支払いの可否  135 117 146 134 532�

 電話応対や訪問時のマナー  303 309 435 416 1,463�

 その他  120 22 44 37 223�

 小計  2,925 3,051 4,131 3,815 13,922�

 個人情報に関するもの  76 86 73 81 316�

 その他  209 177 219 132 737�

 お褒め  759 826 994 1,212 3,791�

 合計  8,854 9,873 14,085 16,413 49,225

２００６年度から全社を挙げて積極的に「お客様の声」をお聞きし、その内容を分析し、商品・サービスの改善に向けた取り組みを推進しています。
今後もより多くの「お客様の声」をお聞きし、より一層の改善につなげるとともに情報を開示していきます。

事例１

自動車保険で補償される運転者の範囲がわかりにくいので、契約時に確認を行いその後保
管できるチェックシートを作ってほしい。
（当社代理店に寄せられたお客様からのご意見）

お客様の声

自動車保険をご契約いただく際に、対象自動車を運
転する方の年齢などの情報をもとに自動判定する「運
転者条件設定アシストツール」を導入しました。年齢条
件と特約の組み合わせに応じて、補償の対象となる運
転者の範囲を○×表で印刷したシートを作成して、お客
様にお渡しできるようになりました。
（２００７年４月）

改善内容

ご契約内容説明ツールの新設

自動車保険で補償される運転者の範囲がわかりにくいので、契約時に確認を行いその後
保管できるチェックシートを作ってほしい。
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お客様にご満足いただくために

事例２

あんしんマップ（ご契約内容確認書）がわかりにくいので、もっとわかりやすいものにしてほ
しい。
（当社代理店に寄せられたお客様からのご意見）

お客様の声

ご契約前に、お客様が代理店と一緒にご契約内容を漏れな
く確認できる冊子「あんしんマップ」を作成し、２００７年４月よ
り活用を開始しましたが、各種ご指摘をいただいております。
そのご指摘を踏まえ「文字を大きくする」「見やすくなるよう
に裏面文字が透けない紙質に変更する」「見やすい色に変え
る」「質問をわかりやすくする」「申込書と一体型とする」など
の変更を行いました。今後もさらに改良を加えていきます。
（２００７年６月）

改善内容

ご契約内容説明ツールの改善

あんしんマップ（ご契約内容確認書）がわかりにくいので、もっとわかりやすいものにして
ほしい。

事例４

娘が留学先で病気になったため、海外旅行保険ハンドブックに掲載されている提携病院に
行った。
ところが、○○病院では英語が通じず受診できず、△△病院では現金が必要と言われた。

サービスとして問題ではないか。
（お客様からのご意見）

お客様の声

提携病院のチェックを定期的に実施しています。
中国の病院については、２００７年夏に一斉調査を実施し、一新を図りました。今回の病院につ

いては、対応に問題があると判断し提携病院からは削除しました。
今後も、契約者の皆様に良質なサービスを提供するため、定期的なチェック・見直しを実施

していきます。
（２００８年２月)

改善内容

海外旅行のキャッシュレスメディカルサービス(診察代立替不要のサービス)提携病院の
サービスレベルが低い。

お客様サービスの改善

事例３

個人財産総合保険に加入しているが、保険証券に風
災免責金額の記載がない。保険証券に表示されていな
いので、免責金額が０円であることがわからない。免責
金額を設定した場合のみ表示されると説明を受けたが
納得ができない。わかりやすく表示すべきである。
（お客様からのご意見）

お客様の声

免責金額が設定されていない場合についても、保険
証券に「風災免責金額 ０万円」と記載するように改善し
ました。
（２００７年１１月）

改善内容

証券・パンフレットの改善

保険証券に風災免責金額を記載してほしい。
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（社）日本損害保険協会の損害保険調停委員会

日本損害保険協会では、そんがいほけん相談室に

おいて、損害保険全般に関する相談や苦情を受け付

けています。そんがいほけん相談室は、損害保険会社

に苦情の解決を依頼するなど、適正な解決に努めま

すが、当事者間で問題の解決がつかない場合に対応

するため、中立・公平な立場から調停を行う損害保険

調停委員会が設けられています。苦情の申し出から、

原則として２ヵ月を経過しても問題が解決しない場合、

苦情申出人の希望により損害保険調停委員会をご利

用いただけます。

詳しくは、日本損害保険協会のホームページ

（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｎｐｏ.ｏｒ.ｊｐ/）をご参照くださ

い。

（財）自賠責保険・共済紛争処理機構

自賠責保険（自賠責共済）の保険金（共済金）の支払

いをめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被

害者の保護を図るために設立され、国から指定を受

けた紛争処理機関として、（財）自賠責保険・共済紛争

処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る

専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等

で構成する紛争処理委員が、自賠責保険（自賠責共済）

の支払内容について審査し、公正な調停を行います。

同機構が取り扱うのは、あくまで自賠責保険（自賠責

共済）の保険金（共済金）の支払いをめぐる紛争に限

られますので、ご注意ください。

詳しくは、同機構のホームページ

（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｊｉｂａｉ-ａｄｒ.ｏｒ.ｊｐ/）をご参照くだ

さい。

公平・中立な立場でお応えする機関のご紹介

当社ホームページの「契約者さま専用ページ」がわかりづらい。事例６

当社ホームページの契約者さま専用ページに登録するため、手続きしたら、エラーメッ
セージが表示され接続できなかった。利用対象契約の明確化・拡大をお願いしたい。
（お客様からのご意見）

お客様の声

現在当社ホームページの契約者さま専用ページでは、損害保険契約について、２００４年１０月
以降始期契約を対象とさせていただいております（お申し出いただいたお客様の契約は対象
外でした)。
サービス対象のご契約範囲を含め、操作方法・サービス内容・お問い合わせ先等を詳しくか

つわかりやすく説明するため、「ご案内動画」を開設しました。引き続き利便性の向上に努めて
いきます。
（２００８年１月)

改善内容

事例５

火災保険の住所変更でカスタマーセンターに電話をしたつもりでいたが、東京海上日動安
心１１０番につながってしまった。東京海上日動安心１１０番では、「ご契約に関するお問い合わせ
は、カスタマーセンターで承ります。カスタマーセンターへお掛け直しください。」と言われた。
担当が異なるとはいえ、会社の窓口である部署なので、対応を改善してほしい。
（お客様からのご意見）

お客様の声

「東京海上日動安心１１０番」と「カスタマーセンター」相互間の連携については、ご指摘を踏
まえ相互間転送を実施するように改善しました。
（２００７年１２月）

改善内容

お客様サービスの改善

お客様サービスの改善

「東京海上日動安心１１０番」と「カスタマーセンター」との相互間転送をしてほしい。
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トピックス

産学連携による地球温暖化への挑戦

当社は２００７年１０月、国内保険業界として初めて、イ

ンターネット上の仮想世界「セカンドライフ」に、「安心

と安全」をコンセプトとしたリスク研究所「ｍａｎｇｒｏｖ

ｅ-ｗｏｒｌｄ」を設立しました。

当社は人類共通の最大のリスクの１つである地球

温暖化への取り組みとして、仮想世界においてマング

ローブ植林擬似体験などを通じ、環境とリスクに関す

る社会への啓発活動を展開しています。
※セカンドライフ：米リンデンラボ社が運営する、三次元のインターネッ

トサービス。

当社は、２００７年１２月１０日にエジプトにおいて、Ｅｇｙｐｔ

ＫｕｗａｉｔＨｏｌｄｉｎｇＣｏｍｐａｎｙ,Ｓ.Ａ.Ｅと合弁でタカフル

会社を設立し、２００８年度内の営業開始を目指していま

す。タカフルとは、過剰な不確実性、賭博、利子などを

禁じるイスラム教の教義に沿いながら、損害てん補、

死亡・疾病保障、相互扶助といった保険の持つ経済効

果を享受すべく生まれたイスラム式保険制度で、イス

ラム圏を中心に大変注目されています。当社は、世界

の大手保険会社に先駆けてタカフル事業に参入してお

り、中東アジアにおける引受実績や優れた人材の確保

により、現地のお客様によりよいサービスの提供がで

きるものと考えています。

当社と東京大学は、伊藤忠商事株式会社、日本電信

電話株式会社とともに「気候環境アプリケーション創

成コンソーシアム」に基づく共同研究を進めてきまし

たが、さらに本共同研究への一層の貢献を目指し、グ

ループ内のシンクタンクである東京海上研究所を研

究協力者として参加させ、グループの研究体制を強化

しました。

また、「東京大学気候システム研究センター」が取り

組んでいる、地球温暖化を含む気候変動予測に関する

研究の進展に貢献することを目的として、東京大学に

対し２００７年度から２０１１年度までの５年間で５,０００万円

(各年度１,０００万円)の研究助成を実施することを決定

しました。

地球温暖化への対応において、産学連携による総合

的な幅広い取り組みを通じて、社会に貢献していきた

いと考えています。

当社は、地球温暖化問題への取り組みをさらに充

実していくために「地球温暖化に関する総合プログラ

ム」を策定しました。今回の総合プログラムは、東京

海上研究所と連携した「東京大学気候システム研究セ

ンター」との共同研究･研究助成に加え、お客様参画

方式の環境配慮型自動車保険の提供や、東京海上ア

セットマネジメント投信による新たな環境ファンドの

開発・販売など（P５０参照）、地球温暖化問題に総合的

に取り組んでいく第一歩として策定したものです。

当社は「安心と安全」を提供する損害保険会社とし

て、また企業市民として、今後の地球温暖化に関わる

世界動向も踏まえ地球温暖化の防止･軽減に関し、積

極的な役割を果たしていきます。

「地球温暖化に関する総合プログラム」の策定

仮想世界「セカンドライフ」への参入

保険商品・サービス�

地球温暖化防止（抑止）に
つながる保険/金融商品・サ
ービスの提供�
�
地球温暖化に伴うリスクの
顕在化に対応する商品・サ
ービスの提供�

投融資�

投融資活動を通じた地球
温暖化防止の促進�

コンサルティング�

地球温暖化リスクに
関連する事業体へ
のコンサルティング
サービス提供�

環境啓発・社会貢献�

地球温暖化防止に向けた幅
広い環境啓発活動�
�
企業としての適時・適切な
情報開示�

環境負荷削減�

自社の事業活動に伴う環境
負荷の削減（温室効果ガス
の削減）�

リスク研究�

産学連携を核とした
共同研究に基づいた
主要な自然災害�
（台風・ハリケーン等）
の影響予測�

東京海上日動の�
地球温暖化に関する�
総合プログラム�

エジプトにおけるタカフル会社設立
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当社は、２００７年１１月６日に、日本の保険会社として初

めてアラブ首長国連邦ドバイ首長国のドバイ国際金融

センターに、ＴｏｋｉｏＭａｒｉｎｅＭｉｄｄｌｅＥａｓｔＬｉｍｉｔｅｄ(Ｔ

ＭＭＥ)を設立し、営業を開始しました。今後も安定的

な経済成長が見込まれる中東地域において、ＴＭＭＥで

はイスラム式保険(タカフル)の商品開発など域内グル

ープ会社へのサービス提供を通じて、当社中東営業体

制の強化を進めていきます。

２００２年６月に発売を開始した生損保一体型保険商

品「超保険（総合保険）」の保有契約件数が、２００７年９

月末時点で３０万件を突破しました。「超保険」は「お客

様のライフプラン、家族構成やライフステージのさま

ざまな変化にあわせて、トータルな補償を過不足なく

備えることのできる商品」をコンセプトにしており、着

実にお客様からのご支持をいただいています。２００９

年度には保有契約件数５０万件を突破する見込みで

す。

当社は、２００８年５月にスタートした「商品・事務・シ

ステム抜本改革」の第一弾として、２００８年７月保険始

期の契約より自動車保険の商品改定を行いました。

お客様に自動車保険をより正しく、より身近に感じて

いただくため、商品ラインナップ、特約や料率制度の

「簡素化」を行うとともに、各種ご説明ツールを刷新し、

お客様から見てよりわかりやすい商品としました。ま

た、事故や故障が生じてから、必要な補償をお選びい

ただく「選べるロードアシスト」を新設するなど商品魅

力のアップを図りました。

さらに、当社ホームページ上に「自動車保険ご案内

デスク」を開設し、ご注意いただきたいポイントを動画

で解説するなど、自動車保険をわかりやすくご説明し

ています。

また、ご契約者の皆様にお送りしている冊子の「約

款（ご契約のしおり）」を当社ホームページ上に掲載し、

解説やリンク機能などを用い、わかりやすくご覧いた

だけるようにしました。あわせて、お客様が次回の更

新契約から「約款（ご契約のしおり）」を当社ホームペー

ジで確認され、冊子の形では必要ないと登録された

場合、トータルアシスト契約１件につきマングローブの

苗木約２本分相当の寄付をさせていただく制度も導入

しています。

ドバイにおける中東サービス会社の設立 「商品・事務・システム抜本改革」第一弾！
自動車保険の商品改定

生損保一体型保険商品「超保険（総合保険）」
保有契約件数３０万件突破
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トピックス

当社は、地元に密着し個人事業主や地元企業との

関係が深い金融機関との提携や生・損保代理店を通

じて、確定拠出年金の運営管理業務受託を推進して

います。

２００２年より個人型確定拠出年金の運営管理業務を

行ってきましたが、２００７年度末で、個人型確定拠出年

金の販売件数が３２,０９９件と、トップクラスの実績とな

っています。

企業型確定拠出年金においても、全国に退職金・年

金制度のコンサルティング専門担当者を配置し、中

堅・中小企業に対してわかりやすいコンサルティング

サービスを提供しています。６,７００件を超えるコンサ

ルティングを受託するとともに、２００７年度末現在で企

業型確定拠出年金の内定を含む運営管理業務受託企

業数は２,０００社を超え、個人型同様トップクラスの実

績となっています。

当社は、２００８年３月１０日に、英国ロイズを中心にグロ

ーバルに保険事業を展開する「キルン社（ＫｉｌｎＬｔｄ）」を完

全子会社としました。

キルン社は、ロイズ保険市場においてトップクラス

の保険引受規模を誇り、ロイズにおいて最も知名度・

ブランド力のある保険グループの１つで、特に、企業保

険分野での商品企画力、卓越した保険引受能力に定評

があります。

今後は、東京海上グループとキルン社が共同で戦略

や新たな事業展開を検討していくなど、ロイズ市場の

みならずキルン社の事業基盤を活用したさらなる海外

保険事業展開に取り組み、海外保険事業における収益

拡大を図るとともに、企業価値の増大を図りたいと考

えています。

英国ロイズ「キルン社」買収
個人型確定拠出年金(４０１ｋ)制度で
３０,０００件突破
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東京海上ホールディングスは、グループ全体の経営

戦略・計画立案、グループ資本政策、グループ連結決算

を担うとともに、コンプライアンス・内部監査・リスク

管理等の基本方針を策定し、各事業子会社の経営管理

を行っています。また、上場企業としてＩＲ・広報および、

CSR推進機能を備えています。

これにより、企業価値の最大化に向けて、中長期的

なグループ戦略の立案と収益性・成長性の高い分野へ

の戦略的な経営資源の配分を行い、グループ全体の

事業の変革と事業子会社間のシナジー効果を追求し

ます。

■会社の概要（２００８年７月１日現在）
名称 ：東京海上ホールディングス株式会社

（英文名称「Tokio Marine Holdings, Inc.」）
所在地 ：東京都千代田区丸の内１－２－１

東京海上日動ビル新館９F 〒１００－０００５
電話 ０３-６２１２-３３３３（代表）

設立日 ：２００２年４月２日
資本金 ：１，５００億円
従業員数 ：３８２名（２００８年３月３１日現在）
株式上場取引所 ：東京証券取引所第一部、

大阪証券取引所第一部
事業内容 ：保険持株会社として傘下子会社の経営

管理およびそれに附帯する業務を営む
ホームページアドレス　http://www.tokiomarinehd.com/

東京海上ホールディングスの業務内容

22

経営について

東京海上グループ概要

東京海上ホールディングスが直接出資する会社

東
京
海
上
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
上
場
持
株
会
社
）�

（２００８年７月１日現在）�

東京海上日動�

日新火災�

東京海上日動あんしん生命�

東京海上日動フィナンシャル生命�

ミレア日本厚生�

東京海上日動あんしんコンサルティング�

東京海上日動キャリアサービス�

東京海上日動サミュエル�

東京海上日動ファシリティーズ�

東京海上日動メディカルサービス�

東京海上日動リスクコンサルティング�

ミレア・モンディアル�

東京海上不動産投資顧問�

Tokio Marine Bluebell Re

Tokio Marine Americas

Tokio Marine Asia

Tokio Marine Seguradora S.A.（Real Seguros S.A.）�

東京海上グループは、お客様の信頼をあらゆる活動の原点におき、企業価値を永続的に高めていきます。�
●お客様に最高品質の商品・サービスを提供し、安心と安全をひろげます。�
●株主の負託に応え、収益性・成長性・健全性を備えた事業をグローバルに展開します。�
●社員一人ひとりが創造性を発揮できる自由闊達な企業風土を築きます。�
●良き企業市民として公正な経営を貫き、広く社会の発展に貢献します。�

東京海上グループ経営理念�
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東京海上グループの事業領域と主なグループ会社

お客様
国内生保事業

海外保険事業

金融事業

一般事業

国内損保事業

東京海上アセットマネジメント投信

（投資顧問・投資信託業務）

東京海上キャピタル

（プライベートエクイティ投資業務）

東京海上フィナンシャルソリューションズ

（デリバティブ・証券業務）

東京海上不動産投資顧問

（不動産投資顧問業務）

東京海上日動アトラディウス・クレジットマネジメント

（貿易保険に関するリスク評価業務）

Tokio Marine Investment Services, Ltd.

（投資顧問業務）

　etc.

Tokio Marine Asia

Tokio Marine Bluebell Re

Tokio Marine Seguradora S.A.（Real Seguros S.A.）

Tokio Marine Americas

Tokio Marine Europe Insurance

Tokio Marine Brasil Seguradora

Tokio Millennium Re

Tokio Marine Global

Tokio Marine Global Re

Tokio Marine Management

東京海上日動上海支店

Kiln Group

etc.

［リスクコンサルティング事業］
東京海上日動リスクコンサルティング
　［総合人材サービス事業］
東京海上日動キャリアサービス
　［ファシリティマネジメント事業］
東京海上日動ファシリティーズ
　［トータルヘルスケアコンサルティング事業］
東京海上日動メディカルサービス
　［シルバー事業］
東京海上日動サミュエル
東京海上日動ベターライフサービス
　［アシスタンス事業］
ミレア・モンディアル
インターナショナルアシスタンス
　［IT 支援サービス事業］
東京海上日動コミュニケーションズ
　［保険代理業］
東京海上日動あんしんコンサルティング
　etc.

東京海上日動あんしん生命

東京海上日動フィナンシャル生命

東京海上日動

日新火災

ミレア日本厚生

（２００８年７月１日現在）

海外ネットワーク

海外拠点：３６カ国・地域、３０３都市

●駐在員数：１７０名

●現地スタッフ数：約１３,０００名

クレームエージェント数：２５０の国・地域

（２００８年７月１日現在・現地スタッフ数は２００８年３月３１日現在）
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経営戦略
経営について

「東京海上グループは、保険のステージを拡大し、世界トップクラスの保険グループを目指します。」を中長期的に

目指す姿（ビジョン）として掲げ、グループ総合力を結集してグローバルに安心と安全の拡大を目指します。

東京海上グループの目指す姿・中長期戦略および中期計画「ステージ拡大２００８」

商品・サービス戦略の
ステージ拡大

多様化するお客様ニーズを捉え、創造的な商品を開発していくとともに、事前の
事故防止サービス・事故後のケアサービスとの融合や周辺サービスの拡充など、
持株会社の優位性を最大限に活かして、お客様ニーズにお応えする商品・サービ
スを提供します。

販売チャネル戦略の
ステージ拡大

銀行窓販の全面解禁など、今後の事業環境の変化を的確に捉え、お客様との
最適なコンタクトポイント(販売チャネル)を構築します。

事業地域のステージ拡大
（グローバル戦略）

進出国の地域特性に合わせ、きめ細かなマーケティング・商品戦略をベース
とした成長戦略と、M＆A・提携戦略等を組み合わせた事業展開を大胆に推進し、
各国の保険事業の拡大を図ります。

■「商品・サービス」「販売チャネル」「事業地域」における戦略的ステージ拡大

■グループの総合力の結集

東京海上グループでは、「経営資源の最適配分」「グループ横断のマーケティング機能の強化」「グローバルな資

産運用体制の強化」などを通じ、グループ総合力を結集し、グローバルに安心と安全の拡大を図ります。

■資本効率の向上

東京海上グループでは、定量的・体系的な統合リスク管理により、事業を取り巻くリスクを定量的に把握し、資本

の範囲内にリスク量を抑える管理を行う一方で、収益性・成長性の高い戦略的な事業分野に資本を振り向けるとと

もに、株主還元策を充実させることにより、資本効率の向上を図っていきます。

長期的(１０年以内)に修正利益約３倍(０５年度対比)、修正ＲＯＥ８％以上を目指します。

長期戦略・中期計画「ステージ拡大２００８」における実績および目標

※収益・ＲＯＥは、企業価値を的確に把握し、その拡大に努める観点から「修正利益ベース」で定めます。
＜修正利益の定義＞
（１）損害保険事業

修正利益＝当期純利益+異常危険準備金等繰入額+価格変動準備金繰入額
－ＡＬＭ債券・金利スワップ取引に関する売却・評価損益－保有株式・不動産等に関する売却損益・評価損－その他特殊要素（各調整額は税引き後）

（２）生命保険事業
修正利益＝エンベディッド・バリューの当期増加額－増資等の資本取引
（ブラジル等の一部の生保については（３）の基準により算出（利益については本社費等を控除））

（３）その他の事業
財務会計上の当期純利益

事業ドメイン�

国内損保事業�
 東京海上日動�
 日新火災�
 ミレア日本厚生�

国内生保事業�
 東京海上日動あんしん生命�
 東京海上日動フィナンシャル生命�
海外保険事業�
 元受�
 再保険�
金融・一般事業�
グループ合計�
グループ合計ＲＯＥ�

９１５億円�
９０８億円�
７億円�
―�

３４６億円�
２９４億円�
５２億円�
７７億円�
１３６億円�
△５２億円�
４９億円�

１,３８７億円�
３.７％�

８９０億円�
８８１億円�
８億円�
―�

４８２億円�
３０４億円�
１７７億円�
２８６億円�
１７０億円�
１２３億円�
３８億円�

１,６９７億円�
３.８％�

２００５年度実績� ２００６年度実績� ２００８年度通期予想�２００７年度実績�

７５７億円�
７４９億円�
１億円�
６億円�

３７７億円�
２６８億円�
１０８億円�
３１７億円�
２１０億円�
１１９億円�
１２億円�

１,４６５億円�
４.１％�

９９４億円�
１,００２億円�
△８億円�

―�

１５１億円�
２９１億円�
△１４４億円�
２９７億円�
１６８億円�
１６５億円�
△１０億円�
１,４３２億円�

３.５％�
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東京海上日動の中期計画　“ステージ拡大２００８”�

①『適正な業務運営の徹底』�
お客様からの信頼回復に向けて、適正な業務運営の徹底を図っています。�

　「漏れなくご案内し、漏れなくお支払いする」という基本方針を徹底していきます。��
「ご契約内容確認書」の使用による契約締結時のお客様のご意向、ご契約内容・保険料の確認を徹底していきます。�

業務品質の向上�

適正な業務運営の�
徹底�

業務革新�
プロジェクト�

お支払い・保険募集・引受管理に関する社内管理態勢の強化�

　お客様に提供する商品・サービスに関して、欠かすことのできない具体的な品質基準を「安心品質」として定め、「安心品質」
の実現に徹底して取り組んでいきます。�

「安心品質」への取り組み�

　第三分野商品に係る保険金の不適切な不払いが発生したことに伴う２００７年３月１４日付の行政処分に基づき、２００７年４月１３日
付で金融庁に業務改善計画書を提出しました。��
　お客様からの信頼回復に向けて、この改善計画に定めた事項の一つひとつに全社を挙げて取り組んでいます。�

業務改善計画の遂行�

②『業務革新プロジェクト』�

　商品ラインナップ、特約の整理・統合、簡素化を図り、お客様にとってわかりやすい商品を提供していきます。�

商品ラインナップの整理・統合、簡素化�

　代理店システム・社内イントラネットの刷新による情報共有の高度化・省力化・ペーパーレス化を図ります。また、代理店システ
ムの刷新による事務の標準化、保険料領収のキャッシュレス化等の促進を通じた代理店業務の効率化により、お客様とのコンタ
クト時間の拡大を図ります。�

ITシステムの高度化�

　代理店システム・社内イントラネットの刷新による社員・代理店間のパートナーシップの更なる向上、社員および代理店の業務プロ
セス改革を図ります。�

社員・代理店の業務プロセス改革�

ますます多様化するお客様ニーズに対応して、お客様にご満足いただける商品・サービスをスピーディ
ーに提供していくために、業務革新プロジェクト「『仕事のやり方』抜本改革」を推進しています。このプロ
ジェクトにより、「商品ラインナップの整理・統合、簡素化」「システム基盤の再構築によるシステム開発効
率の改善」「ITシステムの高度化による業務プロセスの刷新」等を通じて、業務品質の飛躍的な向上を実
現していきます。�

東京海上日動は、２００６年４月から３年間の中期計画“ステージ拡大２００８”を実施しています。お客様本位をあらゆる

事業活動の原点におき、「適正な業務運営の徹底」「業務革新プロジェクトの実行」「事前と事後の『安心と安全』に係

る価値提供機能の拡充」による「業務品質の向上」を通じて、お客様からの信頼を回復していきます。その上で、「業

務品質の永続的な向上による競争優位性を持つ会社」「成長性と活力に溢れた会社」を目指していきます。

（保険金支払い漏れや不適切な募集･引受等の一連の問題を踏まえ、２００７年１１月に計画の見直しを行っています。）

東京海上日動の経営戦略
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代表的な経営指標
経営について

年度

正味収入保険料（対前期増減率

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

保険引受利益（対前期増減率

経 常 利 益（対前期増減率

当 期 純 利 益（対前期増減率

ソルベンシー・マージン比率

総 資 産

純 資 産 額

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額

破 綻 先 債 権

延 滞 債 権

３カ月 以 上 延 滞 債 権

貸 付 条 件 緩 和 債 権

リ ス ク 管 理 債 権 額

Ⅱ　　　　分　　　　類

Ⅲ　　　　分　　　　類

Ⅳ　　　　分　　　　類

分類額計（Ⅱ ＋Ⅲ ＋Ⅳ ）

2006年度（平成18年度） 2007年度（平成19年度）

）

）

）

）

リ
ス
ク
管
理
債
権
の
状
況

資
産
の
自
己
査
定
結
果

２００７年度 代表的な経営指標

1,928,061百万円

61.5%

30.7%

7,971百万円

156,332百万円

96,448百万円

1,098.2%

11,177,448百万円

3,076,887百万円

3,662,827百万円

277百万円

5,042百万円

2百万円

4,401百万円

9,724百万円

72,190百万円

6,593百万円

6,937百万円

85,720百万円

（ 1.9％）

（△77.0％）

（ △5.9％）

（△21.1％）

（ △0.8％）

（ 393.9％）

（ 17.7％）

（ 27.5％）

1,912,180百万円

61.6％

31.5％

39,376百万円

183,974百万円

122,992百万円

957.8%

10,889,562百万円

2,326,624百万円

2,396,747百万円

200百万円

5,216百万円

－

1,317百万円

6,735百万円

83,229百万円

5,922百万円

21,657百万円

110,809百万円
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1６,０００�

１８,０００�

２０,０００�

1兆9,121億円（△0.8％）�
正味収入保険料（対前期増減率）�

●正味収入保険料�
　ご契約者から直接受け取った保険料（元受保険料）に、保険金支払負担平均化

・分散化を図るための他の保険会社との保険契約のやりとり（受再保険料および

出再保険料）を加減し、さらに将来ご契約者に予定利率を加えて返れいすべき原

資となる積立保険料を控除した保険料です。 ０�
２００５年度�２００６年度�２００７年度�

１９,１２１�１８,９２７�

（単位 ： 億円）�

●正味収入保険料の推移�

自動車４５.６%

自動車損害１６.２%�
賠 償 責 任�

火災１３.２%

傷害７.８%

海上４.２%

その他１３.０%

61.6％�
正味損害率�

●正味損害率�
　正味収入保険料に対する支払った保険金の割合のことであり、

保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられるものです。

具体的には、損益計算書上の「正味支払保険金」に「損害調査費」

を加えて、前述の「正味収入保険料」で除した割合を指しています。�

５０�

８０�

０�
２００５年度� ２００６年度� ２００７年度�

６１.６％�
６０.６％�

６１.５％�

（単位 ： %）�

●正味損害率の推移�

１９,２８０�

種目別構成比�
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代表的な経営指標

経営について

393億円（393.9％）�
保険引受利益（対前期増減率）�

０�

５００�

２００５年度�

３９３�

２００７年度�

７９�

２００６年度�

３４６�

（単位 ： 億円）�

●保険引受利益の推移�

31.5％�
正味事業費率�

●正味事業費率�
　正味収入保険料に対する保険会社の保険事業上の経費の
割合のことであり、正味損害率と同様に保険会社の経営分析
や保険料率の算出に用いられるものです。具体的には、損益計
算書上の「諸手数料及び集金費」に「営業費及び一般管理費」
のうち保険引受に係る金額を加えて、前述の「正味収入保険
料」で除した割合を指しています。�

●保険引受利益�
　正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調査
費・満期返れい金等の保険引受費用と保険引受に係る営業費
及び一般管理費を控除し、その他収支を加減したものであり、
保険本業における最終的な損益を示すものです。なお、その
他収支は自賠責保険等に係る法人税相当額などです。�

０�
２００６年度�２００５年度�

１,２２１�

２００７年度�

１,２２９�

９６４�

１,２００�

９００�

６００�

３００�

３０�

４０�

０�
２００５年度� ２００６年度� ２００７年度�

３０.２％� ３０.７％�
３１.５％�

（単位 ： %）�

●正味事業費率の推移�

1,229億円（27.5％）�
当期純利益（対前期増減率）�

（単位 ： 億円）�

●当期純利益の推移�

●当期純利益 �
　経常利益に固定資産処分損益や価格変動準備金繰入額等
の特別損益・法人税及び住民税・法人税等調整額を加減したも
のであり、事業年度に発生したすべての取引によって生じた損
益を示すものです。�

０�

１,５００�

２,０００�

２００６年度�２００５年度�

１,６６０�

２００７年度�

１,８３９�

１,５６３�

１,０００�

５００�

1,839億円（17.7％）�
経常利益（対前期増減率）�

●経常利益 �
　正味収入保険料・利息及び配当金収入・有価証券売却益等の
経常収益から、保険金・満期返れい金・有価証券売却損・有価証
券評価損・営業費及び一般管理費等の経常費用を控除したも
のであり、経常的に発生する取引から生じた損益を示すものです。�

（単位 ： 億円）�

●経常利益の推移�
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957.8％�
ソルベンシー・マージン比率�

●ソルベンシー・マージン比率�
　巨大災害の発生や、保有資産の大幅な価格下落等、通常の予測
を超えて発生しうる危険に対する、資本金・準備金等の支払余カ
の割合を示す指標です。ソルベンシー・マージン比率は、行政当局
が保険会社を監督する際に、経営の健全性を判断するために活用
する指標の1つであり、その数値が２００％以上であれば「保険金等
の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。�

０�

１１０,０００�

２００５年度�

１０８,８９５�

２００６年度�

１０８,１４７�

２００７年度�

１１１,７７４�

１００,０００�

９０,０００�

９００�

１,１００�

０�
２００５年度�

１,０００�

２００６年度� ２００７年度�

１,０８３.９％�
１,０９８.２％�

（単位 ： %）�

●ソルベンシー・マージン比率の推移�

９５７.８％�

10兆8,895億円�
総資産�

●総資産�
　損害保険会社が保有する資産の総額であり、具体的には貸
借対照表上の「資産の部合計」です。損害保険会社の保有す
る資産規模を示すものです。�

（単位 ： 億円）�

●総資産の推移�

取得格付（２００８年７月１日現在）�

●スタンダード アンド プアーズ（S＆P）�

●ムーディーズ�

●フィッチ・レーティングス�

●A.M.Best

●格付投資情報センター（R&I）�

●日本格付研究所（JCR）�

AA／安定的 ＊1

Aa2／安定的 ＊2

AA+／安定的 ＊3

A++／安定的 ＊4

AA+／安定的 ＊5

AAA／安定的 ＊6

＊１ 保険財務力格付�

＊２ 保険財務格付�

＊３ 保険会社財務格付�

＊４ 財務格付�

＊５ 長期優先債務格付�

＊６ 長期優先債務格付�
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代表的な経営指標

経営について

法人税及び住民税�
法 人 税 等 調 整 額 �

７６９�
△２６８�

（単位：億円）�

正 味 収 入 保 険 料 �
収 入 積 立 保 険 料 �
積立保険料等運用益�
そ の 他 �

利息及び配当金収入�
有 価 証 券 売 却 益 �
積立保険料等運用益振替�
そ の 他 �

そ の 他 経 常 収 益 �

正 味 支 払 保 険 金 �
損 害 調 査 費 �
諸手数料及び集金費�
満 期 返 れ い 金 �
契 約 者 配 当 金 �
支 払 備 金 繰 入 額 �
責 任 準 備 金 繰 入 額 �
そ の 他 �

有 価 証 券 売 却 損 �
有 価 証 券 評 価 損 �
そ の 他 �

（　　　　 ）�
営業費及び一般管理費�
うち保険引受に係る�
営業費及び一般管理費�

そ の 他 経 常 費 用 �

そ の 他 収 支 �

保 険 引 受 利 益 �

当 期 純 利 益 �

特 別 損 益 �

経 常 利 益 �

経 常 費 用 �

経 常 収 益 �

保険引受収益　２１,７４７� 資産運用収益　２,１４１�

保険引受費用　１８,４６２� 資産運用費用　３７９�

保険引受に係る�
営業費及び一般管理費�２,８８９�

３,１８１�

２,８８９�

１４０�

３９３�

２４,００４�

２２,１６５�

１,８３９�

１９,１２１�
１,９０７�
７１７�
０�

１,２２９�

△１０９�

△１�

１１,０１０�
７６０�
３,１３５�
２,７２３�
０�

４２２�
３５２�
５７�

１０２�
１３７�
１３９�

２,０３３�
４９８�
△７１７�
３２６�

１１５�

決算の仕組み（２００７年度）�

代表的な経営指標の用語説明�

●純資産額�
　損害保険会社が保有する資産の合計である「総資産額」から、責任準備金等の「負債額」を控除したものが「純資産額」であり、具
体的には貸借対照表上の「純資産の部合計」です。損害保険会社の担保力を示すものです。�

●その他有価証券評価差額�
　「金融商品に係る会計基準（いわゆる時価会計）」により、保有有価証券等については、売買目的、満期保有目的などの保有目的で
区分し、時価評価等を行っています。その他有価証券は、売買目的、満期保有目的等に該当しないものであり、保有有価証券等の大宗
を占めています。この、その他有価証券の時価評価後の金額と時価評価前の金額との差額（いわゆる評価損益）が、その他有価証券
評価差額です。財務諸表においては、税金相当額を控除した純額を、貸借対照表上の純資産の部に「その他有価証券評価差額金」と
して計上しています。�

●リスク管理債権�
　貸付金のうち、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロに基づき開示している不良債権額です。貸付金の価値の毀損の危険性、
回収の危険性等に応じて、「破綻先債権」、「延滞債権」、「３カ月以上延滞債権」、「貸付条件緩和債権」の４つに区分されています。�

●自己査定�
　損害保険会社としての資産の健全化をはかるために、不良債権等については適切な償却・引当等の処理が必要です。自己査定は、
適切な償却・引当を行うために、損害保険会社自らが、保有資産について価値の毀損の危険性等に応じて、保有資産を分類区分するこ
とです。具体的には、債務者の状況及び債権の回収可能性を評価して、資産を回収リスクの低い方から順に、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの４段階に分類
します。このうち、Ⅰ分類は、回収の危険性または価値の毀損の可能性について問題の無い資産です。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分類は、何らかの回収の
危険性または価値の毀損の可能性がある資産であり、これらの合計額が「分類額計（Ⅱ＋Ⅲ＋Ⅳ）」です。�
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２００７年度の事業概況

２００７年度のわが国経済は、企業収益が総じて高水

準で推移するなど緩やかな景気の回復基調にありま

したが、年度後半は、住宅投資の落ち込みや米国サブ

プライムローン問題を契機とした米国経済の減速等

の影響により、景気の回復は足踏み状態となりました。

損害保険業界においては、２００７年度、自動車販売

台数や住宅着工件数の減少などにより保険料が減収

となりました。また、損保各社は、保険金の支払い漏

れ等の再発防止に努めるなど、信頼回復に向けた取

り組みを継続的に行いました。

こうした状況のなか、保険金の不適切な不払いによ

り行政処分（業務の一部停止命令および業務改善命

令）を受けた当社は、２００７年４月、金融庁に業務改善

計画を提出しました。当社は、かかる処分を厳粛に受

け止め、金融庁に提出した業務改善計画等に基づき、

適正な業務運営の徹底を図るため、経営管理態勢、

保険金支払管理態勢、契約者保護・契約者利便および

法令等遵守態勢の改善・強化に努めるとともに、契約

内容の確認・是正にも取り組みました。

当社は、適正な業務運営を基本として、２００６年度

からスタートしたグループの中期計画「ステージ拡大

２００８」に沿って事業を進めていますが、２００７年度の取

り組みの経過およびその成果は、以下のとおりです。

当社は、適正な業務運営の徹底を図るため、社長を

委員長とする「業務品質改善委員会」を設置し、２００７

年７月に消費者代表２名を同委員会の社外委員として

迎えるなど、お客様の視点から、業務品質の向上に向

けた取り組みを強化しています。また、社外の視点か

ら会社施策を点検・監視し、取締役会に提言を行う

「コンプライアンス委員会」の機能を強化するため、

委員長には社外委員が就任するとともに、同委員長

が社外取締役に就任しました。さらに、お客様に商

品・サービスを提供する上で欠かすことのできない品

質基準として「安心品質」を定め、お客様から見て「い

つでも、どこでも、誰であっても」この「安心品質」が達

成されるように全社を挙げて取り組んでいます。

当社は、２００８年５月の業務革新プロジェクト「『仕事

のやり方』抜本改革」のスタートに向け、数年間にわ

たり着実に準備を進めてきました。このプロジェクト

は、お客様の視点から業務プロセスを変革するととも

に、保険募集から保険金支払いに至るまでの業務を

迅速・正確・効率的に行うために商品・事務・システム

などの基盤整備に取り組むものであり、業務品質の向

上のためのインフラ構築の取り組みでもあります。

当社は、２００８年３月、英国ロイズを中心にグローバ

ルに保険事業を展開している「キルン・リミテッド」を

買収し、子会社としました。同社の２００７年の収入保険

料は６６１億円、当期純利益は１１８億円であり、東京海上

グループは、この買収により、海外保険事業における

規模および収益の拡大を図るとともに、世界を代表す

る保険市場である英国ロイズにおいて主要プレイヤ

ーとしての地位を確立しました。

また、当社は、タカフル（イスラム式保険）の商品開

発などを行う現地法人をドバイに設立するとともに、

タカフル事業の拠点となる現地法人をエジプトに設立

することを決定するなど、将来性のあるタカフルマー

ケットへの取り組みを強化しています。

（注）「キルン・リミテッド」の収入保険料および当期純利益として記
載の円貨額は、２００７年１２月末の為替相場による換算額です。
なお、同社は、２００８年３月に当社連結子会社となったため、同
社の収入保険料および当期純利益は、２００７年度の連結損益計

算書には含まれません。

金融事業に関しましては、２００７年度も、アセットマ

ネジメント事業を中心にグループで積極的な取り組

みを行い、東京海上アセットマネジメント投信株式会

社の運用資産残高が５兆円を突破するなどの成果を

挙げています。

確定拠出年金事業に関しましては、２００７年度も、当社

は企業型確定拠出年金の運営管理受託を積極的に推進

した結果、内定を含む受託企業数が２,０００社を超え、ま

た、個人型確定拠出年金の普及にも努めた結果、受託

件数が３０,０００件を超えました。企業型、個人型ともに

運営管理機関としてトップクラスの実績となっています。

経営環境と事業概況

適正な業務運営

事業基盤の強化

海外保険事業

金融事業等
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２００７年度の事業概況

経営について

当社は、２００７年１１月、地球温暖化の軽減に向けた

取り組みを強化するため、「地球温暖化に関する総合

プログラム」を策定しました。このプログラムでは、

地球温暖化が自然災害に与える影響に関する研究活

動やマングローブの植林事業に加え、自動車保険の

お客様が「ウェブ約款」を選択された場合に、当社が

ご契約１件につきマングローブの苗木約２本分の植林

費用を寄付する新たな仕組みなどを採り入れています。

保険引受収益２兆１,７４７億円、資産運用収益２,１４１億

円などを合計した経常収益は、２００６年度に比べ３８億

円減少し、２兆４,００４億円となりました。一方、保険引

受費用１兆８,４６２億円、資産運用費用３７９億円、営業費

及び一般管理費３,１８１億円などを合計した経常費用

は、２００６年度に比べ３１４億円減少し、２兆２,１６５億円と

なりました。

この結果、経常利益は１,８３９億円と、２００６年度に比

べ２７６億円、１７.７％の増加となりました。

経常利益に特別利益、特別損失、法人税及び住民

税ならびに法人税等調整額を加減した当期純利益

は、２００６年度に比べ２６５億４３百万円、２７.５％増加し、

１,２２９億９２百万円となっています。

正味収入保険料は１兆９,１２１億円と、火災保険や傷

害保険の減収などにより、２００６年度に比べ０.８％の減

収となりました。一方、正味損害率は、２００６年度に比

べ横ばいの６１.６%となりました。また、正味事業費率

は、適正な業務運営の徹底に関する費用の増加など

により、２００６年度に比べ０.８ポイント上昇し、３１.５％と

なりました。保険引受利益は大規模自然災害の減少

を主因として、２００６年度に比べ３１４億円増加し、３９３億

円となりました。

主な保険種目の状況は次のとおりです。

２００７年度末の総資産は１０兆８,８９５億円、運用資産

は１０兆２,１１３億円と、２００６年度末に比べそれぞれ

２.６％、３.６％の減少となりました。２００７年度末の運

用資産の主な項目としては、有価証券が７兆４,０８６億

円、買入金銭債権が１兆４,７５０億円となっています。

資産の運用にあたりましては、リスク管理の高度化

や充実を図りつつ、運用収益の拡大に意を用いまし

た。また、保険金や満期返れい金などの支払いに備

えるため、資産・負債総合管理（ＡＬＭ）の強化や資産

の安全性・流動性の確保に引き続き努めました。

２００８年度のわが国経済は、米国経済の減速やグロ

ーバル金融市場の混乱等による下振れリスクが高ま

っており、当面は減速が続くものと見込まれています。

当社におきましても、引き続き、お客様や社会から

の信頼回復に向けた態勢強化が課題となっています。

当社は、「お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点

におく」という経営理念に基づき、お客様や社会から

の信頼回復に向けて、業務品質の向上に全力を挙げ

て取り組みます。また、そのための基盤となる業務革

新プロジェクト「『仕事のやり方』抜本改革」を通じて、

お客様本位の商品・サービスの提供に努めます。

当社は、最終年度を迎えた３ヵ年計画「ステージ拡

大２００８」に沿って、「商品・サービス」、「販売チャネル」

および「事業地域」における戦略的なステージ拡大を

図ります。一方、内部統制基本方針に基づき、リスク

管理、コンプライアンス、反社会的勢力への対応、顧

客保護などに関する体制を整備するとともに、内部監

査の充実にも努めます。

東京海上グループが収益性、成長性および健全性

を兼ね備えた企業グループとしてさらに発展していく

ために、その中核会社として業務に邁進していきます。

対処すべき課題

２００７年度業績

火災保険 ２,５３０億円 ３９.６％
海上保険 ８０５億円 ５２.８％
傷害保険 １,４９６億円 ５５.０％
自動車保険 ８,７１６億円 ６５.６％

自動車損害賠償
責任保険 ３,０９５億円 ７８.０％

その他の保険（＊） ２,４７７億円 ５５.９％
＊賠償責任保険、動産総合保険、労働者災害補償責任保険などが主
なものです。

保険種目 正味収入保険料 正味損害率

保険引受の概況

資産運用の概況ＣＳＲ
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内部統制基本方針
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制基本方針」を以下のとおり決定し、

本方針に従って内部統制システムを構築・運用しています。

(１)当社は、東京海上グループのコンプライアンス推進に関する基本方針に基づき、コンプライアンス体制を整備する。
(ａ)当社は、役職員が東京海上グループのコンプライアンス行動規範に則り、事業活動のあらゆる局面においてコンプライアンスを最優先するよう周
知徹底する。

(ｂ)当社は、コンプライアンスを統轄する部署を設置し、各部店におけるコンプライアンス推進の体制を整備するとともに、コンプライアンスの実施
状況について取締役会に定期的に報告する。また、コンプライアンスに関する事項について取締役会に提言・勧告等を行う機関として、社外委員
を過半数とするコンプライアンス委員会を設置する。

(ｃ)当社は、役職員が遵守すべき法令および社内ルールの具体的内容を明示したコンプライアンス・マニュアルを整備し、研修等によりコンプライア
ンスの徹底を図る。

(ｄ)当社は、法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、通常の報告ルートのほかに社内外にホットライン（内部通報
制度）を設け、その利用につき役職員に周知する。

(２)当社は、東京海上グループの反社会的勢力等への対応に関する基本方針に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体
に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。

(３)当社は、東京海上グループの内部監査に関する基本方針に基づき、内部監査に関する規程を定め、被監査部門から独立した内部監査部門により、実
効性のある内部監査を実施する。

(１)当社は、東京海上グループのリスク管理に関する基本方針に基づき、リスク管理に関する基本方針を定め、当社の事業遂行に関わるリスクについて、
リスク管理を統轄する部署を設置するとともに、リスク・カテゴリー毎に主管部を定めて管理を行う。また、取締役会直属の委員会としてリスク管理委
員会を設置し、同委員会での論議を通じて全体的・総合的なリスク管理を推進する。各リスクの管理は、リスクの特定・評価・制御、コンティンジェン
シー・プランの策定およびモニタリング・報告のプロセスを基本とし、リスクの特性等に応じた適切なプロセスを実施する。

(２)当社は、統合リスク管理に関する方針を定め、格付けの維持および倒産の防止を目的とした定量的リスク管理を実施する。

(１)当社は、東京海上グループの経営戦略に基づき、中期経営計画および年度計画（数値目標等を含む。）を策定し、事業部門毎の実施状況をモニタリン
グして、その結果を取締役会に報告する。

(２)当社は、業務分担および指揮命令系統を通じて効率的な業務執行を実現するため、職務権限に関する規程を定めるとともに、事業目的を達成するた
めに適切な組織機構を構築する。

当社は、お客様本位を徹底し、お客様の利益保護を実現するため、東京海上グループの顧客保護等に関する基本方針に基づき、顧客保護等に関する体
制を整備する。

当社は、文書等の保存に関する規程を定め、重要な会議の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、同規程の定めるところに
従い、適切に保存および管理を行う。

当社は、グループの企業価値を最大化する観点から、子会社に対する適切な株主権の行使を行う。また、子会社の管理に関する規程を定め、子会社に対
する経営上の重要事項の決定を当社の事前承認事項とすること等により、子会社の経営管理を行う。孫会社の経営管理は、原則として、子会社を通じて
行う。

当社は、財務報告の適正性と信頼性を確保するために必要な体制を整備し、有効性を定期的に評価して、その評価結果を取締役会に報告する。

(１)監査役への報告に関する体制
(ａ)取締役は、監査役の求めに応じて、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、適時に監査役に対する報告を行うと
ともに、職務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、
直ちに監査役に報告を行う。

(ｂ)監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議または委員会に出席し、意見を述べる。また、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行
った重要な稟議書類等については、何時にても監査役の求めに応じて、閲覧に供する。

(ｃ)ホットラインの運用状況および重要な報告・相談事項については、定期的に監査役に報告を行う。
(ｄ)取締役および職員は、何時にても監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。

(２)監査役の職務を補助すべき職員に関する事項（当該職員の取締役からの独立性に関する事項を含む。）
(ａ)監査役の監査業務を補助するため、監査役直轄の事務局を設置する。事務局には、監査役の求めに応じて、監査業務を補助するのに必要な知
識・能力を具備した専属の職員を配置する。

(ｂ)監査役事務局に配置された職員は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、必要な情報の収集権限を有する。
(ｃ)当該職員の人事考課、人事異動および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。

(３)子会社の監査役との連携等
監査役は、監査役監査基準等に基づき、親会社および子会社の監査役と密接な連携を保ち、効果的な監査を実施するよう努める。また、監査役は、必
要に応じて、子会社の取締役および職員から業務の状況を聴取する。

以上
２００６年 ５月１２日 制定
２００７年１２月２１日 改定
２００８年 ７月１日 改定

８．監査役の監査に関する体制

７．財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制

６．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

５．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

４．顧客保護等に関する体制

３．職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

２．リスク管理に関する体制

１．職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
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コーポレート・ガバナンスの状況
経営について

コーポレート・ガバナンス態勢

当社は、お客様、株主、代理店、社員、地域・社会という各ステークホルダーに対する責任を果たすためコーポレ

ート・ガバナンスの充実を重要な経営課題として位置付け、親会社である東京海上ホールディングスが策定した「コ

ーポレート・ガバナンス方針」およびグループの「内部統制基本方針」に基づいた健全で透明性の高いコーポレート・

ガバナンスを構築しています。

１．取締役会・監査役会
当社の取締役会は、現在、社外取締役１名を含む

１９名の取締役(任期１年)で構成されています。監査

役会は、社外監査役３名を含む６名の監査役で構成

されています。社外取締役および社外監査役と当社

との間には、特別な利害関係はありません。

２．指名委員会・報酬委員会
当社の親会社である東京海上ホールディングスは、

「コーポレート・ガバナンス方針」に基づき、指名委員

会および報酬委員会を設置しています。両委員会は、

それぞれ３名の社外委員を含む４名の委員で構成し、

委員長は社外委員から選出しています。両委員会は、

当社役員(取締役・監査役・執行役員)の選任、解任お

よび選任要件ならびに当社役員の報酬体系および業

績評価等についても審議を行い、東京海上ホールデ

ィングス取締役会に答申します。

３．コンプライアンス推進態勢
当社では、委員長をはじめ４名の社外委員(委員長

は当社社外取締役です)を含む委員で構成されてい

るコンプライアンス委員会において、コンプライアン

ス基本方針・実施計画の立案、実施状況の点検等を行

っています。コンプライアンスに関する重要事項は、

経営会議および取締役会において審議・決定し、コン

プライアンスの一層の徹底を図っています。また、違

反行為に関する各種通報制度(ホットライン)を設け、

これを運用しています。

４．リスク管理態勢
当社は、保有するリスクに対して定量・定性の両面

から、総合的な管理を行っています。また、リスク管

理基本方針や統合リスク管理方針の制定等、リスク管

理に係る重要事項について、経営会議および取締役

会において審議・決定し、リスク管理の強化を図って

います。

５．業務品質向上に向けた態勢
当社は、適正な業務運営の徹底に向けて部門横断

でスピーディーに課題解決を図っていくために、業務

品質改善委員会を設置しています。なお、「消費者の

視点」による業務品質の向上を目的として、２００７年７

月より消費者代表２名を同委員会の社外委員として迎

えました。

６．社外・社内の監査態勢
■社外の監査・検査

当社は社外の監査・検査として「会社法および金融

商品取引法に基づく監査法人による外部監査」ならび

に「保険業法に基づく金融庁による検査」を受けてい

ます。

■社内の内部監査態勢

当社では、内部監査を「経営目標の効果的な達成を

図るために、全ての業務を対象とした内部管理態勢

(法令等遵守態勢・リスク管理態勢を含む)等の適切

性、有効性を検証するプロセスであり、内部事務処理

等の問題点の発見・指摘にとどまらず、内部管理態勢

等の評価および問題点の改善方法の提言等を目的と

する」と定義して、営業部門・損害サービス部門をはじ

め本社サービス部門や海外部門など全ての部門を対

象に内部監査を実施しています。また、内部監査結果

については、定期的に取締役会等に報告しています。
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諮問�

株 主 総 会 �

選任・解任�選任・解任�選任・解任�

取締役会�
（取締役）�

経営会議�

企画・管理部門�内部監査�

監査�

監査�

連係�

指名委員会�

報酬委員会�

リスク管理委員会�

コンプライアンス委員会�

監査役�
（監査役会）�

連係�

内
部
監
査
部
門�

選任・解任の同意
会計監査相当性の
判断�

選任・解任の同意
会計監査相当性
の判断�

会
計
監
査
人�

会計監査�

監督�

株 主 総 会 �

選任・解任� 選任・解任� 選任・解任�

取締役会�
（取締役）�

経営会議�

付議・報告�

諮問�
監査�

監
査�

内
部
監
査�

報
告�

監
督�

監査�

内部監査部門�

連係�

連
係�

経営会議委員会�

コンプライアンス委員会�

業務品質改善委員会�

CSR委員会�

リスク管理委員会�

監査役�
（監査役会）�

営業担当業務執行 役員�
損害サービス担当業務執行 役員�

サービス部担当業務執行 役員�

サービス部�

会計監査人�
諮問�

会計監査�

パーソナル�
カンパニー�

コマーシャル�
カンパニー�

ディーラー�
カンパニー�

損害�
サービス部門�

業務支援部�

モ
ニ
タ
リ
ン
グ�

東京海上日動�

東京海上ホールディングス�
（２００８年７月１日現在）�

経営管理・�
モニタリング�

東京海上ホールディングス・東京海上日動のコーポレート・ガバナンス体制
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ＣＳＲ（企業の社会的責任）の取り組み
経営について

東京海上グループでは、ＣＳＲを実践するための行動指針として、「東京海上グループＣＳＲ憲章」を定めています。

当社では、取締役会委員会である「ＣＳＲ委員会」を設置し、CSRに関わる重要課題の取り組みや情報の共有を図

っています。また、専任部署として経営企画部内に「ＣＳＲ室」を設置し、CSRの推進を行っています。

ＣＳＲ推進体制

国連グローバル・コンパクトへの参加

東京海上グループＣＳＲ憲章

当社の事業活動は、多くのステークホルダーの皆様からのご支持があってこそ成り立つものです。当社では、

CSRは「経営理念の実践」そのものであると捉え、東京海上グループCSR憲章に基づきCSR活動を徹底的に

実践していくことで、ステークホルダーの皆様に提供する価値を高めていきたいと考えています。

・広く社会の安心と安全のニーズに応える商品・サー
ビスを提供します。

・すべての人々の人権を尊重し、人権啓発に積極的
に取り組みます。
・安全と健康に配慮した活力ある労働環境を確保し、
人材育成をはかります。
・プライバシーを尊重し、個人情報管理を徹底します。

・地球環境保護がすべての企業にとって重要な責務
であるとの認識に立ち、地球環境との調和、環境の
改善に配慮して行動します。

・地域・社会の一員として、異なる国や地域の文化や
習慣の多様性を尊重し、時代の要請にこたえる社
会貢献活動を積極的に推進します。

・常に高い倫理観を保ち、事業活動のあらゆる局面
において、コンプライアンスを徹底します。

・すべてのステークホルダーに対して、適時適切な情
報開示を行うとともに対話を促進し、健全な企業運
営に活かします。

コミュニケーション

コンプライアンス

地域・社会への貢献

地球環境保護

人間尊重

商品・サービス

■東京海上グループCSR憲章

東京海上グループは、以下の行動原則に基づいて経営理念を実践し、社会とともに持続的成長を遂げるこ

とにより、「企業の社会的責任（ＣＳＲ）」を果たします。

国連グローバル・コンパクトが提唱している人権・労

働・環境・腐敗防止に関する行動１０原則の考え方や内

容は、東京海上グループの取組姿勢やＣＳＲ憲章と共通

するものであることから、東京海上ホールディングスと

東京海上日動では、２００５年から国連グローバル・コン

パクトに参加しています。
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勧誘方針

お客様への販売・勧誘にあたって

お客様の視点に立ってご満足いただけるように努めます。

◆保険その他の金融商品の販売にあたって

・お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を

総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。

・特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。

・お客様にご迷惑をおかけする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。

・お客様に商品についての重要事項を正しくご理解いただけるように努めます。また、販売形態に応じ

て適切な説明に努めます。

◆各種の対応にあたって

・お客様からのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧な対応に努めます。

・保険事故が発生した場合には、迅速・適切・丁寧な対応と保険金等の適正な支払に努めます。

・お客様のご意見・ご要望を商品開発や販売活動に生かしてまいります。

各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。

・保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関す

る法律、その他の関係法令等を遵守します。

・適正な業務を確保するために、社内体制の整備や販売にあたる者の研修に取り組みます。

・お客様のプライバシーを尊重するとともに、お客様に関する情報については、適正な取扱いおよび厳

正な管理をいたします。

＊＊＊

以上の方針は「金融商品の販売等に関する法律」（平成１２年法律第１０１号）に基づく弊社の「勧誘方針」です。

当社では以下の勧誘方針を定め、適正な金融商品の販売・勧誘に努めています。

勧誘方針
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コンプライアンスの徹底
経営について

〈コンプライアンス宣言〉
当社は、お客様の信頼をあらゆる活動の原点におき、企業価値を永続的に高めることを経営理念としており、

コンプライアンスの徹底は当社の経営理念の実践そのものです。当社では遵守すべき重要な事項を「コンプラ

イアンス行動規範」としてまとめています。私たち全役職員はこの行動規範に則り、事業活動のあらゆる局面

において、コンプライアンスの徹底を最優先とすることをここに宣言いたします。

東京海上日動火災保険株式会社

取締役社長　隅 修三

〈コンプライアンス行動規範〉（骨子）

また、東京海上グループとして東京海上グループ各社の全役職員が遵守すべきコンプライアンス行動規範を定めて
います。

法令や社内ルールを遵守するとともに､公正で自由な競争を行い､社会規範に
もとることのない誠実かつ公正な企業活動を行います｡

社会､政治との適正な関係を維持します｡

業務の適切な運営をはかるとともに､透明性の高い経営に努めます｡

お客様､役職員をはじめ､あらゆる人の基本的人権を尊重します｡また､地球環

境に配慮して行動します｡

法 令 等 の 徹 底

社 会 と の 関 係

適切かつ透明性の高い経営

人 権 ・ 環 境 の 尊 重

●

●

●

●

「当社が目指すコンプライアンスの姿とは、適正な業務運営による経営理念の実現であり、適正な業務運営の取

り組みは、当社社員の本来業務そのものである」という認識のもと、コンプライアンス体制の強化を図り、全役職員

がコンプライアンスの徹底に取り組んでいます。

会社全体としてコンプライアンスを徹底するため、社外委員を過半数とするコンプライアンス委員会を設け、コン

プライアンスに関する基本方針・年次計画の策定や実施状況の点検・監視を行っています。

また、各部・支店にはコンプライアンスの責任者である部長・支店長のもと、各営業部・支店には支援・けん制機

能を担うコンプライアンス・リーダーを、また各損害サービス部や各サービス部には主に推進役を担うコンプライ

アンス・キーパーソンを配置しています。さらに、各業務支援部には、部・支店におけるコンプライアンスの取り組み

においてけん制役を担うコンプライアンス・オフィサーを配置してコンプライアンスの徹底を図っています。

なお、コンプライアンス上の問題を発見した場合には、速やかにコンプライアンス部等に報告・相談を行うことが

義務付けられています。何らかの理由で通常の報告・相談を行うことが適当でない場合には、各種ホットラインやコ

ンプラ相談ＢＯＸ（社内イントラネットの書き込み掲示板）を利用して匿名で報告・相談を行うことができます。

コンプライアンス体制

お客様の信頼をあらゆる活動の原点におき、健全かつ公正な経営を旨とすることを経営理念や経営方針に掲げ、

コンプライアンスの徹底を経営の基本に位置づけています。

コンプライアンス方針



現
　
状�

経
営
に
つ
い
て�

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て�

業
績
デ
ー
タ�

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ�

39

内部監査部�

サービス部�

パーソナル�
カンパニー�

コマーシャル�
カンパニー�

ディーラー�
カンパニー�

損害サービス部門�

部・支店�部・支店� 部・支店�部・支店� 部・支店�部・支店� 損害部� 損害部� 業務支援部�

サービス部� サービス部�

取締役会�監査役�
（監査役会）�

経営会議�

経営会議委員会�

コンプライアンス委員会�業務品質改善委員会�

東京海上日動�

東京海上日動のグループ会社�

東京海上ホールディングス�

※各サービス部および損害サービス部にコンプライアンス・キーパーソンを置く。 ※各営業部・支店にはコンプライアンス・リーダーを置く。�
※各業務支援部にはコンプライアンス・オフィサーを置く。�

【コンプライアンス体制】

コンプライアンスの徹底にあたり、毎年度、取締役会において会社全体のコンプライアンス実施計画を策定しています。
その計画に従って、各部・支店は、個別に実施計画を策定して、コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。これらのコン
プライアンスの取組状況は、経営会議および取締役会に定期的に報告されています。

コンプライアンス・プログラム

コンプライアンスに関連する問題が発生した時や発生しそうな時などに、報告・相談できる各種のホットライン制度
を設けています。また、社外の法律事務所にもホットラインを設置して、報告者・相談者が利用しやすいものを選べる
よう配慮しています。なお、当社のホットライン制度は公益通報者保護法に対応しており、報告者の個人情報は厳重に
管理され、不利益な取り扱いを受けることはありません。

ホットライン制度

当社は「反社会的勢力との関係遮断および不当要求等に対する拒絶」を経営理念の実践における基本的事項と位置づ
け、適切な対応を行うよう努めています。

反社会的勢力への対応

コンプライアンスの徹底にあたって、社外からの視点で幅広く意見を得るため、弁護士・大学教授など社外の有識者が過
半数を占めるコンプライアンス委員会を設置しています（委員長は当社社外取締役です）。本委員会は取締役会直属の機関
として、会社施策の点検・監視を行うとともに、直接経営層に提言を行っています。各委員の見識や専門領域を踏まえ、多く
の有益な意見・提言を得ています。

コンプライアンス委員会

各部・支店による自己点検の
他、各部・支店に配置されたコン
プライアンス・リーダーや各業務
支援部に配属されたコンプライア
ンス・オフィサーによるモニタリ
ング、本店各サービス部門による
業務分野別のモニタリング、内部
監査部による内部監査、監査役に
よる監査などを組み合わせて、さ
まざまな角度からルールの遵守状
況を点検しています。

モニタリング
コンプライアンス・マニュアルを作成して、全

役職員がいつでも参照できるようにしています。
マニュアルには、①コンプライアンス宣言、当
社の経営理念、コンプライアンス行動規範、②
コンプライアンス体制、③問題を発見した場合
の対応、④遵守すべきルールとその解説を記載
しています。その他に、会社の業務分野別のマ
ニュアルやハンドブックなどを作成しています。
さらに、コンプライアンスの重要事項について
は携帯用カード（お客様の声・CSR・コンプライ
アンス）を全役職員に配布することにより、徹底
を図っています。

コンプライアンス・マニュアル
コンプライアンスの徹底・推進

を目的として、全役職員を対象に
研修を行っています。階層別・職場
別の集合研修や社内の教育システ
ム（e-Learning)を使用した研修
を、継続的に実施しています。研修
の内容としては「コンプライアンス
基本方針」「コンプライアンス推進
施策」の基本的な項目から、「実務
に即したケーススタディ」までを研
修に盛り込み、実効性のある研修
に努めています。

コンプライアンス研修
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リスク管理
経営について

業務の健全性と適正性を確保し維持することを目

的に「リスク管理基本方針」を定め、リスク管理に係る

組織・体制、リスクの定義、レポーティングルールなど、

当社のリスク管理全般に関する基本的事項を明確化

しています。この「リスク管理基本方針」に基づいた具

体的なリスク管理を実践するために、「統合リスク管

理方針」「危機管理方針」および「個別リスク管理方針」

を定めて取り組んでいます。

格付の維持と倒産防止の観点ならびに当社および

その子会社・関連会社全体での資本の有効活用を図

る観点から、資本・リスクを一元的に管理する「統合リ

スク管理」を行っています。

当社およびその子会社・関連会社がさらされてい

る全てのリスクを定量的に把握し、各事業分野に資

本を配分するとともにその範囲内で適切な事業運営

を行っています。リスクが顕在化した場合においても

資本の範囲内で損失を吸収できるよう、適切にリスク

をコントロールしています。

なお、ストレス・テスト（想定される将来の不利益が

生じた場合の影響に関する分析）は、この「統合リスク

管理」の中で実施しています。

リスクの顕在化により、お客様・代理店との関係に

広範かつ重大な影響が生じたり、当社業務に著しい

支障が生ずるような事態（緊急事態）に的確に対応す

るため、「危機管理方針」を定めています。この方針の

もと、当社が被る経済的損失を極小化し、通常業務に

復旧するために迅速で適切な行動・措置をとることと

しています。

業務遂行に係る主要なリスクを特定し、各リスクに

ついて個別にリスク管理方針を定めています。また、

リスクごとに主管する部を定めてリスク管理に取り組

んでいます。主要なリスクの概要は次のとおりです。

■保険引受リスク

①商品の開発・改定を行うに際して、適切な保険約

款・保険料率の設定がなされなかったなどの商品開

発改定等に関するリスク、②個別の保険契約の引き受

けを行うにあたり、当社の引受方針等に則った引き受

けがなされないなどの個別契約引き受けに関するリ

スク、③再保険等の適切な手配がなされないなどの

再保険等に関するリスク、④適切な責任準備金また

は支払備金の積立が行われないリスクの４つからな

ります。

リスク管理基本方針�

危機管理方針�統合リスク管理方針�

法
務
リ
ス
ク
管
理
方
針
�

情
報
漏
え
い
リ
ス
ク
管
理
方
針
�

保
険
引
受
リ
ス
ク
管
理
方
針
�

資産運用�
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管理方針�

市
場
リ
ス
ク
�
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用
リ
ス
ク
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場
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性
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ス
ク
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リスク管理方針

統合リスク管理方針

リスク管理基本方針 危機管理方針

個別リスク管理方針

保険事業運営上のリスクが高度化・複雑化・多様化してきたことを踏まえ、リスク管理が経営の重要課題の１つと

なっています。当社では、リスクを定性的・定量的側面から捉えて総合的なリスク管理態勢を構築しています。
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■資産運用リスク

資産運用に係る①市場リスク、②信用リスク、③不

動産投資リスク、④市場流動性リスクからなります。

市場リスクは金利・為替・株式などの市場変動、信用

リスクは個別与信先の信用力の変化、不動産投資リ

スクは不動産価格変動に伴い、それぞれポートフォ

リオの時価価値が下落するリスクのことです。また、

市場流動性リスクは市場の混乱等により市場におい

て取り引きができなかったり、通常よりも著しく不

利な価格での取り引きを余儀なくされることにより

損失を被るリスクのことです。

■資金繰りリスク

当社の財務内容の悪化等を原因として流入資金の

減少または資金流出の増加が生じることにより当社

が債務を履行できなくなるリスク、または、資金の確

保に通常よりも著しく高いコストでの調達もしくは著

しく低い価格での資産売却を余儀なくされることに

より損失を被るリスクのことです。

■事務リスク

社員・代理店等の事務ミスや不正な処理により当

社が損失を被るリスクのことです。

■契約事務・管理および各種返れい金支払リスク

契約管理および各種返れい金支払いに係る事務・

会計業務において、その業務が適時・適切に行われる

ための態勢整備が充分でないことや、社員・代理店等

の事務ミス・不正な処理により当社が損失を被るリス

クのことです。

■損害サービスリスク

事故の受付から保険金支払いまでの損害サービス

業務において、漏れのない適時・適切な保険金支払い

を行っていく態勢整備が充分でないことや、社員・代

理店等の事務ミス・不正な処理により当社が損失を

被るリスクのことです。

■お客様の声（ご不満）対応リスク

お客様の声（ご不満）への対応において、①社員・代

理店等の対応ミスや不適切な対応により当社が損失

を被るリスク、②「お客様の声（ご不満）発生原因が解

決されていないこと」「お客様の声（ご不満）が共有さ

れていないこと」および「お客様の声（ご不満）が取締

役会等に正しく伝わらないこと」によって速やかに適

切な対応措置をとれないことにより当社が損失を被

るリスクのことです。

■システムリスク

情報システムに関して、その停止または誤作動、不

正使用、セキュリティ対策の不備などが原因となって、

当社が直接、間接を問わず、損失を被るリスクのこと

です。

■情報漏えいリスク

役員・社員・代理店等の誤りや不正な処理等によ

り、顧客情報や機密情報が漏えいし、当社が損失を

被るリスクのことです。

■法務リスク

事業活動に関連して発生する可能性がある①法令

等の不遵守により損失を被るリスク、②法律紛争の発

生により損失を被るリスク、③法令等の新設・変更に

より損失を被るリスクのことです。

■レピュテーショナルリスク

当社および当社業務に密接な関係を有する者に関

する否定的な評価・評判が流布されることにより当社

の信用やブランド価値等が悪化し、結果的に不利益

を被るリスクのことです。

■事故・災害・犯罪リスク

事故・災害・犯罪に起因して、当社または代理店等

当社業務に密接な関連を有するものが、その生命・身

体・資産・情報・信用・業務遂行能力に被害を被ること

により、当社が損失を被るリスクのことです。

■子会社等の経営リスク

当社の子会社等の事業活動に伴う各種のリスクの

ことです。

■海外保険営業拠点に関するリスク

当社の海外拠点の事業活動に伴う各種のリスクの

ことです。
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リスク管理

経営について

保険業法第１２１条第１項第１号に基づき、保険計理

人は第三分野保険を含む各種保険の責任準備金が健

全な保険数理に基づいて積み立てられているかどう

かを確認しています。この確認は、関係法令のほか社

団法人日本アクチュアリー会が定める「損害保険会社

の保険計理人の実務基準」に基づき行っています。ま

た長期（保険期間１年超）の第三分野保険に関しては、

将来の保険事故発生率に不確実性があることから、

平成１０年大蔵省告示第２３１号に基づくストレステスト

を担当部署（商品部門）が実施し、経理部門がそのテ

スト結果を検証しています。さらに、検証結果を保険

計理人が確認することで、責任準備金の充分性を確

認しています。

ストレステスト実施においては、平成１０年大蔵省告

示第２３１号に基づき社内規則を設け、実施基準を定

めています。

具体的には、ストレステストにおける危険発生率は、

実績の発生率を基礎として将来１０年間に見込まれる

支払保険金を９９％の信頼度でカバーする水準として

います。

ストレステストの結果、長期の第三分野保険の２００７

年度末（平成１９年度末）責任準備金は不足していない

ことが確認できたため、ストレステストに基づく危険

準備金の積み立ては行っていません。

取締役会�

リスク管理委員会（事務局：リスク管理部）�
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当社のリスク管理全般を推進するために、取締役会委員会として「リスク管理委員会」を設置するとともに、当社の

業務遂行に係わる主要リスクごとに主管する部を定めてそれぞれのリスク管理に取り組んでいます。

リスク管理態勢

第三分野保険に係る責任準備金の保険計理人による確認について

第三分野保険に係る責任準備金の積立の
適切性を確保するための考え方

ストレステストにおける危険発生率等の
設定水準の合理性及び妥当性

ストレステストの結果（危険準備金の額）
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資産運用

当社の資産運用は、運用する資産を大きく「負債対

応資産(ＡＬＭ資産)」とそれ以外の２つに分けて取り組

みを行っています。

負債対応資産とは、主として積立保険や長期火災

保険などの複数年にわたる保険契約の責任準備金に

対応する資産です。これらの資産については、将来の

保険金や満期返れい金を確実にお支払いするため

に、保険負債とのバランスを考えた運用を行ってい

ます。これをＡＬＭ（ＡｓｓｅｔＬｉａｂｉｌｉｔｙＭａｎａｇｅｍｅｎｔ

／資産負債管理）と呼びます。当社のＡＬＭにおいて

は、金利スワップ取引等も活用して保険負債が抱える

金利リスクをコントロールしつつ、高格付債券を中心

とした信用リスク運用を行い、安定的な剰余価値（運

用資産価値－保険負債価値）の拡大を目指しています。

この分野では、健全な財務基盤を維持しつつ、「中

長期的な純資産価値の拡大」と「単年度ごとの安定的

な収益の確保」を目指すことを、基本的な運用方針と

しています。具体的には、以下の分野を中心に取り組

んでいます。

１.純投融資分野

純投融資分野では、投資対象ごとのリスク・リター

ン特性のバランスを考慮し、市場リスク運用から、不

動産証券化商品、クレジットデリバティブ、プライベー

ト・エクイティ・ファンド、ベンチャー企業への投資と

いったオルタナティブ運用まで、幅広い投資対象への

分散投資を行っています。また、自らの運用スキルを

いかした運用に加えて、グループ会社を含む外部運用

委託先を積極的に活用し、投資スタイルの多様化も

図っています。

こうした取り組みによって、短期的な収益のブレを

抑えながら運用収益を拡大させて、中長期的な純資

産価値の拡大につなげていくことを目指しています。

２.その他の分野

上記に掲げた以外の分野の運用の大宗は、保険営

業政策上の観点も踏まえた運用であり、資産運用の

収益だけでなく、保険事業の収益を含めた総合的な

収益の拡大を目指しています。具体的には取引先企

業の株式への投資などが該当します。

当社では､資産運用リスクに対応するため､運用フ

ロント各部から独立したリスク管理部の中にけん制機

能を持つ資産運用リスク管理部署を設置し､不測の事

態が生じないよう､定性・定量の両面から市場リスク・

信用リスクなどを捉え、リスク量の上限管理など適切

なリスク管理を個別的、総合的に実践しています。ま

た、資産運用リスク管理態勢の強化、手法の高度化に

も取り組んでいます。

資産運用リスク管理態勢

資産運用方針

５０，０００�

０�

１００，０００�

１０２,１９８�

２００５年度末�

１０２,１１３�

２００７年度末�

１０５,９２０�

２００６年度末�

●運用資産の推移（単位：億円）負債対応資産の運用（ＡＬＭ運用）

純資産価値の拡大と収益の確保を目指す
資産運用
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経営について

個人情報への対応

個人情報のお取扱いについて
（プライバシーポリシー）

弊社は、お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点におき、「安心と安全」の提供を通じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展に

貢献することを目指しています。このような理念のもと、弊社は、個人情報取扱事業者として、個人情報の保護に関する法律（個人

情報保護法）その他の法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドラインその他のガイドラインや（社）日本損害保険協会の

「損害保険会社に係る個人情報保護指針」ならびに東京海上グループ　個人情報のお取扱いについてを遵守して、以下のとおり個人

情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。また、弊社は、お預かりしている個人情報が業務上適切

に取扱われるよう、弊社代理店および弊社業務に従事している者等への指導・教育の徹底に努めます。なお、以下に記載の内容に

ついても適宜見直しを行い、改善に努めていきます。

弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法で公正な手段により個人情報を取得します。

弊社では、次の業務を実施する目的ならびに下記４．および５．に掲げる目的（以下「利用目的」といいます。）に必要な範囲内で個

人情報を利用します。また、利用目的は、ホームページで公表するほか、申込書・パンフレット等に記載します。さらに、利用目的を

変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等に公表します。

（１）損害保険契約の申し込みに係る引受の審査、引受、履行および管理

（２）適正な保険金・給付金の支払い

（３）弊社が有する債権の回収

（４）再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求

（５）確定拠出年金制度の受託に係るコンサルティング業務および運営管理業務

（６）融資の審査ならびに融資契約の締結、履行および管理

（７）損害保険商品・生命保険商品・投資信託等弊社が取り扱う金融商品の案内、募集および販売ならびに契約の締結、代理、媒

介、取次ぎおよび管理

（８）弊社が取り扱うその他の商品・サービスの案内、提供および管理

（９）上記（７）（８）に付帯、関連するサービスの案内、提供および管理

（１０）東京海上グループ各社・提携先企業等が取り扱う生命保険、コンサルティング等の商品・サービスの案内

（１１）各種イベント・キャンペーン・セミナーの案内、各種情報の提供

（１２）弊社または弊社代理店が提供する商品・サービス等に関するアンケートの実施

（１３）市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による新たな商品・サービスの開発

（１４）弊社社員の採用、販売基盤（代理店等）の新設・維持管理

（１５）他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務

（１６）問い合わせ･依頼等への対応

（１７）その他、上記（１）から（１６）に付随する業務ならびにお客様とのお取引および弊社の業務運営を適切かつ円滑に履行する

ために行う業務

利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うときは、個人情報保護法第１６条第３項各号に掲げる場合を除き、ご本

人の同意を得るものとします。

弊社では、次の場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく個人データを第三者に提供することはありません。

○法令に基づく場合

３．個人データの第三者への提供について

２．個人情報の利用目的について

１．個人情報の取得について

当社は、お客様の住所・氏名・契約内容などの情報について、業務上必要な範囲内において、適法で公正な方法に

より取得しています。その情報については、保険契約の引き受け・管理、適正な保険金の支払い、お客様のニーズに

あった保険商品・サービスのご案内などのために利用しています。

また、当社では、「個人情報の保護に関する法律」および関連ガイドライン等に基づき、社内諸規定を整備し、社内

および代理店の教育、モニタリングを行い、情報管理の徹底に取り組むとともに、日々、態勢の改善に努めています。

お客様の個人情報のお取扱いに関しては下記の「個人情報のお取扱いについて」を定め、当社ホームページ

（http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/）で公表しています。

個人情報の保護
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○弊社の業務遂行上必要な範囲内で、保険代理店を含む委託先に提供する場合

○弊社のグループ会社・提携先企業との間で共同利用を行う場合（下記「４．グループ会社・提携先企業との共同利用について」

をご覧ください。）

○損害保険会社等との間で共同利用を行う場合（下記「５．情報交換制度等について」をご覧ください。）

○国土交通省との間で共同利用を行う場合（下記「５．情報交換制度等について」をご覧ください。）

前記２．（1）から（１７）に記載した利用目的のため、ならびに持株会社による子会社の経営管理のために、弊社と東京海上グループ

各社・提携先企業との間で、以下のとおり個人データを共同利用します。

（１）個人データの項目：住所、氏名、電話番号・電子メールアドレス、性別、生年月日、その他申込書等に記載された契約内容

および事故状況、保険金支払状況等の内容

（２）個人データ管理責任者:東京海上日動火災保険株式会社

※弊社のグループ会社・提携先企業については、下記「１３．会社一覧」をご覧ください。

（１）弊社は、保険契約の締結または保険金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等との間で、個

人データを共同利用します。詳細につきましては（社）日本損害保険協会のホームページをご覧いただくか、下記お問い合

わせ先までお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
（社）日本損害保険協会　そんがいほけん相談室
所在地 〒１０１-８３３５ 東京都千代田区神田淡路町２丁目９番地
電話　　０３-３２５５-１４６７
（受付時間：午前９時～午後５時　土日祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｎｐｏ.ｏｒ.ｊｐ/）

（２）弊社は、自賠責保険に関する適正な支払のために、損害保険料率算出機構との間で、個人データを共同利用します。詳細

につきましては損害保険料率算出機構のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
損害保険料率算出機構　総務企画部　個人情報相談窓口
所在地 〒１０１-００５４ 東京都千代田区神田錦町１丁目９番地
電話　　０３-３２３３-４１４１
（受付時間：午前９時～午後５時　土日祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｎｌｉｒｏ.ｏｒ.ｊｐ/）

（３）弊社は、損害保険代理店の適切な監督や弊社の職員採用等のために、損害保険会社との間で、損害保険代理店等の従業者

に係る個人データを共同利用しています。また、損害保険代理店への委託等のために、（社）日本損害保険協会が実施する

損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る個人データを共同利用しています。詳細につきましては（社）日本損害保険協

会のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
（社）日本損害保険協会　業務企画部　企画・安全技術グループ（損害保険代理店等の従業者に係る個人データについて）
所在地 〒１０１-８３３５ 東京都千代田区神田淡路町２丁目９番地
電話　　０３-３２５５-１９４２
（受付時間：午前９時～午後５時　土日祝祭日および年末年始を除く）

（社）日本損害保険協会　業務運営部　試験運営グループ（損害保険代理店試験の合格者等の情報に係る個人データについて）
所在地 〒１０１-８３３５ 東京都千代田区神田淡路町２丁目９番地
電話　　０３-３２５５-１４８１
（受付時間：午前９時～午後５時　土日祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｎｐｏ.ｏｒ.ｊｐ/）

（４）弊社は、原動機付自転車および軽二輪自動車の自賠責保険の無保険車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責保険契

約期間が満了していると思われる上記車種のご契約者に対し契約の締結確認のはがきを出状するため、上記車種の自賠

責保険契約に関する個人データを国土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。

○共同利用する個人データの項目は以下のとおりです。

・契約者の氏名、住所

・証明書番号、保険期間

・自動車の種別

・車台番号、標識番号または車両番号

詳細につきましては国土交通省のホームページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
国土交通省 自動車交通局　保障課 自動車事故対策係
所在地 〒１００-８９１８ 東京都千代田区霞が関２丁目１番地３号
電話　　０３-５２５３-８１１１（内線：４１４１７）
（受付時間：午前９時３０分～午後５時４５分　土日祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｊｉｂａｉ.ｊｐ/）

５．情報交換制度等について

４．グループ会社・提携先企業との共同利用について
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個人情報への対応

経営について

信用情報に関する機関（ご本人の借入金返済能力に関する情報の収集および弊社に対する当該情報の提供を行うものをいいま

す。）から提供を受けた情報につきましては、「保険業法施行規則第５３条の９」に基づき、返済能力の調査の目的に利用目的が限定さ

れています。

弊社は、これらの情報につきましては、ご本人の返済能力に関する調査の目的以外には利用しません。

お客様の健康状態・病歴などのセンシティブ情報につきましては、「保険業法施行規則第５３条の１０」および「金融分野における個

人情報保護に関するガイドライン第６条」により、お客様の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の

確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。

弊社は、これらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者提供しません。

ご契約内容や保険金の支払内容に関するご照会については、保険証券に記載もしくは最寄りの弊社営業店または代理店にお問い

合せください。ご照会者がご本人であることをご確認させていただいたうえで、対応します。

個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等に関するご請求（以下、「開示等請求」と

いいます。）については、下記「１１．お問い合わせ窓口」にご請求ください。ご請求者がご本人であることをご確認させていただくと

ともに、弊社所定の書式にご記入いただいたうえで手続を行い、後日、原則として書面で回答します。利用目的の通知請求および開

示請求については、弊社所定の手数料をいただきます。

開示等請求の詳細については下記をご覧ください。

ホームページアドレス（http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/policy/kaiji.html）

弊社では、個人データの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のために、取扱規程等の整備、アクセス

管理、持ち出し制限、外部からの不正アクセス防止のための措置、その他の安全管理措置に係る実施体制の整備等、十分なセキュ

リティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性の確保に努めています。また、弊社が、外部に個人デ

ータの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、委託先の情報管理体制を確認し、委託後の業務遂行状況を監視する

など委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

弊社は、個人情報の取扱いに関する苦情やご相談に対し適切かつ迅速に対応します。

弊社の個人情報の取扱いや個人データの安全管理措置、保有個人データに関するご照会・ご相談は、下記までお問い合わせくだ

さい。

また、弊社からのＥメール、ダイレクトメール等による新商品・サービスのご案内について、ご希望されない場合は、下記のお問い

合わせ先までお申し出ください。

＜お問い合わせ先＞
東京海上日動火災保険株式会社　カスタマーセンター
電話　　０１２０-０６５-０９５
（受付時間：午前９時～午後５時　土日祝祭日および年末年始を除く）

弊社は、認定個人情報保護団体である（社）日本損害保険協会およびクレジット個人情報保護推進協議会の対象事業者です。各協

会では、対象事業者の個人情報の取扱いに関する相談・苦情を受け付けております。

＜お問い合わせ先＞

（社）日本損害保険協会　そんがいほけん相談室
所在地 〒１０１-８３３５ 東京都千代田区神田淡路町２丁目９番地
電話　　０３-３２５５-１４７０
（受付時間：午前９時～午後５時　土日祝祭日および年末年始を除く）
ホームページアドレス（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｓｏｎｐｏ.ｏｒ.ｊｐ/）

クレジット個人情報保護推進協議会（融資業務について）
電話 ０３-５５２１-１５８０
（受付時間：午前１０時～１２時、午後１時～４時　土日祝祭日および年末年始を除く）

「４．グループ会社・提携先企業との共同利用について」における、弊社のグループ会社・提携先企業は、下記のとおりです。

（１）グループ会社：ホームページ（http://www.tokiomarinehd.com/group/index.html）またはＰ２２、Ｐ１６８参照

（２）提携先企業：個人データを弊社が提供している提携先企業はございません。

（注）以上の内容は、弊社業務に従事している者の個人情報については対象としていません。

東京海上日動火災保険株式会社

個人データ管理責任者

専務取締役　吉本　卓雄

１３．会社一覧

１２．認定個人情報保護団体について

１１．お問い合わせ窓口

１０．個人データの管理について

９．個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示・訂正等・利用停止等について

８．ご契約内容・事故に関するご照会について

７．センシティブ情報の取扱いについて

６．信用情報の取扱いについて
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情報開示

当社は、お客様、株主、社会をはじめとするあらゆるステークホルダーの皆様の当社に対する理解を促進し、適正

にご評価いただくために、当社に関する重要な情報（財務的・社会的・環境的側面の情報を含む）の公正かつ適時・適

切な開示に努めます。

情報開示

■東京海上日動ホームページ
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

会社情報、商品・サービス、各種お手続き方法など

の情報をタイムリーに掲載しています。また、「皆様と

ともに成長し続ける」をコンセプトに、ユーザー参画

型のコミュニケーションコンテンツ「安心World」も用

意しています。

【主なコンテンツ】

・ご契約者さま

・店舗のご案内

・お客様の声

・商品・サービス

・会社情報

・環境・社会貢献

・IR情報

・採用情報

・安心World

■会員さま契約者さま専用ページ

個人のお客様を対象に「会員さま契約者さま専用ペ

ージ」を開設しています。

「会員さま専用ページ」では、会員登録を行えばど

なたでもご利用できるサービス「エリア別事故マップ

（サンプル版）、メールマガジン」等を提供し、「契約者

さま専用ページ」では、契約者がご自身の契約を登録

することでご利用できるサービス「契約概要の確認、

住所変更の受付、自動車保険の各種変更受付、事故

の受付・自動車事故の対応状況確認」等を提供してい

ます。

当社は「お客様の信頼をあらゆる事業活動の原点

におく」との経営理念に基づき、保険本業の強化を通

じ、安心と安全を提供することにより、豊かで快適な

社会生活と経済の発展に貢献することを目指してい

ます。ステークホルダーの皆様に当社の事業活動に

ついて幅広くご理解いただくために、毎年「東京海上

日動の現状」を作成しています。

また、当社の持株会社である東京海上ホールディン

グスにおいては、東京海上ホールディングスおよびそ

の事業子会社の業務および財産の状況をわかりやす

くご理解いただくため、毎年「東京海上ホールディン

グスの現状」を作成しています。

東京海上グループではＣＳＲに関する取り組みにつ

いて「東京海上グループＣＳＲ報告書」を作成し、ステ

ークホルダーの皆様とのコミュニケーションツールと

して活用しています。

東京海上グループ全体の保険事業などの本業を通

じたCSRの取り組み（お客様に提供する価値、ステー

クホルダーとの双方向コミュニケーション、地域・社

会貢献、地球環境保護、コンプライアンス、人間尊重）

について報告しています。

ホームページ ディスクロージャー資料

ＣＳＲ報告書
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募集制度
経営について

代理店は損害保険会社との間で締結した代理店委

託契約に基づき、保険会社に代わって、お客様との間

で保険契約を締結し、保険料を領収することを基本

的業務としています。代理店の最も大切な役割は、お

客様と保険会社の橋渡し役として各種保険サービス

を提供し、お客様を危険からお守りすることです。そ

のために、お客様との密接なコミュニケーションを通

じて「安心と安全」のニーズを的確に把握し、より一

層充実した各種保険サービスの提供を心がけていま

す。また、災害や事故が起きた際には、一刻も早く保

険金が支払われるよう、保険金のご請求についての

アドバイスをするなど、暮らしを守るためのコンサル

タントとしてお客様からのご要請に応えています。

代理店が募集を行うためには、保険業法第２７６条に

基づき、内閣総理大臣への登録を受けることが必要

です。当社では（社）日本損害保険協会が運営してい

る「損害保険募集人試験」に合格することなどを要件

としています。

当社は、多様化するお客様のニーズを的確に把握

し、きめ細かいサービスを提供できるよう、代理店の

資質のより一層の向上を目的とした当社独自の損害

保険代理店制度を設けています。

代理店のコンプライアンス徹底・推進を目的とし

て、｢代理店コンプライアンス・ハンドブック｣を作成

して全代理店に配布するとともに、毎月｢NEWS

NAVI｣（各種商品・事務・コンプライアンス情報）を提

供しています。

とりわけ、２００６年度においては、より適切なご説

明を行うために｢重要事項説明ハンドブック｣を配布、

２００７年度においては、適合性原則への対応のため

の研修を行うなど、保険契約の適正なお引き受けの

徹底を図っています。

また全代理店を対象とした｢代理店総合点検｣を実

施するほか、各部・支店が選定する代理店を対象とし

た｢重点代理店点検｣では、代理店の特性（課題）に応

じて、内部管理態勢の構築や個別課題の解消を目的

とした点検を実施しています。

そのほか、インターネット環境を利用した効率的・

効果的な学習機会の創出を意図してe-Learningによ

る教育カリキュラムを提供し、募集人一人ひとりのレ

ベルアップを目的として実施しています。

代理店教育募集制度

全国に約５６,０００ある当社の代理店・扱者は、保険の専門家として、お客様のニーズに応じた親身できめ細かな

商品・サービスを提供する大切な役割を担っています。当社と代理店・扱者はお互いに連携し、お客様にご満足いた

だける「安心と安全」を提供していくことを通じ、信頼回復に努めます。

２００５年度�

６３,４１３�

２００６年度�

６１,６４０�

２００７年度�

５６,１７６�

（単位：店、 各年度末時点）�●代理店数の推移

代理店の役割と業務内容 代理店のコンプライアンス

代理店登録

当社の損害保険代理店制度
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研修期間� 独立後�

●OJT�

●各種研修・勉強会�

●資格テスト受験学習�

●部・支店単位の集合研修�
　（販売・事務・システム・事故対応など）�

●専任講師による販売実践研修�

＊コースにより、受講する研修は異なります。�
（上記は「経営者コース」の場合の全国集合研修です）�

採
　
用�

営
業
課
支
社
個
別
支
援�

営
業
部
・
支
店
集
合
研
修�

全
国
集
合
研
修�

各
　
　
種
　
　
研
　
　
修
　
　
支
　
　
援� 導

入
研
修
Ⅰ
〜
Ⅳ�

生
保
個
人
基
礎
研
修�

超
保
険
研
修�

超
ビ
ジ
ネ
ス
保
険
研
修�

生
保
個
人
実
践
研
修�

フ
リ
ー
ト
研
修�

２
年
目
研
修�

３
年
目
研
修�

修
了
研
修�

●個別支援�

●各種研修・勉強会�

●各種研修・勉強会�

●経験交流会�

●任意参加の研修�

インシュアランス・プランナーの教育・研修体系�

当社は、きめ細かい良質のサービスをお客様に提

供できる募集人を育成するため、東京海上日動アカ

デミーにより、商品内容・セールス技術・損害サービ

ス・事務対応などの業務知識や税務・法律の周辺知

識などに関する幅広い支援プログラムを用意してい

ます。その中でも、基本的な商品知識については、代

理店・扱者が必ず習得しなければならない研修・支援

プログラムとして提供しています。このプログラムは

各募集人が代理店オンラインシステム等を通じて学

習できるようになっています。

当社は、お客様のニーズに対応した各種保険サー

ビスを提供できる能力を身につけた専属プロ代理店

を育成することを目的としてインシュアランス・プラ

ンナー制度を設けています。

インシュアランス・プランナーは、３年２ヵ月間、全

国集合研修で保険商品の専門知識や販売手法に加

え、コンサルティング手法、経営マインドなどを学ぶと

ともに、所属課支社のアドバイザーによる研修・ＯＪ

Ｔのもと契約募集活動を実践します。

インシュアランス・プランナー制度東京海上日動アカデミー



当社は、経営理念に掲げる「地球環境保護」の実践の

ため、「環境理念」と「環境方針」を定め、全社員で持続

的発展が可能な社会の実現に向けて取り組んでいます。

専任部署である経営企画部ＣＳＲ室が、社内に対す

る地球環境保護の取り組み推進を担い、各種の施策を

推進しています。さらに、各部・各支店・グループ会社

のリーダークラス（管理職）から選ばれた約２００名の社

会環境キーパーソンが、各職場への環境保護活動の推

進を図っています。

保険会社には、環境リスクに対応し、環境保護を促

進する新たな保険商品の開発や金融サービスが期待

されています。

当社は、お客様の環境リスク軽減のため、気候変動

や土壌汚染などに対応する保険商品を提供すると同時

に、機関投資家の立場から環境対策ベンチャーに対し

て投資を行うなど、金融機関としての取り組みも進め

ています。また、２００６年度より、東京海上研究所を中

心とする「地球温暖化研究プロジェクト」を立ち上げ、

社外学術機関とも連携し、地球温暖化の進行が台風を

中心とする日本の風水害リスクに与える影響などを研

究しています。

さらに、２００８年５月より、自動車保険の保険約款の内

容を当社ホームページに掲載し、紙の約款不要とお申

し出いただいたお客様の数に応じ、当社がマングロー

ブ植林事業などへ寄付する仕組みを導入しました。こ

れにより、約款の作成に使用する紙を大幅に削減しま

す。また、東京海上アセットマネジメント投信による「環

境」「水・食糧」「医療・健康」の３つのテーマに着目したフ

ァンド（愛称：プレミアムワールド）の販売も行っています。

■省資源・省エネルギーの取り組み

当社は、大量の紙資源やエネルギーを消費していま

す。こうした環境負荷をできる限り低減するため、省資

源、省エネルギー、グリーン購入及び資源のリサイク

ルの促進に努めています。また、社内の業務革新プロ

ジェクト「『仕事のやり方』抜本改

革」においても、ペーパーレス化

を推進しています。

当社は、経営理念に「地球環境保護」を掲げています。①保険事業を通じた地球環境保護、②事業活動に伴う環境

負荷の低減、③社内外に対する環境啓発活動の促進を３つの柱として、全社員が地球環境との調和、環境の改善に配

慮した活動を進めています。

50

社会活動
経営について

地球環境保護の取り組み

東京海上日動
環境理念・環境方針

東京海上日動火災保険株式会社の環境理念・環境方針は以下の通りと
する。

【環境理念】
地球環境保護を経営理念の一つに掲げる東京海上日動は、地球環境保
護が現代に生きるすべての人間、すべての企業にとって重要な責務で
あるとの認識に立ち、企業活動のあらゆる分野で、全社員が地球環境
との調和、環境の改善に配慮して行動し、持続的発展が可能な社会の
実現に向けて取り組みます。

【環境方針】
東京海上日動は、以下の環境方針を定め、すべての事業活動を通じて
その実現に取り組みます。
（１）保険事業を通じた地球環境保護

保険商品、損害サービス、金融サービス等の事業活動において、地
球環境保護に寄与し得るよう努めます。

（２）資源・エネルギーの効率的利用
資源・エネルギーの消費や廃棄物の排出による環境への負荷を認
識し、省資源、省エネルギー、資源のリサイクル活動、およびグリー
ン購入に努めます。

（３）環境関連法規の遵守
環境保全に関する諸法規および当社の同意した環境保全に関する
各種協定を遵守します。

（４）継続的環境改善と汚染の予防
目的・目標を設定し、取組み結果を見直すことにより継続的に環境
を改善し、環境汚染の予防に取り組みます。

（５）環境啓発活動と社会貢献活動の推進
社内外に対して、環境保護に関する情報の提供、コンサルティング、
啓発・教育活動を推進するとともに、良き企業市民として地域・社会
貢献活動を推進し、環境保護の促進に努めます。

この環境方針は全社員に通知して徹底するとともに、一般に公開します。

２００４年１０月１日制定

東京海上日動火災保険株式会社
常務取締役　永野 毅

活動の方針

地球環境保護の推進体制

保険・金融事業を通じた地球環境保護

事業活動に伴う環境負荷の低減
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■「チーム・マイナス６％運動」への参加

当社は、地球温暖化防止の国民運動である「チーム・

マイナス６％運動」に参加し、６つの基本アクション（（１）

「適切な空調温度設定」（２）「水資源の節減」（３）「グリー

ン購入」（４）「ガソリン節減」（５）「ゴミ削減」（６）「電力節

減」）を定め、資源やエネルギーの節減につながる具体

的な活動を実践しています。

■環境マネジメントシステムの推進

活動をより組織的・効率的に推進するため、当社の

本店ビルでは、１９９９年に環境マネジメントシステムの

国際規格ＩＳＯ１４００１の認証を取得し、実効性のある環

境マネジメントシステムを運用しています。また、全国

の部・支店およびグループ

会社においても、独自の環

境マネジメントシステム「み

どりのアシスト」を導入し、

電力、ガス、水道、廃棄物、

紙、ガソリンなどに関する削

減目標を定め、具体的な行

動計画を策定し、事業活動

に伴う環境負荷の改善に取

り組んでいます。

■マングローブ植林事業

当社は創立１２０周年記念事業の１つとして、１９９９年

からマングローブ植林プロジェクトを開始し、現在は

東南アジア、南太平洋フィジーの計６ヵ国にて実施して

います。２００７年度までに５,３９５ｈａの植林を行いました。

マングローブは多くの二酸化炭素を吸収し、地球温

暖化の防止に役立ち、津波などから人々を守る防波堤

の役割を果たします。

また、水産・森林資源など、地域住民の生活に欠か

せない物資を提供し、その生活の安定と向上をもたら

し、地域貢献としての意義も有しています。

当社はこの植林事業

を、１００年間継続すること

を目指し「マングローブ

植林１００年宣言」をしまし

た。

社員一人ひとりの環境意識の向上を目的に、ＩＳＯ

１４００１や独自の環境マネジメントシステムにおいて、

全社員に対して環境基礎研修を実施するなど、社内の

環境啓発活動に取り組んでいます。

また、広く社会に対しても、企業としての適時・適切

な情報開示に努めるとともに、積極的な情報発信を行

っています。

・「北京大学・早稲田大学共同講座」の実施

・「エコプロダクツ展」への出展

・「丸の内市民環境フォーラム」の開催

・情報誌「ＴＡＬＩＳＭＡＮ環境シリーズ」の発行

・「環境セミナー」の開催

・「カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト」への

参加

・「ＵＮＥＰＦＩ」への参画　　　　　 など

■「みどりの授業～マングローブ物語～」

当社は、環境啓発活動の一環として、「みどりの授業

～マングローブ物語～」を実施しています。これは、社

員・代理店などが講師となり小学校などを訪問し、マ

ングローブ植林と制服のリサイクルを題材に「地球温

暖化防止」をテーマとした授業を行い、あわせて「制服

をリサイクルして作成した植木鉢」を寄贈するもので

す。

２００７年度まで

に、全国で約１２０

の小学校・特別

支援学校で実施

し、約８,２００名の

児童・生徒の皆

さんが授業を受

けました。

インドネシア�
594�
650

フィジー�
39�
50

ミャンマー�
579�
550 ベトナム�

234�
250

タイ�
400�
400

フィリピン�

（単位：ヘクタール）�

105�
100

上段：植林実績�
下段：植林目標�

凡例�
（２００７年度まで）�

2007年度 エコプロダクツ展の様子

世田谷区立桜町小学校での授業の様子

社内外に対する環境啓発活動の促進

世田谷区立桜町小学校での授業の様子

第二期プロジェクト植林目標と実績
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社会活動

経営について

当社では、「地球環境保護」「安心と安全」「青少年育

成」を重点分野として、各地でさまざまな活動を行って

います。

全国の各部・各支店の環境・社会貢献活動の推進役

である社会環境キーパーソンを中心に、地域の清掃、

イベントの運営ボランティア、募金活動など、各地で地

域に密着した活動が行われ、多くの社員・代理店が参

加しています。毎年、これらの活動のなかから、地域に

根ざした東京海上日動らしい活動に対し「ＣＳＲ社長賞」

を授与しています。

２００７年度の活動実績

・実施した部・支店・・・１１３部・支店

・活動件数　　　・・・１２２件

当社では、ボランティア活動を支える制度として、ボ

ランティア活動資金支援制度、マッチングギフト制度、

ボランティア休暇・休職制度、骨髄バンク休暇制度を

設けています。
・ボランティア活動資金支援制度
社員がボランティア活動をしているＮＰＯなどを資金面で支援
する制度
・マッチングギフト制度
社員の自発的な寄付に会社が同額を上乗せして寄付する制度
・ボランティア休暇・休職制度
社員のボランティア活動に対する休暇・休職制度

■スペシャルオリンピックスの支援

当社は、「スペシャルオリンピックス（ＳＯ）日本」の

公式スポンサーとして２００５年１１月～２００８年１０月まで

の３年間、資金およびボランティアによる支援を行っ

ています。

２００８年３月７日（金）～９日（日）に開催された冬季ナ

ショナルゲーム・山形大会には、地元山形在住の社員・

代理店に加え、

仙台、福島、三

重からも社員が

ボランティアと

して参加し、総

勢４６名が大会運

営をサポートし

ました。また、選

手団の派遣費用

として全国から募金を集め「山形実行委員会」に贈呈

しました。

社会と深い関りを持つ当社は、今後も地域・社会の皆様とともにあり続けるため、地域に根ざした社会貢献活動を

積極的に行っています。

地域・社会貢献の取り組み

第４回ＳＯ日本・冬季ナショナルゲーム・山形大会

金華山登山道整備（岐阜）

北海道マラソン支援（札幌）

２００７年３月の石川県能登半島地震による�
被災に対する支援（会社・社員・代理店等による義援金）�

２００７年７月の新潟県中越沖地震による�
被災に対する支援（会社・社員・代理店等による義援金）�

２００７年度の支援内容�

活動の方針

地域社会貢献・地球環境保護活動推進運動
（Share Happiness運動）の推進

社会貢献活動の支援制度

義援金の提供

安心と安全
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■さわやか福祉財団との提携

さわやか福祉財団は、誰もが心豊かに暮らしたいと

いう願いを叶えるために「新しいふれあい社会の創造」

を目指し、全国多数のボランティア団体とネットワー

クを形成し、地域で支え合う仕組みづくりを進めてい

ます。当社はその理念に共感し、さわやか福祉財団と

提携しています。当社のホームページから、さわやか

福祉財団の提供する「全国ボランティアネットワーク

情報」にアクセスし、全国に存在する当財団の支援先

NPO等の活動情報が入手可能です。

■青少年スポーツ交流プロジェクト

当社は２００３年度に「青少年スポーツ交流プロジェ

クト」をスタートさせました。バスケットボール部は、

地域の小・中学生に技術指導を行い、バレーボール部

は、児童養護施設の子どもたちとの交流会を実施し

ています。また、２００７年度は、ボート部・陸上部・オー

ケストラ部が、ス

ポーツ大会への

協力やチャリティ

コンサートの開催

を通じて、スペシ

ャルオリンピック

ス（SO）日本・東

京を支援しました。

■（財）日本水泳連盟への支援

当社は１９８９年より（財）日本水泳連盟の支援を行っ

ています。年２回（夏季、春季）開催される「全国ＪＯＣ

ジュニアオリンピックカップ水泳競技大会」の特別後

援をはじめ、ジュニア選手の強化合宿や海外遠征費用

のサポートが主な支援内容です。また、２００３年度より

社員やその家族がボランティアとして、大会運営のお

手伝いをしています。２００８年４月には、２０年にわたる

支援に対し、（財）日本水泳連盟より特別功労賞を授与

されました。

■陸上競技選手権への特別協賛

当社は、１９８９年より「日本陸上競技選手権大会」に

特別協賛しています。また、１９９４年より「ジュニア・ユ

ース陸上競技選手権大会」に、２００６年より「ジュニア

オリンピック陸上競技大会」への特別協賛も行ってい

ます。

■国内大学生への奨学金給与事業

（財）東京海上各務記念財団は、国内大学生を対象

とした「国内奨学金給与事業」を行っています。１９３９

年の同財団設立以来、１,５３４名の学生をサポートして

います。（２００８年３月現在）

■教員と交通遺児の支援

東京海上日動教育振興基金は、１９８４年より初等・中

等教育に携わる教員の教育研究成果に対する助成

と、義務教育課程の交通遺児に育英助成を行い、教

育の発展と充実に寄与しています。これまでに教育研

究５,１３８件、交通遺児育英２,８６７名の助成をしていま

す。（２００８年３月現在）

■タイの子どもたちへの奨学金事業

東京海上日動、ＴＭアジア、Ｔｈｅ Ｓｒｉ Ｍｕａｎｇ

Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ、ＭｉｌｌｅａＬｉｆｅＩｎｓｕｒａｎｃｅは、２００５年か

ら、タイ社会福祉評議会をパートナーに、経済的な

理由により進学の困難なタイ全土の中学・高校・大学

生２８０名に対し、学費や教材費などの支援を行って

います。毎年、７月に奨学金授与式と２泊３日程度の

キャンプを行い、キャンプには奨学生全員のほか、

タイの駐在員やローカルスタッフもボランティアと

して参加しています。

第3回奨学金授与式

青少年育成

ボートの漕ぎ方指導会

国際交流



■アメリカでの日本語医療サービスの提供

東京海上日動の寄付によりニューヨークのベスイ

スラエルメディカルセンターが運営する日本人向けの

外来クリニック（東京海上記念診療所：Japanese

Medical Practice）は、１９９０年から日本語による医

療サービスを提供しています。長年絶大なご支持を

いただき、これまで２４万人以上に利用されてきまし

た。２００８年３月１１日には米国日本人医師会と共催で

ヘルスセミナーを開催しました。

■ＡＳＥＡＮ諸国からの留学生への奨学金給与事業

１９９０年から、国際親善と人的交流を図ることを目

的に、ＡＳＥＡＮ諸国からの留学生（大学院生）を対象に

奨学金支援を行い、８２名のサポートをしてきました。

（２００８年３月現在）

運営は（財）東京海上各務記念財団が行っています。

■展示スペースの提供

トウキョウマリンニチドウギャラリーは、東京海上日

動ビル新館地下１階にあり、アマチュア芸術家グルー

プやＮＧＯ・ＮＰＯ団体の方々に、作品の展示や活動を

紹介する場所として無料で提供しています。

地震・台風などの災害時に代理店とのパートナーシ

ップのもと、お客様に対して迅速かつご満足いただけ

るような対応に努めています。

首都直下地震などの災害が発生した場合、損害保

険会社としての社会的責任を果たすため、当社では

事業継続計画(BCP：Business Continuity Plan)

を策定し、重要業務を継続する態勢を整えています。

具体的には、「社員の安全確保」、「地域社会の安全

確保への協力」を前提として、被災地はもちろん、被

災地以外においても、「保険事故の受付」、「保険金・満

期返れい金等の支払い」、「保険契約の締結」の三つの

重要業務を継続するため、各種の事前対策（※下表参

照）を講じています。

２００７年度に発生した災害に対しても、こうした事前

対策が効果を発揮しました。７月の新潟県中越沖地震

をはじめ、台風４号・５号と計３回、本店災害対策本部

を設置し、現地の災害対策本部と連携することにより、

速やかに初動対応を行い、スムーズな損害サービス

を実施しました。

災害対策
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社会活動

経営について

芸術・文化支援
●事業継続計画（BCP）の策定

●災害対策組織体制の整備

本店災害対策本部、地区・部店災害対策本部の設

置・対応

●マニュアル類の整備

役員・社員・代理店用の災害対策関連マニュアル、

緊急連絡網、安否確認体制構築など

●災害対策関連システムの整備

有事バックアップシステム、安否確認システム

の整備

●各種設備の準備

専用スペース、通信設備、備蓄品の配備など

●教育・訓練

本店、地区・部店での災害対策会議・演習、

全社員向け研修

※事前対策の概要

災害への事前対策

ヘルスセミナーの様子

災害対策
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保険の仕組み
商品・サービスについて

保険制度とは、偶然の事故による損害を補償する

ために、多数の人々が統計学に基づくリスクに応じた

保険料を支払うことによって、事故発生により損害を

被った際には保険金を受け取ることができる仕組み

です。このように保険には、「大数の法則」に基づいて

相互にリスクを分散し、経済的補償を行うことにより、

個人生活と企業経営の安定を支える社会的機能があ

ります。

損害保険契約とは、保険会社が偶然な一定の事故

によって生ずる損害を補償することを約束し、保険契

約者はその報酬として保険料を支払うことを約束す

る契約です（商法６２９条）。

したがって、有償・双務契約であり、当事者の合意

のみで成立する諾成契約という性格を有しています

が、通常、契約引受の正確を期すために保険申込書

を作成し、契約の証として保険証券を発行します。

お支払いいただく保険料の算出根拠となる保険料

率は、当社が金融庁から認可取得または金融庁への

届出を行ったものを適用しています。保険料は、純保

険料（保険金の支払いに充てられる部分）と付加保険

料（保険会社の運営に必要な経費や代理店手数料な

どに充てられる部分）から成り立っています。

なお、損害保険料率算出機構は、自動車保険、火災

保険、傷害保険などについては純保険料率（保険料率

のうち将来の保険金の支払いに充てられると見込ま

れる部分）を参考純率として、また、自動車損害賠償

責任保険、地震保険については営業保険料率を基準

料率として算出し、会員保険会社に提供しています。

損害保険の募集は、保険会社の社員もしくは保険

会社が保険契約を結ぶ権限を付与している代理店が

行っています。

損害保険会社の販売する商品は、保険という無形

の商品ですので、普通保険約款・特別約款と特約条項

でその内容を定めています＊。約款と特約条項には、

当社とご契約者・被保険者(保険の補償を受けられる

方）との権利・義務が具体的に記されています。また、

約款や特約条項とは別に、各種保険パンフレット・重

要事項説明書（契約概要・注意喚起情報等）・ご契約の

しおりなどを作成し、商品内容をわかりやすくご説明

しています。

また、当社ではご契約にあたり、「ご契約内容確認

書」を活用し、ご契約がお客様のご希望に沿った内容

であること、割引の適用など保険料の決定に必要な

お客様情報が正しいことを、お客様と一緒にしっかり

と確認させていただく取り組みを実施しています。
＊保険契約に関する法律関係については商法（６２９条～６８３条および
８１５条～８４１条）に規定がありますが、この規定は原則として約款に
定めのない事項について適用されます。

保険契約は、事故や災害による損害を、適正な保

険金で補うことが目的です。適切な保険金額で契約

されてこそ、万一の時に保険がお役に立ちます。

たとえば火災保険をご契約いただく場合、保険の

目的となる建物などの評価額に応じた保険金額を設

定いただくようご確認ください＊。もし、保険金額が

評価額を超過しているご契約の場合は、その超過分

は無効となります。また、評価額を下回るご契約の場

合は、一部保険となり、充分な補償を受けられないこ

とがあります。
＊個人向け火災保険のご契約の場合は、「ご契約内容確認書」を活用し、
適切な保険金額のご説明をしますので、ご確認ください。

ご契約の流れ

保険の仕組み

保険制度

損害保険契約の性格

保険料率

契約の募集

ご契約内容の確認

適切な保険金額の設定
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保険契約は、ご契約者による契約のお申し込みと

保険会社による承諾という双方の合意により成立し、

申込書に記載された事項がご契約者と保険会社の双

方を拘束するものになります。

したがって、万一申込書にご記入いただいた内容

が事実と異なる場合、保険金をお支払いできないこ

とがありますのでご注意ください。

保険料を現金でお支払いいただく場合には、ご契

約と同時にお支払いください。その際に、当社所定の

保険料領収証を発行しますので、お受け取りください。

保険のお申し込みをいただいても、保険料をお支

払いいただく前に生じた事故については、保険金は

お支払いできません。また、口座振替での契約や保

険料を分割してお支払いいただく契約などについ

ても、定められた時期までに保険料のお支払いが

ないと、保険金をお支払いできませんのでご注意く

ださい。

保険料のお支払いにあたりましては、保険の種類に

より、初回保険料からの口座振替やクレジットカード

によるお支払いなど、便利な方法もございます。

なお、保険契約が失効した場合や、解除された場合

には、保険料を約款の規定に従ってお返しします。た

だし、お返しできない場合もありますので、約款など

をご確認ください。

保険契約後、ご契約の証として保険証券を作成の

上、後日お手もとにお届けします。内容をご確認いた

だき大切に保管してください。

１．ご契約内容に変更が生じた時は、すぐにご連絡く

ださい

ご契約後に保険証券に記載されている内容に変更

が生じた時は、直ちに当社代理店または当社にご連

絡ください。

変更が生じた時からご連絡いただくまでの期間の

事故による損害については、保険金をお支払いでき

ない場合があります。

２．保険証券は適宜ご確認ください

事故が起きた時、すでに保険期間が終了していた

り、ご契約内容の変更のご連絡を忘れていたりする

ことのないように、保険証券を定期的にご覧いただ

き、保険期間や契約内容をご確認いただくことをお

すすめします。

保険期間が１年を超える個人向け契約（金銭消費貸

借契約その他の契約の債務の履行を担保するための

ご契約や通信販売特約により申し込まれたご契約等

を除きます）について、クーリングオフ制度が適用さ

れています。

お客様がご契約をお申し込みいただいた日または

クーリングオフに関する説明事項記載書面の受領日

のいずれか遅い日から８日以内であれば、違約金など

を負担することなくお申し込みの撤回または解除を

行うことができます。

【保険のご契約の流れ】

申込書の正しい記入

保険料のお支払い

保険証券の内容の確認

ご契約後にご注意いただきたいこと

クーリングオフについて
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保険の仕組み

商品・サービスについて

１．事故の発生
万一事故が発生したら、まず負傷者の救護等の緊

急措置や損害の拡大防止を行うとともに警察署や消

防署などへ通報してください。また、相手の方がいる

場合は、相手方の住所・氏名・勤務先・保険会社など

をできるだけその場で確認してください。

２．東京海上日動安心１１０番または代理店へ
のご連絡
緊急措置後は、すみやかに東京海上日動安心１１０番

または代理店までご連絡いただき、証券番号、契約者

名、事故の日時・場所、事故発生状況、届出警察署な

どをお伝えください。

東京海上日動安心１１０番では、２４時間３６５日フリー

ダイヤル（無料）で全国各地のお客様からの事故の

ご連絡・ご相談をお受けしています。

３．損害状況の確認、保険金の算出
ご契約の内容を確認の上、事故の原因や発生した

損害を確認すべく、全国のネットワークを通じて、事

故物件の確認や、被害者・関係者（修理工場・病院な

ど）との打ち合わせを行います。

また、必要に応じてお客様との打ち合わせを行い、

お支払いできる保険金を算出するとともに、お支払い

できる保険金に漏れがないか確認の上、お客様にご

案内します。

４．保険金請求書のご記入、保険金のお支払い
お受け取りになる保険金の額が確定したのち、お

支払い手続きに必要となる書類などをお客様にご記

入いただき、提出いただきます。所定の書類を受領後、

迅速にお客様ご指定のお支払い先に保険金をお支払

いします。

保
険
会
社�

お
客
様�

事
故
原
因
・�

損
害
状
況
の
確
認�

事
故
受
付
通
知
・
保
険
金
一
覧�

補
償
内
容
の
ご
案
内
冊
子
の
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お
客
様
と
の
打
ち
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お
支
払
い
で
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る
保
険
金
・
他
の
契
約
の
確
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お
客
様
と
の
打
ち
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必
要
に
応
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て
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お
客
様
へ
の
お
支
払
内
容
の
ご
案
内�

契
約
内
容
の
確
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事
故
連
絡
の
受
付�

事
故
発
生
の�

ご
連
絡�

必
要
書
類
の
受
領�

必
要
書
類
の�

ご
記
入
・
ご
送
付�

保
険
金
の
受
領�

�

保
険
金
・
他
の�

契
約
の
再
確
認�

保
険
金
の
お
支
払
い�

お
支
払
い
で
き
る�

打
ち
合
わ
せ�

支
払
保
険
金
の
算
出�

関
係
当
事
者
と
の�

火災保険
保険金請求書
罹災証明書
建物登記簿謄本（必要に応じて）
損害の見積書（必要に応じて）

など

傷害保険
保険金請求書
傷害事故状況報告書
診断書（必要に応じて）
印鑑証明書（必要に応じて）
交通事故証明書（必要に応じて）

など

自動車保険
保険金請求書＊

交通事故証明書（必要に応じて）
事故発生状況報告書（必要に応じて）

診断書
診療報酬明細書
休業損害証明書
交通費等明細書・領収証

修理費用見積書
写真

示談書

物損事故
の場合

自賠責保険
保険金請求書
交通事故証明書
事故発生状況報告書
診断書
診療報酬明細書
休業損害証明書
交通費等明細書・領収証
印鑑証明書

人身事故
の場合

＊自動車保険の車両・対物事故のうち一定の事案につきましては、保険金請求書を省略してお支払いするサービスを実施しています。

【保険金のお支払いに必要な書類の例】

（下記必要書類につきましては事故の形態によって多少異なります。また、その他の書類の提出をお願いすることもありますので、詳細につきましては当
社担当までお問い合わせください。）

【お支払いまでの一般的な流れ～自動車保険の例～】

事故発生から保険金お受け取りまでの流れ
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超高層ビル、石油コンビナート、大型船舶・航空機

などの大事故や台風、地震のような広域大災害が発

生すると巨額の保険金支払が予測されるため、保険

会社は保険金支払責任の一部を国内外の他の保険会

社に転嫁することによって、危険の分散を図っていま

す。このような保険会社間の保険取引を「再保険」と

いい、他の保険会社に保険金支払責任を転嫁するこ

とを「出再」、引き受けることを「受再」と言います。ま

た、再保険手配後の自ら保険責任を負担する部分を

「保有」と言います。

■保有・出再政策：

保有額は、経営の健全性に支障のない水準にある

ことが必要であり、当社ではその水準を「保有上限

額」として設定しています。保有・出再政策は、保険

引受成績の安定性と収益性、資本効率、再保険コス

トを総合的に考慮して決定しています。

なお、再保険は、リスクの性質に応じた形態にて、

主に欧米の主要再保険会社から入手しています。ま

た、主な集積リスクである地震や台風リスクの再保

険スキームについては、各リスクの定量評価結果に

基づき、コストや市場における優良再保険キャパシ

ティの額等を総合的に勘案して決定しています。

■再保険先の選定：

再保険取引に際しては、予め設定した適格要件に

基づき、取引相手の信用力（財務情報等）を評価す

るとともに取引先との集中度も考慮して相手先な

らびに取引金額を決定しています。

成績・条件を精査して、期待収益、担保条件、予想

損害額等に留意しつつ慎重な判断の下に国内外の

保険会社から再保険の引き受けを行ないます。

なお、リスク分散と資本効率向上を目的として、海

外の主要な元受・再保険会社との間で自然災害リス

クの再保険交換取引を行っています。具体的には、国

内の地震・台風リスクを出再する一方、米国のハリケ

ーンや地震、欧州のストームなど、国内の自然災害と

相関のないリスクを引き受けています。これら海外自

然災害リスクの引受に際しては、最先端の分析技術を

駆使したリスク評価を行っています。

また、バミューダ（Ｔｏｋｉｏ Ｍｉｌｌｅｎｎｉｕｍ Ｒｅ)、ロン

ドン（ＴｏｋｉｏＭａｒｉｎｅＧｌｏｂａｌ)、アイルランド（Ｔｏｋｉｏ

ＭａｒｉｎｅＧｌｏｂａｌＲｅ)に再保険子会社を設立し、当社

の信用力と引受技術に基づいた再保険の引受活動を

積極的に展開しています。

再保険とは

出再の一般的な方針

受再の一般的な方針

再保険について



60

個人向け保険商品
商品・サービスについて

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

企業や個人を取り巻くリスクが多様化している中、当社はお客様のニーズに対応した商品を取り揃え、

「安心と安全」を提供します。�

さまざまな商品でお客様のニーズに対応します。�

●超保険�
生損保を一体化した商品とコン
サルティングにより、お客様とご
家族を取り巻くリスクをまとめて
補償する革新的な保険です。お
客様のライフプラン、家族構成や
ライフステージのさまざまな変化
に合わせて、トータルな補償を過
不足なく備えられます。�

●トータルアシスト�
「トータルアシスト」は、事故の防
止から事故後のケアまで、お客様
をマルごと守る自動車保険です。�
「相手方への賠償」「ご自身の補償」
「お車の補償」の３つの基本補償と、
６つのアシストからできており、お
客様のカーライフをしっかりとお
守りします。�

●ホームオーナーズ保険�
「火災・爆発・落雷」、「風災・ひょう災・
雪災や水災などの自然災害」、「水
漏れ、盗難、建物外部からの物体の
衝突、その他破損などの日常災害」
などお住まいのさまざまな損害をワ
イドに補償します。�

●普通傷害保険�
交通事故、旅行、仕事などにおける
偶然な事故によるケガを補償します。�

●海外旅行保険�
海外旅行中のケガ・病気
のほか賠償責任、携行品
損害、救援者費用等を補
償します。�

●ゴルファー保険�
ゴルフの練習・競技中などの事故によって、他人にケ
ガをさせたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を
負う場合に、保険金をお支払いするとともに、ご自身
のゴルフ中のケガ、ゴルフ用品の盗難やゴルフクラブ
の破損、ホールインワンまたはアルバトロスを達成し
た際の費用等も補償します。�

生損保一体型保険� 自動車の保険�

住まいの保険� ケガ・病気の保険�

旅行・レジャーの保険�

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・�

（代表的な商品を記載しています）�
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�

・超保険�

・トータルアシスト�
　（総合自動車保険）�

・TAP�
　（一般自動車保険）�

・自動車損害賠償責任保険�

・ドライバー保険�
　（自動車運転者保険）�
�

・ホームオーナーズ保険�
　（個人財産総合保険） �

・地震保険�

　　　　　など�

・普通傷害保険�

・交通事故傷害保険�

・フルガード保険�

・所得補償保険�

・団体長期障害所得補償保険�

 　　　　　　　　　　など�

・海外旅行保険�

・国内旅行傷害保険�

・国内航空傷害保険�

・ゴルファー保険�

・ヨット・モーターボート総合保険�

　　　　　　　　　　　　など�

・学生・生徒総合保険�
　（こども総合保険）�

●積立火災保険�

・積立ホームオーナーズ保険�
　（積立個人財産総合保険）�

・新マンション総合保険�

●積立傷害保険�

・新積立傷害保険�
　（積立普通傷害保険）�

・スーパーV�
　（積立いきいき生活傷害保険）�

●財形�

・財形貯蓄傷害保険�

・財形住宅傷害保険�

・財形年金傷害保険�

●確定拠出年金（４０１k）�

・ねんきん博士�
　（利率保証型積立傷害保険）�

　　　　　　　　　　　　  など�

生損保一体型保険� 旅行・レジャーの保険�

自動車の保険� こどもの保険�

積立タイプの保険�

住まいの保険�

ケガ・病気の保険�

商品ラインナップ　●主に家庭生活に関する保険
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企業向け保険商品
商品・サービスについて

事業活動を取り巻くさまざまなリスクに対応します。�
リスク� 対　象� 主な商品�

（代表的な商品とリスクを記載しています）�

■火災�

■爆発�

■破裂�

■機械設備の損傷�

■電気的事故�

■自然災害�

　落雷�

　風水災�

　地震�

■盗難�

その他�

■役員・従業員の�
　死亡・傷病・�
　死亡退職金・弔慰金等の�
　支払い�

■役員・従業員の�
　退職金・年金の支払い�

■賠償責任�

＊東京海上日動あんしん生命の取り扱い商品です。�

原材料・仕掛品�
商品・製品�

コンピュータ�

工事の目的物�

自動車（車両）�

船　舶�

超ビジネス保険�
（事業活動包括保険）�
＜財物損害補償条項＞�

企業財産包括保険�

店舗総合保険�

ビジネスパッケージ�

機械保険�

e-リスク保険�
コンピュータ総合保険�

外航貨物海上保険�

ロジスティクス総合保険�

生産中止・休業�

従業員福利厚生�

事故削減�

第三者賠償�
�

経営者保障（補償）�

貯蓄・退職金�

異常気象・気象変動�

興行中止�

超ビジネス保険�
＜賠償責任補償条項＞� 海外PL保険�

超ビジネス保険�
＜傷害補償条項・�
労災上乗せ補償条項＞�

超ビジネス保険�
＜休業損失補償条項＞�

企業費用・利益総合保険�

興行中止保険�

普通傷害保険�
長割り定期＊�

長期平準定期保険＊�新積立傷害保険�
養老保険＊�

異常気象保険�
天候デリバティブ�

労働災害総合保険�
Tプロテクション（一般傷害保険）�
団体長期障害所得補償保険（GLTD）�

TAP（一般自動車保険）�
�

フリート事故削減アシスト�

TAP（一般自動車保険）［車両保険］�

建設工事保険�

組立保険�

土木工事保険�

貨物海上保険�

運送保険�

船舶普通期間保険�

建物�
機械設備�
什器・備品�

損
害
賠
償
金�

役
員
・
従
業
員�

営
業
利
益
等�

財
　
物�
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��

・超ビジネス保険�
 （事業活動包括保険）�

・TAP（一般自動車保険）�

・フリート事故削減アシスト�

　　　　　　　　　　　　　　　　など�

・普通火災保険　・店舗総合保険�

・企業財産包括保険�

・ビジネスパッケージ�

・動産総合保険　・機械保険�

・盗難保険　・土木構造物保険�

・e－リスク保険�

　　　　　　　　　　　　など�

・船舶普通期間保険、船舶不稼働損失保険、�

 船舶戦争保険�

・船主責任保険（P＆I保険）�

・船舶建造保険、船舶修繕者賠償責任保険�

・外航貨物海上保険、内航貨物海上保険�

・運賠ナビゲーター運送保険�

・運送業者貨物賠償責任保険�

・ロジスティクス総合保険�

・マネーディフェンダー運送保険　　　　　　 　 など�

・施設賠償責任保険�

・請負業者賠償責任保険�

・PL保険（生産物賠償責任保険）�

・自動車管理者賠償責任保険�

・受託者賠償責任保険�

・アンブレラ保険（企業包括賠償責任保険）�

・D＆O保険（会社役員賠償責任保険）�

・居宅介護事業者賠償責任保険�

・個人情報漏えい保険�

・土壌浄化賠償責任保険　　　　　　　　　　　など�

・建設工事保険�

・組立保険�

・土木工事保険�

・利益保険　・企業費用・利益総合保険�

・操業開始遅延保険�

・開業遅延保険�

・クレジットカード債務免除費用保険�

・生産物回収費用保険（リコール費用保険）�

・興行中止保険　・ネットワーク中断保険�

・土壌浄化費用保険　　　　  　　　　　　　　 など�

・公共工事履行保証証券�

・金融保証、法令保証、入札・履行保証保険�

・住宅資金貸付保険、一般資金貸付保険�

・取引信用保険　　　　　　  　　　　　　　　 など�

・労働災害総合保険�

・Tプロテクション（一般傷害保険）�

・原子力保険　・航空機保険　・人工衛星保険　　　　   

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など�

事業活動全般の保険�

企業向け自動車の保険�

企業財産に関する保険�

船舶・貨物・運送の保険�

賠償責任に関する保険�

工事に関する保険�

費用・利益の損失に関する保険�

保証および信用に関する保険�

その他の保険�

商品ラインナップ　●主に事業経営に関する保険
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損害サービス
商品・サービスについて

お客様に万一の事故が起こった際に、ご満足いただける損害サービスを提供することは、保険会社の最も重要な

責務の１つです。当社は、日本全国に広がるネットワークと、まごころを込めたサービスで、お客様に「安心」をお届

けしていきます。

損害サービス

日本全国どこで事故が発生しても速やかに対応でき

るよう、全国２４６カ所に損害サービス拠点を展開してお

り、約８,９００名(２００７年７月現在)の当社またはグループ

会社の社員がお客様の身近な場所で、ていねいで迅速

な事故解決に努めています。また、約５２０名の弁護士、

約１４０名の顧問医、約７０名の税理士・会計士など、万全

の専門家ネットワークで、お客様のさまざまなご相談・

ご要望にお応えしています。(損害サービス拠点数・社

外専門家数は２００８年７月現在)

■再審査請求制度の概要

担当損害サービス拠点での、保険金のお支払いに

関わる判断についてご了承いただけない場合には、

お客様からのご請求により「再審査請求制度」をご利

用いただくことができます。お客様より再審査のご請

求をいただいた事案につきましては、外部の専門家

（医師・弁護士）により構成された「再審査委員会」に

おいて、担当損害サービス拠点の判断内容について

再審査をします。

■再審査請求制度の対象事案

「再審査請求制度」の対象となる事案は以下のとお

りです。

・自動車保険や傷害保険において後遺障害等級を

認定された事案

（当社が後遺障害に該当しないと判断した事案を

含みます）

・ご契約内容（約款）に基づき、保険金のお支払い対

象外と判断された事案

お客様(ご契約者・被保険者)からの保険金請求に関

するご相談・ご不満について、専任担当者が対応させ

ていただく専用フリーダイヤルを設置しています。

時を選ばず発生する事故に対応するため、東京海

上日動安心１１０番がフリーダイヤルで、２４時間３６５日

全国各地のお客様からの事故に関するご連絡・ご相談

をお受けしています。英語による自動車事故の受付

も可能です。

また２００８年４月からは、耳や言葉の不自由なお客様

のために、ＦＡＸにて事故の受付を行う専用ダイヤルを

開設しました。

いつでもお客様に迅速にご安心をお届けすることが

できるよう、夜間や休日にご連絡いただいた事故につ

いて、次のようなサービスを提供しています。

■平日夜間・休日の初期対応(自動車保険)

東京海上日動安心１１０番では、平日夜間(１７:００～翌

日９:００)および休日にご連絡いただいた事故について、

お客様のご要望に応じて、「事故の相手方への連絡、代

車の手配、医療機関・修理工場への連絡、対応結果の

ご報告」といった初期対応を行っています。

■火災鑑定人・休日現場立会サービス

休日にご連絡いただいた火災事故や漏水事故など、

火災鑑定人の立会を要する事故について、お客様のご

要望に応じて、当日または翌日に立会を行い、速やか

に損傷状況を確認します。(警察捜査のために現場立

会が不可能であるなどの事情がある場合を除きます。)

保険金請求ご相談コーナー　０１２０-０５１-０２１
（受付時間 ９:００～１７:００・土日祝除く）

損害サービス体制 ２４時間３６５日事故受付・事故相談サービス

再審査請求制度

保険金請求ご相談コーナー

■東京海上日動安心１１０番 ０１２０-１１９-１１０
■英語対応コーナー ０１２０-９２１-９１１

■耳や言葉の不自由な ０１２０-１１９-５６９
お客様専用ＦＡＸ
（受付時間はいずれも２４時間３６５日）
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当社ホームページ上でもお客様からの事故のご連

絡を受付しています。

また、契約者さま専用ページにご登録いただくと、

事故対応の進捗状況についても、ホームページ上で

ご確認いただけます。

火災事故にあわれたお客様を対象に、次のサービ

スを提供しています。

・臨時費用の現金内払い

・「お見舞い品セット」配布

・ガイドブック「お見舞いと罹災後のアドバイス」

配布

・ハウスクリーニング業者紹介

・建築業者・不動産業者紹介

・税務・法律相談

・必要書類の取り付け代行

人身事故で入院された方と当社担当者が面談させ

ていただく際、タオル・洗剤などの身の回り品が入っ

た「入院お見舞いパック」をお届けします。

損害サービス部門の「専門性」に基づき、お客様へ

のリスク軽減に関するアドバイスを行っています。ま

た、当社で蓄積された事故情報や幅広いネットワーク

を活用して、「自動車盗難リスク診断プログラム」や

「お住まいのリスク診断プログラム」の提供など、ロ

スプリベンション(事故の事前予防)サービスを展開し

ています。

また、企業のお客様には、万一の事故の場合でも

速やかに事業活動を再開するためのサポートも実施

しています。

海外で活動するお客様の事故に対しても、損害サ

ービス専門の当社現地法人や、優秀なエージェントを

世界各国に配置し、グローバルな損害サービス体制

でお客様の信頼にお応えしています。

また、海外旅行保険のお客様が海外で万一のトラ

ブルにあわれた場合にも、「海外総合サポートデスク」

で２４時間３６５日全世界からのご相談にお応えし、病院

手配や患者移送手配など、各種アシスタンスサービ

スを提供できる体制を整えています。

火災罹災時総合サービス
「東京海上日動まごころパック」

ホームページでの事故受付・進捗確認

入院お見舞いパックサービス

お客様へのリスク軽減に関するアドバイス

海外事故への損害サービス体制
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個人向けサービス
商品・サービスについて

■もらい事故アシスト
お客様に責任がなく保険会社が示談交渉できない

「もらい事故」のとき

も、ご要望により弁

護士に示談交渉を依

頼することができま

す。

■入院時選べるアシスト
「事故が起きてから」お客様にお好みの補償を選

んでいただく新しい仕組みです。事故で３日以上入

院されたときにしっ

かりサポートします。

・ホームヘルパー派遣

・ＤＶＤ機器、パソコン
機器レンタル

・差額ベッド代費用

・お見舞いお礼提供

・ペットシッター費用

など

■事故防止アシスト
日常生活を様々な事故・災害からお守りするため

のお役立ち情報をインターネットで提供します。

（エリア別事故マップ、

情報サイト「セイフティ

コンパス」）

■事故現場アシスト
事故現場でお困りの場合に、専門スタッフがお電話

にてご相談を承り、状況に応じてアドバイスします。

また、ご要望に応じて初期対応として、整備工場・

病院等への連絡を行

い、２４時間以内に、初

期対応後の状況をご

報告します。

■選べるロードアシスト
「事故が起きてから」お客様にお好みの補償を選

んでいただく新しい仕組みです。事故や故障等、

突然のお車のトラブルのときにしっかりサポート

します。

・事故・故障時選べる特約による補償

・故障時緊急修理サービス

・燃料切れ時ガソリン配達

サービス

・おクルマ故障相談サービ

ス

■メディカルアシスト
おからだの「もしも」のときに、２４時間３６５日体制で

以下のサービスを提供します。

・緊急医療相談

・予約制専門医相談

・医療機関案内

・転院・患者移送手配

・がん専用相談窓口

トータルアシスト専用　商品案内Ｗｅｂサイト　http://www.total-assist.jp/

自動車保険　各種アシスト

事故防止から事故後のケアまでお客様をしっかりお守りするという全く新しい発想の自動車保険「トータルアシス

ト」では、以下のような各種アシストを提供しています。なお、各種アシストの対象となるご契約には一定の条件があ

ります。また、メディカルアシストは第三分野商品、個人財産総合保険などをご契約のお客様もご利用できます。
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海外旅行関連サービス

当社グループ会社のインターナショナルアシスタン

ス株式会社（ＩＮＴＡＣ）は、東京に設置された「海外総合

サポートデスク」で、海外旅行保険にご加入のお客様か

らの事故・病気・ケガなどのトラブルや保険の相談など

を全世界から２４時間３６５日受け付けています。海外で

ケガをされたり、病気でお困りの際には、医療機関の

紹介・患者移送・付添医師・看護師の手配など各種のア

シスタンスサービスも提供しています。また、近年増加

する海外駐在員や海外出張者の思わぬ事故によるケ

ガや病気、滞在する国の政情不安による国外退去など

の緊急事態の発生の際には、東京海上日動リスクコン

サルティング株式会社と協力し、トータルな海外救援

サポートサービスも提供しています。

東京・大手町にある当センターでは、旅行保険の加

入を中心に世界各国の安全・医療情報、旅行情報など

海外旅行に関するさまざまな種類の情報を、ご来館の

皆様に提供しています。

海外安全・医療情報コーナーでは、現地の治安・政

治情況や医療の最新情報、注意点などを調べること

ができます。また、旅行関係のガイドブックや雑誌、ビ

デオ、ツアーパンフレット、在日各国政府観光局発行

資料を自由に閲覧することができます。

インターナショナルアシスタンス（ＩＮＴＡＣ） T・PORT海外旅行総合情報センター
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個人向けサービス

商品・サービスについて

自動車盗難やピッキングによる住宅侵入盗難等が

社会問題となる中、個人を取り巻くさまざまなリスク

について、「リスク診断プログラム」による当社代理店

を通じたアドバイスを提供しています。「自動車盗難

編」、「住宅侵入盗難編・放火編」「地震編」および「事

務所・店舗の盗難編」を提供しています。

「リスク診断プログラム」では、お客様個々のリス

クを数値化して診断し、身近な改善策を提案してい

ます。

①介護に関するご相談

②法律・税務に関するご相談

③社会保険に関するご相談

④趣味やレジャーなど暮らしに関する情報
サービス

⑤葬儀・法事に関するご相談

広く一般の方々に対して介護保険の情報や介護関

連事業者の検索など、さまざまな介護情報を提供す

るホームページ「介護情報ネットワーク」を開設してい

ます。

（一部の情報は契約者限定となります。）

当社グループ会社の東京海上日動カードサービス

株式会社を通じて、TOKlO MARINE NICHIDO

CARDを発行、クレジットカードとしての機能に加え、

会員の皆様に各種サービスを提供しています。

・電話による情報・相談サービス「いきいきポート

アイランド」（グルメ情報、レジャー情報、生活情報、

ボランティア情報、税務相談、法律相談、健康相

談、育児相談）など

各種情報提供サービス

「リスク診断プログラム」シリーズ 介護情報WEBサイトによる
介護情報提供サービス

電話による各種情報提供サービス

TOKIO MARINE NICHIDO CARD
付帯サービス
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企業向けサービス
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「Risk Strategy」では、企業のリスクマネジメン

トに必要な情報をインターネットを通じて提供して

います。情報を一元的に収集・管理することにより、

効率的なリスクマネジメント体制の構築が可能とな

ります。

また、企業を取り巻くリスクのうち、危機管理、環

境といったテーマを中心に情報誌「TALISMAN」を

発行するほか、セミナーを開催しています。リスク対

策の実務者向けには、情報誌「リスクレーダー」を発

行しています。

物流関連企業（運送業・倉庫業・荷主企業）を対象

に物流業務改善に関する相談、運送業者向け経営診

断、簡易コンサルティングサービスおよび最近の物

流関係情報の提供を行っています。また、「物流戦略

セミナー」を開催するほか、情報誌「物流TOPICS」

を発行しています。

海外における無差別テロの頻発、暴動、世界各地

での鳥インフルエンザの流行等を受け、海外駐在

員・出張者の危機管理・安全対策に対する企業の関

心はますます高まっています。

このような多様化・深刻化して

いる海外での人的リスクに備

え、各企業が海外安全対策、海

外危機管理をさらに充実させ

るための総合的プログラムと

して、｢海外危機管理トータル

サポートサービス｣を用意して

います。

海外進出企業の駐在員およびその赴任予定者の方

を対象に、海外への赴任から帰国後までのトータル

な健康・医療関連サービスを提供します。また、海外

駐在員向けに海外赴任および帰国時に必要な情報を

掲載した「海外赴任ガイド」「帰国ガイド」を提供してい

ます。

企業を取り巻くリスクが、ますます多様化・巨大化している中で、当社は高度な技術と最新の情報をもとに総合的

なリスクマネジメントのお手伝いをします。また、企業が抱える諸問題に対してさまざまな角度からきめ細かいサ

ービスを提供します。

経営支援サービス

企業リスク情報提供サービス 海外危機管理トータルサポートサービス

東京海上日動ロジスティクス研究会
（物流戦略支援サービス）

海外健康サービス、海外赴任ガイド・
帰国ガイドなどの提供サービス
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企業向けサービス

商品・サービスについて

総合的リスクマネジメント体制構築支援

企業を取り巻く国内外のリスクの洗い出し・評価か

ら、マネジメント体制構築、さらには緊急時の対応ま

でを含めた体系的な対応をサポートしています。

■内部統制コンサルティング
企業や組織を適切にコントロールおよびマネジメ

ントするために、「実効性のあるリスクマネジメント体

制作り」を通して、「内部統制システムの構築」を支援

しています。

■事業継続マネジメント（ＢＣＭ）構築支援
サービス
不測の事態（危機・災害）に備え、ＢＣＰ（事業継続計

画）の策定からＢＣＭ（事業継続マネジメント）の構築

までをトータルに支援しています。また、世界最大級

の災害復旧専門会社BELFOR社と連携した災害復旧

支援サービスも提供しています。

■自然災害コンサルティング
独自の解析モデルにより、地域・施設で異なる地

震・台風リスクを予め定量的に把握することで、お客

様に費用対効果の高いリスク低減策を提案していま

す。また、特に地震リスクについては、現地調査・資料

レビューに基づく地震被害想定および地震被害低減

コンサルティングを実施しています。

■火災・爆発コンサルティング
火災・爆発によるリスクを施設の実地調査により事

前に定量的に把握することで、効果的な予防策や損

害軽減策を提案しています。

■製品安全コンサルティング
製造物責任への対応能力を高めるため、現状の対

応能力診断から、対応体制構築、さらには取扱説明書、

マニュアル対応まで製品安全管理をトータルにサポ

ートしています。また、「食品安全総合コンサルティン

グ」も提供しています。

■交通リスクコンサルティング
社有車による事故を軽減させるため、交通環境に

基づいた交通事故のパターン分析や最新のカメラ付

ドライブレコーダを使用したデータ分析により、科

学的かつ合理的に社有車事故の低減策を提案してい

ます。

■環境コンサルティング
国内外の環境に係り、新たに導入される規制・制度

等に関する制度概要の調査や、個別の国における環

境規制への対応に関する調査等を実施しています。

■個人情報保護コンサルティング・情報
セキュリティマネジメントコンサルティング
個人情報保護に関するＪＩＳ規格に適合したマネジ

メントシステムの構築とプライバシーマークの取得

をサポートしています。また、情報セキュリティマネジ

メントシステム（ＩＳＭＳ）の構築からＩＳＭＳの認証取得

までを総合的にサポートしています。

その他、以下のようなコンサルティングも提供して

います。

・苦情対応マネジメントシステム構築支援コンサル

ティング

・ＣＳＲコンサルティング

・コンプライアンス体制構築支援コンサルティング

・ＩＳＯ９００１／１４００１認証取得支援コンサルティング

リスクコンサルティング これらのサービスは東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
などを通じて提供しています。
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事業の状況
業績データ

年 度
項 目

（単位：百万円）

平成１５年度 平成１６年度

正 味 収 入 保 険 料
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

経 常 収 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

保 険 引 受 利 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

経 常 利 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

当 期 純 利 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

利 息 及 び 配 当 金 収 入
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

運 用 資 産 利 回 り
（ イ ン カ ム 利 回 り ）

資 産 運 用 利 回 り
（ 実 現 利 回 り ）

時 価 総 合 利 回 り

資 本 金 の 額
（ 発 行 済 株 式 総 数 ）

純 資 産 額

総 資 産 額

責 任 準 備 金 残 高

貸 付 金 残 高

有 価 証 券 残 高

ソルベンシー・マージン比率

自 己 資 本 比 率

配 当 性 向

従 業 員 数

積立勘定として経理された資産額

平成１９年度平成１７年度

主要な経営指標等の推移

）
９２,１１２

（ △２０.８％

）

（１,５４９,６９２千株）

）

）

）

）

１,５０３,１１１
（ ２.３％

１５２,１８７
（ △３.８％

８７,８９５
（ △９.６％

８６,１０４
（ １４５.６％

５３.０％

３０.７％

１.７８％

２.５２％

１１.６１％

７,２３７,４６６

１,９１３,３５１

５５５,２１５

２４.８％

１７３.０％

１０,９３９名

１,１２１.６％

１,８７８,７１６
（ △３.６％

１,７９２,０１９

１０１,９９４

３,８４０,５３５

５,０１７,１４０

主要な経営指標等の推移

（注）１．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷正味収入保険料
２．正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷正味収入保険料
３．平成１６年度の対前期増減率については平成１５年度との単純比較による増減率を表示しています。
４．純資産額の算定にあたり、平成１８年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しています。

）
１１７,８９１

（ ２８.０％

）

（１,５４９,６９２千株）

）

）

）

）

１,６９０,０６０
（ １２.４％

１４８,３８０
（ △２.５％

８７,６５８
（ △０.３％

１６,６６５
（ △８０.６％

６３.７％

３１.２％

１.９８％

３.６０％

３.６２％

９,３０６,２８１

２,４３３,５１５

５７４,３３１

２４.１％

５４.３％

１６,２８０名

９８４.３％

２,１７６,８６０
（ １５.９％

２,２３９,４００

１０１,９９４

４,９３０,９２２

６,８３０,８６６

）
１３９,１２５

（ １８.０％

）

）

）

）

）

１,８９２,７５４
（ １２.０％

１６６,０８０
（ １１.９％

１２２,１８０
（ ３９.４％

３４,６０２
（ １０７.６％

６０.６％

３０.２％

２.０６％

３.４４％

１７.９０％

２８.６％

１６９.３％

１５,８７９名

１,０８３.９％

２,３６８,４１４
（ ８.８％

（１,５４９,６９２千株）

１０,８１４,７９６

２,４１４,２２３

５７０,１４５

３,０９７,０５９

１０１,９９４

４,９９４,２４０

８,２８８,９３４

平成１８年度

）
１６７,０９９

（ ２０.１％

）

）

）

）

）

１,９２８,０６１
（ １.９％

１５６,３３２
（ △５.９％

９６,４４８
（ △２１.１％

７,９７１
（ △７７.０％

６１.５％

３０.７％

２.４５％

３.６４％

５.１５％

２７.５％

２２７.１％

１４,９６７名

１,０９８.２％

２,４０４,３１２
（ １.５％

（１,５４９,６９２千株）

１１,１７７,４４８

２,４４３,６３３

５５６,３６４

３,０７６,８８７

１０１,９９４

５,０８２,２１８

８,１４１,９８１

）
２０３,３８０

（ ２１.７％

）

）

）

）

）

１８３,９７４
（ １７.７％

１２２,９９２
（ ２７.５％

３９,３７６
（ ３９３.９％

６１.６％

３１.５％

２.７９％

３.４３％

△９.２９％

２１.４％

８６.２％

１５,２６３名

９５７.８％

（１,５４９,６９２千株）

１０,８８９,５６２

２,７５３,３２８

５８４,０９４

２,３２６,６２４

１０１,９９４

５,１１７,３０６

７,４０８,６５８

１,９１２,１８０
（ △０.８％

２,４００,４８７
（ △０.２％



※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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（注）平成１６年９月期の対前期増減率については、平成１５年度との単純比較による増減率を表示しています。

年 度
項 目

（単位：百万円）

平成１５年度

正 味 収 入 保 険 料
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

経 常 収 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

保 険 引 受 利 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

経 常 利 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

当 期 純 利 益
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

利 息 及 び 配 当 金 収 入
（対 前 期 増 減（ △ ）率）

正 味 損 害 率

正 味 事 業 費 率

運 用 資 産 利 回 り
（ イ ン カ ム 利 回 り ）

資 産 運 用 利 回 り
（ 実 現 利 回 り ）

時 価 総 合 利 回 り

資 本 金 の 額
（ 発 行 済 株 式 総 数 ）

純 資 産 額

総 資 産 額

責 任 準 備 金 残 高

貸 付 金 残 高

有 価 証 券 残 高

ソルベンシー・マージン比率

自 己 資 本 比 率

配 当 性 向

従 業 員 数

積立勘定として経理された資産額

平成１６年９月期

）
１０,７６７

（ △５５.１％

）

（４４５,４４３千株）

）

）

）

）

１９３,２７２
（ △５１.８％

２６,９００
（ △４４.０％

９,１９８
（ △６７.８％

△７,１１４
（ △１５２.４％

６０.４％

３３.７％

―

―

―

１,７７８,５２０

４５５,２５８

１００,６２７

２３.１％

―

５,９９９名

１,０７３.０％

２７５,４３２
（ △４８.１％

４１０,０６９

５０,５５０

１,１２４,９９１

１,２９４,２９３

）
２３,９９２

（ △３.５％

）

（４４５,４４３千株）

）

）

）

）

４０１,１１４
（ １.２％

４８,０６１
（ １１７.３％

２８,５６２
（ １４０.７％

１３,５６７
（ １０.５％

５５.６％

３４.４％

１.７４％

３.７９％

１２.５９％

１,８３９,６７２

４７３,９６４

１１１,８０１

２４.１％

１３３.１％

６,４６３名

１,０６５.１％

５３１,００９
（ △０.３％

４４３,６５２

５０,５５０

１,１４１,０８８

１,３０５,６１５

〈参考〉日動火災海上保険株式会社の主要な経営指標等の推移（平成１５年度～平成１６年９月期）



２５９,３３１
７６,８４９
１５３,９２０
８７２,２１９
３１１,７２７
２５４,０１３
（１１６,７８３）
１,９２８,０６１

１３.５
４.０
８.０
４５.２
１６.２
１３.２
（６.１）
１００.０

１.６
９.８
２.８
１.６
△１.５
４.５
（３.１）
１.９
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事業の状況

業績データ

正味収入保険料
年度

種目

（単位：百万円）

構成比 増収率

火 　 災

海 　 上

傷 　 害

自 動 車

そ の 他

（うち賠償責任）

合　計

％ ％

構成比 増収率

％ ％

構成比 増収率

％ ％

構成比 増収率

％ ％

平成１５年度

自動車損害
賠償責任

保険事業の状況

構成比 増収率

％ ％

平成１７年度

２１２,１０８

６４,２２４

１３４,２８１

７５９,２０７

２９０,８３４

２２９,４０４

（１０４,１５８）

１,６９０,０６０

１２.６

３.８

７.９

４４.９

１７.２

１３.６

（６.２）

１００.０

１７.５

９.４

１３.１

１２.７

１２.８

７.４

（１０.２）

１２.４

平成１６年度

１８０,５４１

５８,７２６

１１８,７１５

６７３,６８１

２５７,７７３

２１３,６７１

（９４,５００）

１,５０３,１１１

１２.０

３.９

７.９

４４.８

１７.１

１４.２

（６.３）

１００.０

４.９

２.９

△３.０

△２.１

１９.４

△０.２

（６.０）

２.３

受再正味保険料及び支払再保険料
年度

種目

（単位：百万円）

火 　 災

海 上

傷 　 害

自 動 車

そ の 他

（うち賠償責任）

合　計

平成１５年度

自動車損害
賠償責任

平成１７年度

（注）１．受再正味保険料とは、受再契約に係る収入保険料から受再解約返戻金および受再その他返戻金を控除したものをいいます。
２．支払再保険料とは、出再契約に係る支払保険料から出再保険返戻金およびその他の再保険収入を控除したものをいいます。

受再正味保険料 支払再保険料 受再正味保険料 支払再保険料 受再正味保険料 支払再保険料

２６,１４７

１６,３２８

１５８

１,６０１

２０５,３７１

４８,８５２

（５,０１０）

２９８,４５９

４７,２８４

２２,１３８

３,７６４

９,６５９

１８４,９０７

４８,３５１

（２,８４４）

３１６,１０４

受再正味保険料 支払再保険料

２３,４８０

２０,３１９

２,７５６

５,１２０

２５０,６２８

４６,９８２

（７,４６２）

３４９,２８７

７０,２１２

２３,９５６

４,５０６

１１,１１８

２２６,３１１

４２,３２３

（２,７９８）

３７８,４２９

２６,２３０

２３,６０５

３,８００

４,７１６

２４５,８４１

４７,６２２

（６,６２２）

３５１,８１７

７２,２７１

２８,１５０

５,０５７

１０,７９８

２２５,６１３

５７,３６６

（２１,３８０）

３９９,２５７

平成１８年度平成１６年度
受再正味保険料 支払再保険料

２０,６２２

１８,４０９

１,４０７

２,９０３

２３１,５４３

４６,４３５

（４,９０２）

３２１,３２２

５９,６２１

２１,８８７

３,６３８

１０,５２３

２０８,２０２

４４,８１９

（２,４８０）

３４８,６９３

元受正味保険料（含む積立保険料）及び１人当たり保険料 （単位：百万円）

平成１０年度

２５３,６２０

６７,３８４

４１２,８０５

６５６,３１０

１７９,１７９

１９３,９３３

１,７６３,２３４

１４.４

３.８

２３.４

３７.２

１０.２

１１.０

１００.０

平成１１年度

１４.５

３.４

２０.８

３９.０

１０.９

１１.４

１００.０

平成１２年度年度
種目 構成比 増収率

従業員一人当たり
元受正味保険料
（含む積立保険料）

％ ％

構成比 増収率

％ ％

構成比 増収率

％ ％

構成比 増収率

％ ％

平成１５年度 平成１８年度平成１７年度

３５２,３５４

７３,６２４

３２６,３４７

８６４,３４２

２９２,１８３

２３８,１３４

（１０８,５８７）

２,１４６,９８６

千円
１３５,２０９

１６.４

３.４

１５.２

４０.３

１３.６

１１.１

（５.１）

１００.０

１９.２

８.７

１０.１

１２.７

９.２

４.０

（６.７）

１１.６

１４.４

平成１９年度

平成１６年度

２４１,９５８

６４,５３６

２８１,３２３

６８２,９１４

２３７,３１０

２１４,８０３

（９２,３３４）

１,７２２,８４７

千円
１５７,４９５

１４.０

３.７

１６.３

３９.６

１３.８

１２.５

（５.４）

１００.０

△１.７

４.０

△０.７

△２.４

１.１

△０.１

（６.４）

△１.０

６.４

２９５,６９９

６７,７０２

２９６,３６８

７６７,１６６

２６７,４９３

２２９,０８４

（１０１,７３７）

１,９２３,５１４

千円
１１８,１５２

１５.４

３.５

１５.４

３９.９

１３.９

１１.９

（５.３）

１００.０

２２.２

４.９

５.３

１２.３

１２.７

６.６

（１０.２）

１１.６

△２５.０

％

平成１９年度
増収率構成比

％
３５１,７９７

８１,３９４

３１６,２８３

８７８,３０３

２９１,４９８

２６４,０７９

（１３１,５４０）

２,１８３,３５７

千円
１４５,８７８

１６.１

３.７

１４.５

４０.２

１３.４

１２.１

（６.０）

１００.０

△０.２

１０.６

△３.１

１.６

△０.２

１０.９

（２１.１）

１.７

７.９

２５５,１９９

６９,９８７

１４９,７１５

８５８,２７９

３１６,５００

２４３,０７１

（１１３,２５１）

１,８９２,７５４

１３.５

３.７

７.９

４５.３

１６.７

１２.８

（６.０）

１００.０

２０.３

９.０

１１.５

１３.０

８.８

６.０

（８.７）

１２.０

平成１８年度 平成１９年度

平成１８年度

２５９,３３１

７６,８４９

１５３,９２０

８７２,２１９

３１１,７２７

２５４,０１３

（１１６,７８３）

１,９２８,０６１

１３.５

４.０

８.０

４５.２

１６.２

１３.２

（６.１）

１００.０

１.６

９.８

２.８

１.６

△１.５

４.５

（３.１）

１.９

３４５,８６８

８６,７９２

３００,４４２

８７７,９８４

２６１,９２４

２５３,７３２

(１２６,１９１)

２,１２６,７４６

千円
１３９,３３９

１６.３

４.１

１４.１

４１.３

１２.３

１１.９

（５.９）

１００.０

△１.７

６.６

△５.０

△０.０

△１０.１

△３.９

（△４.１）

△２.６

△４.５

２５３,０８３

８０,５５７

１４９,６１８

８７１,６１３

３０９,５３１

２４７,７７６

(１１７,０４７)

１,９１２,１８０

１３.２

４.２

７.８

４５.６

１６.２

１３.０

(６.１)

１００.０

△２.４

４.８

△２.８

△０.１

△０.７

△２.５

(０.２)

△０.８

２６,２５０

２５,８７６

２,９３１

４,２７４

２４６,６６２

４３,０６９

(５,１５０)

３４９,０６５

７５,６５１

３２,１１０

６,０７１

１０,６４６

１９９,０５６

４９,３７９

(１４,２９５)

３７２,９１５

火 　 災

海 　 上

傷 　 害

自 動 車

そ の 他

（うち賠償責任）

合　計

自動車損害
賠償責任
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１５,８１４

１,５１４

５７,５６２

１０,５０５

１１,０１５

１３,７４８

（６,８４６）

１１０,１６０

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。

（注）解約返戻金とは、元受解約返戻金、受再解約返戻金及び積立解約返戻金の合計額をいいます。

解約返戻金
年度

種目

（単位：百万円）

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

（うち賠償責任）

合 計

平成１５年度

１１,９９４

１,８４０

４７,１８９

８,６７０

６,８７２

９,３７７

（７８５）

８５,９４４

平成１７年度

１７,０６９

１,４４２

５５,７８１

１０,５９４

１０,５３５

９,１２８

（９７５）

１０４,５５２

１５,８１４

１,５１４

５７,５６２

１０,５０５

１１,０１５

１３,７４８

（６,８４６）

１１０,１６０

平成１６年度

１３,６５８

１,３７７

４７,１５９

１０,７４２

９,１９５

８,９４７

（５２２）

９１,０８０

年度

種目

（単位：百万円）

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

（うち賠償責任）

合 計

平成１５年度

１８,４０４

７,０７７

△１１,１５８

５２,０７０

―

１９,７１１

（２,４０５）

８６,１０４

平成１７年度

２,０００

８,５２７

△８,０６５

３９,１７０

―

△７,０３０

（△１２,５２４）

３４,６０２

平成１９年度平成１６年度

△３０,２８１

８,８９３

△１０,７５８

５０,６９９

―

△１,８８８

（△８,９０４）

１６,６６５

１,７６０,１９２

１,４５３,６６６

２２２,２９６

１,８７５

８６,１０４

平成１５年度

２,１８７,０７１

１,８８７,４５８

２６８,０３７

３,０２６

３４,６０２

平成１７年度 平成１９年度

１,９９２,００１

１,７２０,６１９

２５８,８８８

４,１７２

１６,６６５

平成１６年度

（単位：百万円）

保険引受利益

保 険 引 受 収 益

保 険 引 受 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 収 支

保 険 引 受 利 益

（注）１．上記の営業費及び一般管理費は、損益計算書記載における営業費及び一般管理費のうち保険引受に係る金額です。
２．その他収支は、自動車損害賠償責任保険等における法人税相当額などです。
３．保険引受利益＝保険引受収益－保険引受費用－保険引受に係る営業費及び一般管理費±その他収支

区分 年度

（注）元受正味保険金とは、元受契約に係る支払保険金から元受契約に係る求償等による回収金を控除したものをいいます。

年度
種目

（単位：百万円）

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

（うち賠償責任）

合 計

平成１５年度

５６,６０６

５１,７５７

５１,４２８

３８５,１０６

１７４,６２７

１０３,６０８

（４７,５３３）

８２３,１３４

平成１７年度

１３２,６２３

３５,３８５

６３,５３１

５２１,１３５

２１７,６８５

１１７,１５７

（５４,１２９）

１,０８７,５１８

平成１９年度平成１６年度

２００,３３８

２９,３３５

５２,９５７

４６８,１０８

２０１,０４８

１４３,９２５

（５３,７６８）

１,０９５,７１２

元受正味保険金

平成１８年度 平成１９年度

平成１８年度

△３２,３２９

４,２１８

△１５,２８８

３２,８９１

―

１８,４７９

（５,７８８）

７,９７１

平成１８年度

２,２０６,３７６

１,９１９,３３０

２７７,９２３

△１,１５０

７,９７１

平成１８年度

１２１,７９４

４０,４１９

６７,５０６

５２５,７３３

２０９,６７６

１２２,５８４

（５９,３６１）

１,０８７,７１５

１８,０７８

１,９２０

５７,４３６

９,８８１

１１,９０５

９,７９８

(１,５５６)

１０９,０２０

５,４９０

１８,９６３

△１１,１９９

５３０

―

２５,５９１

（７,３８３）

３９,３７６

２,１７４,７５２

１,８４６,２８１

２８８,９５６

△１３７

３９,３７６

９９,４６８

４２,４８３

７５,９２７

５３３,３７１

２０９,６６８

１２１,０８６

(６３,８６３)

１,０８２,００５
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事業の状況

業績データ

（注）１．受再正味保険金とは、受再契約に係る支払保険金から受再契約に係る求償等による回収金を控除したものをいいます。
２．回収再保険金とは、出再契約に係る回収保険金から出再契約に係る返還金を控除したものをいいます。

受再正味保険金及び回収再保険金
年度

種目

（単位：百万円）

火 　 災

海 　 上

傷 　 害

自 動 車

そ の 他

（うち賠償責任）

合 　 計

平成１５年度

自動車損害
賠償責任

平成１７年度
受再正味保険金 回収再保険金 受再正味保険金 回収再保険金 受再正味保険金 回収再保険金

５,９２９

１５,９７２

１５

９７２

１０５,２１５

１５,２４２

（５,３６６）

１４３,３４６

８,１９６

３２,５６４

７４０

５,６５０

１７４,６２７

７,４８８

（１,００１）

２２９,２６７

受再正味保険金 回収再保険金

５,０６０

１３,７９０

１,０９０

２,７２２

２２２,６０１

１５,７１０

（４,９９０）

２６０,９７６

２６,７９５

１１,８０７

８１７

７,９６４

２１７,６８５

５,７９２

（３７４）

２７０,８６２

平成１９年度平成１６年度
受再正味保険金 回収再保険金

５,８０３

１４,０９９

１,３１５

１,８７７

１７１,４２４

２３,７６８

（４,７３０）

２１８,２８９

３７,８５５

１０,０３４

９６１

８,９２３

２０１,０４８

４０,６８８

（５０５）

２９９,５１３

正味支払保険金
年度

種目

（単位：百万円）

構成比 正味損害率

火 　 災

海 　 上

傷 　 害

自 動 車

そ の 他

（うち賠償責任）

合 　 計

％ ％

構成比 正味損害率

％ ％

構成比 正味損害率

％ ％

構成比 正味損害率

％ ％

構成比 正味損害率

％ ％

自動車損害
賠償責任

平成１５年度

５４,３３８

３５,１６５

５０,７０３

３８０,４２７

１０５,２１５

１１１,３６２

（５１,８９８）

７３７,２１３

７.４

４.８

６.９

５１.６

１４.３

１５.１

（７.０）

１００.０

３１.４

６３.０

４５.７

６１.２

４６.３

５４.７

（５８.２）

５３.０

平成１７年度

１１０,８８９

３７,３６８

６３,８０４

５１５,８９２

２２２,６０１

１２７,０７５

（５８,７４５）

１,０７７,６３２

１０.３

３.５

５.９

４７.９

２０.７

１１.８

（５.５）

１００.０

４５.１

５５.９

４５.８

６４.４

７５.６

５４.８

（５５.０）

６０.６

平成１９年度平成１６年度

１６８,２８５

３３,４００

５３,３１１

４６１,０６１

１７１,４２４

１２７,００５

（５７,９９３）

１,０１４,４８８

１６.６

３.３

５.３

４５.４

１６.９

１２.５

（５.７）

１００.０

８０.９

５４.８

４２.７

６５.０

６４.３

５７.９

（５８.８）

６３.７

（単位：%）

（注）１．正味損害率＝（正味支払保険金＋損害調査費）÷（正味収入保険料）
２．正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷（正味収入保険料）
３．合算率＝正味損害率＋正味事業費率

正味損害率、正味事業費率及びその合算率

種 目
平成１８年度

平成１８年度

１２３,０３１

４０,１３４

６８,９２７

５２２,２２５

２２７,１２６

１３２,１５１

（６５,１８９）

１,１１３,５９６

１１.０

３.６

６.２

４６.９

２０.４

１１.９

（５.９）

１００.０

４９.０

５４.６

４８.３

６４.３

７８.０

５４.６

（５９.２）

６１.５

平成１８年度

６,４８３

１６,３８３

２,５２７

２,８５３

２２７,１２６

１６,２８９

（６,２１０）

２７１,６６４

５,２４６

１６,６６９

１,１０６

６,３６１

２０９,６７６

６,７２２

（３８２）

２４５,７８３

９６,０７２

４０,６７９

７７,００３

５３０,３７９

２２５,３７６

１３１,５４０

（６８,３９７）

１,１０１,０５２

８.７

３.７

７.０

４８.２

２０.５

１１.９

（６.２）

１００.０

３９.６

５２.８

５５.０

６５.６

７８.０

５５.９

（６２.２）

６１.６

５,９４８

１５,９２７

２,７３９

３,２７０

２２５,３７６

２３,９７９

(６,１７０)

２７７,２４２

９,３４４

１７,７３１

１,６６３

６,２６２

２０９,６６８

１３,５２６

(１,６３６)

２５８,１９５

正味損害率 正味事業費率 合 算 率 正味損害率 正味事業費率 合 算 率

４９.０

５４.６

４８.３

６４.３

７８.０

５４.６

(５９.２)

６１.５

３９.３

１９.２

４７.１

３１.７

１７.２

２８.７

(３０.９)

３０.７

８８.２

７３.９

９５.４

９６.０

９５.２

８３.４

(９０.２）

９２.３

３９.６

５２.８

５５.０

６５.６

７８.０

５５.９

（６２.２）

６１.６

４０.３

１９.１

４５.８

３２.９

１６.７

３１.６

（３２.５）

３１.５

８０.０

７１.９

１００.８

９８.５

９４.７

８７.５

（９４.７）

９３.１

火 災

海 上

傷 害

自 動 車

自動車損害賠償責任

そ の 他

（ う ち 賠 償 責 任 ）

合 計

平成１９年度

平成１９年度平成１９年度平成１７年度

正味損害率 正味事業費率 合 算 率

４５.１

５５.９

４５.８

６４.４

７５.６

５４.８

(５５.０)

６０.６

３９.４

１９.２

５２.２

３０.５

１６.７

２６.９

(２８.４)

３０.２

８４.５

７５.０

９８.０

９４.９

９２.３

８１.７

(８３.４)

９０.９
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（注）収入保険料（元受正味保険料（除く収入積立保険料）と受再正味保険料の合計）について国内契約および海外契約の割合を記載しています。

国内契約・海外契約別の収入保険料の割合

国内契約

海外契約

区分 平成１８年度

９５.２%

４.８%

平成１７年度

９４.７%

５.３%

（注）１．地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
２．発生損害率＝（出再控除前の発生損害額＋損害調査費）÷出再控除前の既経過保険料
３．事業費率＝（支払諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及び一般管理費）÷出再控除前の既経過保険料
４．合算率＝発生損害率＋事業費率
５．出再控除前の発生損害額＝支払保険金＋出再控除前の支払備金積増額
６．出再控除前の既経過保険料＝収入保険料－出再控除前の未経過保険料積増額
７．介護保険・介護費用保険は、販売量が極めて少ないため、介護保険は「（医療補償等）」の内訳である「（その他）」に、介護費用保険は種目「その他」に、
それぞれ含めて記載しています。

８．超保険は、医療・がん等の区分が困難なため、「（医療補償等）」の内訳である「（その他）」に含めて記載しています。
９．種目「傷害」の内訳表示については、平成１８年度より開示を行っています。

（単位：%）出再控除前の発生損害率、事業費率及びその合算率

火 災

海 上

傷 害

（医　療）

（が　ん）

（その他）

（そ　の　他）

自 動 車

そ の 他

（ う ち 賠 償 責 任 ）

合 計

種 目
平成１８年度

発生損害率 事業費率 合算率 発生損害率 事業費率 合算率

５４.２

６５.７

５７.６

（３９.０)

（６９.３)

（７３.６)

（５７.４)

６５.４

５１.３

（５９.０）

６０.４

３８.１

１８.２

４８.２

３１.６

２６.０

（２９.１）

３２.４

９２.３

８３.９

１０５.８

９７.０

７７.２

（８８.１）

９２.８

平成１７年度

発生損害率 事業費率 合算率

４０.０

６２.９

４８.５

（ ― ）

（ ― ）

（ ― ）

（ ― ）

６５.９

６０.５

（７５.４）

５９.０

３８.７

１８.２

５２.８

３０.４

２４.８

（２８.５）

３２.２

７８.７

８１.１

１０１.３

９６.４

８５.３

（１０３.８）

９１.２

（
医
療
補
償
等
）

平成１９年度

平成１９年度

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。

９４.６%

５.４%

（注）１．特約再保険料ベースで１０百万円以上の出再実績のある保険会社（プールを含む）を対象としています。
２．（ ）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立てないとした保険契約
に限ります。)

出再先保険会社数と出再保険料上位５社の割合

１４６社（－）

出再先保険会社数 出再保険料ベースでの上位５社への
出再割合（％）

６８.１％（－）

１６７社（－）

平成１９年度

平成１８年度 ７１.５％（－）

（注）１．特約再保険料ベースで１０百万円以上の出再実績のある保険会社（プールを除く）を対象としています。
格付区分は、以下の方法により行っています。
①スタンダード アンド プアーズ社（Ｓ&Ｐ社）の格付を使用し、同社の格付がない場合はＡＭＢｅｓｔ社の格付を使用しています。
②上記２社のいずれの格付もない場合は「その他（格付なし・不明を含む）」に区分しています。
③各年度３月末時点の格付に基づいています。

２．（ ）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立てないとした保険契約
に限ります。)

出再保険料の格付区分別構成割合

平成１９年度

平成１８年度

格付区分 S＆P社 A－以上
（AM Best A－以上）

その他
（格付なし・不明を含む）

７７.８％（－）

６８.０％（－）

７８.０％（－）

６８.４％（－）

２２.０％（－）

３１.６％（－）

S＆P社 BBB－以上
（AM Best B＋以上）

８３.４

６４.４

１０７.５

１０１.７

７９.９

（８２.２）

９３.１

３７.３

１７.１

４５.９

３２.６

２７.９

（２９.５）

３２.８

４６.１

４７.３

６１.６

（４８.５)

（７９.０)

（１１０.４）

（５９.５）

６９.０

５２.０

（５２.７）

６０.３
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事業の状況

業績データ

（単位：百万円）正味損害率及び正味事業費率

正 味 損 害 率

保 険 引 受 に 係 る 事 業 費

（保険引受に係る営業費及び一般管理費）

（ 諸 手 数 料 及 び 集 金 費 ）

正 味 事 業 費 率

（注）正味事業費率＝（諸手数料及び集金費＋保険引受に係る営業費及びー般管理費）÷正味収入保険料

５３.０%

４６２,０７１

（２２２,２９６）

（２３９,７７５）

３０.７%

平成１５年度

６０.６%

５７２,０７９

（２６８,０３７）

（３０４,０４１）

３０.２%

平成１７年度 平成１９年度

６３.７%

５２７,０７６

（２５８,８８８）

（２６８,１８７）

３１.２%

平成１６年度区分 年度

積立保険（貯蓄型保険）では、満期を迎えられたご契約者に対し、契約時に定めた満期返戻金をお支払いするとともに、

保険期間中の運用利回りが予定の利回りを上回った場合には、毎月の満期契約毎に契約者配当金を計算してお支払いして

います。（運用利回りが予定の利回りを下回った場合には０円となります。）

従いまして、契約者配当金は毎月変動いたしますが、昨年６月及び本年６月に満期を迎えられましたご契約者にお支払

いした契約者配当金は以下の通りです。

＊平成１９年６月及び平成２０年６月に満期を

迎えたご契約者に対してお支払いした契約

者配当金の例

（積立普通傷害保険、満期返戻金１００万円、

一時払の場合）

契約者配当金

保険期間
３年
５年
１０年
３年
５年
１０年

契約者配当金の額 予定の利回り
０円
０円
０円

２,０００円
０円
０円

０.０６％
０.５０％（旧東海）０.６０％（旧日動）

２.００％
０.１２％

０.５０％（旧東海）０.６０％（旧日動）
１.８０％

平成１９年
６月満期

平成２０年
６月満期

平成１８年度

６１.５%

５９２,３５５

（２７７,９２３）

（３１４,４３１）

３０.７%

６１.６%

６０２,５２８

（２８８,９５６）

（３１３,５７２）

３１.５%

（注）１．地震・自賠責保険に係る金額を除いています。
２．（ ）内は、第三分野保険に関する数値を表しています。（ただし、保険業法施行規則第７１条に基づいて、保険料積立金を積み立てないとした保険契約

に限ります。）

未収再保険金の推移 （単位：百万円）

１

２

３

４

年度開始時の未収再保険金

当該年度に回収できる事由が発生した額

当該年度回収等

１＋２－３＝年度末の未収再保険金

年度 平成１７年度 平成１９年度

８９,７４３

４７,７９９

１１８,５５５

１８,９８８

１８,９８８
（－）
３５,７２３
（－）
４０,２９７
（－）
１４,４１３
（－）

１４,４１３
（－）
４５,０２６
（－）
４４,９２６
（－）
１４,５１４
（－）

平成１８年度



運用資産の推移
年度

区分

（単位：百万円）

構成比

預 貯 金

コールローン

買現先勘定

買入金銭債権

金銭の信託

有 価 証 券

貸 付 金

土 地・建 物

運用資産計

総 資 産

％

構成比

％

構成比

％

構成比

％

構成比

平成１５年度

２４２,４３７

５２１,１００

―
９５,０１１

３４,０１２

５,０１７,１４０

５５５,２１５

２５３,６７０

６,７１８,５８８

７,２３７,４６６

３.４

７.２

―
１.３

０.５

６９.３

７.７

３.５

９２.８

１００.０

平成１７年度

１７６,４７６

７２,３００

―
７３６,３９１

１００,４５５

８,２８８,９３４

５７０,１４５

２７５,１０９

１０,２１９,８１３

１０,８１４,７９６

１.６

０.７

―
６.８

０.９

７６.６

５.３

２.５

９４.５

１００.０

平成１９年度平成１６年度

１５１,８７９

１７０,４００

―
５０７,２３７

７４,９８２

６,８３０,８６６

５７４,３３１

２９５,６３５

８,６０５,３３３

９,３０６,２８１

１.６

１.８

―
５.５

０.８

７３.４

６.２

３.２

９２.５

１００.０

％

資産運用等の状況

時価会計導入を機に、業界として損害保険会社の開示利回りのあり方を見直した結果、従来の運用資産利回り（インカム利回り）のみでは運用の実態を必
ずしも適切に反映できないと考え、新たに以下の二つの利回りを開示することとしました。

１．資産運用利回り（実現利回り）
資産運用に係る成果を、当期の期間損益（損益計算書）への寄与の観点から示す指標です。分子は実現損益、分母は取得原価をベースとした利回りです。
・分子＝資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用
・分母＝取得原価または償却原価による平均残高

２．（参考）時価総合利回り
時価ベースでの運用効率を示す指標。分子は実現損益に加えて時価評価差額の増減を反映させ、分母は時価をベースとした利回りです。
・分子＝（資産運用収益＋積立保険料等運用益－資産運用費用）＋（当期末評価差額＊－前期末評価差額＊）＋繰延ヘッジ損益増減＊

・分母＝取得原価または償却原価による平均残高＋その他有価証券に係る前期末評価差額＊＋売買目的有価証券に係る前期末評価損益＊＊

＊ 税効果控除前の金額による
＊＊売買目的有価証券には運用目的の金銭の信託を含む

利息及び配当金収入・運用資産利回り（インカム利回り）

（注）１．収入金額は、損益計算書における「利息及び配当金収入」に、「金銭の信託運用益」および「金銭の信託運用損」のうち利息および配当金収入相当額を含
めた金額です。

２．平均運用額は原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引
支払保証金および買入金銭債権については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

年度
区分

（単位：百万円）

利回り

預 貯 金

コールローン

買現先勘定

債券貸借取引支払保証金

買入金銭債権

金銭の信託

有 価 証 券

公 社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

貸 付 金

土 地・建 物

小 計

そ の 他

合 計

％

利回り

％

利回り

％

利回り

％

平成１５年度

利回り

１１０

３３

―
―

３,９１７

４５０

６３,１８４

２６,３７５

２４,４７２

９,１４１

３,１９４

１１,３２３

１２,２９３

９１,３１４

１,２４８

９２,５６２

０.０５

０.０１

―
―

５.６９

１.４１

１.８５

１.３８

２.５９

２.２３

２.１２

１.８４

４.８３

１.７８

―
―

平成１７年度

３,０３９

２３

―
―

４,８０１

３３３

１０８,８１４

３０,７８０

４５,８５０

１９,３０１

１２,８８２

８,３３３

１２,０８０

１３７,４２８

２,０３１

１３９,４５９

２.５９

０.０１

―
―

０.６６

０.３８

２.３９

１.２１

３.８１

２.９５

８.３８

１.５０

４.２３

２.０６

―
―

平成１９年度平成１６年度

２,７００

４７

―
０

３,３６７

４７５

８７,７３７

３３,４３１

３１,４４１

１４,１１２

８,７５２

９,５３９

１２,８８３

１１６,７５２

１,６１４

１１８,３６６

１.３７

０.０１

―
０.０１

１.０４

０.７３

２.２３

１.５３

２.９７

２.６４

５.７１

１.６４

４.５２

１.９８

―
―

％

現
　
状�
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営
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・
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平成１８年度

２５４,１９６

８６,４００

３６,９７２

１,１７２,９８６

８２,０８９

８,１４１,９８１

５５６,３６４

２６１,０１２

１０,５９２,００４

１１,１７７,４４８

２.３

０.８

０.３

１０.５

０.７

７２.８

５.０

２.３

９４.８

１００.０

平成１８年度

２.４７

０.１８

０.３６

０.３１

０.７８

０.５４

２.９０

１.３３

５.０４

３.８２

７.４８

１.６８

４.５６

２.４５

―
―

３,００２

１４８

１３４

３３

８,００４

４５５

１３１,４７５

３２,９６８

５８,５４３

２８,０４９

１１,９１３

９,２２６

１２,３６１

１６４,８４２

２,７１３

１６７,５５５

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。

２６６,０８７

１５０,４００

４２,９５１

１,４７５,００３

３９,２１５

７,４０８,６５８

５８４,０９４

２４４,９６６

１０,２１１,３７８

１０,８８９,５６２

２.４

１.４

０.４

１３.５

０.４

６８.０

５.４

２.２

９３.８

１００.０

３.００

０.５５

０.５９

０.６５

１.０５

０.９１

３.３３

１.４６

６.１３

３.９２

８.９９

１.８２

４.８８

２.７９

―
―

５,３０５

４７５

２２４

３

１３,４３６

５７１

１５８,６６０

３６,０５７

７０,５５９

３８,９７６

１３,０６７

１０,４７１

１２,４８４

２０１,６３４

２,３１８

２０３,９５２
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事業の状況

業績データ

（単位：百万円）

％ ％

平成１９年度

資産運用損益等
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース） 利回り 資産運用損益等

（時価ベース）
平均運用額
（時価ベース） 利回り

（参考）時価総合利回り

（注）資産運用利回り（実現利回り）にその他有価証券の評価差額等を加味した時価ベースの利回りです。
なお、資産運用損益等（時価ベース）は、資産運用損益（実現ベース）にその他有価証券に係る評価差額（税効果控除前の金額による）の当期増加額および
繰延ヘッジ損益（税効果控除前の金額による）の当期増加額を加算した金額です。
また、平均運用額（時価ベース）は、平均運用額（取得原価ベース）にその他有価証券に係る前期末評価差額（税効果控除前の金額による）および運用目的
の金銭の信託に係る前期末評価損益を加算した金額です。

資産運用利回り（実現利回り）

（注）１．資産運用損益（実現ベース）は、損益計算書における「資産運用収益」および「積立保険料等運用益」の合計額から「資産運用費用」を控除した金額です。
２．平均運用額（取得原価ベース）は原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、買現先勘
定、債券貸借取引支払保証金および買入金銭債権については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

（単位：百万円）

区　　　　　分

％ ％

平成１９年度

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 利回り 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額

（取得原価ベース） 利回り

預 貯 金

コ ール ロ ーン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金銭債権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

公 社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

金融派生商品

そ の 他

合 計

区　　　　　分

預 貯 金

コ ール ロ ーン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金銭債権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

公 社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

金融派生商品

そ の 他

合 計

平成１８年度

２.１２

０.１８

０.３６

０.３１

１.１７

１.１３

４.３５

１.３１

９.８８

４.１０

１２.６９

１.８２

４.５６

―

―

３.６４

１２１,４９１

８４,２１９

３６,９６２

１０,６８３

１,０３１,３５７

８４,５３４

４,５３５,２２３

２,４８０,９９４

１,１６１,６５２

７３３,３７３

１５９,２０２

５４９,６５５

２７１,３２１

―

―

６,７２５,４５０

２,５７０

１４８

１３４

３３

１２,０４２

９５５

１９７,４５４

３２,４１７

１１４,７５３

３０,０８７

２０,１９５

１０,０２４

１２,３６１

４,５３３

４,２６４

２４４,５２０

平成１８年度

２,５７０

１４８

１３４

３３

１１,７４５

９５５

４８２,３８５

４５,１５７

３５５,４７０

５６,９６０

２４,７９７

１０,０２４

１２,３６１

△４,０５９

４,２６４

５２０,５６３

１２１,４９１

８４,２１９

３６,９６２

１０,６８３

１,０３５,４５７

９１,４１８

７,９０９,３１５

２,４５８,４０５

４,４８２,１１１

７９１,５３０

１７７,２６７

５４９,６５５

２７１,３２１

―

―

１０,１１０,５２６

２.１２

０.１８

０.３６

０.３１

１.１３

１.０４

６.１０

１.８４

７.９３

７.２０

１３.９９

１.８２

４.５６

―

―

５.１５

１.５７

０.５５

０.５９

０.６５

１.７５

△５.８１

３.９３

１.５７

９.３４

３.４０

４.８１

１.６３

４.８８

―

―

３.４３

１７６,７２７

８５,６５７

３８,１０６

５５６

１,２８２,８６０

６２,９９７

４,７６０,５８４

２,４７０,６０６

１,１５０,７１８

９９３,８８３

１４５,３７６

５７５,７１９

２５５,６５９

―

―

７,２３８,８７０

２,７７０

４７５

２２４

３

２２,４７８

△３,６６０

１８７,０９３

３８,８２６

１０７,５２２

３３,７５６

６,９８７

９,４１１

１２,４８４

１７,５７２

△９０５

２４７,９４８

２,７７０

４７５

２２４

３

３,１５０

△３,６６０

△１,０５９,６５８

７５,７２７

△１,１０１,５９２

△２３,６５６

△１０,１３７

９,４１１

１２,４８４

２２,７１９

△９０５

△１,０１２,９８３

１７６,７２７

８５,６５７

３８,１０６

５５６

１,２８６,６６４

６４,８０７

８,４１９,６０８

２,４６０,７５７

４,７１１,８９５

１,０７８,９１２

１６８,０４２

５７５,７１９

２５５,６５９

―

―

１０,９０３,５０７

１.５７

０.５５

０.５９

０.６５

０.２４

△５.６５

△１２.５９

３.０８

△２３.３８

△２.１９

△６.０３

１.６３

４.８８

―

―

△９.２９



（単位：百万円）海外投融資

外国公社債

外 国 株 式

そ の 他

外貨建資産計

非居住者貸付

外国公社債

そ の 他

円貨建資産計

合 計

海外投融資利回り
運用資産利回り
（インカム利回り）
資産運用利回り
（ 実 現 利 回り）
（参考）時価総合利回り

区分
年度

外
　
貨
　
建

円
　
貨
　
建

残　高 構成比

％

（注）１．金銭の信託として運用しているものを含めて表示しています。
２．｢海外投融資利回り｣のうち｢運用資産利回り（インカム利回り）｣は、海外投融資に係る利息及び配当金収入および金銭の信託運用損益のうちの利息及
び配当金収入相当額を当該資産の平均運用額（取得原価ベース）で除した比率です。

３．｢海外投融資利回り｣のうち｢資産運用利回り（実現利回り）｣は、海外投融資に係る資産について、Ｐ７９と同様の方法により算出したものです。
４．｢海外投融資利回り｣のうち｢時価総合利回り｣は、海外投融資に係る資産について、Ｐ７９と同様の方法により算出したものです。
５．海外投融資資産の平均運用額（取得原価ベース）は、各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、買入金銭債権
については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

残　高 構成比

％

残　高 構成比

％

残　高 構成比

％

残　高 構成比
平成１５年度

２.８２%

４.１０%
０.１１%

１３５,４５５

１２７,７０５

１４４,９１４

４０８,０７６

１７

７４,０３７

３４,３６７

１０８,４２１

５１６,４９７

２６.２

２４.７

２８.１

７９.０

０.０

１４.３

６.７

２１.０

１００.０

平成１７年度平成１６年度

２.９２%

１０.７４%
１２.６５%

２０３,０４９

２１８,９９２

２８５,７２６

７０７,７６８

１,４９０

１３２,７３７

７０,７０６

２０４,９３３

９１２,７０２

２２.２

２４.０

３１.３

７７.５

０.２

１４.５

７.７

２２.５

１００.０

平成１９年度

２.８３%

３.７８%
４.７０%

１７６,７８４

１７７,８５８

２０４,４８７

５５９,１３１

３１６

１６２,６２４

６５,６４９

２２８,５９０

７８７,７２１

２２.４

２２.６

２６.０

７１.０

０.０

２０.６

８.３

２９.０

１００.０

％

（単位：百万円）
公共関係投融資（新規引受ベース）

国 債

地 方 債

特別法人債

小 計

公社・公団

地方住宅供給公社

小 計

合 計

貸

付

区分
年度

公
　
共
　
債

（注）公共債は年度中の取得額、貸付は年度中の貸付額です。

構成比

％

構成比

％

平成１７年度平成１６年度

６,６７０

１,８４３

１,９７６

１０,４８９

５,４１０

―

５,４１０

１５,８９９

４２.０

１１.６

１２.４

６６.０

３４.０

―

３４.０

１００.０

構成比 構成比

％ ％

平成１５年度

７,６３２

―

２,０４８

９,６８０

４,３８９

―

４,３８９

１４,０７０

５４.２

―

１４.６

６８.８

３１.２

―

３１.２

１００.０

４,８２５

―

２,４９３

７,３１８

１１,１４４

―

１１,１４４

１８,４６２

２６.１

―

１３.５

３９.６

６０.４

―

６０.４

１００.０

構成比

％

平成１９年度
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平成１８年度

２４２,６０５

２８３,００７

３５２,６０１

８７８,２１５

５,８６６

１１６,０３４

１５０,５４２

２７２,４４３

１,１５０,６５８

２１.１

２４.６

３０.６

７６.３

０.５

１０.１

１３.１

２３.７

１００.０

３.４４%

２.９３%
５.２１%

平成１８年度

０

―

１,９５６

１,９５６

９,８４３

―

９,８４３

１１,７９９

０.０

―

１６.６

１６.６

８３.４

―

８３.４

１００.０

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。

―

―

１,９３９

１,９３９

１４,０５７

―

１４,０５７

１５,９９６

―

―

１２.１

１２.１

８７.９

―

８７.９

１００.０

２０３,８４５

３７０,０１１

４３３,８４９

１,００７,７０６

７,２５８

３７２,４３１

１２０,９３８

５００,６２８

１,５０８,３３５

１３.５

２４.５

２８.８

６６.８

０.５

２４.７

８.０

３３.２

１００.０

３.７２%

１.３６%
△４.３２%
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事業の状況

業績データ

（単位：百万円）

公共債の窓販実績

投信販売の実績

預り資産残高：投信
平成１７年度

５３,２９２

平成１８年度

該当事項はありません。

各種ローン金利

（単位：％）

貸出の種類

一般貸付標準金利
（長期プライムレート）

住 宅 ロ ー ン

消費者ローン

利　　　　　　　　　率

平成１９年度

（注）１．住宅ローンは変動型（長期プライムレ－ト連動型）の金利を記載しています。
２．消費者ローンはTOKIO MARINE NICHIDO CARD付帯のカードローン金利を記載しています。

（単位：％）平成１８年度

６０,３８９

貸出の種類

一般貸付標準金利
（長期プライムレート）

住 宅 ロ ー ン

消費者ローン

利　　　　　　　　　率

平成１８年
４月１日

平成１８年
４月１０日

平成１８年
４月１１日

平成１８年
５月１０日

平成１８年
６月９日

平成１８年
６月１２日

平成１８年
７月１０日

平成１８年
７月１１日

平成１８年
８月１０日

１３.８０

２.１０ ２.４５

２.００ ２.１０

２.４５２.５０

２.４５

２.５０

２.６５

平成１８年
１１月１０日

２.３０

２.３５

平成１９年
１月１０日

２.４０

２.３５２.５０ ２.４５

平成１８年
９月１１日

２.５０

平成１８年
１０月１０日

２.３０

平成１８年
１２月１１日

２.３０

平成１９年
２月１３日

２.４０

平成１９年
３月１２日

２.３０

平成１９年
３月９日

２.２０２.６５

平成１８年
９月８日

２.３０

平成１８年
１０月１１日

２.３５

平成１８年
１２月８日

２.３５

平成１９年
２月９日

２.３０

平成１９年度

６２,３２５

平成１９年
４月１日

平成１９年
４月１０日

平成１９年
５月１０日

平成１９年
６月８日

平成１９年
７月１０日

平成１９年
８月１０日

平成１９年
９月１１日

平成１９年
１０月１０日

平成１９年
１１月９日

１３.８０

２.２０

２.３０ ２.２０

２.２５

２.４５ ２.２５ ２.３０ ２.１０ ２.１５２.４５

２.２５

２.２５

２.３０２.５５２.４５ ２.２０

平成２０年
２月８日

２.１５

平成２０年
３月１１日

２.１０

２.５５

平成１９年
１２月１０日

２.２０

平成１９年
１２月１１日

平成２０年
３月１０日

２.４５

平成１９年
１１月１２日

平成２０年
１月１０日

２.１０

平成２０年
２月１２日



（注）上記の金額及び数値は、保険業法施行規則第８６条及び第８７条並びに平成８年大蔵省告示第５０号の規定に基づいて算出しています。
なお、当期から保険業法施行規則等の改正によりソルベンシー・マージン比率の算出方法が変更されています。このため、前期と当期の数値はそれぞれ
異なる基準によって算出されています。

ソルベンシー・マージン比率

（Ａ）ソルベンシー・マージン総額 

（Ｂ）リスクの合計額 

（Ｃ）ソルベンシー・マージン比率�
　   [(Ａ)/{(Ｂ)×１/２}]×１００  

資本金等（純資産の部の合計額から社外流出予定額、�
評価・換算差額等及び繰延資産を控除した額）�

価格変動準備金�
危険準備金�
異常危険準備金 �
一般貸倒引当金�

その他有価証券の評価差額（税効果控除前）×�
９０％（評価損の場合は１００％）�
土地の含み損益×８５％（評価損の場合は１００％）�
払戻積立金超過額�
負債性資本調達手段等 �
意図的保有による控除額 �
その他�

一般保険リスク  （Ｒ１）�
第三分野保険の保険リスク  （Ｒ２）�
予定利率リスク  （Ｒ３）   �
資産運用リスク  （Ｒ４）�
経営管理リスク  （Ｒ５） �
巨大災害リスク  （Ｒ６） 

（単位：百万円）�

（Ｒ１＋Ｒ２）２＋（Ｒ３＋Ｒ４）２＋Ｒ５＋Ｒ６�

５,５５５,８９９�
�
�

１０７,６９７�
―�

１,０５１,７５３�
３,２１１�

３,２９６,３７１�

１８７,３６４�
―�
―�

１０,０００�
２２１,２５１�

１,０１１,７６０�

１１０,２５５�
―�

５,７８６�
５３４,９０４�
２１,７８２�
４３８,１６１�

１,０９８.２%

平成１８年度�
（平成１９年３月３１日現在）�

６９８,２４８�

４,４９３,４４９�
�
�

１１５,６２８�
―�

１,０７９,３１９�
１,３２２�

２,１５７,０４０�

１９７,９５５�
―�
―�

１０,０００�
２３６,９７１�

９３８,２７８�

１０８,１７８�
―�

８,９６４�
４５３,８０９�
２０,２７４�
４４２,７５４�

９５７.８%

７１５,２１１�

平成１９年度�
（平成２０年３月３１日現在）�

〈ソルベンシー・マージン比率〉
・損害保険会社は、保険事故発生の際の保険金支払や積立保険の満期返戻金支払等に備えて準備金を積み立ててい
ますが、巨大災害の発生や、損害保険会社が保有する資産の大幅な価格下落等、通常の予測を超える危険が発生し
た場合でも、十分な支払能力を保持しておく必要があります。

・こうした「通常の予測を超える危険」を示す「リスクの合計額」（上表の（Ｂ））に対する「損害保険会社が保有している
資本金・準備金等の支払余力」(すなわちソルベンシー・マージン総額：上表の（Ａ））の割合を示す指標として、保険業
法等に基づき計算されたのが、「ソルベンシー・マージン比率」（上表の（Ｃ））です。

・「通常の予測を超える危険」とは、次に示す各種の危険の総額をいいます。

①保険引受上の危険：保険事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険
（巨大災害に係る危険を除く）

②予定利率上の危険：積立保険について、実際の運用利回りが保険料算出時に予定した利回りを下回ることによ
り発生し得る危険

③資産運用上の危険：保有する有価証券等の資産の価格が通常の予測を超えて変動することにより発生し得る危険
等

④経営管理上の危険：業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険で上記①～③および⑤以外のもの

⑤巨大災害に係る危険：通常の予測を超える巨大災害（関東大震災や伊勢湾台風相当）により発生し得る危険

・「損害保険会社が保有している資本金・準備金等の支払余力」（ソルベンシー・マージン総額）とは、損害保険会社の
資本金等（社外流出予定額等を除く）、諸準備金（価格変動準備金・危険準備金・異常危険準備金等）、土地の含み益
の一部等の総額です。

・ソルベンシー・マージン比率は、行政当局が保険会社を監督する際に活用する客観的な判断指標のひとつですが、
その数値が２００％以上であれば「保険金等の支払能力の充実の状況が適当である」とされています。
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（一般保険リスク・第三分野
保険の保険リスク）

（予定利率リスク）

（資産運用リスク）

（経営管理リスク）

（巨大災害リスク）
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経理の状況
業績データ

年度

科目

平成１９年度
（平成２０年３月３１日現在）

金　　　　　額 構成比

貸借対照表 （単位：百万円）

（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金
現 金
預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン
買 現 先 勘 定
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券

貸 付 金
保 険 約 款 貸 付
一 般 貸 付

有 形 固 定 資 産
土 地
建 物
建 設 仮 勘 定
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産
そ の 他 資 産
未 収 保 険 料
代 理 店 貸
外 国 代 理 店 貸
共 同 保 険 貸
再 保 険 貸
外 国 再 保 険 貸
代 理 業 務 貸
未 収 金
未 収 収 益
預 託 金
地 震 保 険 預 託 金
仮 払 金
先 物 取 引 差 入 証 拠 金
先 物 取 引 差 金 勘 定
金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 資 産

支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金
資 産 の 部 合 計

比較増減
金　　　　　額 構成比

％ ％

計算書類

平成１８年度
（平成１９年３月３１日現在）

２.２８

０.７７
０.３３
１０.４９
０.７３
７２.８４

４.９８

２.５２

０.０１
５.１４

０.００
△０.１１
１００.００

２５５,０３８
８４１

２５４,１９６
８６,４００
３６,９７２

１,１７２,９８６
８２,０８９

８,１４１,９８１
１,４７６,９３３
１８６,３８３
６７２,０３３
４,７１３,５２５
９１０,１５１
１８２,９５４
５５６,３６４
２０,８３４
５３５,５３０
２８１,９４０
１２８,５９４
１３２,４１７
８２８

２０,０９９
７０６

５７４,７２７
２,８４７
９３,０４３
３２,５３９
１５,５８６
７６,９６１
２５,６５４
１１

３９,７２１
１３,５０１
１３,０７６
１２０,０８４
６３,７５２
１７,１２０
３２６

５９,３５８
１,１４０
１８５

△１１,９４３
１１,１７７,４４８

２.４５

１.３８
０.３９
１３.５５
０.３６
６８.０３

５.３６

２.４５

０.０１
６.０８

０.０１
△０.０８
１００.００

１１,４１３

６４,０００
５,９７８

３０２,０１７
△４２,８７３
△７３３,３２２

２７,７２９

△１４,６２５

△１７
８７,７９０

８０７
３,２１５

△２８７,８８６

２６６,４５１
３６３

２６６,０８７
１５０,４００
４２,９５１

１,４７５,００３
３９,２１５

７,４０８,６５８
１,５４１,７３３
１９４,８８８
７９５,２２４
３,４８６,６７６
１,２４６,２７５
１４３,８６０
５８４,０９４
２０,４０５
５６３,６８９
２６７,３１４
１２４,８０６
１２０,１６０
２,５１６
１９,８３０
６８９

６６２,５１７
４,０１６
８６,４６１
３１,３１５
１０,７４３
７８,７３６
２３,２８０

６
４０,１７７
１３,９７０
１３,２３８
１２６,６３８
８０,１７１
１４,５００
６１

１３８,０５９
１,１４０
９９３

△８,７２７
１０,８８９,５６２
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（単位：百万円）

年度

科目 金　　　　　額 構成比

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

支 払 備 金

責 任 準 備 金

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

共 同 保 険 借

再 保 険 借

外 国 再 保 険 借

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金

借 入 金

未 払 法 人 税 等

預 り 金

前 受 収 益

未 払 金

仮 受 金

先 物 取 引 差 金 勘 定

金 融 派 生 商 品

そ の 他 の 負 債

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金

特 別 法 上 の 準 備 金

価 格 変 動 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

特 別 償 却 準 備 金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金

特 別 準 備 金

繰 越 利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

平成１９年度
（平成２０年３月３１日現在） 比較増減
金　　　　　額 構成比

％ ％

平成１８年度
（平成１９年３月３１日現在）

５２.９０

―

０.８５

９.３３

１.４０

０.１５

―

０.９６

６.８８

０.００

７２.４７

０.９１

１.１１

４.４８

６.５０

２０.９４

０.０９

２１.０３

２７.５３

１００.００

５,９１３,０５２

８３０,８３４

５,０８２,２１８

―

９５,０００

１,０４３,００７

９,８７９

８１,５９０

３７,６０２

６２５,２１８

６２

３１,７１７

２２,３７３

３２７

１１７,６１７

５４,０７２

４

６２,５３６

４

１５６,１０１

１６,９１２

―

１０７,６９７

１０７,６９７

７６８,６０３

１８５

８,１００,５６１

１０１,９９４

１２３,５２１

１２３,５２１

５００,７３５

８１,０９９

４１９,６３６

２

１６,５２７

３８０,４２６

２２,６８０

７２６,２５１

２,３４０,５４６

１０,０８９

２,３５０,６３５

３,０７６,８８７

１１,１７７,４４８

７７,０１９

９９,９６５

―

７７４,６５５

△１９,６４９

△４９

３,７７３

７,９３０

△４８２,０７６

８０７

４６２,３７６

―

―

５５,４７２

５５,４７２

△８０９,０２５

３,２８９

△８０５,７３５

△７５０,２６３

△２８７,８８６

５５.０１

０.９２

０.８７

１６.６９

１.２５

０.１５

０.０３

１.０６

２.６３

０.０１

７８.６３

０.９４

１.１３

５.１１

７.１８

１４.０６

０.１２

１４.１９

２１.３７

１００.００

５,９９０,０７２

８７２,７６６

５,１１７,３０６

９９,９６５

９５,０００

１,８１７,６６３

１０.５０８

５６,８１６

４１,２７２

１,３１２,０５９

４７

３８,９６９

２２,３３４

３３９

１６４,０４９

６５,５５８

１３

１０５,６８９

４

１３６,４５２

１６,８６３

３,７７３

１１５,６２８

１１５,６２８

２８６,５２６

９９３

８,５６２,９３７

１０１,９９４

１２３,５２１

１２３,５２１

５５６,２０８

８１,０９９

４７５,１０９

―

１６,８０５

３１０,４２６

１４７,８７７

７８１,７２４

１,５３１,５２１

１３,３７８

１,５４４,９００

２,３２６,６２４

１０,８８９,５６２
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経理の状況

業績データ

１．有価証券の評価基準および評価方法は次のとおりとしています。
(１)満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法（定額法）によっています。
(２)子会社株式および関連会社株式の評価は、移動平均法に基づく原価法によっています。
(３)その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。
なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法に基づいています。

(４)その他有価証券のうち時価のないものの評価は、移動平均法に基づく原価法または償却原価法（定額法）によっています。
(５)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法によっています。

２．デリバティブ取引の評価は時価法によっています。
３．有形固定資産の減価償却は、定率法により行っています。
ただし、平成１０年４月１日以後に取得した建物（建物付属設備および構築物を除く）については、定額法により行っています。
なお、法人税法の改正に伴い、当期より平成１９年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。こ
れにより、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ３７０百万円減少しています。
また、法人税法の改正に伴い、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％
に到達した期の翌期より取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、損害調査費ならびに営業費及び一般管理費に含めて計上していま
す。これにより、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ６４０百万円減少しています。
また、当期において、保有建物の一部につき建替えの可能性が高まり、適用している耐用年数および残存価額が著しく不合理となったため、耐用年数および残存価
額を変更する臨時償却を行いました。この変更に伴う減価償却累計額の増加額５,６９２百万円を「固定資産臨時償却費」として特別損失に計上しており、この結果、従
来の方法に比較して、税引前当期純利益は同額減少しています。

４．外貨建資産等の本邦通貨への換算は、外貨建取引等会計処理基準に準拠して行っています。
５．貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、次のとおり計上しています。
破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に対する債権および実質的に経営破綻に陥っている
債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を計上しています。
今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収が可能と認められる
額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認められる額を計上しています。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額を計上しています。
特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生じる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しています。
また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、資産計上部門および資産管理部門が資産査定を実施し、当該部門から独立した資産監査部門が査定結果を監
査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っています。

６．退職給付引当金は従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づいて、当期末に発生していると認められる額を計
上しています。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理しています。
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌期から費用処理しています。
なお、確定拠出年金法の施行に伴い、平成１９年７月２日に企業年金基金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処
理」（企業会計基準適用指針第１号　平成１４年１月３１日）を適用しています。これに伴う当期の損益への影響額は、２６,１５１百万円（特別利益）です。

７．賞与引当金は従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。
８．固定資産解体費用引当金は建物の解体に伴う支出に充てるため、合理的に見積もった解体費用見込額を計上しています。
９．価格変動準備金は株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第１１５条の規定に基づき計上しています。
１０．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっていま

す。
１１．当社は、次のとおりヘッジ会計を適用しています。

(１)金利関係
長期の保険契約等に付随して発生する金利の変動リスクを軽減するため、金融資産と保険負債等を同時に評価・分析し、リスクをコントロールする資産・負債総合
管理（ＡＬＭ）を実施しています。この管理のために利用している金利スワップ取引の一部については、業種別監査委員会報告第２６号「保険業における金融商品会計
基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）（以下「第２６号報告」といいます。）に基づく繰延ヘッジ処理ならびにヘッジ
有効性の評価を行っています。ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の理論価格の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っていま
す。また、第２６号報告適用前の業種別監査委員会報告第１６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年３月３１日
日本公認会計士協会）による平成１５年３月末の繰延ヘッジ利益については、第２６号報告の経過措置に基づいて、ヘッジ手段の残存期間（１年～１７年）にわたり定額法
により損益に配分しています。なお、本経過措置に基づく、当期末の繰延ヘッジ損益（税相当額控除前）は４０,３８２百万円、当期の損益に配分された額は７,４８９百万円
です。
自社発行の社債の金利リスクヘッジとして利用している金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理を行っています。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件
が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の評価を省略しています。

(２)為替関係
外貨建資産に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している通貨スワップ取引・為替予約取引の一部については、繰延ヘッジ処理、時価ヘッジ
処理および振当処理を行っています。なお、繰延ヘッジ処理および時価ヘッジ処理については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高
い有効性があるため、ヘッジ有効性の評価を省略しています。

１２．消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、損害調査費、営業費及び一般管理費等の費用は税込方式によっています。
なお、資産に係る控除対象外消費税等は仮払金に計上し、５年間で均等償却を行っています。

１３．消費貸借契約により貸し付けている有価証券は１,４０６,３７６百万円です。
１４．貸付金のうち、保険業法施行規則第５９条の２第１項第５号ロによる破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸付条件緩和債権額の合計額は６,７３５百

万円です。この内訳は次のとおりです。
(１)破綻先債権額は２００百万円です。
破綻先債権とは、元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがないものとし
て未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下｢未収利息不計上貸付金｣といいます。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）
第９６条第１項第３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定する事由が生じている貸付金です。

(２)延滞債権額は５,２１６百万円です。
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予した貸付金以外の
貸付金です。

(３)３カ月以上延滞債権は該当ありません。
３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸付金で、破綻先債権および延滞債権に該当しないものです。

(４)貸付条件緩和債権額は１,３１７百万円です｡
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有
利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

１５．有形固定資産の減価償却累計額は３２４,０６６百万円、圧縮記帳額は１８,９３９百万円です。
１６．関係会社に対する金銭債権総額は１７,７５６百万円、金銭債務総額は５,６８６百万円です。
１７．取締役および監査役に対する金銭債務総額は７２４百万円です。
１８．繰延税金資産の総額は６１２,０２１百万円、繰延税金負債の総額は８９８,５４７百万円です。

なお、繰延税金資産の総額の算出にあたって、評価性引当額１,０７３百万円を控除しています。
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳は、責任準備金３６９,２０１百万円、支払備金５２,０７１百万円、退職給付引当金４９,２５９百万円です。
繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、その他有価証券およびこれに準じて処理する買入金銭債権に係る評価差益８６５,２２５百万円です。

１９．貸借対照表に計上した有形固定資産のほか、リース契約により使用している重要な有形固定資産として、電子計算機があります。
２０．関係会社株式の額は３３６,４１８百万円、関係会社出資金の額は３９,４７４百万円です。

（注）



２１．担保に供している資産は、有価証券２７５,９７６百万円、預貯金８８６百万円です。このうち、先物取引差入証拠金の代用として差し入れた有価証券は５６,５３５百万円、日本銀行
当座預金決済・国債決済の即時グロス決済制度のため差し入れた有価証券は１４３,１４３百万円です。
また、担保付き債務は、支払備金５,３５８百万円、責任準備金３１,４７６百万円、借入金４７百万円です。

２２．当期末における支払備金および責任準備金の内訳は次のとおりです。
（支払備金）

支払備金（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） ８６５,８７５百万円
同上にかかる出再支払備金 ７４,７５５百万円
差引（イ） ７９１,１２０百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金（ロ） ８１,６４５百万円
計（イ＋ロ） ８７２,７６６百万円

（責任準備金）
普通責任準備金（出再責任準備金控除前） １,３８０,３１４百万円
同上にかかる出再責任準備金 ５５,２９９百万円
差引（イ） １,３２５,０１５百万円
その他の責任準備金（ロ） ３,７９２,２９０百万円
計（イ＋ロ） ５,１１７,３０６百万円

２３．１株当たりの純資産額は１,５０１円３４銭です。算定上の基礎である純資産額は２,３２６,６２４百万円であり、その全額が普通株式に係るものです。また、普通株式の当期末発
行済株式数は１,５４９,６９２千株です。

２４．無形固定資産のうち主なものは電話加入権です。
２５．退職給付に関する事項は次のとおりです。

(１)退職給付債務およびその内訳
イ．退職給付債務 △３５２,５６６百万円
ロ．年金資産 １６３,２７０百万円
ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △１８９,２９５百万円
ニ．会計基準変更時差異の未処理額 －百万円
ホ．未認識数理計算上の差異 ７７,８５８百万円
ヘ．未認識過去勤務債務 △２５,０１５百万円
ト．貸借対照表計上額の純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △１３６,４５２百万円
チ．前払年金費用 －百万円
リ．退職給付引当金（ト－チ） △１３６,４５２百万円

企業年金基金制度の一部を確定拠出年金制度に移行したことに伴う影響額は次の通りです。
退職給付債務の減少 ６０,１６３百万円
年金資産の減少 △３２,９８４百万円
未認識数理計算上の差異 △８,１８５百万円
未認識過去勤務債務 ７,１５７百万円
退職給付引当金の減少 ２６,１５１百万円

(２)退職給付債務等の計算基礎
退職給付見込額の期間配分方法 退職一時金制度および企業年金基金制度はポイント基準、適格退職年金制度は期間定額基準を採用しています。
割引率 ２.０%
期待運用収益率 ３.１%
過去勤務債務の額の処理年数 １４年
数理計算上の差異の処理年数 １４年

２６．債務保証および保証類似行為は、次のとおりです。
（債務保証）
子会社の債務を保証しています。当期末における各社に対する保証残高は次のとおりです。

トウキョウ・マリン・ヨーロッパ・インシュアランス・リミテッド ４９,４３５百万円
トウキョウ・ミレニアム・リー・リミテッド ２０,７３５百万円
トウキョウ・マリン・グローバル・リー・リミテッド １３,３０１百万円
トウキョウ・マリン・グローバル・リミテッド ２４,４４６百万円
ティーエヌユーエス・インシュアランス・カンパニー ８７０百万円
トウキョウ・マリン・コンパニーア・デ・セグロス ４,７２７百万円
トウキョウ・マリン・パシフィック・インシュランス・リミテッド １,８１８百万円
計 １１５,３３６百万円

（保証類似行為）
トウキョウマリン・フィナンシャルソリューションズ・リミテッドとの間で、同社の純資産額が一定水準を下回った場合、または債務の支払いに必要な流動資産が不足した場
合に、同社に対して資金を提供すること等を約したサポート・アグリーメントを締結しています。同社の当期末における本契約の対象債務残高は、２９１,３３４百万円です。
なお、本契約は同社の債務支払いに関して保証を行うものではなく、また当期末において、同社は純資産額を一定水準以上に保っており、かつ流動資産の不足も発生して
いません。

２７．貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりです。
貸出コミットメントの総額 １００,６０６百万円
貸出実行残高 １４,２９６百万円
差引額 ８６,３１０百万円

２８．デリバティブ取引に関連して、担保として受け入れている有価証券は１０,５９６百万円（時価）です。
２９．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。
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経理の状況

業績データ

損益計算書
（単位：百万円）

年　度
科　目

金　　　額金　　　額

平成１９年度
（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

平成１８年度
（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

２,４００,４８７
２,１７４,７５２
１,９１２,１８０
１９０,７１５
７１,７６４
９２

２１４,１４８
２０３,３８０
５１７

４９,８４７
２,９６１
１７,５７２

―
１１,６３２

△７１,７６４
１１,５８６

２,２１６,５１２
１,８４６,２８１
１,１０１,０５２
７６,０３０
３１３,５７２
２７２,３４５

２６
４２,２０５
３５,２７９
５,３１１
４５８

３７,９６４
４,１７８
１０,２９５
１３,７２０
７６５
６,８９３
２,１１１

３１８,１８５
１４,０８１
７,３４１
１０３
６,６３６

１８３,９７４
２８,９９４
２,４３６
２６,５５７
３９,９１０
１,６２９
２,４８１
７,９３０
（７,９３０）

９
７,０５６
６,２６３
５,６９２
３,７７３
５,０７３

１７３,０５７
７６,９４５
△２６,８８０
１２２,９９２

△３,８２５
△３１,６２３
△１５,８８０
△１７,１４１
１,４３９
△４０

２８,７５８
３６,２８１
△９４１

△２２,６７７
△７２０
１３,０３９
△１,７９９
７,０１６
△１,４３９
△９６０

△３１,４６７
△７３,０４８
△１２,５４４
３,１８３
△８５９

△１２,３４３
７

△２,５２９
△５２,６９８
４,８２７
△９１

２６,７６９
３,６７４
６,３８８
８,２４３
△４７１
６,８９３
２,０４２
９,７９８
５,０１２
４,２７６
６８
６６８

２７,６４２
２５,０６５
△４９０
２５,５５６
１４,７６３
△１,５２６
△７７９
△２,００９

（△２,００９）
９

７,０５６
６,２６３
５,６９２
３,７７３
△３,７１６
３７,９４４
１４,９７８
△３,５７７
２６,５４３

経 常 収 益
保 険 引 受 収 益
正 味 収 入 保 険 料
収 入 積 立 保 険 料
積 立 保 険 料 等 運 用 益
そ の 他 保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益
利 息 及 び 配 当 金 収 入
金 銭 の 信 託 運 用 益
有 価 証 券 売 却 益
有 価 証 券 償 還 益
金 融 派 生 商 品 収 益
為 替 差 益
そ の 他 運 用 収 益
積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益
経 常 費 用
保 険 引 受 費 用
正 味 支 払 保 険 金
損 害 調 査 費
諸 手 数 料 及 び 集 金 費
満 期 返 戻 金
契 約 者 配 当 金
支 払 備 金 繰 入 額
責 任 準 備 金 繰 入 額
為 替 差 損
そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用
金 銭 の 信 託 運 用 損
有 価 証 券 売 却 損
有 価 証 券 評 価 損
有 価 証 券 償 還 損
為 替 差 損
そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費
そ の 他 経 常 費 用
支 払 利 息
貸 倒 損 失
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益
そ の 他 特 別 利 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失
特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額
価 格 変 動 準 備 金

不 動 産 等 圧 縮 損
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損
関 係 会 社 株 式 評 価 損
固 定 資 産 臨 時 償 却 費
固定資産解体費用引当金繰入額
そ の 他 特 別 損 失

税 引 前 当 期 純 利 益
法 人 税 及 び 住 民 税
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益

２,４０４,３１２
２,２０６,３７６
１,９２８,０６１
２０７,８５６
７０,３２５
１３２

１８５,３８９
１６７,０９９
１,４５９
７２,５２５
３,６８２
４,５３２
１,７９９
４,６１６

△７０,３２５
１２,５４７

２,２４７,９８０
１,９１９,３３０
１,１１３,５９６
７２,８４６
３１４,４３１
２８４,６８８

１９
４４,７３４
８７,９７７
４８４
５５０

１１,１９４
５０３
３,９０７
５,４７７
１,２３７
―
６８

３０８,３８７
９,０６８
３,０６４
３５

５,９６８
１５６,３３２
３,９２８
２,９２７
１,００１
２５,１４７
３,１５６
３,２６１
９,９３９
（９,９３９）

―
―
―
―
―

８,７９０
１３５,１１３
６１,９６７
△２３,３０２
９６,４４８

比較増減



（注）１．関係会社との取引による収益総額は２１,０８６百万円、費用総額は２５１,２２４百万円です。
費用総額には、関係会社からの資産の購入額１５４,３２５百万円を含めています。

２．(１) 正味収入保険料の内訳は次のとおりです。
収入保険料 ２,２８５,０９５百万円
支払再保険料 ３７２,９１５百万円
差引 １,９１２,１８０百万円

(２) 正味支払保険金の内訳は次のとおりです。
支払保険金 １,３５９,２４７百万円
回収再保険金 ２５８,１９５百万円
差引 １,１０１,０５２百万円

(３) 諸手数料及び集金費の内訳は次のとおりです。
支払諸手数料及び集金費 ３３８,４２７百万円
出再保険手数料 ２４,８５５百万円
差引 ３１３,５７２百万円

(４) 支払備金繰入額（△は支払備金戻入額）の内訳は次のとおりです。
支払備金繰入額（出再支払備金控除前、（ロ）に掲げる保険を除く） ６５,２２４百万円
同上にかかる出再支払備金繰入額 ２２,３１１百万円
差引（イ） ４２,９１２百万円
地震保険および自動車損害賠償責任保険にかかる支払備金繰入額（ロ） △７０７百万円
計（イ＋ロ） ４２,２０５百万円

(５) 責任準備金繰入額（△は責任準備金戻入額）の内訳は次のとおりです。
普通責任準備金繰入額（出再責任準備金控除前） ５,５３７百万円
同上にかかる出再責任準備金繰入額 ２,７１３百万円
差引（イ） ２,８２３百万円
払戻積立金繰入額（出再責任準備金控除前） △３１,１３１百万円
同上にかかる出再責任準備金繰入額 △２百万円
差引（ロ） △３１,１２８百万円
その他の責任準備金繰入額（ハ） ６３,５８４百万円
計（イ＋ロ＋ハ） ３５,２７９百万円

(６) 利息及び配当金収入の内訳は次のとおりです。
預貯金利息 ５,３０５百万円
コールローン利息 ４７５百万円
買現先勘定利息 ２２４百万円
債券貸借取引支払保証金利息 ３百万円
買入金銭債権利息 １３,４３６百万円
有価証券利息・配当金 １５８,６６０百万円
貸付金利息 １０,４７１百万円
不動産賃貸料 １２,４８４百万円
その他利息・配当金 ２,３１８百万円
計 ２０３,３８０百万円

３．金銭の信託運用益および金銭の信託運用損中の評価損益の合計額は７３２百万円の損です。
また、金融派生商品収益中の評価損益は５,３８６百万円の損です。

４．１株当たりの当期純利益は７９円３６銭です。
算定上の基礎である当期純利益は１２２,９９２百万円であり、その全額が普通株式に係るものです。また、普通株式の期中平均株式数
は１,５４９,６９２千株です。
なお、潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は算出していません。

５．損害調査費および営業費及び一般管理費として計上した退職給付費用ならびにその内訳は次のとおりです。
勤務費用 １４,４３３百万円
利息費用 ７,２１６百万円
期待運用収益 △６,０５４百万円
数理計算上の差異の費用処理額 ７,４５７百万円
過去勤務債務の費用処理額 △２,９１０百万円
退職給付費用 ２０,１４１百万円
確定拠出年金への掛金拠出額 ９１６百万円
退職給付費用計 ２１,０５８百万円

６．その他特別利益は、企業年金基金制度の一部を確定拠出年金制度に移行したことに伴う特別利益２６,１５１百万円、および関係会社
株式売却益４０５百万円です。

７．その他特別損失は、ヘッジ会計に係る過年度損益修正額４,８５５百万円、および関係会社清算損２１８百万円です。
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８．当期における法定実効税率は３６.１%、税効果会計適用後の法人税等の負担率は２８.９%であり、この差異の主な内訳は、受取配当等
の益金不算入額△７.６%、交際費等の損金不算入額０.５%です。

９．当期において、以下の資産について減損損失を計上しています。

保険事業等の用に供している不動産等については保険事業等全体で1つの資産グループとし、賃貸用不動産、遊休不動産等および
売却予定不動産等については個別の物件毎にグルーピングしています。
主に不動産価格の下落から、賃貸用不動産、遊休不動産等および売却予定不動産等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減
少額を減損損失（２,４８１百万円）として特別損失に計上しています。
なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としています。正味売却価額は不動産鑑定士によ
る鑑定評価額等から処分費用見込額を減じた額によっており、使用価値は将来キャッシュ・フローを８.７%から８.８%で割り引いて算
定しています。

１０．関連当事者との取引に関する事項は次のとおりです。
（１）保証類似行為
①名称：トウキョウマリン・フィナンシャルソリューションズ・リミテッド
②当社が有する議決権の割合：１００％
③当社と関連当事者との関係：子会社
④取引の内容及び取引金額：
トウキョウマリン・フィナンシャルソリューションズ・リミテッドとの間で、同社の純資産額が一定水準を下回った場合、または債
務の支払いに必要な流動資産が不足した場合に、同社に対して資金を提供すること等を約したサポート・アグリーメントを締結
しています。同社の当期末における本契約の対象債務残高は、２９１,３３４百万円です。
なお、本契約は同社の債務支払いに関して保証を行うものではなく、また当期末において、同社は純資産額を一定水準以上に
保っており、かつ流動資産の不足も発生していません。

⑤取引条件及び取引条件の決定方針：
サポート・アグリーメントフィーについては、当該契約のリスク量を勘案した合理的な水準で決定しています。

（２）買入金銭債権の購入
①名称：ベトラ・ファイナンス・コーポレーション
②当社が有する議決権の割合：なし
③当社と関連当事者との関係：子会社
④取引の内容及び取引金額：
ベトラ・ファイナンス・コーポレーションの保有する買入金銭債権１５４,２８４百万円を、同社の流動性確保、および当社の運用収益
獲得のため、買受けています。

⑤取引条件及び取引条件の決定方針：
資本関係のない仲介業者から入手した、一般条件と同様の価格に基づいて決定しています。

１１．金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

用　途

賃貸用不動産

遊休不動産等お

よび売却予定不

動産等

合　計

土地および建物

土地および建物

等

種　類 場所等
土　地

４０

１,６２４

１,６６５

減損損失（百万円）

建　物

６２

７１５

７７８

―

３７

３７

１０３

２,３７７

２,４８１

その他 合　計

愛媛県今治市に

保有するビルな

ど２物件

栃木県宇都宮市

に保有するビル

など２６物件等
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（注１）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分による取崩７百万円、当期に係る取崩７百万円です。
（注２）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分による積立１７０百万円、当期に係る積立６０２百万円です。
（注３）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分による取崩６９３百万円、当期に係る取崩９８３百万円です。
（注４）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目です。
（注５）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分による配当９８,００２百万円、当期に係る配当１９１,０１５百万円です。
（注）金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

株主資本等変動計算書
平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで） （単位：百万円）

特別償却準備金の取崩（注１）

当事業年度変動額

前事業年度末残高

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

２,１５８,６６４

１８１,８８１

１８１,８８１

２,３４０,５４６

―

１０,０８９

１０,０８９

１０,０８９

３,０９７,０５９

―

―

―

―

―

△１９,５７３

△２８９,０１７

９６,４４８

１９１,９７１

△２０,１７１

３,０７６,８８７

固定資産圧縮積立金の積立（注２）

固定資産圧縮積立金の取崩（注３）

日本国際博覧会出展準備金の取崩（注４）

特別準備金の取崩（注４）

旧商法に基づく会社分割による減少

剰余金の配当（注５）

当期純利益

株主資本以外の項目の当事業年度変動額（純額）

当事業年度変動額合計

当事業年度末残高

その他有価証券評価差額金
純資産合計

資本金 資本
準備金

利益
準備金 特別償却

準備金

固定資
産圧縮
積立金

日本国際
博覧会出
展準備金

特別
準備金

繰越利益
剰余金

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金

１０１,９９４

―

１０１,９９４

１２３,５２１

―

１２３,５２１

８１,０９９

―

８１,０９９

１６

△１４

△１４

２

１７,４２９

７７３

△１,６７６

△９０２

１６,５２７

５８

△５８

△５８

―

５３９,０００

△１３９,０００

△１９,５７３

△１５８,５７３

３８０,４２６

７５,２７３

１４

△７７３

１,６７６

５８

１３９,０００

△２８９,０１７

９６,４４８

△５２,５９２

２２,６８０

９３８,３９４

―

―

―

―

―

△１９,５７３

△２８９,０１７

９６,４４８

△２１２,１４２

７２６,２５１

特別償却準備金の取崩（注１）

当事業年度変動額

前事業年度末残高

固定資産圧縮積立金の積立（注２）

固定資産圧縮積立金の取崩（注３）

日本国際博覧会出展準備金の取崩（注４）

特別準備金の取崩（注４）

旧商法に基づく会社分割による減少

剰余金の配当（注５）

当期純利益

株主資本以外の項目の当事業年度変動額（純額）

当事業年度変動額合計

当事業年度末残高

株主資本
合計
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（注）金額は記載単位未満を切り捨てて表示しています。

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） （単位：百万円）

特別償却準備金の取崩

当事業年度変動額

前事業年度末残高

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

２,３４０,５４６

△８０９,０２５

△８０９,０２５

１,５３１,５２１

１０,０８９

３,２８９

３,２８９

１３,３７８

３,０７６,８８７

―

―

―

―

△６７,５２０

１２２,９９２

△８０５,７３５

△７５０,２６３

２,３２６,６２４

固定資産圧縮積立金の積立

固定資産圧縮積立金の取崩

特別準備金の取崩

剰余金の配当

当期純利益

株主資本以外の項目の当事業年度変動額（純額）

当事業年度変動額合計

当事業年度末残高

その他有価証券評価差額金
純資産合計

資本金 資本
準備金

利益
準備金 特別償却

準備金

固定資
産圧縮
積立金

特別
準備金

繰越利益
剰余金

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

１２３,５２１

―

１２３,５２１

１０１,９９４

―

１０１,９９４

８１,０９９

―

８１,０９９

２

△２

△２

―

１６,５２７

１,３０４

△１,０２６

２７７

１６,８０５

７２６,２５１

―

―

―

―

△６７,５２０

１２２,９９２

５５,４７２

７８１,７２４

特別償却準備金の取崩

当事業年度変動額

前事業年度末残高

固定資産圧縮積立金の積立

固定資産圧縮積立金の取崩

特別準備金の取崩

剰余金の配当

当期純利益

株主資本以外の項目の当事業年度変動額（純額）

当事業年度変動額合計

当事業年度末残高

株主資本
合計

３８０,４２６

△７０,０００

△７０,０００

３１０,４２６

２２,６８０

２

△１,３０４

１,０２６

７０,０００

△６７,５２０

１２２,９９２

１２５,１９６

１４７,８７７

資本剰余金
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（単位：百万円）
貸借対照表（主要項目）の推移

（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 貯 金

コ ー ル ロ ー ン

買 現 先 勘 定

買 入 金 銭 債 権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

不 動 産 及 び 動 産

有 形 固 定 資 産

無 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

支 払 承 諾 見 返

貸 倒 引 当 金

資 産 の 部 合 計

（ 負 債 の 部 ）

保 険 契 約 準 備 金

短 期 社 債

社 債

そ の 他 負 債

退 職 給 付 引 当 金

賞 与 引 当 金

固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金

特 別 法 上 の 準 備 金

価 格 変 動 準 備 金

繰 延 税 金 負 債

支 払 承 諾

負 債 の 部 合 計

（ 資 本 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

（ 当 期 純 利 益 ）

株 式 等 評 価 差 額 金

資 本 の 部 合 計

負 債 及 び 資 本 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）

資 本 金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

平成１７年度

１７７,１９６

７２,３００

―

７３６,３９１

１００,４５５

８,２８８,９３４

５７０,１４５

２９４,８４３

―

―

５９１,１０８

１８１

△１６,７５９

１０,８１４,７９６

５,７８０,３４０

―

１０５,０００

８８０,６９９

１５４,５７８

１５,７２７

―

９７,７５８

（９７,７５８）

６８３,４５２

１８１

７,７１７,７３７

１０１,９９４

１２３,５２１

７１２,８７８

（１２２,１８０）

２,１５８,６６４

３,０９７,０５９

１０,８１４,７９６

―

―

―

―

―

―

―

―

―

年　度
科　目 平成１９年度平成１８年度

２５５,０３８

８６,４００

３６,９７２

１,１７２,９８６

８２,０８９

８,１４１,９８１

５５６,３６４

―

２８１,９４０

７０６

５７４,７２７

１８５

△１１,９４３

１１,１７７,４４８

５,９１３,０５２

―

９５,０００

１,０４３,００７

１５６,１０１

１６,９１２

―

１０７,６９７

（１０７,６９７）

７６８,６０３

１８５

８,１００,５６１

―

―

―

（―）

―

―

―

１０１,９９４

１２３,５２１

５００,７３５

７２６,２５１

２,３４０,５４６

１０,０８９

２,３５０,６３５

３,０７６,８８７

１１,１７７,４４８

２６６,４５１

１５０,４００

４２,９５１

１,４７５,００３

３９,２１５

７,４０８,６５８

５８４,０９４

―

２６７,３１４

６８９

６６２,５１７

９９３

△８,７２７

１０,８８９,５６２

５,９９０,０７２

９９,９６５

９５,０００

１,８１７,６６３

１３６,４５２

１６,８６３

３,７７３

１１５,６２８

（１１５,６２８）

２８６,５２６

９９３

８,５６２,９３７

―

―

―

（―）

―

―

―

１０１,９９４

１２３,５２１

５５６,２０８

７８１,７２４

１,５３１,５２１

１３,３７８

１,５４４,９００

２,３２６,６２４

１０,８８９,５６２
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（単位：百万円）
損益計算書（主要項目）の推移

経 常 収 益

保 険 引 受 収 益

正 味 収 入 保 険 料

収 入 積 立 保 険 料

積 立 保 険 料 等 運 用 益

そ の 他 の 保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益

利 息 及 び 配 当 金 収 入

有 価 証 券 売 却 益 等

そ の 他 の 運 用 収 益

積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

保 険 引 受 費 用

正 味 支 払 保 険 金

損 害 調 査 費

諸 手 数 料 及 び 集 金 費

満 期 返 戻 金

契 約 者 配 当 金

支 払 備 金 繰 入 額

責 任 準 備 金 繰 入 額

そ の 他 の 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用

有 価 証 券 売 却 損 等

そ の 他 の 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

不 動 産 動 産 処 分 益

固 定 資 産 処 分 益

そ の 他 の 特 別 利 益

特 別 損 失

不 動 産 動 産 処 分 損

固 定 資 産 処 分 損

特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額

価 格 変 動 準 備 金

そ の 他 の 特 別 損 失
税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 及 び 住 民 税

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

前 期 繰 越 利 益

中 間 配 当 額

当 期 未 処 分 利 益

平成１７年度
（平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで）

２,３６８,４１４

２,１８７,０７１

１,８９２,７５４

２２５,０９０

６７,７８１

１,４４４

１７１,９６８

１３９,１２５

９４,８８６

５,７３７

△６７,７８１

９,３７４

２,２０２,３３３

１,８８７,４５８

１,０７７,６３２

７０,２４１

３０４,０４１

３３０,５２８

２２

４１,０９４

６３,３１７

５７９

１０,８２４

１０,６８６

１３７

２９８,７２８

５,３２２

１６６,０８０

４４,７３８

７,０３４

―

３７,７０３

３５,４２４

１,７５４

―

１５,９８２

（１５,９８２）

１７,６８７

１７５,３９４

６２,４６０

△９,２４６

１２２,１８０

６１,８９７

１０８,８０３

７５,２７３

年　度
科　目

平成１９年度
（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

平成１８年度
（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

２,４０４,３１２

２,２０６,３７６

１,９２８,０６１

２０７,８５６

７０,３２５

１３２

１８５,３８９

１６７,０９９

８２,１９９

６,４１５

△７０,３２５

１２,５４７

２,２４７,９８０

１,９１９,３３０

１,１１３,５９６

７２,８４６

３１４,４３１

２８４,６８８

１９

４４,７３４

８７,９７７

１,０３４

１１,１９４

１１,１２５

６８

３０８,３８７

９,０６８

１５６,３３２

３,９２８

―

２,９２７

１,００１

２５,１４７

―

３,１５６

９,９３９

（９,９３９）

１２,０５１

１３５,１１３

６１,９６７

△２３,３０２

９６,４４８

―

―

―

２,４００,４８７

２,１７４,７５２

１,９１２,１８０

１９０,７１５

７１,７６４

９２

２１４,１４８

２０３,３８０

７０,８９９

１１,６３２

△７１,７６４

１１,５８６

２,２１６,５１２

１,８４６,２８１

１,１０１,０５２

７６,０３０

３１３,５７２

２７２,３４５

２６

４２,２０５

３５,２７９

５,７７０

３７,９６４

２８,９５９

９,００４

３１８,１８５

１４,０８１

１８３,９７４

２８,９９４

―

２,４３６

２６,５５７

３９,９１０

―

１,６２９

７,９３０

（７,９３０）

３０,３５０

１７３,０５７

７６,９４５

△２６,８８０

１２２,９９２

―

―

―
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないので記載していません。
２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

１株当たり配当金等の推移

１株当たり配当金

１株当たり当期純利益

配 当 性 向

１株当たり純資産額

従業員一人当たり総資産

区分
年度

平成１５年度

９８円１０銭

５６円７１銭

１７３.０％

１,１５６円３７銭

６６１百万円

平成１６年度

３０円７２銭

５６円５６銭

５４.３％

１,４４５円０６銭

５７１百万円

平成１７年度

１３３円４５銭

７８円８４銭

１６９.３％

１,９９８円４９銭

６８１百万円

平成１９年度

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

当期純利益（百万円） ８７,８９５ ８７,６５８ １２２,１８０ ９６,４４８ １２２,９９２

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― ― ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） ８７,８９５ ８７,６５８ １２２,１８０ ９６,４４８ １２２,９９２

普通株式の期中平均株式数（千株） １,５４９,６９２ １,５４９,６９２ １,５４９,６９２ １,５４９,６９２ １,５４９,６９２

当社は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、保険業法第１１１条第１項の規定により公衆の縦覧に供する書

類のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書について、あらた監査法人の監査を受けています。

当社は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づき、平成１８年度の貸借対照表、損益計算書、及び株主資本等変動計

算書について、あらた監査法人の監査を受けており、金融商品取引法第１９３条の２の規定に基づき、平成１９年度の貸

借対照表、損益計算書、及び株主資本等変動計算書について、あらた監査法人の監査を受けています。

平成１８年度

１４１円３３銭

６２円２３銭

２２７.１％

１,９８５円４８銭

７４６百万円

６８円４２銭

７９円３６銭

８６.２％

１,５０１円３４銭

７１３百万円

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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経理の状況

業績データ

現金及び預貯金
年度

区分

（単位：百万円）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

）

平成１５年度

１,０４４

２４２,４３７

（ ５９４

（ １,６４３

（ ５１,３０３

（ ５５,１８０

（ １３３,７１６

２４３,４８２

平成１６年度

１,３２５

１５１,８７９

（ ３,３９８

（ ２,９７３

（ ３６,１７３

（ ７３,８２５

（ ３５,５０８

１５３,２０５

）

）

）

）

）

７１９

１７６,４７６

（ ２,０７０

（ ６,０５１

（ ２７,７３８

（ ８７,３６０

（ ５３,２５５

１７７,１９６

平成１７年度 平成１９年度

現 金

預 貯 金

（郵便振替・郵便貯金）

（当 座 預 金）

（普 通 預 金）

（通 知 預 金）

（定 期 預 金）

合 計

商品有価証券・同平均残高・同売買高

保有有価証券
年度

区分

（単位：百万円）

構成比

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

その他の証券

合 計

１,４９５,７５４

１４８,６４２

２８３,２９７

２,５１９,７２０

４２２,５０３

１４７,２２１

５,０１７,１４０

２９.８

３.０

５.６

５０.２

８.４

２.９

１００.０

％

構成比

％

構成比

％

構成比

％

平成１５年度

２,１７４,５６６

１２０,４９２

５１１,２２３

３,１９７,４４０

６５９,６３２

１６７,５１１

６,８３０,８６６

３１.８

１.８

７.５

４６.８

９.７

２.５

１００.０

２,０１２,４８４

１７１,７９９

６８１,４０３

４,５０２,７４６

７３３,０１４

１８７,４８５

８,２８８,９３４

２４.３

２.１

８.２

５４.３

８.８

２.３

１００.０

平成１６年度 平成１７年度 平成１９年度
構成比

％

資産・負債の明細

該当事項はありません。

有価証券残存期間別残高

平成１８年度

）

）

）

）

）

８４１

２５４,１９６

（ １,９２４

（ ２,９６２

（ ２７,３９５

（ １０２,１８９

（ １１９,７２４

２５５,０３８

）

）

）

）

）

３６３

２６６,０８７

（ １,３６６

（ ３,８９６

（ １１,９０４

（ ８８,７６５

（ １６０,１５４

２６６,４５１

平成１８年度

１８.１

２.３

８.３

５７.９

１１.２

２.２

１００.０

１,４７６,９３３

１８６,３８３

６７２,０３３

４,７１３,５２５

９１０,１５１

１８２,９５４

８,１４１,９８１

６５７,２６２

１７,４３１

１９１,８３１

―

９７,３７９

９６,７６５

６１３

２６,８８５

９９０,７９０

１６８,４３２

１７,９８４

１８８,９８７

―

１０９,４９０

１０３,３８０

６,１１０

２９,７３３

５１４,６２８

１３５,７１６

３５,１５９

１６９,８３６

１００

１０３,３４３

８８,７３５

１４,６０７

２４,７３１

４６８,８８７

９９,４６６

１４,９１７

４９,５６４

―

２１,１３０

１６,６８０

４,４５０

１１,３０２

１９６,３８０

１３３,９７８

８６,３０６

５０,８３９

―

２２,２２４

１９,１３７

３,０８７

１５,４７３

３０８,８２１

８１７,６２７

―

３０,３４４

４,５０２,６４６

３７９,４４６

１１,０８８

３６８,３５８

７９,３６０

５,８０９,４２５

２,０１２,４８４

１７１,７９９

６８１,４０３

４,５０２,７４６

７３３,０１４

３３５,７８７

３９７,２２７

１８７,４８５

８,２８８,９３４

（単位：百万円）

１年以下

１０９,６３９

３,８７３

１４５,２１４

―

７２,４１０

７１,０１８

１,３９２

２７,０９０

３５８,２２８

１年超
３年以下

１２５,９０１

２１,２２３

１７８,６９０

１００

１６６,０７６

１５５,９９７

１０,０７８

１０,１１３

５０２,１０６

３年超
５年以下

１４６,３１７

３６,１７９

１９１,６０３

―

６３,６２８

５３,６７６

９,９５１

１１,６９１

４４９,４１９

５年超
７年以下

１２９,６００

２１,３１９

５９,７４５

―

３１,６１７

２７,２４０

４,３７６

１４,２３５

２５６,５１８

７年超
１０年以下 合　計１０年超

（期間の定めのないものを含む）

２１３,３０５

１０３,７８７

５０,９８１

―

４９,７８９

４０,３３１

９,４５８

３４,５４４

４５２,４０８

７５２,１６９

―

４５,７９６

４,７１３,４２５

５２６,６２９

１０,３７５

５１６,２５４

８５,２７９

６,１２３,２９９

１,４７６,９３３

１８６,３８３

６７２,０３３

４,７１３,５２５

９１０,１５１

３５８,６３９

５５１,５１１

１８２,９５４

８,１４１,９８１

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

合 計

公 社 債

株 式 等

残存期間
区分

平成１８年度

２０.８

２.６

１０.７

４７.１

１６.８

１.９

１００.０

１,５４１,７３３

１９４,８８８

７９５,２２４

３,４８６,６７６

１,２４６,２７５

１４３,８６０

７,４０８,６５８
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１０９,６３９

３,８７３

１４５,２１４

―

７２,４１０

７１,０１８

１,３９２

２７,０９０

３５８,２２８

１２５,９０１

２１,２２３

１７８,６９０

１００

１６６,０７６

１５５,９９７

１０,０７８

１０,１１３

５０２,１０６

１４６,３１７

３６,１７９

１９１,６０３

―

６３,６２８

５３,６７６

９,９５１

１１,６９１

４４９,４１９

１２９,６００

２１,３１９

５９,７４５

―

３１,６１７

２７,２４０

４,３７６

１４,２３５

２５６,５１８

２１３,３０５

１０３,７８７

５０,９８１

―

４９,７８９

４０,３３１

９,４５８

３４,５４４

４５２,４０８

７５２,１６９

―

４５,７９６

４,７１３,４２５

５２６,６２９

１０,３７５

５１６,２５４

８５,２７９

６,１２３,２９９

１,４７６,９３３

１８６,３８３

６７２,０３３

４,７１３,５２５

９１０,１５１

３５８,６３９

５５１,５１１

１８２,９５４

８,１４１,９８１

業種別保有株式

輸送用機器業

金融保険業

商 業

電気機器

化 学

陸 運 業

海 運 業

機 械

食 料 品

鉄 鋼

そ の 他

合 計

区分

年度

（千株）
金額
（百万円）

構成比
（％）

株数 貸借対照表計上額

（千株）
金額
（百万円）

構成比
（％）

株数 貸借対照表計上額

（千株）
金額
（百万円）

構成比
（％）

株数 貸借対照表計上額

（千株）
金額
（百万円）

構成比
（％）

株数 貸借対照表計上額

（千株）
金額
（百万円）

構成比
（％）

株数 貸借対照表計上額

２９２,００１

６７１,９３６

３０６,９７４

１６１,６４７

２９９,９１０

１６８,８９２

１４２,５７１

１３０,４０４

８３,１９８

１４９,４１１

６０８,６１１

３,０１５,５５９

５７３,０５０

３８７,３６６

２４５,５２２

２０３,４３０

２８３,３８０

９６,１１４

６４,０５２

５５,４９３

５０,９２２

６０,２２７

５００,１５９

２,５１９,７２０

２２.７

１５.４

９.７

８.１

１１.２

３.８

２.５

２.２

２.０

２.４

１９.８

１００.０

平成１５年度

３９０,０３１

８９８,６９９

３５１,２９９

１９７,５２７

３４６,９７８

２２９,５６２

１４５,６１６

１５１,５９０

９４,４５７

１５７,４９９

７０４,４８８

３,６６７,７５１

７５４,８５０

５５６,１７５

２９８,７６８

２５８,５６７

３５１,９６８

１１９,６７７

８３,１６５

７２,５２９

６１,６７０

７５,９６０

５６４,１０６

３,１９７,４４０

２３.６

１７.４

９.３

８.１

１１.０

３.７

２.６

２.３

１.９

２.４

１７.６

１００.０

平成１６年度

３８５,６９９

８２９,４９６

３４３,５４０

１８７,８６６

２９９,４５３

２３０,８３４

１３９,２３７

１４８,８９８

９３,７１５

１５４,８６４

６８９,２９３

３,５０２,８９９

１,１３３,５７９

７０５,６０４

５０８,３０４

３３１,９２０

４５６,７５０

１４８,８５３

８６,５１０

１３２,９４２

７５,３３２

１１９,０７５

８０３,８７２

４,５０２,７４６

２５.２

１５.７

１１.３

７.４

１０.１

３.３

１.９

３.０

１.７

２.６

１７.９

１００.０

平成１７年度 平成１９年度

（注）１．業種別区分は、証券取引所の業種分類に準じています。
２．輸送用機器業は造船業を、化学は医薬品を、陸運業は空運業を含んでいます。また、卸売業及び小売業は商業として、銀行業、保険業及びその他金融
業は金融保険業として記載しています。

貸付金の残存期間別残高

（単位：百万円）

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 合　計１０年超

（期間の定めのないものを含む）

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他 の 証 券

合 計

公 社 債

株 式 等

残存期間
区分

平成１９年度

区　　　　　　分

（単位：百万円）

１年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 合　計１０年超

（期間の定めのないものを含む）

固 定 金 利
変 動 金 利

計
固 定 金 利
変 動 金 利

計
固 定 金 利
変 動 金 利

計

国内企業向け

そ の 他

合 計

平成１９年度

（単位：百万円）平成１８年度

区　　　　　　分 １年以下 １年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

７年超
１０年以下 合　計１０年超

（期間の定めのないものを含む）

固 定 金 利
変 動 金 利

計
固 定 金 利
変 動 金 利

計
固 定 金 利
変 動 金 利

計

国内企業向け

そ の 他

合 計

３２,８８５
３８,７８９
７１,６７５
１９,７９３
６９

１９,８６３
５２,６７９
３８,８５８
９１,５３８

５１,７４５
６２,４１８
１１４,１６３
１４,７２４
２,０９２
１６,８１６
６６,４６９
６４,５１０
１３０,９７９

４６,１３１
５６,８３６
１０２,９６８
１０,７５０
９５８

１１,７０８
５６,８８１
５７,７９５
１１４,６７７

２６,１５１
８,４４９
３４,６０１
５,５００
２,０１３
７,５１３
３１,６５２
１０,４６２
４２,１１４

３４,３９１
２１,００５
５５,３９７
６,６１９
５,７９４
１２,４１３
４１,０１１
２６,８００
６７,８１１

３,８０１
７,４２７
１１,２２８
３７,６５８
６０,３５５
９８,０１４
４１,４６０
６７,７８３
１０９,２４３

１９５,１０７
１９４,９２７
３９０,０３４
９５,０４６
７１,２８３
１６６,３３０
２９０,１５４
２６６,２１０
５５６,３６４

平成１８年度

４２１,６４０

５０７,１９１

３３４,５９５

１８８,６０２

２９８,２４５

２３１,２７７

１３８,３８８

１４８,６０６

９２,８２８

１５４,８６４

６５４,４１２

３,１７０,６５３

１,２５４,５３０

６１４,０４２

５０１,３３７

３３８,５８１

４９８,５５７

１４６,８８６

１１９,８７４

１４４,２３５

７４,８５０

１７４,９５５

８４５,６７１

４,７１３,５２５

２６.６

１３.０

１０.６

７.２

１０.６

３.１

２.５

３.１

１.６

３.７

１７.９

１００.０

１２６,７８０

８,９３８

１７４,３９０

―

３２５,０２１

３２２,３３０

２,６９０

８

６３５,１３８

１６６,８８５

２８,９３２

２３７,１９７

１００

１２０,０２０

１０４,８７６

１５,１４４

７,５８５

５６０,７２２

１６６,０５０

２３,３９６

１４８,９７１

―

７１,６０２

６７,７５３

３,８４８

１２,２５７

４２２,２７６

１４１,９５８

３９,７６０

９４,０８４

―

３３,４７９

２８,５４７

４,９３２

２４,１５４

３３３,４３７

１８９,６８７

９３,８６１

９７,４５０

―

６４,２６２

４４,３４１

１９,９２１

３０,６１８

４７５,８８０

７５０,３７１

―

４３,１２９

３,４８６,５７６

６３１,８８９

８,４２８

６２３,４６０

６９,２３５

４,９８１,２０２

１,５４１,７３３

１９４,８８８

７９５,２２４

３,４８６,６７６

１,２４６,２７５

５７６,２７７

６６９,９９８

１４３,８６０

７,４０８,６５８

３６,７２０
３４,３３７
７１,０５８
１９,１００
１,２４０
２０,３４１
５５,８２１
３５,５７８
９１,３９９

６２,００８
８９,３２６
１５１,３３４
１３,７８９
１,４４７
１５,２３７
７５,７９８
９０,７７３
１６６,５７１

２９,７６９
５０,７６０
８０,５３０
１１,３８８
２,６３０
１４,０１９
４１,１５８
５３,３９１
９４,５４９

３３,１３６
１２,５４９
４５,６８５
５,９８９
９１１
６,９００
３９,１２５
１３,４６１
５２,５８６

３２,１９６
１７,５８９
４９,７８６
７,８２０
５,９２８
１３,７４９
４０,０１６
２３,５１８
６３,５３５

４,０２２
６,５５４
１０,５７６
４７,２２５
５７,６４９
１０４,８７４
５１,２４７
６４,２０３
１１５,４５１

１９７,８５３
２１１,１１８
４０８,９７１
１０５,３１４
６９,８０８
１７５,１２２
３０３,１６７
２８０,９２７
５８４,０９４

４１３,５００

６１６,０７２

３３１,７４３

１８８,３３９

２９１,２２７

２２９,５１４

１３４,６５９

１４７,９３３

８７,１７２

１６０,９３２

６３８,０４７

３,２３９,１４３

８４３,５１０

４６２,０８４

４６６,５１２

２４９,９８１

３４８,５７９

１２４,９３２

１１０,４１７

１０５,２７６

６３,４７３

１１１,５４７

６００,３５９

３,４８６,６７６

２４.２

１３.３

１３.４

７.２

１０.０

３.６

３.２

３.０

１.８

３.２

１７.２

１００.０

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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経理の状況

業績データ

（ ）

貸付金使途別内訳
年度

区分

（単位：百万円）

構成比

設 備 資 金

運 転 資 金

合 計

２０３,００３

３５２,２１２

５５５,２１５

３６.６

６３.４

１００.０

％

構成比

％

構成比

％

構成比

％

平成１５年度

１５１,３８１

４２２,９５０

５７４,３３１

２６.４

７３.６

１００.０

構成比
平成１６年度 平成１７年度

構成比

％

貸付金担保別内訳
年度

区分

（単位：百万円）

構成比

担 保 貸 付

保 証 貸 付

信 用 貸 付

そ の 他

一般貸付計

約 款 貸 付

合 計

有価証券担保
貸付
不動産・動産・
財団担保貸付
指名債権担保
貸付

うち劣後特約
付貸付

％

構成比

％

構成比

％

構成比

％

２６０,９９１

１１０,６８６

１４１,３００

９,００３

１１８,７８１

１５４,３６５

３,２２３

５３７,３６１

２３,４００

１７,８５４

５５５,２１５

４７.０

１９.９

２５.４

１.６

２１.４

２７.８

０.６

９６.８

４.２

３.２

１００.０

平成１５年度

１９１,４７０

９５,３６５

８６,４０５

９,６９９

１５７,４１２

１７９,２１４

２４,７９３

５５２,８９０

３８,６００

２１,４４０

５７４,３３１

３３.３

１６.６

１５.０

１.７

２７.４

３１.２

４.３

９６.３

６.７

３.７

１００.０

平成１６年度

１７４，８５７

７９，６１１

８３，６３９

１１，６０６

１２４，７３８

２２０，５７５

２９，０２１

５４９，１９２

３６，８２０

２０，９５３

５７０，１４５

３０.７

１４.０

１４.７

２.０

２１.９

３８.７

５.１

９６.３

６.５

３.７

１００.０

平成１８年度平成１７年度 平成１９年度
構成比

％

貸付金の業種別内訳と推移
年度

区分

（単位：百万円）

構成比

農林・水産業

鉱 業

建 設 業

製 造 業

卸・小売業

金融・保険業

不 動 産 業

情報通信業

運 輸 業

サービス業

そ の 他

小 計

公 共 団 体

公社・公団

約 款 貸 付

合 計

電気・ガス・水
道・熱供給業

（うち個人住宅・
消費者ローン） （ ） （ ） （ ）（ ） （ ） （ ）

％

構成比

％

構成比

％ ％

構成比

％

２３３

―

４,５９６

３５,１６８

２０,９４０

１９２,１６８

２４,０９９

１,６６３

５,９５０

９,９９９

３６,５３５

２０４,１１１

１１８,４３５

５３５,４６６

―

１,８９４

１７,８５４

５５５,２１５

０.０

―

０.８

６.３

３.８

３４.６

４.３

０.３

１.１

１.８

６.６

３６.８

２１.３

９６.４

―

０.３

３.２

１００.０

平成１５年度

１,０６８

―

６,８８９

２８,７５７

２２,８６７

２０２,９６５

２４,７２３

２,８８３

６,７９２

７,８７８

３０,８３１

２１５,１４０

１４２,５３５

５５０,７９８

―

２,０９２

２１,４４０

５７４,３３１

０.２

―

１.２

５.０

４.０

３５.３

４.３

０.５

１.２

１.４

５.４

３７.５

２４.８

９５.９

―

０.４

３.７

１００.０

平成１６年度

１,０２２

―

７,１６３

２８,３１９

２０,３２１

１９８,５４５

３８,５９６

３,１６９

７,２７９

５,３９４

３２,１４３

１９６,００９

１３４,３４２

５３７,９６６

―

１１,２２５

２０,９５３

５７０,１４５

０.２

―

１.３

５.０

３.６

３４.８

６.８

０.６

１.３

０.９

５.６

３４.４

２３.６

９４.４

―

２.０

３.７

１００.０

平成１７年度 平成１８年度
構成比

％

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じています。

１６４,８７６

４０５,２６９

５７０,１４５

２８.９

７１.１

１００.０

平成１８年度

１６４,３１９

３９２,０４４

５５６,３６４

２９.５

７０.５

１００.０

１００,１９０

５,８０６

７６,３５８

１８,０２５

１２９,１０６

２８０,４２２

２５,８１１

５３５,５３０

２８,３２０

２０,８３４

５５６,３６４

１８.０

１.０

１３.７

３.２

２３.２

５０.４

４.６

９６.３

５.１

３.７

１００.０

（ ）

１,９５１

―

５,９８３

３８,５８０

２１,３５１

１４５,２０４

５６,０８８

６,４９２

７,４９５

３,９２６

５２,１８７

１８３,１４１

１３３,０１７

５２２,４０４

―

１３,１２５

２０,８３４

５５６,３６４

０.４

―

１.１

６.９

３.８

２６.１

１０.１

１.２

１.３

０.７

９.４

３２.９

（２３.９）

９３.９

―

２.４

３.７

１００.０

平成１９年度

平成１９年度

１７５,１５４

４０８,９３９

５８４,０９４

３０.０

７０.０

１００.０

９６,９９７

６,３７５

７０,９２０

１９,７０１

１３７,３４６

３０６,６２５

２２,７１９

５６３,６８９

２８,３２０

２０,４０５

５８４,０９４

１６.６

１.１

１２.１

３.４

２３.５

５２.５

３.９

９６.５

４.９

３.５

１００.０

（ ）（ ）

１,７５５

―

４,３４６

５３,２３６

２１,２０６

１３５,０８５

６３,８３１

８,１２８

９,９８３

５,３３９

５８,０１６

１８４,２８４

１４２,０５９

５４５,２１４

５００

１７,９７４

２０,４０５

５８４,０９４

０.３

―

０.７

９.１

３.６

２３.１

１０.９

１.４

１.７

０.９

９.９

３１.６

２４.３

９３.３

０.１

３.１

３.５

１００.０



※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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貸付金企業規模別内訳
年度

区分

（単位：百万円）

大 企 業

中 堅 企 業

中 小 企 業

そ の 他

一般貸付計

構成比 構成比構成比構成比

％ ％

２９９,３４０

２１,１３９

５９,９０９

１７２,５０１

５５２,８９０

５４.１

３.８

１０.８

３１.２

１００.０

平成１６年度

３２４,５９５

１８,９９８

４０,２２３

１６５,３７４

５４９,１９２

５９.１

３.５

７.３

３０.１

１００.０

平成１７年度

（注）その他とは、非居住者貸付、公共団体、個人ローン等をいいます。

年度
区分

（単位：百万円）

米 州

ヨーロッパ・アフリカ

アジア・オセアニア

国 際 機 関

合 計

構成比

％

構成比

％

構成比

％

構成比

％

平成１６年度

―

４,６５７

３０５

―

４,９６３

―

９３.８

６.２

―

１００.０

平成１７年度

５９７

４,７２８

８８２

―

６,２０８

９.６

７６.２

１４.２

―

１００.０

b．海外

貸付金地域別内訳

年度
区分

（単位：百万円）

首 都 圏

近 畿 圏

上記以外の地域

合 計

構成比

％

構成比

％

構成比

％

構成比

％

（注）１．個人ローン、約款貸付等は含みません。
２．地域区分は当社取扱部店所在地による分類です。

a．国内
平成１６年度

３５６,０４９

９,５２８

３９,８１４

４０５,３９２

８７.８

２.４

９.８

１００.０

平成１７年度

３６７,５７６

１３,３８２

２７,６８２

４０８,６４０

９０.０

３.３

６.８

１００.０

平成１９年度

平成１９年度

有形固定資産及び有形固定資産合計の残高

土 地

営 業 用

賃 貸 用

建 物

営 業 用

賃 貸 用

土 地 ・ 建 物 計

営 業 用

賃 貸 用

建 設 仮 勘 定

営 業 用

賃 貸 用

合 計

営 業 用

賃 貸 用

その他の有形固定資産

有形固定資産合計

区分
年度

（単位：百万円）

１２０,３２６

７９,５５７

４０,７６９

１３３,３４３

７９,７０４

５３,６３８

２５３,６７０

１５９,２６１

９４,４０８

５,９２４

１,１５４

４,７７０

２５９,５９５

１６０,４１６

９９,１７８

１２,７３１

２７２,３２６

平成１５年度

１４０,８８８

８８,４８９

５２,３９８

１５４,７４７

１００,６３９

５４,１０７

２９５,６３５

１８９,１２９

１０６,５０６

３８

３４

３

２９５,６７４

１８９,１６４

１０６,５０９

２０,３１０

３１５,９８４

平成１６年度

１３３,３９５

８３,６８２

４９,７１３

１４１,７１４

９１,４１１

５０,３０２

２７５,１０９

１７５,０９３

１００,０１５

１,１８４

１,１２６

５７

２７６,２９４

１７６,２２０

１００,０７３

１８,５４９

２９４,８４３

平成１７年度 平成１９年度

構成比

％

２９７,１７３

１９,６１４

９７,２９３

１２３,２８０

５３７,３６１

５５.３

３.７

１８.１

２２.９

１００.０

平成１５年度

構成比

％

平成１５年度

３４７,５７８

１０,３８６

５６,１１６

４１４,０８０

８３.９

２.５

１３.６

１００.０

構成比

％

平成１５年度

―

４,８３８

５

―

４,８４４

―

９９.９

０.１

―

１００.０

平成１８年度

３０９,４３３

１７,２３１

４１,７２６

１６７,１３８

５３５,５３０

５７.８

３.２

７.８

３１.２

１００.０

平成１８年度 平成１９年度

平成１８年度

３５５,４８１

８,９１４

２５,６３８

３９０,０３４

９１.１

２.３

６.６

１００.０

平成１８年度

３,５１２

５,３２９

３,６３５

―

１２,４７７

２８.１

４２.７

２９.１

―

１００.０

平成１８年度

１２８,５９４

８０,６５３

４７,９４１

１３２,４１７

８４,７３５

４７,６８２

２６１,０１２

１６５,３８８

９５,６２４

８２８

１７０

６５７

２６１,８４１

１６５,５５９

９６,２８１

２０,０９９

２８１,９４０

３２８,７５５

１５,７３１

４７,３９４

１７１,８０７

５６３,６８９

５８.３

２.８

８.４

３０.５

１００.０

３６８,８７０

１５,１２２

２４,９７８

４０８,９７１

９０.２

３.７

６.１

１００.０

５,６８２

５,３９９

１,５７５

―

１２,６５８

４４.９

４２.７

１２.４

―

１００.０

１２４,８０６

７７,３２３

４７,４８２

１２０,１６０

７７,９２１

４２,２３９

２４４,９６６

１５５,２４４

８９,７２１

２,５１６

１９７

２,３１９

２４７,４８３

１５５,４４２

９２,０４０

１９,８３０

２６７,３１４

％ ％



100

経理の状況

業績データ

住宅関連融資
年度

区分

（単位：百万円）

個人住宅ローン

合 計

総貸付残高

住宅金融 会 社
貸 付

地方住宅供給公社
貸 付

（ ） （ ）（ ）

構成比

％

構成比

％

構成比

％

（注）合計欄の（ ）内は総貸付残高に対する比率です。

９７,２２１

―

５１１

９７,７３３

５７４,３３１

９９.５

―

０.５

１００.０

１７.０

平成１６年度 平成１７年度

長期性資産

長 期 性 資 産

区分
年度

（単位：百万円）

１,８０９,３８４

平成１５年度

２,２０９,４８５

平成１６年度

２,１５７,９２０

平成１７年度 平成１９年度

（注）長期性資産は、積立保険の払戻積立金・契約者配当準備金等の合計額を表示しています。

支払承諾の残高内訳

区　分

年　度

（単位：百万円）

口　　数 金　　額 口　　数 金　　額

融 資 に 係 る 保 証

社 債 等 に 係 る 保 証

資 産 の 流 動 化 に 係 る 保 証

そ の 他

計

平成１８年度

支払承諾見返の担保別内訳

区分
年度

（単位：百万円）

有 価 証 券

不 動 産 ・ 動 産 ・ 財 団

指 名 債 権

保 証

信 用

そ の 他

合 計

平成１８年度

その他資産明細表

区分
年度

（単位：百万円）

未 収 保 険 料
代 理 店 貸
外 国 代 理 店 貸
共 同 保 険 貸
再 保 険 貸
外 国 再 保 険 貸
代 理 業 務 貸
未 収 金
未 収 収 益
預 託 金
地 震 保 険 預 託 金
仮 払 金
先物取引差入証拠金
先物取引差金勘定
金 融 派 生 商 品
そ の 他 の 資 産
その他資産合計

平成１５年度

３,４９７
８５,６１９
２５,１５３
１１,１９０
７１,９６７
２３,１１１

４
４６,２２０
９,２２７
１３,４４５
５５,６５９
３７,４９８
１０,８８２
９７３

１２３,２６６
７６２

５１８,４８０

平成１６年度

５,０３７
９６,４３４
２６,５１２
１７,８８５
１３４,４０８
５６,８５３
１３

５２,７６７
１０,７３４
１５,９９８
１０６,２７１
４８,５４６
１２,３５８
７２５

１１１,１６３
１,１４０

６９６,８５３

平成１７年度

６,２６６
９７,３９５
２８,８１６
１４,４３０
８２,８４９
３１,１８５

６
４４,８４９
１２,６６１
１４,６１３
１１３,０５４
４７,９４７
１５,１０２
１,７４２
７９,０４６
１,１４０

５９１,１０８

平成１８年度

（ ）

構成比

％

７１,６９２

―

―

７１,６９２

５５５,２１５

１００.０

―

―

１００.０

１２.９

平成１５年度

９７,１９４

―

２５３

９７,４４８

５７０,１４５

９９.７

―

０.３

１００.０

１７.１

構成比

％

平成１８年度

９６,９５１

―

２４１

９７,１９２

５５６,３６４

９９.８

―

０.２

１００.０

１７.５

２,８４７
９３,０４３
３２,５３９
１５,５８６
７６,９６１
２５,６５４
１１

３９,７２１
１３,５０１
１３,０７６
１２０,０８４
６３,７５２
１７,１２０
３２６

５９,３５８
１,１４０

５７４,７２７

１口

― 口

― 口

― 口

１口

１８５

―

―

―

１８５

―

―

―

―

１８５

―

１８５

平成１９年度

平成１９年度

平成１８年度

２,１３４,５６７

平成１９年度

平成１９年度

１０４,０１０

―

２２７

１０４,２３８

５８４,０９４

９９.８

―

０.２

１００.０

１７.８（ ）

４,０１６
８６,４６１
３１,３１５
１０,７４３
７８,７３６
２３,２８０

６
４０,１７７
１３,９７０
１３,２３８
１２６,６３８
８０,１７１
１４,５００
６１

１３８,０５９
１,１４０

６６２,５１７

１口

― 口

― 口

１口

２口

１４２

―

―

８５１

９９３

―

―

―

―

９９３

―

９９３

２,１０５,８４１
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リスク管理債権 （単位：百万円）
平成１８年度 比較増減

破 綻 先 債 権 額 (Ａ)
延 滞 債 権 額 (Ｂ)
３カ 月 以 上 延 滞 債 権 額(Ｃ)
貸 付 条 件 緩 和 債 権 額 (Ｄ)
リスク管理債権合計(Ｅ)=(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)
貸 付 金 残 高(Ｆ)
貸付金に占める割合(Ｇ)=(Ｅ)/(Ｆ)×１００
担保等保全額及び個別引当額 (Ｈ)
カ バ ー 率 (Ｉ)=(Ｈ)/(Ｅ)×１００

（注）１．各債権の意義は次のとおりです。
(１) 破綻先債権
破綻先債権とは、元本または利息の支払いの遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みが
ないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸付金」といいます）のうち、法人税法施行令
に定める一定の事由が生じているものです。

(２) 延滞債権
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予したも
の以外のものです。

(３)３カ月以上延滞債権
３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸付金で、破綻先債権および延滞債権に該当しな
いものです。

(４) 貸付条件緩和債権
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

２．担保等保全額及び個別引当額は、担保等で保全され回収が見込まれる額と個別貸倒引当金に繰入済の額の合計額です。

（注）１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産、会社更生、再生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる
債権です。

２．危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていませんが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受け取
りができない可能性の高い債権です。

３．要管理債権とは、３ヵ月以上延滞貸付金及び条件緩和貸付金です。なお、３ヵ月以上延滞貸付金とは、元本または利息の支払いが約定支払日の翌日から
３ヵ月以上延滞している貸付金（破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権に掲げる債権を除く。）であり、条件緩和貸付金とは、債務者の経
営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利になる取決めを行った貸
付金（破産更生債権及びこれらに準ずる債権及び危険債権ならびに３ヵ月以上延滞貸付金を除く。）です。

４．正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権及び要管理債権以外
のものに区分される債権です。

債務者区分に基づいて区分された債権 （単位：百万円）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権
危 険 債 権
要 管 理 債 権
正 常 債 権

計

４,５６０
３,２０３
６,７７８

６２６,１５７
６４０,６９９

平成１７年度 平成１８年度

自己査定結果

元本補てん契約のある信託に係る貸出金の状況
該当事項はありません。

２７７
５,０４２
２

４,４０１
９,７２４

５５６,３６４
１．７%
７,６１４
７８．３%

１,９６１
３,３６０
４,４０４

６２７,７１８
６３７,４４５

平成１９年度

平成１９年度

貸 付 金
有 価 証 券 等（注1）
有 形 固 定 資 産
そ  の  他（注２）

合 計

Ⅰ分類資産
（単位：百万円）

Ⅱ分類資産 Ⅲ分類資産 Ⅳ分類資産 合  計
平成１８年度

５３５,４１８
９,３５９,６３８
２７６,９３５
９２４,３２０

１１,０９６,３１２

１７,７０２
３７,４１９
５,００４
１２,０６３
７２,１９０

２,０４６
―
―

４,５４６
６,５９３

１,１９７
４,３５６
―

１,３８４
６,９３７

５５６,３６４
９,４０１,４１３
２８１,９４０
９４２,３１４

１１,１８２,０３２

△７７
１７４
△２

△３,０８３
△２,９８９
２７,７２９

―
△１,１４４

―

２００
５,２１６
―

１,３１７
６,７３５

５８４,０９４
１.２%
６,４６９
９６.１%

１,５３３
３,８８５
１,３１７

６８３,０３８
６８９,７７５

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。

（注）１．有価証券、買入金銭債権、金銭の信託。
（注）２．預貯金、コールローン、保険料債権、預託金等。
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火 災
海 上
傷 害
自 動 車
自動車損害賠償責任
そ の 他
（ う ち 賠 償 責 任 ）
合 計

種目
年度

（単位：百万円）支払備金

３７,９４０
２０,７０３
２６,１７９
２２２,９９３
５０,９９４
１９２,１６６
（１１０,０２３）
５５０,９７５

平成１５年度

６５,６２３
２５,０１９
３５,１０４
３０１,３４８
８２,９５６
２３４,９５２
（１３４,３４３）
７４５,００５

平成１６年度

５２,４０７
２８,９２６
３８,７８４
３１５,７６９
８３,３５２
２６６,８５９
（１５７,９０１）
７８６,０９９

平成１７年度 平成１８年度

（注）１．有価証券、買入金銭債権、金銭の信託。
（注）２．預貯金、コールローン、保険料債権、預託金等。

資産査定における分類区分
Ⅳ分類…査定基準日において「回収不可能又は無価値と判定される資産」を指します。
Ⅲ分類…査定基準日において「最終の回収又は価値について重大な懸念が存し、従って損失の発生の可能性が高いが、その損失額について合理的な推計が

困難な資産」を指します。
Ⅱ分類…査定基準日において「債権確保上の諸条件が満足に満たされないため、あるいは、信用上疑義が存する等の理由により、その回収について通常の

度合を超える危険を含むと認められる債権等の資産」を指します。
Ⅰ分類…査定基準日において「『Ⅱ分類、Ⅲ分類及びⅣ分類としない資産』で、回収の危険性又は価値の毀損の可能性について問題のない資産」を指します。
なお、上記の計数は直接償却前のものなので、合計は貸借対照表計上額よりも大きくなっています。

貸 付 金
有 価 証 券 等（注1）
有 形 固 定 資 産
そ  の  他（注２）

合 計

Ⅰ分類資産
（単位：百万円）

Ⅱ分類資産 Ⅲ分類資産 Ⅳ分類資産 合  計
平成１９年度

（注）１．「リスク管理債権」は貸付金のみを対象としています。上図では貸付金のみを記載していますが、「債務者区分に基づき区分された債権」には、貸付金以
外の債権（支払承諾見返等）も対象として含めて開示していますので、上図の金額と異なっています。

２．破綻先、実質破綻先、破綻懸念先向け貸付金のうち無担保部分（Ⅲ分類・Ⅳ分類）については、個別の債権を精査した上で引き当てを行っており、その
引当率は上図に示すとおりです。
要注意先、正常先向け貸付金については、担保等により保全された部分も含めた債権額全体に対して、過去の貸倒実績に基づく引き当てを行ってお
り、その引当率は、要管理先１０.４２%、要管理先以外の要注意先０.４３%、正常先０.０４%となっています。

３．上図の計数は直接償却後の金額となっており、貸借対照表計上額と同額となっています。

貸付金に対する自己査定、債務者区分に基づく債権及びリスク管理債権の関係 （単位：億円）

２ ９

１

１

８

５,６６

１００%

１００%

１００%

１００%

９３.７%

有価証券・

〈合計〉

６

自己査定（貸付金）
債務者区分（貸付金） 区分された債権（貸付金）

５,８４

１

１０

１

３

１

３

１１

５,６６

５

１ １

５,７７

５,８４

６８,２７０
３４,３４８
５１,５２８
３２６,６３０
８２,３５３
２６７,７０３
（１５７,６４２）
８３０,８３４

平成１９年度

569,385
8,882,413

1,092,095

584,094
8,942,705

1,124,326
２６３,７３７

１０,８０７,６３１

１２,５７８
４０,４６４
３,５７６
２６,６０８
８３,２２９

１,６２５
―
―

４,２９７
５,９２２

５０５
１９,８２７

―
１,３２５
２１,６５７

２６７,３１４

１０,９１８,４４１

７７,６９９
３０,０２１
６２,１３８
３６２,１９１
８１,６４５
２５９,０６８
(１４７,９５４)
８７２,７６６



会計年度
前期以前発生事故に係る
当期支払保険金

前期以前発生事故に係る
当期末支払備金

当期把握見積り差額期首支払備金

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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期首時点支払備金（見積り額）の当期末状況（ラン・オフ・リザルト）

（注）１．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
２．地震保険及び自動車損害賠償責任保険に係る金額を除いて記載しています。
３．当期把握見積り差額＝期首支払備金－（前期以前発生事故に係る当期支払保険金＋前期以前発生事故に係る当期末支払備金）

（単位：百万円）

平成１８年度

事故発生からの期間経過に伴う最終損害見積り額の推移表
（単位：百万円）

最終損害見積り額

累 計 保 険 金

支 払 備 金

事故発生年度末

１ 年 後

２ 年 後

３ 年 後

４ 年 後

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度
自動車保険

（注）１．国内元受契約に係る出再控除前の金額です。
２．「比率」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した倍率を記載しています。
３．「変動」欄には、前年度末における累計保険金と支払備金の合計額が、当該年度１年間で変動した額を記載しています。

平成１８年度

５２７,１１６ ３２５,０８２ ２５３,６３１ △５１,５９７

平成１９年度 ５６７,９２６ ３２７,８０８ ２８２,９２３ △４２,８０５

平成１９年度

金　額 変　動

５３１,６８６

３５２,０８３

１７９,６０２

５３１,６８６

金　額

５１８,６３３

４５３,４６９

６５,１６４

比　率

（単位：百万円）

最終損害見積り額

累 計 保 険 金

支 払 備 金

事故発生年度末

１ 年 後

２ 年 後

３ 年 後

４ 年 後

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度
傷害保険

平成１８年度 平成１９年度

金　額 変　動

７７,２９４

３７,４５３

３９,８４０

７７,２９４

金　額 比　率

７３,５６２

６５,０３９

８,５２２

（単位：百万円）

最終損害見積り額

累 計 保 険 金

支 払 備 金

事故発生年度末

１ 年 後

２ 年 後

３ 年 後

４ 年 後

累
計
保
険
金
＋
支
払
備
金

事故発生年度
賠償責任保険

平成１８年度 平成１９年度

金　額 変　動

６１,９０３

２３,５６８

３８,３３４

６１,９０３

金　額 比　率

５９,２１４

６２,３６６

比　率

１.０５３

変　動

３,１５２

６２,３６６

４０,２３５

２２,１３０

５００,７５０

５１８,６３３

６８,７１４

７３,５６２

比　率

１.０７１

変　動

４,８４８

比　率

１.０３６

変　動

１７,８８３



摘要

（注）退職給付引当金に関する事項は、Ｐ８７の２５に記載しています。
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業績データ

引当金明細表

（単位：百万円）

賞 与 引 当 金
固定資産解体費用引当金
価格変動準備金

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
特定海外債権引当勘定

計

貸
倒
引
当
金

区   分 平成１８年度末
残高

平成１９年度
増加額

平成１９年度末
残高

平成１９年度減少額
目的使用 その他

平成１９年度

（単位：百万円）

賞 与 引 当 金
価格変動準備金

一般貸倒引当金
個別貸倒引当金
特定海外債権引当勘定

計

貸
倒
引
当
金

区   分 平成１７年度末
残高

平成１８年度
増加額

平成１８年度末
残高 摘要平成１８年度減少額

目的使用 その他

平成１８年度

火 災
海 上
傷 害
自 動 車
自動車損害賠償責任
そ の 他
（ う ち 賠 償 責 任 ）
合 計

種目
年度

（単位：百万円）

９４３,４７７
１２２,６９８
１,５６６,７０２
３７４,４３５
３３３,２６３
４９９,９５８
（１００,１０５）
３,８４０,５３５

平成１５年度

１,３４７,８２０
１３０,５２９
１,９３０,１０６
４５５,０１９
５０１,１５６
５６６,２９０
（１１４,１３５）
４,９３０,９２２

平成１６年度

責任準備金

１,３７５,７０２
１３５,２３２
１,９１６,６８５
４４４,７０１
５４０,７４６
５８１,１７１
（１２２,１９９）
４,９９４,２４０

平成１７年度 平成１８年度

火 災
海 上
傷 害
自 動 車
自動車損害賠償責任
そ の 他
（うち賠償責任）
合 計

（単位：百万円）

普通責任
準備金

異常危険
準備金

払戻
積立金

契約者配当
準備金等 合  計 普通責任準備金

異常危険
準備金

払戻
積立金

契約者配当
準備金等 合  計

平成１８年度

責任準備金の残高内訳

種目

年度

責任準備金積立水準

（注）１．積立方式及び積立率は、保険業法第３条第５項第１号に掲げる保険に係る保険契約及び保険業法第３条第５項第１号に掲げる保険を主たる保険としてい
る保険契約を除いています。

２．保険料積立金及び積立保険に係る払戻積立金以外について積立方式という概念がないため、積立方式は保険料積立金及び積立保険に係る払戻積立
金について記載しています。

３．積立率＝（実際に積立てている普通責任準備金＋払戻積立金）÷（下記（１）～（３）の合計額）
（１）標準責任準備金対象契約に係る平成８年大蔵省告示第４８号に定める方式により計算した保険料積立金及び払戻積立金
（保険業法施行規則第６８条第２項に定める保険契約に限る）

（２）標準責任準備金対象外契約に係る平準純保険料式により計算した平成１３年７月１日以降に保険期間が開始する保険契約に係る保険料積立金、保険
業法施行規則第６８条第２項に定める保険契約以外の保険契約で平成１３年７月１日以降に保険期間が開始する保険契約に係る払戻積立金並びに平
成１３年７月１日前に保険期間が開始する保険契約に係る普通責任準備金及び払戻積立金

（３）平成１３年７月１日以降に保険期間が開始する保険契約に係る未経過保険料

標 準 責 任 準 備 金 対 象 契 約
標準責任準備金対象外契約

標準責任準備金
平準純保険料式又は全期チルメル式

１００．０%

平成１８年度 平成１９年度区  分

積 立 率

積立方式

１,４０４,４７９
１４５,５０３
１,９２５,５３５
４３５,４６４
５７０,７６５
６００,４７０
（１２７,９７３）
５,０８２,２１８

７２９,６５９
３６,８４１
９９,３４８
２７０,７１８
５７０,７６５
３２１,２５１
（５７,２１４）
２,０２８,５８４

３２１,５４１
１０８,６６２
１１９,１４６
１６４,４７７

―
２０２,４９１
（７０,７５５）
９１６,３１９

３５２,４６9
―

１,７０２,４２9
２６７
―

76,530
（３）

２,１３１,696

８１０
―

４,６１2
０
―
196
（―）
５,618

１,４０４,４７９
１４５,５０３
１,９２５,５３５
４３５,４６４
５７０,７６５
６００,４７０
（１２７,９７３）
５,０８２,２１８

（注）地震保険と自動車損害賠償責任保険の責任準備金については、普通責任準備金欄に記載しています。

平成１９年度

平成１９年度

５,１４７
１１,６０２

９
１６,７５９
１５,７２７
９７,７５８

３,２１１
574 1,570

1,042

4,2572,118

791

6,7273,789
４

１６,９１２
９,９３９

―
１,８７８
―

１,８７８
１５,７２６

―

５,１４７※
※
９※

１
―

３,２１１
８,７２８
４

１１,９４３
１６,９１２
１０７,６９７

※洗替による取崩額
※回収等による取崩額
※洗替による取崩額

１,４２１,０６９
１５２,０７３
１,９１９,２６０
４１１,８２７
６０５,５４０
６０７,５３４
(１３５,４９７)
５,１１７,３０６

標準責任準備金
平準純保険料式又は全期チルメル式

１００．０%

７３９,０１９
４０,１７１
１０１,３１１
２６４,３４４
６０５,５４０
３２２,１８０
（５９,９５３）
２,０７２,５６８

３４８,３３３
１１１,９０１
１１６,５２８
１４７,４７３

―
２１３,０７１
（７５,５３９）
９３７,３０７

危険
準備金

―
―
―
―
―
―

（―）
―

危険
準備金

―
―
―
―
―
―

（―）
―

３３２,５１4
―

１,６９５,９８6
１０
―

７2,057
（５）

２,１００,568

１,２０２
―

５,４３4
―
―
225
（―）
6,861

１,４２１,０６９
１５２,０７３
１,９１９,２６０
４１１,８２７
６０５,５４０
６０７,５３４
（１３５,４９７）
５,１１７,３０６

※洗替による取崩額
※回収等による取崩額
※洗替による取崩額

３,２１１
８,７２８
４

１１,９４３
１６,９１２

―
１０７,６９７

１,３２２

４

１６,８６３
３,７７３
７,９３０

―
１,０７７
―

１,０７７
１６,９１２

―
―

３,２１１※
※
４※

―
―
―

１,３２２
７,４００
４

８,７２７
１６,８６３
３,７７３

１１５,６２８



※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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資本金等明細表

（単位：百万円）

区　　　　　分 平成１８年度末残高

資　　　本　　　金

平成１９年度増加額 平成１９年度減少額 平成１９年度末残高 摘　要

うち既
発行株式

普通株式

計

（資本準備金）

株式払込剰余金

計

（利益準備金）

（任意積立金）

固定資産圧縮積立金

特別償却準備金

特別準備金

計

資本準備金及び
その他資本剰余金

利益準備金及び
任意積立金

平成１９年度

貸付金償却の額

（注）貸付金償却の額は、貸倒引当金の目的取崩額を控除する前のものです。

貸 付 金 償 却 額 １,５５７

区分
年度

（単位：百万円）

平成１５年度

１０３

平成１６年度

１,５４７

平成１７年度 平成１８年度

（注）平成１９年度末における自己株式数はゼロ株です。

（単位：百万円）平成１８年度

１,５２７

平成１９年度

１０１,９９４

１２３,５２１

１２３,５２１

８１,０９９

１６,５２７

２

３８０,４２６

４７８,０５４

―

（注）

―

―

―

―

―

―

―

―

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

（―株）
―

（―株）
―

（―株）
―

（―株）
―

区　　　　　分 平成１７年度末残高

資　　　本　　　金

平成１８年度増加額 平成１８年度減少額 平成１８年度末残高 摘　要

うち既
発行株式

普通株式

計

（資本準備金）

株式払込剰余金

計

（利益準備金）

（任意積立金）

固定資産圧縮積立金

日本国際博覧会出展準備金

特別償却準備金

特別準備金

計

資本準備金及び
その他資本剰余金

利益準備金及び
任意積立金

（注）１．平成１８年度末における自己株式数はゼロ株です。
２．「利益準備金及び任意積立金」の平成１８年度増加額および減少額は、平成１７年度決算の利益処分によるもの、および当期にかかる積立および取崩に
よるものです。
ただし、特別準備金については、平成１８年度減少額には旧商法に基づく会社分割による減少額１９,５７３百万円を含みます。

１０１,９９４

１２３,５２１

１２３,５２１

８１,０９９

１７,４２９

５８

１６

５３９,０００

６３７,６０４

―

―

―

―

７７３

―

―

―

７７３

―

―

―

―

１,６７６

５８

１４

１５８,５７３

１６０,３２３

１０１,９９４

１２３,５２１

１２３,５２１

８１,０９９

１６,５２７

―

２

３８０,４２６

４７８,０５４

―

（注１）

―

―

―

―

（注２）

（注２）

（注２）

（注２）

―

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

（―株）
―

（―株）
―

（―株）
―

（―株）
―

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

１０９

―

―

―

―

１,３０４

―

―

１,３０４

―

―

―

―

１,０２６

２

７０,０００

７１,０２８

１０１,９９４

１２３,５２１

１２３,５２１

８１,０９９

１６,８０５

―

３１０,４２６

４０８,３３０

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

（１,５４９,６９２,４８１株）
１０１,９９４

特別勘定資産・同残高・同運用収支
該当事項はありません。

特別勘定資産・同残高・同運用収支
該当事項はありません。
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経理の状況

業績データ

有価証券売却損益及び評価損明細表 （単位：百万円）

売却益
区　　　　　分

国 債 等

株 式

外 国 証 券

合 計

売却損 評価損 売却益 売却損 評価損 売却益 売却損 評価損

有形固定資産処分損益明細表 （単位：百万円）

土 地 ・ 建 物

その他の有形固定資産

合 計

処分益 処分損

損益の明細

２,２５６

７７,３１４

２,５７８

８２,１４９

２,３６６

９７３

８７６

４,２１６

２

４,５３７

１３９

４,６７９

平成１７年度 平成１８年度

処分益 処分損 処分益

平成１７年度

６,９９９

２９

７,０２９

５９０

８８９

１,４８０

平成１８年度

処分損

減価償却費及び賃貸用不動産等減価償却明細表

（単位：百万円）

建 物

営 業 用

賃 貸 用

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

合 計

％

取得価額資産の種類 平成１９年度償却額 償却累計額 平成１９年度末残高 償却累計率

平成１９年度

（単位：百万円）平成１８年度

（注）１．建物の平成１９年度償却額には、固定資産臨時償却費５,６９２百万円を含んでいます。
２．本表に記載している無形固定資産は、電信利用権です。
３．社宅用・厚生用の建物は、営業用に含めて表示しています。

９,５３８

６１,３６５

１,６３３

７２,５３７

２,８８３

２６４

７５９

３,９０７

４２

４,８９７

５３７

５,４７７

２,８５１

２６

２,８７８

２,０８４

８３３

２,９１７

（注）１．金額は損益計算書における損害調査費、営業費及びー般管理費ならびに諸手数料及び集金費の合計額です。
２．拠出金は、火災予防拠出金及び交通事故予防拠出金です。
３．負担金は、保険業法第２６５条の３３の規程に基づく保険契約者保護機構負担金です。

事業費 （単位：百万円）

人 件 費

物 件 費

税 金

拠 出 金

負 担 金

諸手数料及び集金費

合 計

平成１７年度

１８５,７５１

１６０,４３３

２１,５６３

２

１,２１８

３０４,０４１

６７３,０１１

平成１８年度

１８３,０４３

１７６,４６０

２０,４７９

２４

１,２２５

３１４,４３１

６９５,６６５

（注）特別損益に計上したものを含めています。

平成１９年度

平成１９年度

平成１９年度

建 物

営 業 用

賃 貸 用

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

合 計

％

取得価額資産の種類 平成１８年度償却額 償却累計額 平成１８年度末残高 償却累計率

４０８,２１５

２６１,４３５

１４６,７７９

５３,２３１

１２１

４６１,５６７

１０,１６３

６,５５５

３,６０８

５,９７７

２

１６,１４４

２７５,７９７

１７６,７００

９９,０９６

３３,１３２

７５

３０９,００４

１３２,４１７

８４,７３５

４７,６８２

２０,０９９

４６

１５２,５６３

６７.６

６７.６

６７.５

６２.２

６２.０

２,０４１

４６,２７８

１,９３３

５０,２５３

７,０４９

９９８

２,２４７

１０,２９５

―

９,２４２

１７,７９７

２７,０４０

１８０,１３５

１９３,１３６

１９,６６９

２３

１,２５０

３１３,５７２

７０７,７８７

２,３８０

３９

２,４１９

９３３

６５０

１,５８３

４０７,５５１

２６０,４１７

１４７,１３４

５６,５０５

３５

４６４,０９３

１５,８１３

９,２０８

６,６０５

６,６９９

１

２２,５１４

２８７,３９１

１８２,４９６

１０４,８９４

３６,６７５

２９

３２４,０９６

１２０,１６０

７７,９２１

４２,２３９

１９,８３０

６

１３９,９９７

７０.５

７０.１

７１.３

６４.９

８３.０

区分

区分

年度

年度
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（リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引）

該当事項はありません。

（単位：百万円）

リース取引

取得価額相当額

減価償却累計額相当額

年度末残高相当額

未経過リース料年度末残高相当額

１年内

１年超

合計

支払リース料

減価償却費相当額

１１,２０３

７,４２７

３,７７６

２,２５４

１,５２２

３,７７６

４,０３４

４,０３４

８,８１３

５,３９６

３,４１７

１,６０９

１,８０８

３,４１７

２,８２３

２,８２３

平成１５年度

（注）１．取得価額相当額は、支払利子込み法により算定しています。
２．未経過リース料年度末残高相当額は、支払利子込み法により算定しています。
３．減価償却費相当額は、リ一ス期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法により算定しています。

（注）地震保険、自動車損害賠償責任保険については、ノーロス・ノープロフィットの原則に基づき、増加する発生保険金は責任準備金の取崩等により相殺して
います。

平成１６年度

５,６１０

３,２７８

２,３３２

１,２３１

１,１００

２,３３２

１,６８８

１,６８８

平成１７年度 平成１８年度

売買目的有価証券運用損益明細表

未経過リース料

１年内

１年超

合計

（オペレーティング・リース取引）
（単位：百万円）

平成１５年度

１

―

１

平成１６年度

０

０

０

平成１７年度

２

４

７

平成１８年度

損害率の上昇シナリオ

計算方法

経常利益の減少額

すべての保険種目について、均等に発生損害率が１％上昇すると仮定します。

○増加する発生損害額＝既経過保険料×１％

○増加する発生損害額のうち、正味支払保険金、支払備金積増額の内訳については、当年度
発生事故におけるそれぞれの割合により按分しています。

○増加する異常危険準備金取崩額＝正味支払保険金の増加を考慮した取崩額－決算時取崩額

○経常利益の減少額＝増加する発生損害額－増加する異常危険準備金取崩額

８,３６５百万円
（注）異常危険準備金残高の取崩額７,６１２百万円

損害率の上昇に対する経常利益又は経常損失の変動

損害率感応度

４,３６７

２,６０５

１,７６２

９１４

８４７

１,７６２

１,１９１

１,１９１

５０９

２,０１６

２,５２６

平成１９年度

平成１９年度

４,６２７

２,８４８

１,７７８

８９４

８８３

１,７７８

１,１８２

１,１８２

３１８

１,７２９

２,０４７

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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（単位：百万円）

区　　分

合　　　　　　計

取得原価 貸借対照表
計 上 額 差　　額 取得原価 貸借対照表

計 上 額 差　　額

平成１８年度

有価証券

1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

２. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

（注）１．平成１８年度貸借対照表において買入金銭債権として処理されている海外抵当証券（取得原価９９,８０１百万円、貸借対照表計上額１１６,５５６百万円、差額
１６,７５５百万円）を含めています。
平成１９年度貸借対照表において買入金銭債権として処理されている海外抵当証券（取得原価３２,９４１百万円、貸借対照表計上額３５,８０３百万円、差額
２,８６２百万円）を含めています。

２．平成１８年度貸借対照表において買入金銭債権として処理されている海外抵当証券（取得原価２０,４０３百万円、貸借対照表計上額２０,２９５百万円、差額
△１０８百万円）を含めています。
平成１９年度貸借対照表において買入金銭債権として処理されている海外抵当証券（取得原価１８２,７４３百万円、貸借対照表計上額１５４,２４４百万円、差額
△２８,４９８百万円）を含めています。

３．平成１８年度において、その他有価証券で時価のある有価証券について１,１２１百万円の減損処理を行っています。
なお、当該有価証券の減損については、当期末の時価が帳簿価額と比べて３０%以上下落した銘柄を対象としています。
平成１９年度において、その他有価証券で時価のある有価証券等について１０,３１８百万円の減損処理を行っています。
なお、当該有価証券等の減損については、当期末の時価が帳簿価額と比べて３０％以上下落した銘柄を対象としています。

有価証券等の情報

貸借対照表計上

額が取得原価を

超 え る も の

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

公 社 債

株 式

外 国 証 券

そ　の　他（注1）

小 計

公 社 債

株 式

外 国 証 券

そ　の　他（注２）

小 計

４. その他有価証券で時価のあるもの

３. 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

（単位：百万円）

区　　分

合　　　　　　計

貸借対照表
計 上 額 時　　価 差　　額 貸借対照表

計 上 額 時　　価 差　　額

平成１８年度

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

公 社 債

公 社 債

４７,６０２

６６,１０４

１１３,７０７

４８,０５８

６５,４８９

１１３,５４８

４５５

△６１５

△１５９

１,０１１,８６６

９５５,０５２

３５０,１９３

２０６,１３９

２,５２３,２５１

１,２１９,６２５

３３,０６３

１６１,７８３

３２,１６３

１,４４６,６３６

３,９６９,８８７

１,０３３,２５４

４,５１９,４５６

４３９,７４０

２４３,７０８

６,２３６,１５９

１,１８８,３８７

２９,８３６

１５９,９５５

３１,９５１

１,４１０,１３１

７,６４６,２９１

２１,３８８

３,５６４,４０３

８９,５４６

３７,５６９

３,７１２,９０８

△３１,２３７

△３,２２６

△１,８２７

△２１２

△３６,５０４

３,６７６,４０３

平成１９年度

平成１９年度

１１３,０３２

７,８１１

１２０,８４４

１１５,３０４

７,７６０

１２３,０６４

２,２７１

△５１

２,２２０

１,７７５,６１３

９０９,１２３

２９０,６６７

６１,３７７

３,０３６,７８２

６０８,３３５

６９,９９２

５０１,８５５

２３８,５５０

１,４１８,７３３

４,４５５,５１６

１,８２３,４７５

３,２６８,１７４

３５４,８４５

７２,７２４

５,５１９,２１９

５８７,５２５

６３,００３

４６７,７６１

２０６,２６８

１,３２４,５５９

６,８４３,７７９

４７,８６２

２,３５９,０５０

６４,１７７

１１,３４６

２,４８２,４３７

△２０,８０９

△６,９８９

△３４,０９４

△３２,２８１

△９４,１７４

２,３８８,２６３
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５. 売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

６. 売却したその他有価証券

（注）１．平成１８年度の貸借対照表において買入金銭債権として処理されているコマーシャルペーパー等に係る額（売却額６６,９８２百万円、売却益６８８百万円、売
却損３百万円）を含めています。

２．平成１９年度の貸借対照表において買入金銭債権として処理されているコマーシャルペーパー等に係る額（売却額９７,５３４百万円、売却益５１百万円、売
却損２２９百万円）を含めています。

（単位：百万円）

区　　分

売却額
売却益の
合計額

売却損の
合計額

平成１８年度

売却額
売却益の
合計額

売却損の
合計額

その他有価証券

７. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

（１）満期保有目的の債券

該当事項はありません。

（２）子会社株式及び関連会社株式

（３）その他有価証券

（注）１．平成１８年度の貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金（３５,０００百万円）ならびに買入金銭債権として処理されてい
るコマーシャルペーパー等（９４５,５４９百万円）をその他に含めています。

２．平成１９年度の貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金（６３,０００百万円）ならびに買入金銭債権として処理されてい
るコマーシャルペーパー等（１,２１５,５４５百万円）をその他に含めています。

８. 保有目的の変更

該当事項はありません。

９. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の決算日後における償還予定額

平成１８年度

（単位：百万円）

（注）１．平成１８年度のその他は、貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理されているコマーシ
ャルペーパー等です。

２．平成１９年度のその他は、貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金ならびに買入金銭債権として処理されているコマーシ
ャルペーパー等です。

区　　分
１年以内

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外国証券

そ の 他

合 計

１年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超 １年以内 １年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超

平成１８年度

公 社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他

平成１８年度

株 式

外 国 証 券

そ の 他

１０９,６３９

３,８７３

１４５,２１４

―

７１,０１８

９８２,７０３

１,３１２,４４９

１,５７３,９８９ ７３,２１４ ３,９１０

６,８７８百万円

２３１,６７６百万円

２２,５７６百万円

０百万円

１５７,３５４百万円

７８,７７８百万円

１,００２,１２０百万円

２７２,２１８

５７,４０３

３７０,２９４

１００

２０９,６７４

２８,４４３

９３８,１３３

３４２,９０６

１２５,１０６

１１０,７２７

―

５５,８３０

１４,６６２

６４９,２３３

７５２,１６９

―

４５,７９６

―

９,６３４

９１,５９２

８９９,１９２

平成１９年度

平成１９年度

平成１９年度

平成１９年度

１,０９４,３６５ ４９,８９９ １０,５２５

６,０１１百万円

３４０,０５２百万円

２９,８２９百万円

０百万円

１４９,４８７百万円

８３,６１６百万円

１,３０３,６３１百万円

１２６,７８０

８,９３８

１７４,３９０

―

３２２,３３０

１,２７６,７５４

１,９０９,１９４

３３２,９３５

５２,３２８

３８６,１６９

１００

１７２,６２９

２３,７２４

９６７,８８８

３３１,６４５

１３３,６２１

１９１,５３５

―

６３,８１３

３８,８００

７５９,４１７

７５０,３７１

―

４３,１２９

―

７,９０１

１２９,３１３

９３０,７１６
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２. 満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

金銭の信託

1. 運用目的の金銭の信託

貸 借 対 照 表
計 上 額

貸 借 対 照 表
計 上 額

損益に含まれた
評 価 差 額

損益に含まれた
評 価 差 額

金 銭 の 信 託

期別

種類

（単位：百万円）

３. 運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託

該当事項はありません。

（注）

平成１９年度平成１８年度

デリバティブ取引関係

平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）
（１）取引の内容

当社では、主に以下のデリバティブ取引を行っています。
①通貨関連取引：為替予約、通貨スワップ、通貨オプション等
②金利関連取引：金利先物、金利先物オプション、金利スワップ、金利スワップション等
③株式関連取引：株価指数先物、株価指数オプション等
④債券関連取引：債券先物、債券先物オプション、債券店頭オプション等
⑤その他：クレジット・デリバティブ、ウェザー・デリバティブ等

（２）取引の利用目的・取組方針
デリバティブ取引の主な利用目的は以下のとおりです。
①保有する資産および負債に係わるリスク管理
保有する資産・負債のリスクを適切にコントロールする目的（ＡＬＭ: ＡｓｓｅｔａｎｄＬｉａｂｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）、お
よび将来の金利・為替・株価の変動による損失を軽減する目的で取引を行っています。
当社は、次のとおりヘッジ会計を適用しています。

ａ. 金利関係
長期の保険契約等に付随して発生する金利の変動リスクを軽減するため、金融資産と保険負債等を同時に評価・
分析し、リスクをコントロールする資産・負債総合管理（ＡＬＭ）を実施しています。この管理のために利用している金
利スワップ取引の一部については、業種別監査委員会報告第２６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）（以下「第２６号報告」という。）に基づく繰延
ヘッジ処理ならびにヘッジ有効性の評価を行っています。ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の理
論価格の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っています。また、第２６号報告適用前の業種別監
査委員会報告第１６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成
１２年３月３１日 日本公認会計士協会）による平成１５年３月末の繰延ヘッジ利益については、第２６号報告の経過措置に
基づいて、ヘッジ手段の残存期間（１年～１７年）にわたり定額法により損益に配分しています。
自社発行の社債の金利リスクヘッジとして利用している金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理を行ってい
ます。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の
評価を省略しています。

１,８０９６７,６０２

平成１８年度（平成１９年３月３１日現在） 平成1９年度（平成２０年３月３１日現在）

時価評価する単独運用の金銭の信託はありません。
取得原価をもって貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託が
１４,４８７百万円あります。

３４,０２８ △７３２

時価評価する単独運用の金銭の信託はありません。
取得原価をもって貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託が
５,１８６百万円あります。
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b. 為替関係
外貨建資産に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している通貨スワップ取引・為替予約取引
の一部については、繰延ヘッジ処理、時価ヘッジ処理および振当処理を行っています。なお、繰延ヘッジ処理および
時価ヘッジ処理については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、
ヘッジ有効性の評価を省略しています。

②運用収益の獲得
一定のリスクの範囲内において、収益極大化を目的として取引を行っています。
なお実際の取引は、利用目的、商品種類、想定元本、上限リスク量、損失時対応等を運用スタイル毎に設定し明文化
した「運用ガイドライン」等に基づき行っています。

（３）取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引は、市場リスクおよび信用リスクを内包しています。
市場リスクとは、取引対象物の将来の価格（金利・為替・株価など）の変動によって損失を被る可能性です。当社では、
デリバティブ取引と資産・負債に係る市場リスクを総合的に管理し、VaR（バリュー・アット・リスク）手法によって定量化
するリスク管理体制を確立しています。
また、信用リスクには、クレジット・デリバティブ契約における参照先の信用状態の悪化等によって損失を被る可能性
のほか、デリバティブ取引の相手先が倒産等により当初の契約どおりに取引を履行できなくなった場合に損失を被る可
能性も含まれます。当社では、時価ベースでの信用リスク額を定期的に算出し管理しています。また、相手方が取引を頻
繁に行う金融機関等である場合については、一括精算ネッティング契約を締結する等、信用リスクを抑制する運営も
行っています。

（４）リスク管理体制
当社では、デリバティブ取引については、取引部門から独立したリスク管理部門「リスク管理部」で、取引部門からの取
引情報と稟議書および金融機関・証券会社から送付される取引報告書を照合した上で、取引データの承認を行っていま
す。承認されたデータをもとに作成されたポジションは随時時価評価され、リスク管理部において、有価証券、貸付金等
の現物取引とあわせて収益やリスク量を把握し、月次ベースで担当役員に報告しています。
また、リスク管理部で、デリバティブ取引のポジションについて、利用目的、商品種類、想定元本、上限リスク量、損失
時対応等が運用スタイル毎に設定し明文化した「運用ガイドライン」に沿ったものかどうか、取引部門の権限内のポジ
ション内容かどうか、という視点で重点的に検証を行い、検証内容については月次ベースで担当役員に報告しています。

（５）「取引の時価等に関する事項」に関する補足説明等
①想定元本（契約額等）に関する補足説明
「取引の時価等に関する事項」の各表における「契約額等」は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体が、そのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスク等を表
すものではありません。
②評価損益に関する補足説明
運用収益の獲得目的以外で行っているデリバティブ取引は、資産・負債総合管理（ALM）の観点から現物資産を補完
し、市場リスクをコントロールすることを目的としています。したがいまして、会社全体の収益性・健全性を評価するに
あたっては、デリバティブ取引単体の評価損益のみに着目するのではなく、資産全体と負債を合わせてトータルで見
る必要があります。

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）
（１）取引の内容

当社では、主に以下のデリバティブ取引を行っています。
①通貨関連取引：為替予約、通貨スワップ等
②金利関連取引：金利スワップ等
③株式関連取引：株価指数先物、株価指数オプション等
④債券関連取引：債券先物、債券店頭オプション等
⑤その他：クレジット・デリバティブ等

（２）取引の利用目的・取組方針
デリバティブ取引の主な利用目的は以下のとおりです。
①保有する資産および負債に係わるリスク管理
保有する資産・負債のリスクを適切にコントロールする目的（ＡＬＭ: ＡｓｓｅｔａｎｄＬｉａｂｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）、お

よび将来の金利・為替・株価などの変動による損失を軽減する目的で取引を行っています。
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当社は、次のとおりヘッジ会計を適用しています。
ａ. 金利関係

長期の保険契約等に付随して発生する金利の変動リスクを軽減するため、金融資産と保険負債等を同時に評価・
分析し、リスクをコントロールする資産・負債総合管理（ＡＬＭ）を実施しています。この管理のために利用している金
利スワップ取引の一部については、業種別監査委員会報告第２６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する
会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）（以下「第２６号報告」という。）に基づく繰延
ヘッジ処理ならびにヘッジ有効性の評価を行っています。ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の理
論価格の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っています。また、第２６号報告適用前の業種別監
査委員会報告第１６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成
１２年３月３１日 日本公認会計士協会）による平成１５年３月末の繰延ヘッジ利益については、第２６号報告の経過措置に
基づいて、ヘッジ手段の残存期間（１年～１７年）にわたり定額法により損益に配分しています。
自社発行の社債の金利リスクヘッジとして利用している金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理を行ってい
ます。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、ヘッジ有効性の
評価を省略しています。

b. 為替関係
外貨建資産に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している通貨スワップ取引・為替予約取引
の一部については、繰延ヘッジ処理、時価ヘッジ処理および振当処理を行っています。なお、繰延ヘッジ処理および
時価ヘッジ処理については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、
ヘッジ有効性の評価を省略しています。

②運用収益の獲得
一定のリスクの範囲内において、収益極大化を目的として取引を行っています。
なお実際の取引は、商品種類、上限リスク量、損失時対応等を運用スタイル毎に設定し明文化した「運用ガイドライ
ン」等に基づき行っています。

（３）取引に係るリスクの内容
デリバティブ取引は、市場リスクおよび信用リスクを内包しています。
市場リスクとは、取引対象物の将来の価格（金利・為替・株価など）の変動によって損失を被る可能性です。当社では、

デリバティブ取引と資産・負債に係る市場リスクを総合的に管理し、VaR（バリュー・アット・リスク）等の手法によって定
量化するリスク管理体制を確立しています。
また、信用リスクには、クレジット・デリバティブ契約における参照先の信用状態の悪化等によって損失を被る可能性
のほか、デリバティブ取引の相手先が倒産等により当初の契約どおりに取引を履行できなくなった場合に損失を被る可
能性も含まれます。当社では、時価ベースでの信用リスク額を定期的に算出し管理しています。また、相手方が取引を頻
繁に行う金融機関等である場合については、一括精算ネッティング契約を締結する等、信用リスクを抑制する運営も
行っています。

（４）リスク管理体制
当社では、デリバティブ取引については、取引部門から独立したリスク管理部門「リスク管理部」で、取引部門からの取
引情報と稟議書および金融機関・証券会社から送付される取引報告書を照合した上で、取引データの承認を行っていま
す。承認されたデータをもとに作成されたポジションは随時時価評価され、リスク管理部において、有価証券、貸付金等
の現物取引とあわせて収益やリスク量を把握し、月次ベースで担当役員に報告しています。
また、リスク管理部で、デリバティブ取引のポジションについて、商品種類、上限リスク量、損失時対応等が運用スタイ
ル毎に設定し明文化した「運用ガイドライン」に沿ったものかどうか、という視点で重点的に検証を行い、検証内容につ
いては月次ベースで担当役員に報告しています。また、取引部門の権限内の取引であるかどうかを取引毎に確認してい
ます。

（５）「取引の時価等に関する事項」に関する補足説明等
①想定元本（契約額等）に関する補足説明
「取引の時価等に関する事項」の各表における「契約額等」は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体が、そのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスク等を表
すものではありません。
②評価損益に関する補足説明
運用収益の獲得目的以外で行っているデリバティブ取引は、資産・負債総合管理（ALM）の観点から現物資産を補完
し、市場リスクをコントロールすることを目的としています。したがいまして、会社全体の収益性・健全性を評価するに
あたっては、デリバティブ取引単体の評価損益のみに着目するのではなく、資産全体と負債を合わせてトータルで見
る必要があります。
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（注）１．為替予約取引における期末の時価の算定には、先物相場を使用しています。
２．通貨スワップ取引における期末の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引いて算定しています。
３．通貨オプション取引における期末の時価は、主にオプション価格計算モデルを用いて算定しています。
４．通貨オプション取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。
５．振当処理を適用しているものについては、記載の対象から除いています。

契　約　額　等

うち１年超
時　価 評価損益

平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

契　約　額　等

うち１年超
時　価 評価損益

（１）通貨関連 （単位：百万円）

為替予約取引

売　　　　　建

米 ド ル

ユ ー ロ

英 ポ ン ド

豪 ド ル

加 ド ル

ス イ ス フ ラ ン

ニュージーランドドル

香 港 ド ル

買　　　　　建

米 ド ル

ユ ー ロ

英 ポ ン ド

豪 ド ル

加 ド ル

ニュージーランドドル

通貨スワップ取引

受取円貨支払外貨

米 ド ル

ユ ー ロ

豪 ド ル

通貨オプション取引

売　　　　　建

コ ー ル

ユ ー ロ

プ ッ ト

米 ド ル

買　　　　　建

プ ッ ト

米 ド ル

ユ ー ロ

年度

種　類

取引の時価等に関する事項

区
　
分

市

場

取

引

以

外

の

取

引

合 計

１４３,０１７

５３,３５８

３,７２０

７,１０８

５,０２３

９０

１,３３８

３０３

１,５２０

５,３５４

４５８

６４６

５０３

２４０

６８,９６１

１０,８６２

４４,４５４

１,５８７

（３）

５,６１７

（３０）

６,８６８

（３２）

１,５５８

（３）

３６２,５９３

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

５２,５４５

３,８６０

２４,４５４

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

８０,８５９

△４５４

△８１８

△３２

△３７

△２２

△１

△５１

△２

△１

１３１

０

１７

７

９

△３,４１６

△１,４２７

△１１,６３５

０

１

１２

０

△１７,７２０

△４５４

△８１８

△３２

△３７

△２２

△１

△５１

△２

△１

１３１

０

１７

７

９

△３,４１６

△１,４２７

△１１,６３５

３

２８

△２０

△２

△１７,７２６

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

２３２,５１１

９６,４７３

１４,６８３

７,９９４

７,２００

―

―

８９９

８,０９７

１３,５８２

―

―

―

―

８５,９５７

９,１３８

２４,４５４

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

５００,９９０

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

５４,７０７

９,１３８

２４,４５４

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

８８,２９９

４,４３７

△９１８

２９３

３４７

８８０

―

―

△２６

△２５５

７８

―

―

―

―

９,３１５

△４０８

△２,５６２

―

―

―

―

１１,１８１

４,４３７

△９１８

２９３

３４７

８８０

―

―

△２６

△２５５

７８

―

―

―

―

９,３１５

△４０８

△２,５６２

―

―

―

―

１１,１８１
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年度 平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市
場
取
引
以
外
の
取
引

市
場
取
引

（単位：百万円）

金 利 先 物 取 引

売 建

金利スワップ取引

受取固定支払変動

支払固定受取変動

合　　　　　計

（２）金利関連

（注）１．金利先物取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
２．金利スワップ取引の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引いて算定しています。
３．金利スワップ取引のうち、期末においてヘッジ会計を適用しているものは下記のとおりです。なお、繰延ヘッジ損益の金額は税相当額控除前の金額で
す。

―

３,２５７,３９２

２,９１７,５６２

６,１７４,９５４

１２

２９,６７５

△１４,１８１

１５,５０６

１２

２９,６７５

△１４,１８１

１５,５０６

７,０３１

４,００６,３０３

３,４７７,２２３

７,４９０,５５７

年度 平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益

うち１年超 うち１年超区　分

第２６号報告*による繰延ヘ
ッジ処理
（繰延ヘッジ損益の下段
は、当該金利スワップ取引
に係る第１６号報告**によ
る繰延ヘッジ損益の残高）

上記以外の繰延ヘッジ処理

合　　　　　計

（注）４．期末においてヘッジ会計を適用していない金利スワップ取引に係る繰延ヘッジ損益は下記のとおりです。なお、繰延ヘッジ損益の金額は税相当額控除
前の金額です。

* 「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）
**「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年３月３１日 日本公認会計士協会）

年　度
区　分

第２６号報告*適用外の金利スワップ取引に

係る第１６号報告**による繰延ヘッジ損益の

残高

上記以外の繰延ヘッジ処理

合　　　　　計

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）（単位：百万円）

平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

繰延ヘッジ損益繰延ヘッジ損益

２４,０００

５０,０００

７４,０００

△９３

１,５６７

１,４７４

△９７０

６４４

１,５６７

１,２４１

２４,０００

５０,０００

７４,０００

４７,２２６

△３２,４０８

１４,８１８

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

―

５,４４１,２１７

４,９０１,２６２

１０,３４２,４８０

―

４,０８８,２０３

３,４８３,４２５

７,５７１,６２９

―

１１０,８６９

△７９,９０２

３０,９６７

―

１１０,８６９

△７９,９０２

３０,９６７

２４７,３００

５０,０００

２９７,３００

２４７,３００

５０,０００

２９７,３００

６,４１２

１,０２８

７,４４０

５,９１３

１,０８６

１,０２８

８,０２９

３９,２９５

△２６,３８７

１２,９０７
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年　度 平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市
場
取
引

市

場

取

引

以

外

の

取

引

（単位：百万円）

債 券 先 物 取 引

売 建

買 建

債券店頭オプション取引

売 建

コ ー ル

プ ッ ト

買 建

コ ー ル

プ ッ ト

合　　　　　計

（４）債券関連

（注）１．債券先物取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
２．債券店頭オプション取引の時価は、取引相手の金融機関から入手した価格によっています。
３．債券店頭オプション取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。

７１,１２１

８４,９４１

２,７３２

(１０)

―

(―)

―

(―)

２,７３２

(１２)

１６１,５２７

―

―

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

１７７

△３２４

１

―

―

２４

△１２０

１７７

△３２４

８

―

―

１２

△１２６

年度 平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市

場

取

引

（単位：百万円）

株価指数先物取引

売 建

買 建

株価指数オプション取引

売 建

コ ー ル

プ ッ ト

買 建

コ ー ル

プ ッ ト

合　　　　　計

（３）株式関連

（注）１．株価指数先物取引および株価指数オプション取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
２．株価指数オプション取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。

（単位：百万円）

―

―

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

△４９８

４６０

３６０

４０

５８５

３２０

１,２７０

△４９８

４６０

△７

１５８

４５

△９９

５９

２９,７２８

２１,０３７

１７,２００

（３５２）

１１,７４０

（１９９）

１２,１００

（５４０）

１４,４６５

（４２０）

１０６,２７１

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

２２,０３０

２４,８１２

５,８００

(７０)

―

(―)

―

(―)

１１,９００

(８１９)

６４,５４３

―

―

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

△４１

６０５

０

―

―

１７５

７３９

△４１

６０５

７０

―

―

△６４４

△１０

２０,０６６

２９,２２０

３１,２５３

(４６)

１０,４９９

(４４)

１０,４９９

(３７)

１０,４６０

(３９)

１１１,９９８

―

―

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

△１７９

３２８

７５

３４

２０

１１

２８９

△１７９

３２８

△２９

９

△１６

△２７

８４
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経理の状況

業績データ

（注）１．ウェザー・デリバティブ取引の時価は、取引対象の気象状況、契約期間、その他当該取引に関わる契約を構成する要素に基づき算定しています。
２．ウェザー・デリバティブ取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。

（５）気象関連

年度 平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市
場
取
引

以
外
の
取
引

（単位：百万円）

ウェザー・デリバティブ取引

売 建

合　　　　　計

１,９０９

（７０）

１,９０９

―

(―)

―

９５４

９５４

△８８３

△８８３

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

―

(―)

―

―

(―)

―

―

―

―

―

（７）商品関連

該当事項はありません。

年度 平成１８年度（平成１９年３月３１日現在）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

（単位：百万円）

クレジット・デリバティブ取引

売 建

買 建

合　　　　　計

（６）信用関連

（注）クレジット・デリバティブ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しています。

市
場
取
引

以
外
の
取
引

（８）その他

該当事項はありません。

１,０７１,０８０

８１,６８１

１,１５２,７６１

８９４,０２８

５３,５８１

９４７,６０９

７６８

△６４３

１２５

７６８

△６４３

１２５

平成１９年度（平成２０年３月３１日現在）

８９２,２１２

４６,５７９

９３８,７９２

８９２,２１２

４３,５７９

９３５,７９２

△１０,９４４

７１５

△１０,２２９

△１０,９４４

７１５

△１０,２２９
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１. 業績
平成１９年度のわが国経済は、企業収益が総じて高水準で推移するなど緩やかな景気の回復基調にありましたが、年度

後半は、住宅投資の落ち込みや米国サブプライムローン問題を契機とした米国経済の減速等の影響により、景気の回復
は足踏み状態となりました。
損害保険業界においては、当年度、自動車販売台数や住宅着工件数の減少などにより保険料が減収となりました。ま

た、損保各社は、保険金の支払い漏れ等の再発防止に努めるなど、信頼回復に向けた取り組みを継続的に行いました。
こうした状況の中、保険金の不適切な不払により行政処分（業務の一部停止命令および業務改善命令）を受けた当社は、

昨年４月、金融庁に業務改善計画を提出いたしました。当社は、かかる処分を厳粛に受け止め、金融庁に提出した業務改
善計画等に基づき、適正な業務運営の徹底を図るため、経営管理態勢、保険金支払管理態勢、契約者保護・契約者利便お
よび法令等遵守態勢の改善・強化に努めるとともに、契約内容の確認・是正にも取り組んでまいりました。
当社は、適正な業務運営を基礎として、平成１８年度からスタートしたグループの中期計画「ステージ拡大２００８」に沿って

事業を進めています。その結果、平成１９年度の損益の状況は以下のとおりとなりました。
保険引受収益２兆３,０９８億円、資産運用収益２,５８２億円などを合計した経常収益は平成１８年度に比べて７５７億円増加し、

２兆５,８９５億円となりました。一方、保険引受費用１兆９,５４５億円、資産運用費用４４８億円、営業費及び一般管理費３,４４４億
円などを合計した経常費用は平成１８年度に比べて４２２億円増加し、２兆３,７６６億円となり、経常収益から経常費用を差し引
いた経常利益は平成１８年度に比べて３３５億円増加し、２,１２９億円となりました。
経常利益に特別利益、特別損失、法人税及び住民税等、法人税等調整額などを加減した当期純利益は、平成１８年度に

比べて２６９億円増加し、１,３７８億円となりました。
事業種類別の概況は以下のとおりです。
損害保険事業においては、国内の住宅着工件数の減少や傷害保険の料率改定による減収があったものの、新規連結子

会社の影響により、正味収入保険料は平成１８年度に比べて２億円増加し、２兆１４１億円となりました。
一方、自然災害が少なかったことから、正味支払保険金は平成１８年度に比べて６５億円減少し、１兆１,３７５億円となりまし

た。
生命保険事業においては、シンガポールおよびマレーシアの生命保険会社を買収したことから、生命保険料は平成１８

年度に比べて３２７億円増加し、３３２億円となりました。また、生命保険金等も２００億円増加し、２０３億円となりました。

２. キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に自然災害の減少等に伴う支払保険金の減少により、平成１８年度に比べて５

６億円増加し、１,８３４億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の売却・償還による
収入の減少により、平成１８年度に比べて２,４０３億円減少し、１８１億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フロ
ーは、当社において親会社への配当が減少したこと等により、平成１８年度に比べて１,３５９億円増加し、１２９億円の支出とな
りました。
これらの結果、平成１９年度末の現金及び現金同等物の残高は、平成１８年度末に比べて１,８２９億円増加し、１兆５,２１１億円

となりました。

業績等の概要

業績と主要な経営指標等の推移
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事業の状況（連結）

業績データ

連結会計年度

項　　目 （ ）（ ） （ ）（ ）（ ）

最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

平成１６年度
平成１６年４月１日から
平成１７年３月３１日まで

２,２２９,４５３

１,７２７,２５０

１５４,５５５

９０,９２７

２,２３４,８５４

９,４８１,０５９

１,４４２.１２

５８.６７

―

２３.５７

４.５２

―

２１,１７６

３１０,８５６

△６９,３７２

１,３３７,６５２

１６,８７６

平成１７年度
平成１７年４月１日から
平成１８年３月３１日まで

２,４４５,７８５

１,９４９,５７６

１６９,１６３

１２３,４０２

３,１１２,９５２

１１,２２８,８７６

２,００８.７５

７９.６３

―

２７．７２

４．６２

―

２４７,３１０

△４７３,４９７

△９１,６４２

１,０４６,８８８

１６,５１９

平成１９年度
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

経 常 収 益

正 味 収 入 保 険 料

経 常 利 益

当 期 純 利 益

純 資 産 額

総 資 産 額

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

自 己 資 本 比 率

自 己 資 本 利 益 率

株 価 収 益 率

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期末残高

従 業 員 数

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（円）

（円）

（円）

（％）

（％）

（倍）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（名）

（注）1．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないので記載していません。
２．株価収益率については、当社の株式が平成１４年３月２６日付で上場廃止となっていますので、記載していません。
３．純資産額の算定にあたり、平成１９年３月３１日をもって終了する連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基
準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用しています。

平成１５年度
平成１５年４月１日から
平成１６年３月３１日まで

１,９２５,８８９

１,５３８,２９７

１５９,７２８

９２,５６４

１,７８８,８１４

７,３８５,８７３

１,１５４.３０

５９.７３

―

２４.２２

５.５７

―

１３７,３５７

２０４,０２５

△１５１,４１８

９０３,４３６

１１,５５９

平成１８年度
平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

２,５１３,７９０

２,０１３,８８８

１７９,３４０

１１０,８８８

３,１１８,７４５

１２,１４６,８１３

２,００６.４７

７１.５５

―

２５.６０

３.５６

―

１７７,８１３

２５８,５７７

△１４８,９０３

１,３３８,２１７

１５,９６４

２,５８９,５８８

２,０１４,１０５

２１２,９０６

１３７,８１４

２,３７２,６３４

１１,９７２,７０６

１,５２４.２２

８８.９３

―

１９.７３

５.０４

―

１８３,４２５

１８,１９４

△１２,９１０

１,５２１,１７６

１６,７０９
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〈参考〉日動火災海上保険株式会社の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
（平成１５年度～平成１６年９月期）

連結会計年度

項　　目
平成１５年度

５３０,９２８

４０１,１１４

４７,５８６

２８,３４６

４４３,６５９

１,８４０,２８０

９９５.９４

６３.５９

―

２４.１１

６.８７

―

１９,０６７

８０,７６９

△４６,０３６

１９２,５２５

６,４６３

平成１６年９月期

２７５,７４１

１９３,２７２

２６,９００

９,１９８

４１０,０６９

１,７７８,５２０

９２０.５８

２０.６４

―

２３.０６

―

―

△１１,９５７

９,３３７

△１８,０４５

１７１,７７９

５,９９９

経 常 収 益

正 味 収 入 保 険 料

経 常 利 益

当 期 純 利 益

純 資 産 額

総 資 産 額

１株当たり純資産額

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

自 己 資 本 比 率

自 己 資 本 利 益 率

株 価 収 益 率

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期末残高

従 業 員 数

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（円）

（円）

（円）

（％）

（％）

（倍）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（名）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないので記載していません。
２．株価収益率については、日動火災海上保険株式会社の株式が平成１４年３月２６日付で上場廃止となっていますので、記載していません。

※当社は平成１６年１０月１日を合併期日として日動火災と合併しているため、平成１５年
度は東京海上の数値を表示しています。また平成１６年度は東京海上の４月から９月
の数値と東京海上日動の１０月から３月の数値を合算して表示しています。
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事業の状況（連結）

業績データ

３６４,８１１

９３,３２５

３１６,７２０

８８７,０４８

２９１,４９８

２７６,６１７

２,２３０,０２２

（２０７,８５６）

１６.４

４.２

１４.２

３９.８

１３.１

１２.４

１００.０

（９.３）

１.０

１２.３

△３.１

１.７

△０.２

１１.３

２.１

（△７.７）

３１５,４１７

８７,４７６

１５５,０９７

８８１,２３７

３１１,７２７

２６２,９３５

２,０１３,８９１

１５.７

４.３

７.７

４３.８

１５.５

１３.１

１００.０

１３８,９１７

４４,２７９

６９,４１７

５２８,３５２

２２７,１２６

１３５,９９７

１,１４４,０９０

１２.１

３.９

６.１

４６.２

１９.９

１１.９

１００.０

１０.２

１１.８

２.９

１.６

△１.５

４.８

３.３

１３.４

１０.０

８.０

１.３

２.０

５.５

４.０

（単位：百万円）保険料及び保険金一覧表

保険引受業務

火 災 保 険

海 上 保 険

傷 害 保 険

自 動 車 保 険

自 動 車 損 害
賠 償 責 任 保 険

そ の 他

計

種　　　　目 正味収入保険料 構成比 正味支払保険金 構成比対前年増減（△）率 対前年増減（△）率

（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

火 災 保 険

海 上 保 険

傷 害 保 険

自 動 車 保 険

自 動 車 損 害
賠 償 責 任 保 険

そ の 他

計

平
成
　
年
度

１９

（

）

平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で

平
成
　
年
４
月
１
日
よ
り

１９

３１

２０

（単位：百万円）元受正味保険料（含む収入積立保険料）

火 災 保 険

海 上 保 険

傷 害 保 険

自 動 車 保 険

自 動 車 損 害
賠 償 責 任 保 険

そ の 他

計

（うち収入積立保険料）

種　　　　目 金　　　額 構　成　比 対前年増減（△）率

（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
２．元受正味保険料（含む収入積立保険料）とは、元受保険料から元受解約返戻金および元受その他返戻金を控除したものです（積立型保険の積立保険
料を含む）。

火 災 保 険

海 上 保 険

傷 害 保 険

自 動 車 保 険

自 動 車 損 害
賠 償 責 任 保 険

そ の 他

計

（うち収入積立保険料）

％ ％％ ％

％ ％

１９

平
成
　
年
度

（

）

平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で

平
成
　
年
４
月
１
日
よ
り

１９

３１

２０

１８

３６４,８１１

９３,３２５

３１６,７２０

８８７,０４８

２９１,４９８

２７６,６１７

２,２３０,０２２

（２０７,８５６）

平
成
　
年
度

１６.４

４.２

１４.２

３９.８

１３.１

１２.４

１００.０

（９.３）

１.０

１２.３

△３.１

１.７

△０.２

１１.３

２.１

（△７.７）

（

）

平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で

平
成
　
年
４
月
１
日
よ
り

１８

３１

１９

損害保険事業の状況

３１５,４１７

８７,４７６

１５５,０９７

８８１,２３７

３１１,７２７

２６２,９３５

２,０１３,８９１

１５.７

４.３

７.７

４３.８

１５.５

１３.１

１００.０

１３８,９１７

４４,２７９

６９,４１７

５２８,３５２

２２７,１２６

１３５,９９７

１,１４４,０９０

１２.１

３.９

６.１

４６.２

１９.９

１１.９

１００.０

１０.２

１１.８

２.９

１.６

△１.５

４.８

３.３

１３.４

１０.０

８.０

１.３

２.０

５.５

４.０

平
成
　
年
度

１８

（

）

平
成
　
年
３
月
　
日
ま
で

平
成
　
年
４
月
１
日
よ
り

１８

３１

１９

３０９,８８２

９３,９３７

１５１,３７５

８８４,０６８

３０９,５３１

２６５,３１５

２,０１４,１０９

１５.４

４.７

７.５

４３.９

１５.４

１３.２

１００.０

１１４,６６５

４５,９２８

７７,３１６

５３８,３１６

２２５,３７６

１３５,９２０

１,１３７,５２４

１０.１

４.０

６.８

４７.３

１９.８

１１.９

１００.０

△１.８

７.４

△２.４

０.３

△０.７

０.９

０.０

△１７.５

３.７

１１.４

１.９

△０.８

△０.１

△０.６

３６４,５４９

１０２,３２３

３０１,０６８

８９０,３３５

２６１,９２４

２７０,６０４

２,１９０,８０５

（１９０,７１５）

１６.６

４.７

１３.７

４０.６

１２.０

１２.４

１００.０

（８.７）

△０.１

９.６

△４.９

０.４

△１０.１

△２.２

△１.８

（△８.２）
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（単位：百万円）運用資産

資産運用業務

預 貯 金
コ ー ル ロ ー ン
買 現 先 勘 定
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 付 金
土 地 ・ 建 物
運 用 資 産 計
総 資 産

区　　　　　分

（注）諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。

％

平成１９年度

金　　　額 構　成　比

３６０,５３８
８６,４００
３６,９７２

１,３０７,８８２
８２,０８９

８,１３９,３３８
５５６,４２０
２７５,４０４

１０,８４５,０４６
１１,５００,６４０

平成１８年度

金　　　額

３.１
０.８
０.３
１１.４
０.７
７０.８
４.８
２.４
９４.３
１００.０

構　成　比
％

（単位：百万円）有価証券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
外 国 証 券
そ の 他 の 証 券
合 計

区　　　　　分

（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
２．平成１８年度の「その他の証券」は、証券投資信託の受益証券１３８,８０７百万円、投資事業組合等への出資４４,１４６百万円です。
平成１９年度の「その他の証券」は、証券投資信託の受益証券８８,９４４百万円、投資事業組合等への出資５４,９１５百万円です。

％

平成１９年度

金　　　額 構　成　比

１,４７７,０９３
１８６,３８３
６７２,３３１
４,７１１,３２６
９０９,２４９
１８２,９５４
８,１３９,３３８

平成１８年度

金　　　額

１８.１
２.３
８.３
５７.９
１１.２
２.２

１００.０

構　成　比
％

（単位：百万円）

利回り

運用資産利回り（インカム利回り）

区　　　　　分

（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。なお、連結貸借対照表における有価証券には持分法適用会社に対する株式が含まれています
が、平均運用額および年利回りの算定上は同株式を除外しています。

２．収入金額は、連結損益計算書における「利息及び配当金収入」に、「金銭の信託運用益」および「金銭の信託運用損」のうち利息および配当金収入相
当額を含めた金額です。

３．平均運用額は、原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、買現先勘定、債券貸借取
引支払保証金および買入金銭債権については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。また、海外子会社について
は、期首・期末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

平成１９年度

収入金額 平均運用額 利回り 収入金額 平均運用額 利回り

平成１８年度

５,３７１
１４８
１３４
３３

９,３２２
４５５

１３１,８４９
９,２２７
１２,３７７
１６８,９２０
２,８３５

１７１,７５５

１８４,７９２
８４,２１９
３６,９６２
１０,６８３

１,０６７,９１５
８４,５３４

４,５２４,１９８
５４９,６６７
２７１,９５５
６,８１４,９２９

―
―

２.９１
０.１８
０.３６
０.３１
０.８７
０.５４
２.９１
１.６８
４.５５
２.４８
―
―

％ ％
預 貯 金
コールローン
買 現 先 勘 定
債券貸借取引支払保証金
買 入 金銭債権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 付 金
土 地 ・ 建 物
小 計
そ の 他
合 計

４６６,８１４
１５０,４００
４２,９５１

１,４９６,１８９
３９,２１５

７,３６４,４６０
５８４,１４９
２５４,０３７

１０,３９８,２１７
１１,２５１,８４１

４.１
１.３
０.４
１３.３
０.３
６５.５
５.２
２.３
９２.４
１００.０

１,５４２,０３０
１９４,８８８
７９５,５３５
３,４８４,４７７
１,２０３,６６８
１４３,８６０
７,３６４,４６０

２０.９
２.６
１０.８
４７.３
１６.３
２.０

１００.０

３.７２
０.５５
０.５９
０.６５
１.５３
０.９１
３.３９
１.８２
４.７３
２.９１
―
―

３０３,１６１
８５,６５７
３８,１０６
５５６

１,３６２,９０２
６２,９９７

４,６１７,５６７
５７５,７７４
２６７,５８５
７,３１４,３０９

―
―

１１,２９１
４７５
２２４
３

２０,８６９
５７１

１５６,４５５
１０,４７３
１２,６５８
２１３,０２４
２,４８４

２１５,５０９
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事業の状況（連結）

業績データ

（単位：百万円）

区　　　　　分

％ ％

平成１９年度

資産運用損益等
（時価ベース）

平均運用額
（時価ベース） 利回り 資産運用損益等

（時価ベース）
平均運用額
（時価ベース） 利回り

平成１８年度

５,０９４

１４８

１３４

３３

１２,４８８

９５５

４８３,７２１

１０,０２５

１２,３７７

△３,１５９

４,７７５

５２６,５９４

１８４,７９２

８４,２１９

３６,９６２

１０,６８３

１,０７１,９９２

９１,４１８

７,８９３,４８２

５４９,６６７

２７１,９５５

―

―

１０,１９５,１７５

２.７６

０.１８

０.３６

０.３１

１.１６

１.０４

６.１３

１.８２

４.５５

―

―

５.１７

預 貯 金

コールローン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金銭債権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

金融派生商品

そ の 他

合 計

資産運用利回り（実現利回り）

（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
２．資産運用損益（実現ベース）は、連結損益計算書における「資産運用収益」および「積立保険料等運用益」の合計額から「資産運用費用」を控除した金

額です。
３．平均運用額（取得原価ベース）は、原則として各月末残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。ただし、コールローン、買現
先勘定、債券貸借取引支払保証金および買入金銭債権については日々の残高（取得原価または償却原価）の平均に基づいて算出しています。

４．資産運用利回り（実現利回り）にその他有価証券の評価差額等を加味した時価ベースの利回り（時価総合利回り）は以下のとおりです。
なお、資産運用損益等（時価ベース）は、資産運用損益（実現ベース）にその他有価証券に係る評価差額（税効果控除前の金額による）の当期増加額お
よび繰延ヘッジ損益（税効果控除前の金額による）の当期増加額を加算した金額です。
また、平均運用額（時価ベース）は、平均運用額（取得原価ベース）にその他有価証券に係る前期末評価差額（税効果控除前の金額による）および運用
目的の金銭の信託に係る前期末評価損益を加算した金額です。

（単位：百万円）

区　　　　　分

％ ％

平成１９年度

資産運用損益
（実現ベース）

平均運用額
（取得原価ベース） 利回り 資産運用損益

（実現ベース）
平均運用額

（取得原価ベース） 利回り

平成１８年度

５,０９４

１４８

１３４

３３

１２,７１７

９５５

１９８,４２６

１０,０２５

１２,３７７

５,４３３

４,７７５

２５０,１２０

１８４,７９２

８４,２１９

３６,９６２

１０,６８３

１,０６７,９１５

８４,５３４

４,５２４,１９８

５４９,６６７

２７１,９５５

―

―

６,８１４,９２９

２.７６

０.１８

０.３６

０.３１

１.１９

１.１３

４.３９

１.８２

４.５５

―

―

３.６７

預 貯 金

コールローン

買 現 先 勘 定

債券貸借取引支払保証金

買 入 金銭債権

金 銭 の 信 託

有 価 証 券

貸 付 金

土 地 ・ 建 物

金融派生商品

そ の 他

合 計

３０３,１６１

８５,６５７

３８,１０６

５５６

１,３６２,９０２

６２,９９７

４,６１７,５６７

５７５,７７４

２６７,５８５

―

―

７,３１４,３０９

３.７４

０.５５

０.５９

０.６５

２.５０

△５.８１

４.０５

１.６３

４.７３

―

―

３.６０

１１,３３５

４７５

２２４

３

３４,１２８

△３,６６０

１８７,１３５

９,４１３

１２,６５８

１４,１２６

△２,７３１

２６３,１０８

３.７４

０.５５

０.５９

０.６５

０.７３

△５.６５

△１２.７８

１.６３

４.７３

―

―

△９.１２

３０３,１６１

８５,６５７

３８,１０６

５５６

１,３６６,７５０

６４,８０７

８,２７６,９５８

５７５,７７４

２６７,５８５

―

―

１０,９７９,３５８

１１,３３５

４７５

２２４

３

９,９３５

△３,６６０

△１,０５７,７５１

９,４１３

１２,６５８

１９,２７３

△２,７３１

△１,０００,８２２
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（単位：百万円）海外投融資

外 国 公 社 債

外 国 株 式

そ の 他

計

非 居 住 者 貸 付

外 国 公 社 債

そ の 他

計

合 計

海 外 投 融 資 利 回 り

運用資産利回り（インカム利回り）

資産運用利回り（実現利回り）

（参考）時 価 総 合 利 回 り

外
　
貨
　
建

円
　
貨
　
建

区　　　　　分
金　　額 構 成 比

（注）１．諸数値はセグメント間の内部取引相殺前の金額です。
２．金銭の信託として運用しているものを含めて表示しています。
３．「海外投融資利回り」のうち「運用資産利回り（インカム利回り）」は、海外投融資に係る資産について、「運用資産利回り（インカム利回り）」と同様の

方法により算出したものです。
４．「海外投融資利回り」のうち「資産運用利回り（実現利回り）」は、海外投融資に係る資産について、「資産運用利回り（実現利回り）」と同様の方法によ

り算出したものです。
５．平成１８年度の外貨建「その他」の主なものは、公社債・株式を除く外国証券２７７,４９２百万円、預貯金１１３,６５２百万円、買入金銭債権２５０,１２９百万円であ

り、円貨建「その他」の主なものは、公社債を除く外国証券５０,４８１百万円、買入金銭債権１００,０５９百万円です。
平成１９年度の外貨建「その他」の主なものは、公社債・株式を除く外国証券２３２,３５３百万円、預貯金２１０,９８９百万円、買入金銭債権２０７,２３５百万円であ
り、円貨建「その他」の主なものは、公社債を除く外国証券６７,８５９百万円、買入金銭債権５３,０６３百万円です。

％

平成１９年度

４５５,８５７

１４２,０２７

６４７,９２９

１,２４５,８１４

５,８６６

１１７,２００

１５０,６０９

２７３,６７６

１,５１９,４９１

３.６４％

３.１６％

５.０６％

３０.０

９.３

４２.６

８２.０

０.４

７.７

９.９

１８.０

１００.０

平成１８年度

金　　額 構 成 比
％

生命保険事業の状況
生命保険事業については、重要性がないため、記載を省略しています。

保険会社の子会社等である保険会社のソルベンシー・マージン比率
該当事項はありません。

４.５４％

２.１６％

△３.５３％

２６.３

５.０

３８.９

７０.３

０.４

２２.１

７.２

２９.７

１００.０

４４４,０７２

８４,４９６

６５６,０３２

１,１８４,６０２

７,２５８

３７３,３６５

１２０,９４８

５０１,５７２

１,６８６,１７４
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経理の状況（連結）
業績データ

連結貸借対照表

計算書類

（ 資 産 の 部 ）
現 金 及 び 預 貯 金
コ ー ル ロ ー ン
買 現 先 勘 定
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券
貸 付 金
有 形 固 定 資 産
無 形 固 定 資 産
そ の 他 資 産
繰 延 税 金 資 産
支 払 承 諾 見 返
貸 倒 引 当 金
資 産 の 部 合 計

（ 負 債 の 部 ）
保 険 契 約 準 備 金
支 払 備 金
責 任 準 備 金 等

短 期 社 債
社 債
そ の 他 負 債
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金
そ の 他 の 負 債

退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
賞 与 引 当 金
固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金
特 別 法 上 の 準 備 金
価 格 変 動 準 備 金

繰 延 税 金 負 債
負 の の れ ん
支 払 承 諾
負 債 の 部 合 計

（ 純 資 産 の 部 ）
株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
株 主 資 本 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益
為 替 換 算 調 整 勘 定
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

少 数 株 主 持 分
純 資 産 の 部 合 計
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

平成１９年度

（平成２０年３月３１日現在）

平成１８年度

（平成１９年３月３１日現在）

４４９,９７０
８６,４００
３６,９７２

１,３２０,２４２
８２,０８９

８,４８３,５２０
５７６,２７８
３１０,５５９
８,５２２

６９０,０５８
２,３８０

１１２,７４４
△１２,９２７

１２,１４６,８１３

６,２４０,５２０
９０１,８２４
５,３３８,６９５

―
２８３,９８８
１,３０５,６２５
６２５,２１８
６８０,４０６
１５６,３６２

―
１７,５１２

―
１０７,６９７
１０７,６９７
７８４,７２９
１８,８８６
１１２,７４４
９,０２８,０６８

１０１,９９４
１２３,５２１
５３３,７０７
７５９,２２３

２,３４１,６９４
９,５６２
△１,０６２

２,３５０,１９３
９,３２８

３,１１８,７４５
１２,１４６,８１３

％
３.７０
０.７１
０.３０
１０.８７
０.６８
６９.８４
４.７４
２.５６
０.０７
５.６８
０.０２
０.９３
△０.１１
１００.００

５１.３８

―
２.３４
１０.７５

１.２９
―

０.１４
―

０.８９

６.４６
０.１６
０.９３
７４.３２

０.８４
１.０２
４.３９
６.２５

１９.２８
０.０８
△０.０１
１９.３５
０.０８
２５.６８
１００.００

比較増減

金　額金　額 構成比構成比

年 度

科　目

（単位：百万円）

９５,５４０
６６,０４３
５,９７８

１９１,５３５
△４２,８７３
△６８８,０２０
２８,５００
△１９,８１３
３５,７１１
１６４,１９７
１,４３８

△１５,０５６
２,７１０

△１７４,１０７

２０６,１７２
９７,２１４
１０８,９５７
９９,９６５
４９,１３５
６９５,９５０
６８６,８４０
９,１０９

△１８,９３６
８

４,１２７
３,７７３
７,９３０
７,９３０

△４６０,１１８
△９４８

△１５,０５６
５７２,００３

―
―

６９,７７４
６９,７７４

△８１３,４７８
３,５１１
△７,１４６

△８１７,１１３
１,２２８

△７４６,１１０
△１７４,１０７

％
４.５６
１.２７
０.３６
１２.６３
０.３３
６５.１１
５.０５
２.４３
０.３７
７.１４
０.０３
０.８２
△０.０９
１００.００

５３.８４

０.８３
２.７８
１６.７２

１.１５
０.００
０.１８
０.０３
０.９７

２.７１
０.１５
０.８２
８０.１８

０.８５
１.０３
５.０４
６.９２

１２.７６
０.１１
△０.０７
１２.８０
０.０９
１９.８２
１００.００

５４５,５１０
１５２,４４３
４２,９５１

１,５１１,７７８
３９,２１５

７,７９５,５００
６０４,７７９
２９０,７４６
４４,２３４
８５４,２５６
３,８１９
９７,６８８
△１０,２１７

１１,９７２,７０６

６,４４６,６９２
９９９,０３９
５,４４７,６５３
９９,９６５
３３３,１２３
２,００１,５７５
１,３１２,０５９
６８９,５１６
１３７,４２６

８
２１,６４０
３,７７３

１１５,６２８
１１５,６２８
３２４,６１１
１７,９３７
９７,６８８

９,６００,０７１

１０１,９９４
１２３,５２１
６０３,４８１
８２８,９９７

１,５２８,２１５
１３,０７４
△８,２０９
１,５３３,０８０
１０,５５７

２,３７２,６３４
１１,９７２,７０６
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連結損益計算書
（単位：百万円）

経 常 収 益
保 険 引 受 収 益
正 味 収 入 保 険 料
収 入 積 立 保 険 料
積 立 保 険 料 等 運 用 益
生 命 保 険 料
そ の 他 保 険 引 受 収 益

資 産 運 用 収 益
利 息 及 び 配 当 金 収 入
金 銭 の 信 託 運 用 益
売 買 目 的 有 価 証 券 運 用 益
有 価 証 券 売 却 益
有 価 証 券 償 還 益
金 融 派 生 商 品 収 益
そ の 他 運 用 収 益
積 立 保 険 料 等 運 用 益 振 替

そ の 他 経 常 収 益
負 の の れ ん 償 却 額
持 分 法 に よ る 投 資 利 益
そ の 他 の 経 常 収 益

経 常 費 用
保 険 引 受 費 用
正 味 支 払 保 険 金
損 害 調 査 費
諸 手 数 料 及 び 集 金 費
満 期 返 戻 金
契 約 者 配 当 金
生 命 保 険 金 等
支 払 備 金 繰 入 額
責 任 準 備 金 等 繰 入 額
そ の 他 保 険 引 受 費 用

資 産 運 用 費 用
金 銭 の 信 託 運 用 損
有 価 証 券 売 却 損
有 価 証 券 評 価 損
有 価 証 券 償 還 損
そ の 他 運 用 費 用

営 業 費 及 び 一 般 管 理 費
そ の 他 経 常 費 用
支 払 利 息
貸 倒 損 失
持 分 法 に よ る 投 資 損 失
そ の 他 の 経 常 費 用

経 常 利 益
特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益
持 分 変 動 利 益
そ の 他 特 別 利 益

特 別 損 失
固 定 資 産 処 分 損
減 損 損 失
特 別 法 上 の 準 備 金 繰 入 額
価 格 変 動 準 備 金

不 動 産 等 圧 縮 損
そ の 他 特 別 損 失

平成１８年度
平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで（ ） （ ）

平成１９年度
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで 比較増減

金　額金　額 百分比百分比

年 度

科　目

１００.００
９１.２０

７.８６

０.９４

９２.８７
７８.５７

０.５０

１２.９９
０.８０

７.１３
０.１６

１.０２

６.２７
２.６２
△０.７７
０.００
４.４１

２,５１３,７９０
２,２９２,６３４
２,０１３,８８８
２０７,８５６
７０,３２５
４３１
１３２

１９７,６２７
１７１,８３６
１,４５９
８９２

７２,８０１
５,１１７
７,６８９
８,１５７

△７０,３２５
２３,５２７
５９

１,６３６
２１,８３２

２,３３４,４５０
１,９７５,１２９
１,１４４,０９０
７３,７１７
３３１,３６７
２８４,６８８

１９
３８７

４５,８４６
９４,２４０
７７０

１２,６５０
５０３
４,１４１
６,３８９
１,２７５
３３９

３２６,４５５
２０,２１４
５,７９８
３５
―

１４,３８０
１７９,３４０
３,９３１
２,９２９
―

１,００１
２５,７２４
３,２０２
３,２６１
９,９３９
（９,９３９）

―
９,３２１

１５７,５４７
６５,９５３

△１９,３６９
７４

１１０,８８８

％ ％

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法 人 税 及 び 住 民 税 等
法 人 税 等 調 整 額
少 数 株 主 利 益
当 期 純 利 益

２,５８９,５８８
２,３０９,８９３
２,０１４,１０５
１９０,７１５
７１,７６４
３３,２１６
９２

２５８,２８９
２２７,５９３
５１７
５,２６９
５７,３１８
２,９９２
２３,６５０
１２,７１１
△７１,７６４
２１,４０６
９７２
－

２０,４３４
２,３７６,６８２
１,９５４,５４８
１,１３７,５２４
７７,１１３
３３８,１０８
２７２,３４５

２６
２０,３９８
４４,２５８
５９,２８５
５,４８６
４４,８５３
４,１７８
１０,９２６
１３,７３０
８２２

１５,１９６
３４４,４５２
３２,８２７
１７,９９７
１０３
３,５１１
１１,２１４
２１２,９０６
２９,５９８
３,０３４
５

２６,５５７
２８,０６８
１,６７２
２,４８１
７,９３０
(７,９３０)

９
１５,９７４
２１４,４３５
８３,３８９
△７,９１２
１,１４３

１３７,８１４

１００.００
８９.２０

９.９７

０.８３

９１.７８
７５.４８

１.７３

１３.３０
１.２７

８.２２
１.１４

１.０８

８.２８
３.２２

△０.３１
０.０４
５.３２

７５,７９８
１７,２５８
２１６

△１７,１４１
１,４３９
３２,７８４
△４０

６０,６６１
５５,７５６
△９４１
４,３７７

△１５,４８２
△２,１２５
１５,９６０
４,５５４
△１,４３９
△２,１２１
９１２

△１,６３６
△１,３９８
４２,２３２
△２０,５８０
△６,５６６
３,３９６
６,７４１

△１２,３４３
７

２０,０１０
△１,５８８
△３４,９５５
４,７１６
３２,２０２
３,６７４
６,７８４
７,３４０
△４５３
１４,８５６
１７,９９６
１２,６１３
１２,１９９
６８

３,５１１
△３,１６６
３３,５６５
２５,６６６
１０５
５

２５,５５６
２,３４４

△１,５２９
△７７９
△２,００９
(△２,００９)

９
６,６５３
５６,８８８
１７,４３６
１１,４５７
１,０６８
２６,９２５



126

経理の状況（連結）

業績データ

（単位：百万円）
連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
減 価 償 却 費
固 定 資 産 臨 時 償 却 費
減 損 損 失
の れ ん 償 却 額
負 の の れ ん 償 却 額
支 払 備 金 の 増 加 額
責 任 準 備 金 等 の 増 加 額
貸 倒 引 当 金 の 増 加 額
退 職 給 付 引 当 金 の 増 加 額
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 加 額
確定拠出年金制度への移行に伴う退職給付引当金の減少額
賞 与 引 当 金 の 増 加 額
固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金 の 増 加 額
価 格 変 動 準 備 金 の 増 加 額
利 息 及 び 配 当 金 収 入
有 価 証 券 関 係 損 益
支 払 利 息
為 替 差 損 益
有 形 固 定 資 産 関 係 損 益
持 分 法 に よ る 投 資 損 益
その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増加額
その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増加額

そ　　の　　他
小　　計

利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額
利 息 の 支 払 額
法 人 税 等 の 支 払 額
営業活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
預 貯 金 の 純 増 加 額
買 入 金 銭 債 権 の 取 得 に よ る 支 出
買 入 金 銭 債 権 の 売 却 ・ 償 還 に よ る 収 入
金 銭 の 信 託 の 増 加 に よ る 支 出
金 銭 の 信 託 の 減 少 に よ る 収 入
有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出
有 価 証 券 の 売 却 ・ 償 還 に よ る 収 入
貸 付 け に よ る 支 出
貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入
債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 の 増 加 額

そ　　の　　他
Ⅱ①　小　　計
（ Ⅰ ＋ Ⅱ① ）

有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出
有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入
連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得による支出
子 会 社 株 式 の 追 加 取 得 に よ る 支 出
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
借 入 れ に よ る 収 入
借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出
短 期 社 債 の 発 行 に よ る 収 入
短 期 社 債 の 償 還 に よ る 支 出
社 債 の 発 行 に よ る 収 入
社 債 の 償 還 に よ る 支 出
コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー の 発 行 に よ る 収 入
コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー の 償 還 に よ る 支 出
配 当 金 の 支 払 額
少 数 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払 額

そ　　の　　他
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額
Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額
Ⅵ．現金及び現金同等物期首残高
Ⅶ．現金及び現金同等物期末残高

年 度
科　目 （ ）

平成１９年度
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで

１５７,５４７
１６,４８８

―
３,２６１
―

△５９
４５,９１６
９４,２３９
△４,８２０
１,５６８
―
―

１,２０９
―

９,９３９
△１７１,８３６
△６７,５００
５,７９８
△２３
２７２

△１,６３６
△３６,３４６
３５,０９４
３,０７８
９２,１９２
１５９,３０３
△５,５５５
△６８,１２６
１７７,８１３

△４５,７１９
△３４５,９５６
３５２,２７２
△１１,７３６
３１,０５７

△２,１０９,５９９
２,２４１,５８４
△２８９,２３７
３０２,３２７
１４０,２３１
△３４

２６５,１８８
（４４３,００２）
△１２,０７１
８,３４８
△２,８８８

―
２５８,５７７

４,０００
△２,０１９

―
―

９１,４５７
△５８,６８１
１９３,５０４
△８４,５８２
△２８９,０１７

△７３
△３,４９２

△１４８,９０３
３,８４１

２９１,３２９
１,０４６,８８８
１,３３８,２１７

平成１８年度
平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

比較増減（ ）
５６,８８８
１,１１７
５,６９２
△７７９
５０９
△９１２
△２６７

△３２,３６２
１,６６７
５,０３４
４

△２６,１５１
△１,０５５
３,７７３
△２,００９
△５５,７５６
２７,０１５
１２,１９９
△２,８１７
△１,６２５
５,１４７

△５４,８９７
２５,４３５
△７５２

△３４,９０１
６２,４０９
△１１,７５９
△１０,１３７
５,６１１

１８,８３３
△７７４,０３６
５９８,９６９
１０,９２６
８,９６６

△１６７,５３６
△４０３,０２１
４９,１０９
△９２,２１２
５４６,６０９
△５５３

△２０３,９４５
（△１９８,３３４）

△２,３０２
５,０３３

△３９,０３４
△１３５

△２４０,３８３

△１,８４６
２,００４

４５１,８４１
△３５２,０００
△７,０７７
１６,８８９
４９９,４８４
△６９５,７７２
２２１,４９７
△６０
１,０３３

１３５,９９３
△９,５９０

△１０８,３６９
２９１,３２９
１８２,９５９

２１４,４３５
１７,６０６
５,６９２
２,４８１
５０９
△９７２
４５,６４８
６１,８７７
△３,１５３
６,６０２
４

△２６,１５１
１５４
３,７７３
７,９３０

△２２７,５９３
△４０,４８４
１７,９９７
△２,８４１
△１,３５２
３,５１１

△９１,２４３
６０,５３０
２,３２５
５７,２９０
２２１,７１３
△１７,３１４
△７８,２６３
１８３,４２５

△２６,８８６
△１,１１９,９９３
９５１,２４１
△８１０
４０,０２３

△２,２７７,１３６
１,８３８,５６３
△２４０,１２７
２１０,１１４
６８６,８４０
△５８８
６１,２４２

（２４４,６６７）
△１４,３７３
１３,３８２
△４１,９２２
△１３５
１８,１９４

２,１５３
△１４

４５１,８４１
△３５２,０００
８４,３８０
△４１,７９１
６９２,９８９
△７８０,３５５
△６７,５２０
△１３３
△２,４５９
△１２,９１０
△５,７４９
１８２,９５９
１,３３８,２１７
１,５２１,１７６

連結キャッシュ・フロー計算書

経理の状況（連結）

（△）

（△）
（△）
（△）
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３,１１３,４３６

△２８９,０１７

１１０,８８８

△１９,５７３

△７１０

２９２

２０３,４２９

５,３０８

３,１１８,７４５

４８４

８,８４４

８,８４４

９,３２８

△８,３２５

７,２６２

７,２６２

△１,０６２

―

９,５６２

９,５６２

９,５６２

２,１６３,９３３

１７７,７６０

１７７,７６０

２,３４１,６９４

９５７,３４４

△２８９,０１７

１１０,８８８

△１９,５７３

△７１０

２９２

△１９８,１２０

７５９,２２３

７３１,８２８

△２８９,０１７

１１０,８８８

△１９,５７３

△７１０

２９２

△１９８,１２０

５３３,７０７

１２３,５２１

―

１２３,５２１

１０１,９９４

―

１０１,９９４

（注）１．平成１８年６月の定時株主総会における利益処分による配当９８,００２百万円、当期に係る配当１９１,０１５百万円です。
２．その他の増加は、在外子会社・持分法適用会社の所在地国における会計処理基準に基づく資産の評価差額等です。

平成１８年３月３１日 残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注１）

当期純利益

旧商法に基づく会社分割による減少

連結除外に伴う減少

その他の増加（注２）

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成１９年３月３１日 残高

評価・換算差額等
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

少数株主持分 純資産合計

平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

平成１８年３月３１日 残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注１）

当期純利益

旧商法に基づく会社分割による減少

連結除外に伴う減少

その他の増加（注２）

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成１９年３月３１日 残高

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
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３,１１８,７４５

△６７,５２０

１３７,８１４

△５２０

△８１５,８８４

△７４６,１１０

２,３７２,６３４

９,３２８

１,２２８

１,２２８

１０,５５７

△１,０６２

△７,１４６

△７,１４６

△８,２０９

９,５６２

３,５１１

３,５１１

１３,０７４

２,３４１,６９４

△８１３,４７８

△８１３,４７８

１,５２８,２１５

７５９,２２３

△６７,５２０

１３７,８１４

△５２０

６９,７７４

８２８,９９７

５３３,７０７

△６７,５２０

１３７,８１４

△５２０

６９,７７４

６０３,４８１

１２３,５２１

―

１２３,５２１

１０１,９９４

―

１０１,９９４

（注）その他の減少は、在外子会社・持分法適用会社の所在地国における会計処理基準に基づく資産の評価差額等です。

平成１９年３月３１日 残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

その他の減少（注）

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成２０年３月３１日 残高

評価・換算差額等
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

少数株主持分 純資産合計

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

平成１９年３月３１日 残高

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

その他の減少（注）

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動

額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

平成２０年３月３１日 残高

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社数３８社

（主要な会社名）

Tokio Marine Global Ltd.

Tokio Marine Europe Insurance Limited

Kiln Ltd

Kiln (UK) Holdings Limited

Kiln Reinsurance Ltd

Kiln Underwriting Limited

Asia General Holdings Limited

TM Asia Insurance Singapore Ltd.

TM Asia Life Singapore Ltd.

TM Asia Life Malaysia Bhd.

Tokio Millennium Re Ltd.

Tokio Marine Financial Solutions Ltd.

Vetra Finance Corporation

Kiln Ltd、Kiln (UK) Holdings Limited、Kiln Reinsurance Ltd、Kiln Underwriting Limited他２０社については、

株式の取得により新たに子会社となったため、また、Vetra Finance Inc.については、重要性が増加したため、当連

結会計年度から連結の範囲に含めています。

（２）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社は東京海上日動調査サービス（株）およびTokio Marine Management, Inc.です。

非連結子会社は、総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等の観点からみて、いずれもそれぞれ小規模であ

り、当企業集団の財政状態と経営成績に関する合理的な判断を妨げるほどの重要性がないので、連結の範囲から除

いています。

２．持分法の適用に関する事項

（１）持分法適用の関連会社数７社

（主要な会社名）

天安保険股 有限公司

International Marine lnsurance Managers SA (Pty) Ltd他４社については、株式の取得により新たに関連会

社となったため、当連結会計年度から持分法を適用しています。

（２）持分法を適用していない非連結子会社（東京海上日動調査サービス（株）、Tokio Marine Management, Inc.他）お

よび関連会社（ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント（株）他）については、当期純損益および利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないので、持分法を適用していません。

（３）当社は、日本地震再保険（株）の議決権の２７.０％を所有しておりますが、同社事業の公共性を踏まえ、同社事業等の方

針決定に対し重要な影響を与えることができないと判断されることから、関連会社から除いています。

（４）決算日が連結決算日と異なる持分法適用会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しています。
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３．連結子会社の事業年度等に関する事項

海外連結子会社のうち３５社の決算日は１２月３１日であり、２社の決算日は１月３１日ですが、決算日の差異が３カ月を超え

ていないため、本連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用しています。なお、連結決算日との差

異期間における重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。

４．会計処理基準に関する事項

（１）有価証券の評価基準および評価方法

①売買目的有価証券の評価は、時価法によっています。なお、売却原価の算定は移動平均法によっています。

②満期保有目的の債券の評価は、移動平均法に基づく償却原価法（定額法）によっています。

③その他有価証券のうち時価のあるものの評価は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっています。なお、評価

差額は全部純資産直入法により処理し、また、売却原価の算定は移動平均法によっています。

④その他有価証券のうち時価のないものの評価は、移動平均法に基づく原価法または償却原価法（定額法）によってい

ます。

⑤持分法を適用していない非連結子会社株式および関連会社株式については、移動平均法に基づく原価法によってい

ます。

⑥有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において、信託財産として運用されている有価証券の評価は、

時価法によっています。

（２）デリバティブ取引の評価基準および評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法によっています。

（３）有形固定資産の減価償却の方法

当社および国内連結子会社の保有する有形固定資産の減価償却は、定率法によっています。ただし、平成１０年４月

１日以後に取得した建物（建物付属設備等を除く）については、定額法によっています。

（会計方針の変更）

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成１９年４月１日以後に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。これにより、経常利益および税金

等調整前当期純利益はそれぞれ３７７百万円減少しています。

（追加情報）

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成１９年３月３１日以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差を５年間にわたり均等償却し、損害調査費ならびに営業費及び一般管

理費に含めて計上しています。これにより、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ６４０百万円減少して

います。

また、当社は当連結会計年度において、保有建物の一部につき建替えの可能性が高まり、適用している耐用年数お

よび残存価額が著しく不合理となったため、耐用年数および残存価額を変更する臨時償却を行いました。この変更に

伴う減価償却累計額の増加額５,６９２百万円をその他特別損失に計上しており、この結果、従来の方法に比較して、税金

等調整前当期純利益は同額減少しています。

（４）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

当社は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、資産の自己査定基準および償却・引当基準に基づき、次のとお

り計上しています。
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破産、特別清算、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している債務者に

対する債権および実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込

額および保証による回収が可能と認められる額等を控除し、その残額を計上しています。

今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権については、債権額から担保の処分可能

見込額および保証による回収が可能と認められる額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断

して必要と認められる額を計上しています。

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に乗じた額

を計上しています。

特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生じる損失見込額を特定海外債権引当勘定として

計上しています。

また、すべての債権は資産の自己査定基準に基づき、資産計上部門および資産管理部門が資産査定を実施し、当

該部門から独立した資産監査部門が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っています。

②退職給付引当金

当社および国内連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年度末における退職給付債務および

年金資産の見込額に基づいて、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上しています。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用

処理しています。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、

翌連結会計年度から費用処理しています。

（追加情報）

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成１９年７月２日付で企業年金基金制度の一部について確定拠出年金制度

へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成１４年１月３１日）を適用し

ています。

これに伴う当連結会計年度の損益への影響額は、２６,１５１百万円（特別利益）です。

③役員退職慰労引当金

国内連結子会社は、役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しています。

④賞与引当金

当社および国内連結子会社は、従業員賞与に充てるため、支給見込額を基準に計上しています。

⑤固定資産解体費用引当金

当社は、建物の解体に伴う支出に充てるため、合理的に見積もった解体費用見込額を計上しています。

⑥価格変動準備金

当社は、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法第１１５条の規定に基づき計上しています。

（５）消費税等の会計処理

当社および国内連結子会社の消費税等の会計処理は税抜方式によっています。ただし、当社の損害調査費、営業費

及び一般管理費等の費用は税込方式によっています。

なお、資産に係る控除対象外消費税等はその他資産（仮払金）に計上し、５年間で均等償却を行っています。

（６）重要なリース取引の処理方法

当社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
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（７）重要なヘッジ会計の方法

①金利関係

当社は、長期の保険契約等に付随して発生する金利の変動リスクを軽減するため、金融資産と保険負債等を同時

に評価・分析し、リスクをコントロールする資産・負債総合管理（ALM）を実施しています。

当社は、この管理のために利用している金利スワップ取引の一部については、業種別監査委員会報告第２６号「保

険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）

（以下「第２６号報告」という）に基づく繰延ヘッジ処理およびヘッジ有効性の評価を行っています。ヘッジ有効性の評

価は、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の理論価格の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っていま

す。また、第２６号報告適用前の業種別監査委員会報告第１６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面

の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年３月３１日 日本公認会計士協会）による平成１５年３月末の繰延ヘッジ利益

については、第２６号報告の経過措置に基づいて、ヘッジ手段の残存期間（１年～１７年）にわたり定額法により損益に

配分しています。なお、本経過措置に基づく、平成１９年度末の繰延ヘッジ損益（税相当額控除前）は４０,３８２百万円、平

成１９年度の損益に配分された額は７,４８９百万円です。

また、当社は、自社発行の社債の金利リスクヘッジとして利用している金利スワップ取引については、繰延ヘッジ

処理を行っています。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、

ヘッジ有効性の評価を省略しています。

②為替関係

当社は、外貨建資産等に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している通貨スワップ取引・為

替予約取引の一部については、繰延ヘッジ処理、時価ヘッジ処理および振当処理を行っています。なお、繰延ヘッジ

処理および時価ヘッジ処理については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性が

あるため、ヘッジ有効性の評価を省略しています。

（８）在外子会社の会計処理基準

当該連結子会社の所在地国における会計処理基準によっています。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しています。

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項

連結貸借対照表の負債の部に計上した負ののれんについては２０年間で均等償却しています。連結貸借対照表の資産

の部に計上したのれんについて、TM Asia Life Malaysia Bhd.に係るものについては１５年間、Kiln Ltdに係るもの

については１０年間で均等償却しています。その他、少額のものについては一括償却しています。

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金および取得日から満期

日または償還日までの期間が３カ月以内の定期預金等の短期投資からなっています。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
該当事項はありません。

表示方法の変更
（連結貸借対照表関係）

保険業法施行規則の改正に伴い、前連結会計年度において「退職給付引当金」に含めていた役員退職慰労引当金につ

いて、当連結会計年度から「役員退職慰労引当金」として表示しています。

なお、前連結会計年度において「退職給付引当金」に含めていた「役員退職慰労引当金」は４百万円です。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

保険業法施行規則の改正に伴い、前連結会計年度において「退職給付引当金の増加額」に含めていた役員退職慰労引

当金増加額について、当連結会計年度から「役員退職慰労引当金の増加額」として表示しています。
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注記事項
〈連結貸借対照表関係〉

１．有形固定資産の減価償却累計額は３２８,２０１百万円、圧縮記帳額は１８,９３９百万円です。

なお、平成１９年度において国庫補助金等の交付を受けて取得した有形固定資産について、取得価額から控除した圧縮

記帳額は９百万円です。

２．非連結子会社および関連会社の株式等は次のとおりです。

有価証券（株式） ４３,８９４百万円

有価証券（出資金） ３０,４００百万円

３．貸付金のうち、破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額および貸付条件緩和債権額の合計額は６,７３５百万円で

す。この内訳は次のとおりです。

（１）破綻先債権額は２００百万円です。

破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利

息の取立てまたは弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸付金（貸倒償却を行った部分を除き

ます。以下｢未収利息不計上貸付金｣といいます。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第

３号のイからホまでに掲げる事由または同項第４号に規定する事由が生じている貸付金です。

（２）延滞債権額は５,２１６百万円です。

延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目

的として利息の支払を猶予した貸付金以外の貸付金です。

（３）３カ月以上延滞債権額はありません。

３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸付金で、破綻先

債権および延滞債権に該当しないものです。

（４）貸付条件緩和債権額は１,３１７百万円です｡

貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および

３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

４．担保に供している資産は、有価証券３５８,５９２百万円、預貯金３２,４３７百万円、その他６０百万円です。このうち、先物取引差

入証拠金の代用として差し入れた有価証券は５６,５３５百万円、日本銀行当座預金決済・国債決済の即時グロス決済制度の

ため差し入れた有価証券は１４３,１４３百万円です。

また、担保付き債務は、支払備金５９,９９５百万円、責任準備金６１,８０９百万円、社債２９,３６３百万円、その他の負債（外国再保

険借等）６６,２５９百万円です。

５．デリバティブ取引に関連して、担保として受け入れている有価証券は１２,５２７百万円（時価）です。

６．有価証券には、消費貸借契約により貸し付けているものが１,４０６,３７６百万円含まれています。

７．貸出コミットメントに係る貸出未実行残高は次のとおりです。

貸出コミットメントの総額 １２３,１２０百万円

貸出実行残高 １４,２９６百万円

差引額 １０８,８２４百万円

８．当社は子会社の債務を保証しており、平成１９年度末における各社に対する保証残高は次のとおりです。

TNUS Insurance Company ８７０百万円

Tokio Marine Compania de Seguros, S.A. de C.V.４,７２７百万円

Tokio Marine Pacific Insurance Limited １,８１８百万円

合計 ７,４１６百万円
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経理の状況（連結）

業績データ

用　途

賃貸用不動産

遊休不動産等お
よび売却予定不
動産等

合　計

土地および建物

土地および建物
等

愛媛県今治市に
保有するビルな
ど２物件
栃木県宇都宮市
に保有するビル
など２６物件等

種　類 場所等
土　地
４０

１,６２４

１,６６５

減損損失（百万円）
建　物
６２

７１５

７７８

―

３７

３７

１０３

２,３７７

２,４８１

その他 合　計

〈連結損益計算書関係〉

１．事業費の主な内訳は次のとおりです。

代理店手数料等 ３１７,６７３百万円

給与 １２９,５８４百万円

なお、事業費は連結損益計算書における損害調査費、営業費及び一般管理費ならびに諸手数料及び集金費の合計です。

２．当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しています。

保険事業等の用に供している不動産等については保険事業等全体で１つの資産グループとし、賃貸用不動産、遊休不動

産等および売却予定不動産等については個別の物件毎にグルーピングしています。

主に不動産価格の下落から、賃貸用不動産、遊休不動産等および売却予定不動産等の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失(２,４８１百万円)として特別損失に計上しています。

なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額としています。正味売却価額は不動産

鑑定士による鑑定評価額等から処分費用見込額を減じた額によっており、使用価値は将来キャッシュ・フローを８.７%から

８.８％で割り引いて算定しています。

なお、上記以外に、天安保険股 有限公司に係るのれん相当額について、当連結会計年度末において減損損失を認識

し、２,１４０百万円を「持分法による投資損失」に計上しています。

３．その他特別利益の主な内訳は、企業年金基金制度の一部を確定拠出年金制度に移行したことに伴う特別利益２６,１５１百

万円です。

４．その他特別損失の主な内訳は、固定資産臨時償却費５,６９２百万円、固定資産解体費用引当金繰入額３,７７３百万円および

ヘッジ会計に係る過年度損益修正額４,８５５百万円です。

〈連結株主資本等変動計算書関係〉

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

自己株式については、該当事項はありません。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（２）基準日が当連結会計年度に嘱する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

前連結会計年度末株式数
（千株）

当連結会計年度増加株式数
（千株）

当連結会計年度減少株式数
（千株）

当連結会計年度末株式数
（千株）

発行済株式
普通株式
合　　計

１,５４９,６９２
１,５４９,６９２

―
―

―
―

１,５４９,６９２
１,５４９,６９２

利益剰余金
配当の原資（決議）

普通株式
株式の種類 効力発生日

平成２０年６月２０日平成２０年５月２０日取締役会 ６６,５１２百万円
配当金の総額 １株当たり配当額 基準日

４２.９２円 平成２０年３月３１日

効力発生日
平成１９年６月２１日
平成１９年１２月３日
平成２０年３月３日

平成１９年５月２３日取締役会
平成１９年１１月３０日取締役会
平成２０年２月２９日取締役会

（決議）
普通株式
普通株式
普通株式

株式の種類
２８,００２百万円
３０,５１３百万円
９,００３百万円

配当金の総額 １株当たり配当額 基準日
１８.０７円
１９.６９円
５.８１円

平成１９年３月３１日
―
―
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〈連結キャッシュ・フロー計算書関係〉

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結賃借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成２０年３月３１日現在）

現金及び預貯金 ５４５,５１０百万円

コールローン １５２,４４３百万円

買入金銭債権 １,５１１,７７８百万円

有価証券 ７,７９５,５００百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △９２,０２２百万円

現金同等物以外の買入金銭債権等 △６３９,１４７百万円

現金同等物以外の有価証券 △７,７５２,８８５百万円

現金及び現金同等物 １,５２１,１７６百万円

２．投資活動によるキャッシュ・フローには、保険事業に係る資産運用業務から生じるキャッシュ・フローを含んでいます。

３．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たにKiln Ltdを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳ならびにKiln Ltd株式の取

得価額とKiln Ltd取得のための支出(純額)との関係は以下のとおりです。

資産 ２０７,４３９百万円

(うち有価証券) (７９,１６７百万円)

のれん ２９,５９６百万円

負債 △１４２,９１４百万円

(うち保険契約準備金) (△８２,７４６百万円)

ＫｉｌｎＬｔｄ株式の取得価額 ９４,１２２百万円

ＫｉｌｎＬｔｄ現金及び現金同等物 △５２,１９９百万円

差引 :ＫｉｌｎＬｔｄ取得のための支出 ４１,９２２百万円
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経理の状況（連結）

業績データ

リース取引
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 （単位：百万円）

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しています。

平成１９年度平成１８年度

取得価額相当額

４,３６７

減価償却累計額相当額

２,６０５

期末残高相当額

１,７６２

取得価額相当額 減価償却累計額相当額 期末残高相当額

動 　 産

未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

平成１８年度 平成１９年度

１年内 ９１４百万円 ８９４百万円

１年超 ８４７百万円 ８８３百万円

合　計 １,７６２百万円 １,７７８百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定し
ています。

支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び減損損失

平成１８年度 平成１９年度

支払リース料 １,１９１百万円 １,１８２百万円

減価償却費相当額 １,１９１百万円 １,１８２百万円

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっています。

オペレーティング・リース取引

未経過リース料

平成１８年度 平成１９年度

１年内 ５０９百万円 ７２３百万円

１年超 ２,０１６百万円 ４,０８９百万円

合　計 ２,５２６百万円 ４,８１３百万円

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

４,６２７ ２,８４８ １,７７８
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税効果会計関係

平成１８年度 平成１９年度

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳

繰 延 税 金 資 産

責 任 準 備 金 等

退 職 給 付 引 当 金

支 払 備 金

価 格 変 動 準 備 金

有 価 証 券 評 価 損

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失

そ の 他

繰 延 税 金 資 産 小 計

評 価 性 引 当 額

繰 延 税 金 資 産 合 計

繰 延 税 金 負 債

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

連結子会社時価評価差額金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金

そ の 他

繰 延 税 金 負 債 合 計

繰 延 税 金 負 債 の 純 額

国 内 の 法 定 実 効 税 率

（調整）

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

交際費等永久に損金に算入されない項目

そ の 他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

（単位：％）

３５６,８８０

５６,４３３

４９,７７７

３８,８７８

２３,８２９

２１,０５３

４５,６６３

５９２,５１７

△５２

５９２,４６５

△１,３２２,３２０

△２６,３９１

△９,４５０

△９,３３６

△７,３１４

△１,３７４,８１４

△７８２,３４８

３６.１

△７.０

０.８

△０.３

２９.６

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と
の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

繰 延 税 金 資 産

責 任 準 備 金 等

支 払 備 金

退 職 給 付 引 当 金

価 格 変 動 準 備 金

有 価 証 券 評 価 損

繰 延 ヘ ッ ジ 損 失

そ の 他

繰 延 税 金 資 産 小 計

評 価 性 引 当 額

繰 延 税 金 資 産 合 計

繰 延 税 金 負 債

その他有価証券評価差額金

繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

連結子会社時価評価差額金

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金

そ の 他

繰 延 税 金 負 債 合 計

繰延税金資産（負債）の純額

３６９,２０４

５２,３９６

４９,３７９

４１,７４１

２８,６３６

１５,５５０

５８,５８２

６１５,４９１

△４,２０２

６１１,２８９

△８６７,２１２

△２２,９８４

△１３,５４７

△９,４９３

△１８,８４１

△９３２,０８０

△３２０,７９１

国 内 の 法 定 実 効 税 率

（調整）

受取配当金等永久に益金に算入されない項目

交際費等永久に損金に算入されない項目

評 価 性 引 当 額

在外子会社の契約者配当準備金に係る法人税相当額

そ の 他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

３６.１

△６.０

０.５

１.９

３.１

△０.４

３５.２
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経理の状況（連結）

業績データ

（注）１．当社以外の会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用
しています。

２．当社が企業年金基金制度の一部を確定拠出金制度に移行したこと
に伴う影響額は次のとおりです。

（単位：百万円）
退職給付債務の減少 ６０,１６３
年金資産の減少 △３２,９８４
未認識数理計算上の差異 △８,１８５
未認識過去勤務債務 ７,１５７
退職給付引当金の減少 ２６,１５１

当社および連結子会社５社は、退職給付制度として、ほぼ
全従業員を対象とした非拠出型の給付建退職一時金制度
を有しています。この制度における支払額は、当社はポイ
ント制に基づいて決定しており、連結子会社５社は、退職
時の給与、勤務期間および退職事由等に基づいて決定し
ています。
また、当社は、企業年金として、企業年金基金制度および
適格退職年金制度を有しています。企業年金基金制度の
年金給付額は、ポイント制に基づいて決定しています。
なお、平成１９年４月１９日に開催された東京海上企業年金
基金代議員会における企業年金基金規約の改定決議を受
け、当社は平成１９年７月２日付で企業年金基金制度の一部
を確定拠出年金制度に移行することとしています。これに
より、翌連結会計年度の損益に与える影響額は約
２６,５００百万円（特別利益）の見込みです。

平成１８年度 平成１９年度

退職給付関係
１．採用している退職給付制度の概要

２．退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

イ．退職給付債務 △４１４,１０７ △３６１,２０１

ロ．年金資産 ２１０,３７９ １７０,９３１

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △２０３,７２８ △１９０,２６９

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 ― ―

ホ．未認識数理計算上の差異 ８２,４５２ ７７,８５８

ヘ．未認識過去勤務債務 △３５,０８３ △２５,０１５

ト．連結貸借対照表計上額の純額
（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △１５６,３５８ △１３７,４２６

チ．前払年金費用 ― ―

リ．退職給付引当金（ト－チ） △１５６,３５８ △１３７,４２６

平成１８年度
（平成１９年３月３１日）

平成１９年度
（平成２０年３月３１日）

平成１８年度 平成１９年度

（注）１．連結子会社５社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用し
ています。

２．上記のほか、一部の国内連結子会社において、役員退職慰労金に
備えるため、４百万円を退職給付引当金に含めて計上しています。

当社および国内連結子会社１社は、退職給付金制度として、
ほぼ全従業員を対象とした非拠出型の給付建退職一時金
制度を有しています。
また、当社は、企業年金として、企業年金基金制度および
適格退職年金制度を有しています。当社の退職一時金制度
における支払額および企業年金制度の年金給付額は、ポ
イント制に基づいて決定しており、国内連結子会社１社の
退職一時金制度における支払額は、退職時の給与、勤務期
間および退職事由等に基づいて決定しています。
なお、一部の海外連結子会社においても退職給付制度を
有しています。
また、当社は、平成１９年７月２日付で企業年金基金制度の
一部について確定拠出年金制度に移行しています。
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３．退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

イ．勤務費用 １６,４９５ １４,５８２

ロ．利息費用 ７,９５９ ７,２１６

ハ．期待運用収益 △５,８２９ △６,０５４

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 ８,５８１ ７,４５７

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △３,４２４ △２,９１０

ヘ．退職給付費用
（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） ２３,７８２ ２０,２９１

ト．確定拠出年金への掛金拠出額 ― ９３３

チ．確定拠出年金制度への移行に伴う損益 ― △２６,１５１

リ．退職給付制度の一部終了に準じた処理
に伴う損益 △９８８ ―

計（ヘ＋ト＋チ＋リ） ２２,７９３ △４,９２６

平成１８年度
平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

平成１９年度
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで（ ） （ ）

平成１８年度
平成１８年４月１日から
平成１９年３月３１日まで

平成１９年度
平成１９年４月１日から
平成２０年３月３１日まで（ ） （ ）

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

原則法を適用している当社の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項は以下のとおりとなっています。

イ．退職給付見込額の期間配分方法

ロ．割引率

ハ．期待運用収益率

ニ．過去勤務債務の額の処理年数

ホ．数理計算上の差異の処理年数

退職一時金制度および企業年金基金制
度はポイント基準、適格退職年金制度は
期間定額基準を採用しています。

２.０％

２.９％

１５年（発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数による定額法に
より費用処理。）

１５年（発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数による定額法に
より、翌連結会計年度から費用処理。）

平成１８年度 平成１９年度

（注）１．企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しています。
２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「イ．勤務費
用」に計上しています。

３．「リ．退職給付制度の一部終了に準じた処理に伴う損益」は当社に
おいて、従業員の転進希望者の募集による退職に伴い、退職給付
制度の一部終了に準じた処理を行ったものであり、その他特別利
益に計上しています。

ストック・オプション等関係
平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

損害調査費 ６３百万円

営業費及び一般管理費 ２２５百万円

合計 ２８９百万円

２．ストック・オプションの内容

当社の親会社の東京海上ホールディングス（株）より、当社の取締役、監査役および執行役員に対して株式報酬型ストッ

ク・オプションが付与されており、当社は自社負担のうち平成１９年度末までに発生した額を報酬費用として計上していま

す。

同左

２.０％

３.１％

１４年（発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数による定額法に
より費用処理。）

１４年（発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数による定額法に
より、翌連結会計年度から費用処理。）

（注）１．企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しています。
２．簡便法を採用している会社の退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計
上しています。

３．「チ．確定拠出年金制度への移行に伴う損益」は、当社において、企
業年金基金制度の一部を確定拠出年金制度に移行した際に発生し
たものであり、その他特別利益に計上しています。
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業績データ

リスク管理債権 （単位：百万円）

平成１９年度平成１８年度

２７７

５,０４２

２

４,４０１

９,７２４

５７６,２７８

１.７%

７,６１４

７８.３%

比較増減

破 綻 先 債 権 額 (Ａ)

延 滞 債 権 額 (Ｂ)

３カ 月 以 上 延 滞 債 権 額(Ｃ)

貸 付 条 件 緩 和 債 権 額 (Ｄ)

リスク管理債権合計(Ｅ)=(Ａ)+(Ｂ)+(Ｃ)+(Ｄ)

貸 付 金 残 高(Ｆ)

貸付金に占める割合(Ｇ)=(Ｅ)/(Ｆ)×１００

担保等保全額及び個別引当額 (Ｈ)

カ バ ー 率 (Ｉ)=(Ｈ)/(Ｅ)×１００

（注）１．各債権の意義は次のとおりです。
（１）破綻先債権
破綻先債権とは、元本または利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本または利息の取立てまたは弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかった貸付金（以下「未収利息不計上貸付金」という）のうち、法人税法施行令に定める一定の事由が生じているも
のです。

（２）延滞債権
延滞債権とは、未収利息不計上貸付金であって、破綻先債権および債務者の経営再建または支援を図ることを目的として利息の支払を猶予したもの
以外のものです。

（３）３カ月以上延滞債権
３カ月以上延滞債権とは、元本または利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸付金で、破綻先債権および延滞債権に該当しない
ものです。

（４）貸付条件緩和債権
貸付条件緩和債権とは、債務者の経営再建または支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸付金で、破綻先債権、延滞債権および３カ月以上延滞債権に該当しないものです。

２．担保等保全額及び個別引当額は、担保等で保全され回収が見込まれる額と個別貸倒引当金に繰入済の額の合計額です。

セグメント情報
１．事業の種類別セグメント情報

平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

全セグメントの経常収益の合計、経常利益の合計および資産の金額の合計額に占める「損害保険事業」の割合がいずれ

も９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。

なお、投資事業は保険事業の一環として行っており、独立したセグメントではありません。

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

同上

２００

５,２１６

－

１,３１７

６,７３５

６０４,７７９

１.１％

６,４６９

９６.１％

△７７

１７４

△２

△３,０８３

△２,９８９

２８,５００

△０.６%

△１,１４４

１７.８%
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（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。
２．各区分に属する主な国又は地域
（１）米州　　…　米国、バミューダ
（２）その他　…　英国、シンガポール、マレーシア
３．海外売上高は、当社の海外売上高および在外連結子会社の経常収益の合計額です。

関連当事者との取引
平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

２．所在地別セグメント情報

平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

全セグメントの経常収益の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも９０％を超

えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しています。

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。
２．日本以外の区分に属する主な国又は地域
（１）米州　　…　バミューダ
（２）その他　…　英国、シンガポール、マレーシア
３．外部顧客に対する経常収益の消去欄の金額のうち主なものは、米州に係る経常収益のうちの支払備金戻入額８,９６４百万円について、連結損益計算書
上は経常費用のうちの支払備金繰入額に含めて表示したことによる振替額です。

３．海外売上高

平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

海外売上高（経常収益）が、連結売上高（経常収益）の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しています。

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

当社は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、保険業法第１１１条第１項の規定により公衆の縦覧に供する

書類のうち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表について、あら

た監査法人の監査を受けています。

当社は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づき、平成１８年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株

主資本等変動計算書および連結キャッシュ･フロー計算書について、あらた監査法人の監査を受けています。

また、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、平成１９年度の連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書および連結キャッシュ･フロー計算書について、あらた監査法人の監査を受けています。

日本
（百万円）

米州
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去
（百万円）

連結
（百万円）

２,３９６,３９５

１,４３３

２,３９７,８２８

２.２１７,９３６

１７９,８９１

１０,５８８,８９５

７２,３５８

３８

７２,３９６

５７,０２７

１５,３６８

６３５,３３０

１３０,９８２

（２,９１０）

１２８,０７１

１１２,１４０

１５,９３０

７６５,４８７

Ⅰ経常収益及び経常損益
経常収益
（１）外部顧客に対する経常収益
（２）セグメント間の内部経常収益

計

経常費用

経常利益

Ⅱ資産

２,５８９,５８８

―

２,５８９,５８８

２,３７６,６８２

２１２,９０６

１１,９７２,７０６

(１０,１４７)

１,４３８

(８,７０８)

(１０,４２３)

１,７１４

(１７,００７)

２,５９９,７３５

（１,４３８）

２,５９８,２９７

２,３８７,１０５

２１１,１９１

１１,９８９,７１４

米州 その他 計

１５０,００４

５.８

１５９,４２８

６.２

３０９,４３３

２,５８９,５８８

１１.９

Ⅰ海外売上高（百万円）

Ⅱ連結経常収益（百万円）

Ⅲ連結通常収益に占める海外売上高の
割合（％）
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経理の状況（連結）

業績データ

３. その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超 え る も の

連結貸借対照表

計上額が取得原価を

超 え な い も の

公 社 債

株 式

外 国 証 券

その他（注1）

小 計

公 社 債

株 式

外 国 証 券

その他（注２）

小 計

１,０１１,８６６

９５５,０５２

４１４,３２０

３３６,８８０

２,７１８,１２０

１,２２３,１７７

３３,０６３

４１３,６５５

５２,９９２

１,７２２,８８７

４,４４１,００７

２１,３８８

３,５６４,４０３

９０,５６３

３７,６１３

３,７１３,９６９

△３１,２４０

△３,２２６

△２,４７４

△２１２

△３７,１５３

３,６７６,８１５

種　　類

合　　　　　　計

取得原価

１,０３３,２５４

４,５１９,４５６

５０４,８８４

３７４,４９４

６,４３２,０９０

１,１９１,９３７

２９,８３６

４１１,１８０

５２,７７９

１,６８５,７３３

８,１１７,８２３

連結貸借対照表
計 上 額 差　　額

平成１８年度

取得原価 連結貸借対照表
計 上 額 差　　額

平成１９年度

有価証券

（単位：百万円）1. 売買目的有価証券

種　　類
平成１９年度平成１８年度

連結貸借対照表計上額

１７２,６５０

損益に含まれた評価差額

△５５９

連結貸借対照表計上額 損益に含まれた評価差額

売 買 目 的 有 価 証 券

有価証券等の情報

（単位：百万円）

種　　類

合　　　　　　計

連 結
貸借対照表
計 上 額

時　　価 差　　額
連 結
貸借対照表
計 上 額

時　　価 差　　額

平成１９年度

４７,６０２

―

４７,６０２

６６,１０４

２８,９９２

９５,０９７

１４２,７００

４８,０５８

―

４８,０５８

６５,４８９

２８,９９２

９４,４８１

１４２,５４０

４５５

―

４５５

△６１５

―

△６１５

△１５９

平成１８年度

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えるもの

時価が連結貸借
対照表計上額を
超えないもの

公 社 債

外 国 証 券

小 計

公 社 債

外 国 証 券

小 計

２. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

平成１８年度 平成１９年度

連結貸借対照表において買入金銭債権として処理されているコマーシャ
ルペーパーに係る額（連結貸借対照表計上額３３６百万円）を含めています。

（注）

１,４４３２９６,０１４

連結貸借対照表において買入金銭債権として処理されているコマーシャ
ルペーパーに係る額(連結貸借対照表計上額１７２百万円、損益に含まれた評
価差額０百万円）を含めています。

２,２７１

１０７

２,３７８

△５１

△４１９

△４７１

１,９０７

１１５,３０４

１２,２８７

１２７,５９１

７,７６０

１８,８１９

２６,５７９

１５４,１７０

１１３,０３２

１２,１８０

１２５,２１２

７,８１１

１９,２３９

２７,０５０

１５２,２６３

１,７７５,８９４

９０９,１２３

４８６,１２６

７１,８８２

３,２４３,０２７

６０８,６４６

６９,９９２

６４２,６８４

２６９,４５５

１,５９０,７７８

４,８３３,８０６

１,８２３,７７２

３,２６８,１７４

５７０,００５

８３,１２０

５,７４５,０７３

５８７,８３６

６３,００３

６０５,８６９

２３２,５０４

１,４８９,２１３

７,２３４,２８６

４７,８７７

２,３５９,０５０

８３,８７９

１１,２３７

２,５０２,０４５

△２０,８０９

△６,９８９

△３６,８１５

△３６,９５１

△１０１,５６５

２,４００,４８０
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４. 売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

５. 売却したその他有価証券 （単位：百万円）

種　　類

その他有価証券

平成１９年度平成１８年度

売却額

１,６５２,０５５ ７３,４９３ ４,１４５

売却損の合計額売却益の合計額 売却額 売却損の合計額売却益の合計額

平成１８年度 平成１９年度

連結貸借対照表において買入金銭債権として処理されているコマーシャ
ルペーパー等に係る額（売却額６８,０７９百万円、売却益６９２百万円、売却損
３百万円）を含めています。

（注）

平成１８年度 平成１９年度

１．「その他」には、連結貸借対照表において買入金銭債権として処理され
ている海外抵当証券（取得原価２３０,５４２百万円、連結貸借対照表計上額
２４７,３４２百万円、差額１６,７９９百万円）を含めています。

２．「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理さ
れている譲渡性預金（取得原価４,６９３百万円、連結貸借対照表計上額
４,６９３百万円）ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証
券等（取得原価３６,５３６百万円、連結貸借対照表計上額３６,４２８百万円、差
額△１０８百万円）を含めています。

３．その他有価証券で時価のある有価証券について、２,０３３百万円の減損処
理を行っています。なお、当該有価証券の減損については、原則として、
連結会計年度末の時価が帳簿価額と比べて３０％以上下落したものを対
象としています。

（注）

種　　類

６. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

（１）満期保有目的の債券

該当事項はありません。

（２）その他有価証券 （単位：百万円）

０

１５７,３５９

８６,２９１

１,００４,６２３

公 社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他

平成１８年度

平成１８年度 平成１９年度

「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理され
ている譲渡性預金（３７,５０２百万円）ならびに買入金銭債権として処理されて
いるコマーシャルペーパー等（９４５,５４９百万円）を含めています。

｢その他｣には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理され
ている譲渡性預金(７２,３１９百万円)ならびに買入金銭債権として処理されて
いるコマーシャルペーパー等(１,２１５,５４５百万円)を含めています。

（注）

７. 保有目的の変更

該当事項はありません。

１．「その他」には、連結貸借対照表において買入金銭債権として処理され
ている海外抵当証券等(取得原価４３,４４３百万円、連結貸借対照表計上
額４６,１９６百万円、差額２,７５３百万円)を含めています。

２．「その他」には、連結貸借対照表において買入金銭債権として処理され
ている海外抵当証券等(取得原価２１３,６２１百万円、連結貸借対照表計上
額１８０,４５３百万円、差額△３３,１６８百万円)を含めています。

３．その他有価証券で時価のある有価証券について、８,５７５百万円の減損
処理を行っています｡
なお、当該有価証券の減損については、原則として、連結会計年度末の
時価が帳簿価額と比べて３０％以上下落したものを対象としています。

１２,３７４５７,３７６１,３５７,９５９

連結貸借対照表において買入金銭債権として処理されている海外抵当証
券等に係る額(売却額２２８,１４１百万円、売却益５８百万円、売却損１,４４７百万
円)を含めています。

０

１４９,４９２

９０,８８５

１,３１２,９５１

平成１９年度
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経理の状況（連結）

業績データ

金銭の信託

1. 運用目的の金銭の信託

２. 満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

３. 運用目的、満期保有目的以外の金銭の信託

該当事項はありません。

種　　類

（単位：百万円）

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額

損益に含まれた
評価差額

平成１８年度

６７,６０２ １,８０９

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額

損益に含まれた
評価差額

平成１９年度

金 銭 の 信 託

平成１８年度 平成１９年度

時価評価する単独運用の金銭の信託はありません。
取得原価をもって連結貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託
が１４,４８７百万円あります。

（注）

８. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の償還予定額

種　　類

（単位：百万円）

１年以内

国 債

地 方 債

社 債

株 式

外 国 証 券

そ の 他

合 計

１年超５年以内 ５年超１０年以内 １０年超

平成１９年度

１年以内

１１２,７３０

３,８７３

１４５,２１４

―

１３７,０６３

９９２,０１８

１,３９０,９００

１年超５年以内

２７２,３７８

５７,４０３

３７０,２９４

１００

３５３,７４４

１０８,５６５

１,１６２,４８５

５年超１０年以内

３４２,９０６

１２５,１０６

１１１,０２５

―

９７,６６０

７８,４２７

７５５,１２６

１０年超

７５２,１６９

―

４５,７９６

―

２５,５０１

９２,５０６

９１５,９７３

平成１８年度

平成１８年度 平成１９年度

「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理され
ている譲渡性預金（１年以内４０,３５７百万円、１年超５年以内１,６６９百万円、５年
超１０年以内１６８百万円）ならびに買入金銭債権として処理されているコマー
シャルペーパー等（１年以内９５１,６６０百万円、１年超５年以内１０６,８９６百万円、
５年超１０年以内７８,２５８百万円、１０年超９２,５０６百万円）を含めています。

「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理され
ている譲渡性預金（１年以内７０,０９５百万円、１年超５年以内１,５３４百万円、５年
超１０年以内６９０百万円）ならびに買入金銭債権として処理されているコマー
シャルペーパー等（１年以内１,２１８,８７４百万円、１年超５年以内４４,８３０百万円、
５年超１０年以内４０,４１８百万円、１０年超１３８,０７３百万円）を含めています。

（注）

７５０,３７１

―

４３,１２９

―

３０,６０１

１３８,０７３

９６２,１７６

３３１,６４５

１３３,６２１

１９１,８４６

―

１３６,７７７

４１,１０８

８３４,９９９

３３３,０６９

５２,３２８

３８６,１６９

１００

３１９,８３０

４６,３６４

１,１３７,８６１

１２６,９４３

８,９３８

１７４,３９０

―

３７２,４３９

１,２８８,９６９

１,９７１,６８０

△７３２３４,０２８

時価評価する単独運用の金銭の信託はありません。
取得原価をもって連結貸借対照表に計上している合同運用の金銭の信託
が５,１８６百万円あります。
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平成１８年度（平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで）

（１）取引の内容

当社および連結子会社では、主に以下のデリバティブ取引を行っています。

ａ．通貨関連取引：為替予約、通貨スワップ、通貨オプション等

ｂ．金利関連取引：金利先物、金利先物オプション、金利スワップ、金利スワップション等

ｃ．株式関連取引：株価指数先物、株価指数オプション等

ｄ．債券関連取引：債券先物、債券先物オプション、債券店頭オプション等

ｅ．その他：クレジット・デリバティブ、ウェザー・デリバティブ等

（２）取引の利用目的・取組方針

デリバティブ取引の主な利用目的は以下のとおりです。

ａ．保有する資産および負債に係わるリスク管理

保有する資産・負債のリスクを適切にコントロールする目的（ＡＬＭ：Asset and Liability Management）、およ

び将来の金利・為替・株価の変動による損失を軽減する目的で取引を行っています。

ｂ．運用収益の獲得

一定のリスクの範囲内において、収益極大化を目的として取引を行っています。

ｃ．お客様の多様なニーズへの対応

お客様のヘッジニーズ、運用・調達ニーズの多様化・高度化に対応した金融商品の提供等を目的として取引を行っ

ています。

なお実際の取引は、利用目的、商品種類、想定元本、上限リスク量、損失時対応等を運用スタイル毎に設定し明文化し

た「運用ガイドライン」等に基づき行っています。

ヘッジ会計の方針は以下のとおりです。

①金利関係

当社は、長期の保険契約等に付随して発生する金利の変動リスクを軽減するため、金融資産と保険負債等を同時に

評価・分析し、リスクをコントロールする資産・負債総合管理（ＡＬＭ）を実施しています。この管理のために利用してい

る金利スワップ取引の一部について、業種別監査委員会報告第２６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する

会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）（以下「第２６号報告」といいます。）に基づく繰延ヘ

ッジ処理およびヘッジ有効性の評価を行っています。ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の理論価格

の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っています。また、第２６号報告適用前の業種別監査委員会

報告第１６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年３月３１日 日

本公認会計士協会）による平成１５年３月末の繰延ヘッジ利益については、第２６号報告の経過措置に基づいて、ヘッジ手

段の残存期間（１～１７年）にわたり定額法により損益に配分しています。

また、当社は、自社発行の社債の金利リスクヘッジとして利用している金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理

を行っています。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、

ヘッジ有効性の評価を省略しています。

②為替関係

当社は、外貨建資産等に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している通貨スワップ取引・為替予

約取引の一部については、繰延ヘッジ処理、時価ヘッジ処理および振当処理を行っています。なお、繰延ヘッジ処理お

よび時価ヘッジ処理については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、

ヘッジ有効性の評価を省略しています。

（３）取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引は、市場リスクおよび信用リスクを内包しています。

市場リスクとは、取引対象物の将来の価格（金利・為替・株価など）の変動によって損失を被る可能性です。当社および

主な連結子会社では、デリバティブ取引と資産・負債に係る市場リスクを総合的に管理し、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）

等の手法によって定量化するリスク管理体制を確立しています。

また、信用リスクには、クレジット・デリバティブ契約における参照先の信用状態の悪化等によって損失を被る可能性の

ほか、デリバティブ取引の相手先が倒産等により当初の契約どおりに取引を履行できなくなった場合に損失を被る可能

性も含まれます。当社および主な連結子会社では、時価ベースでの信用リスク額を定期的に算出し管理しています。ま

た、相手方が取引を頻繁に行う金融機関等である場合には、一括精算ネッティング契約を締結する等、信用リスクを抑制

デリバティブ取引
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経理の状況（連結）

業績データ

する運営も行っています。

（４）リスク管理体制

当社では、デリバティブ取引については、取引部門から独立したリスク管理部門「リスク管理部」で、取引部門からの取

引情報と稟議書および金融機関・証券会社から送付される取引報告書を照合した上で、取引データの承認を行っていま

す。承認されたデータをもとに作成されたポジションは随時時価評価され、リスク管理部において、有価証券、貸付金等

の現物取引とあわせて収益やリスク量を把握し、月次ベースで担当役員に報告しています。

また、リスク管理部で、デリバティブ取引のポジションについて、利用目的、商品種類、想定元本、上限リスク量、損失時

対応等が運用スタイル毎に設定し明文化した「運用ガイドライン」に沿ったものかどうか、取引部門の権限内のポジション

内容かどうか、という視点で重点的に検証を行い、検証内容については月次ベースで担当役員に報告しています。

なお、連結子会社においても、当社に準じたリスク管理体制を構築しています。

（５）「取引の時価等に関する事項」に関する補足説明等

①想定元本（契約額等）に関する補足説明

「取引の時価等に関する事項」の各表における「契約額等」は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

または計算上の想定元本であり、当該金額自体が、そのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスク等を表す

ものではありません。

②評価損益に関する補足説明

運用収益の獲得目的以外で行っているデリバティブ取引は、資産・負債総合管理（ＡＬＭ）の観点から現物資産を補完

し、市場リスクをコントロールすることを目的としています。したがって、会社全体の収益性・健全性を評価するにあた

っては、デリバティブ取引単体の評価損益のみに着目するのではなく、資産全体と負債を合わせてトータルで見る必要

があります。

平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）

（１）取引の内容

当社および連結子会社では、主に以下のデリバティブ取引を行っています。

ａ．通貨関連取引：為替予約、通貨スワップ、通貨オプション等

ｂ．金利関連取引：金利先物、金利先物オプション、金利スワップ、金利スワップション等

ｃ．株式関連取引：株価指数先物、株価指数オプション等

ｄ．債券関連取引：債券先物、債券店頭オプション等

ｅ．その他：クレジット・デリバティブ等

（２）取引の利用目的・取組方針

デリバティブ取引の主な利用目的は以下のとおりです。

ａ．保有する資産および負債に係わるリスク管理

保有する資産・負債のリスクを適切にコントロールする（ＡＬＭ：Asset and Liability Management）目的、およ

び将来の金利・為替・株価などの変動による損失を軽減する目的で取引を行っています。

ｂ．運用収益の獲得

一定のリスクの範囲内において、収益極大化を目的として取引を行っています。

ｃ．お客様の多様なニーズへの対応

お客様のヘッジニーズ、運用・調達ニーズの多様化・高度化に対応した金融商品の提供等を目的として取引を行っ

ています。

なお実際の取引は、商品種類、上限リスク量、損失時対応等を運用スタイル毎に設定し明文化した「運用ガイドライン」

等に基づき行っています。

ヘッジ会計の方針は以下のとおりです。

①金利関係

当社は、長期の保険契約等に付随して発生する金利の変動リスクを軽減するため、金融資産と保険負債等を同時に

評価・分析し、リスクをコントロールする資産・負債総合管理（ＡＬＭ）を実施しています。この管理のために利用してい

る金利スワップ取引の一部について、業種別監査委員会報告第２６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する

会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）（以下「第２６号報告」といいます。）に基づく繰延ヘ

ッジ処理およびヘッジ有効性の評価を行っています。ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段双方の理論価格

の算定に影響を与える金利の状況を検証することにより行っています。また、第２６号報告適用前の業種別監査委員会
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報告第１６号「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年３月３１日 日

本公認会計士協会）による平成１５年３月末の繰延ヘッジ利益については、第２６号報告の経過措置に基づいて、ヘッジ手

段の残存期間（１～１７年）にわたり定額法により損益に配分しています。

また、当社は、自社発行の社債の金利リスクヘッジとして利用している金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理

を行っています。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、

ヘッジ有効性の評価を省略しています。

②為替関係

当社は、外貨建資産等に係る将来の為替相場の変動リスクを軽減する目的で実施している通貨スワップ取引・為替予

約取引の一部について、繰延ヘッジ処理、時価ヘッジ処理および振当処理を行っています。なお、繰延ヘッジ処理およ

び時価ヘッジ処理については、ヘッジ手段とヘッジ対象の重要な条件が同一であり、ヘッジに高い有効性があるため、

ヘッジ有効性の評価を省略しています。

（３）取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引は、市場リスクおよび信用リスクを内包しています。

市場リスクとは、取引対象物の将来の価格（金利・為替・株価など）の変動によって損失を被る可能性です。当社および

主な連結子会社では、デリバティブ取引と資産・負債に係る市場リスクを総合的に管理し、ＶａＲ（バリュー・アット・リスク）

等の手法によって定量化するリスク管理体制を確立しています。

また、信用リスクには、クレジット・デリバティブ契約における参照先の信用状態の悪化等によって損失を被る可能性の

ほか、デリバティブ取引の相手先が倒産等により当初の契約どおりに取引を履行できなくなった場合に損失を被る可能

性も含まれます。当社および主な連結子会社では、時価ベースでの信用リスク額を定期的に算出し管理しています。ま

た、相手方が取引を頻繁に行う金融機関等である場合には、一括精算ネッティング契約を締結する等、信用リスクを抑制

する運営も行っています。

（４）リスク管理体制

当社では、デリバティブ取引については、取引部門から独立したリスク管理部門「リスク管理部」で、取引部門からの取

引情報と稟議書および金融機関・証券会社から送付される取引報告書を照合した上で、取引データの承認を行っていま

す。承認されたデータをもとに作成されたポジションは随時時価評価され、リスク管理部において、有価証券、貸付金等

の現物取引とあわせて損益やリスク量を把握し、月次ベースで担当役員に報告しています。

また、リスク管理部で、デリバティブ取引のポジションについて、商品種類、上限リスク量、損失時対応等を運用スタイ

ル毎に設定し明文化した「運用ガイドライン」に沿ったものかどうか、という視点で重点的に検証を行い、検証内容につい

ては月次ベースで担当役員に報告しています。また、取引部門の権限内の取引であるかどうかを取引毎に確認していま

す。

なお、他の連結子会社においても、当社に準じたリスク管理体制を構築しています。

（５）「取引の時価等に関する事項」に関する補足説明等

①想定元本（契約額等）に関する補足説明

「取引の時価等に関する事項」の各表における「契約額等」は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額

または計算上の想定元本であり、当該金額自体が、そのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスク等を表す

ものではありません。

②評価損益に関する補足説明

運用収益の獲得目的以外で行っているデリバティブ取引は、資産・負債総合管理（ＡＬＭ）の観点から現物資産を補完

し、市場リスクをコントロールすることを目的としています。したがって、会社全体の収益性・健全性を評価するにあた

っては、デリバティブ取引単体の評価損益のみに着目するのではなく、資産全体と負債を合わせてトータルで見る必要

があります。
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業績データ

１,０６６

△１,０８５

２９３

△２６

８８０

３２５

―

―

△１

２１５

７８

△３１７

△３３

１１

―

△２,４３６

△３,４１１

△２,６０７

６,４１６

３,５７４

４６

２３

４８

△１４

１６

４２９

―

△１５３

１,０６６

△１,０８５

２９３

△２６

８８０

３２５

―

―

△１

２１５

７８

△３１７

△３３

１１

―

△２,４３６

△３,４１１

△２,６０７

６,４１６

３,５７４

４６

２３

４８

△１４

１６

４８２

―

１,４９９

１３,０３９

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

８９３,５２０

４７,５２８

２５,９４５

１８８,３５９

２７,０１１

１,０１３

１,９９０

―

―

６４７

７,７００

（２７１）

―

（―）

１５,３８０

（７０５）

３７８,０３１

１１６,２９３

１４,６８３

８９９

７,２００

１９,７９３

―

―

１,２５５

１２,４２２

１３,５８２

２４,２５６

１,０６０

６９５

―

１,００６,６９１

４７,５２８

２６,２４３

２４９,５８９

２７,０１１

１,０１３

１,９９０

１,３７７

２,１０５

６４７

３２,２５８

（９１２）

―

（―）

４１,８６６

（１,３４５）

区
　
分

平成１８年度（平成１９年３月３１日）

契　約　額　等

うち１年超
時　価 評価損益

平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等

うち１年超
時　価 評価損益

市

場

取

引

以

外

の

取

引

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

（１）通貨関連 （単位：百万円）

為 替 予 約 取 引

売 建

米 ド ル

ユ ー ロ

英 ポ ン ド

香 港 ド ル

カ ナ ダ ド ル

豪 ド ル

ス イ ス フ ラ ン

ニュージーランドドル

日 本 円

買 建

米 ド ル

ユ ー ロ

英 ポ ン ド

カ ナ ダ ド ル

豪 ド ル

ニュージーランドドル

通貨スワップ取引

受取円貨支払外貨

米 ド ル

ユ ー ロ

豪 ド ル

受取外貨支払円貨

米 ド ル

ユ ー ロ

豪 ド ル

受取外貨支払外貨　

受取米ドル支払ユーロ

受取豪ドル支払米ドル

受取ニュージーランドドル支払米ドル

受取ユーロ支払米ドル

通貨オプション取引

売 建

コ ー ル

米 ド ル

ユ ー ロ

プ ッ ト

米 ド ル

２４８,４１０

１５２,０２９

８,７０８

３０３

５,０２３

７,１６６

９０

１,３３８

―

１４４,０８５

４２,７４３

１４,６０３

５０３

２,８０２

２４０

９５４,１５０

６１,５１５

４４,９６２

２６４,８２３

４４,９６０

―

５,７８９

―

―

５９７

１２,１１０

（３６４）

１,５８７

（３）

３２,７６８

（７０２）

２１,５９７

―

―

―

―

―

―

―

―

３,５７１

―

―

―

―

―

８７１,６２３

５４,５１３

２４,９６２

１９６,０３１

４０,３７１

―

１,８７７

―

―

５９７

２,８４２

（４８）

―

（―）

１４,０６０

（５３２）

△４,１６３

△８１９

△３２

△２

△２２

△３６

△１

△５１

―

１,９１９

△５９０

１２６

７

７２

９

△１９,５２２

△３,４８０

△１１,６４３

１１,４９３

３,３３８

―

△１２６

―

―

２６

１,０３１

０

３６６

△４,１６３

△８１９

△３２

△２

△２２

△３６

△１

△５１

―

１,９１９

△５９０

１２６

７

７２

９

△１９,５２２

△３,４８０

△１１,６４３

１１,４９３

３,３３８

―

△１２６

―

―

２６

△６６６

３

３３６

年 度

種　類

取引の時価等に関する事項
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区
　
分

（注）１．為替予約取引の時価の算定には、先物相場を使用しています。
２．通貨スワップ取引の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。
３．通貨オプション取引の時価は、オプション価格計算モデルを用いて算定しています。
４．通貨オプション取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。
５．振当処理を適用しているものについては、記載の対象から除いています。

平成１８年度（平成１９年３月３１日）

合　　　　　計

契　約　額　等

うち１年超
時　価 評価損益

平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等

うち１年超
時　価 評価損益

市
場
取
引
以
外
の
取
引

（単位：百万円）

買 建

コ ー ル

米 ド ル

プ ッ ト

米 ド ル

ユ ー ロ

１３,０９６

（２）

１７,４９５

（５２８）

１,５５８

（３）

２,０８３,４６２

５,５６６

（―）

４,６８０

（２８７）

―

（―）

１,２４２,２９４

１,０５７

１４４

０

△２０,８９９

１,０５４

△３８４

△２

△２３,１５８

年 度

種　類

６１,７８３

（４,４０８）

５２,３２７

（４,００９）

―

（―）

２,１４２,６１０

５７,３７２

（４,２７２）

４３,９０６

（３,８００）

―

（―）

１,３２３,４１４

５,１４７

２,６９４

―

１２,８８６

７３９

△１,３１５

―

２,７６２



＊ 「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）
＊＊「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年３月３１日 日本公認会計士協会）
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経理の状況（連結）

業績データ

年 度 平成１８年度（平成１９年３月３１日） 平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市
場
取
引

市

場

取

引

以

外

の

取

引

（単位：百万円）

金 利 先 物 取 引

売 建

買 建

金 利 先 渡 取 引

売 建

買 建

金利オプション取引

売 建

キ ャ ッ プ

スワップション

買 建

キ ャ ッ プ

スワップション

金利スワップ取引

受取固定支払変動

受取変動支払固定

受取変動支払変動

受取固定支払固定

７１,５３１

２１,７１３

１０５,１４７

５９,９９０

３１,０６２

（４９９）

８５,２７７

（７３３）

２９,５００

（４１２）

３６,９７４

（―）

６,２５０,６４０

５,７４７,１７７

９２３,５１６

１７１,７６５

１３,５３４,２９８

―

―

―

―

３０,８６２

（４９６）

８５,２７７

（７３３）

２３,５００

（３８１）

３６,９７４

（―）

５,１３３,９７３

４,７０２,９２０

５３０,５９４

１５７,０４６

１０,７０１,１５０

１７

△４

△６

０

２８８

２,０１８

１６５

３０７

５０,９９３

△２０,７３５

１,４０８

△４,４１１

３０,０４１

１７

△４

△６

０

２１０

△１,２８４

△２４６

３０７

５０,９９３

△２０,７３５

１,４０８

△４,４１１

２６,２４７合　　　　　計

（２）金利関連

（注）１．金利先物取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
２．金利先渡取引および金利スワップ取引の時価は、期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。
３．金利オプション取引の時価は、オプション価格計算モデルを用いて算定しています。
４．金利オプション取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。
５．金利スワップ取引のうち、期末においてヘッジ会計を適用しているものは下記のとおりです。なお、繰越ヘッジ損益の金額は税相当額控除前の金額で
す。

平成１８年度（平成１９年３月３１日） 平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価繰延ヘッジ

損益
繰延ヘッジ
損益うち１年超 うち１年超

区　分

（単位：百万円）

第２６号報告＊による繰延
ヘッジ処理（繰延ヘッジ損益
の下段は、当該金利スワップ
取引に係る第１６号報告＊＊に
よる繰延ヘッジ損益の残高）

上記以外の繰延ヘッジ処理

２４,０００

１０４,８７７

１２８,８７７

２４,０００

１０４,８７７

１２８,８７７

△９３

６９８

６０５

△９７０
６４４

５７０

２４４合　　　　　計

１５,０００

５５,８９２

５７,１２５

１５,４２４

４５,３８７

（８３９）

８７,６８７

（７８６）

３３,５９６

（４３１）

４１,９７４

（１２９）

７,５３４,１８１

７,０１７,３９８

７６７,３６４

１５５,２１８

１５,８２６,２５２

―

―

―

―

３９,３８７

（７７０）

８４,６８７

（７８６）

２８,５９６

（４０２）

３９,９７４

（１２９）

５,５４６,４７５

４,８７９,３４９

４６１,０６４

１３８,２１８

１１,２１７,７５４

０

４６

１３

△２

３７４

１,３５６

７５

８９

１３６,０５６

△８７,９７８

１０,６９４

△２,７４１

５７,９８５

０

４６

１３

△２

４６５

△５７０

△３５５

△３９

１３６,０５６

△８７,９７８

１０,６９４

△２,７４１

５５,５８９

２４７,３００

１０２,２８７

３４９,５８７

２４７,３００

１０７,２８７

３５４,５８７

６,４１２

６９３

７,１０６

５,９１３
１,０８６

６４９

７,６５０
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（注）６．期末においてヘッジ会計を適用していない金利スワップ取引に係る繰越ヘッジ損益は下記のとおりです。なお、繰越ヘッジ損益の金額は税相当額控除
前の金額です。

区　分

（単位：百万円）

第２６号報告＊適用外の金利
スワップ取引に係る第１６号
報告＊＊による繰延ヘッジ損
益の残高

上記以外の繰延ヘッジ処理

合　　　　　計

＊ 「保険業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（平成１４年９月３日 日本公認会計士協会）
＊＊「保険業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（平成１２年３月３１日 日本公認会計士協会）

（注）１．株価指数先物取引および市場取引による株価指数オプション取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
２．市場取引以外の取引の株価指数オプション取引、個別株式オプション取引およびエクイティ・スワップ取引の時価は、先物相場、仲介業者や取引相手の
金融機関等から入手した価格やオプション価格計算モデルを用いて算定した価格等によっています。

３．株価指数オプション取引および個別株式オプション取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。
４．シンセティック・オプションについては、契約時のオプション料の収受に着目して、売建・買建等の取引種類に分類しています。

平成１８年度（平成１９年３月３１日）

繰延ヘッジ損益

４７,２２６

△３２,４１６

１４,８１０

平成１９年度（平成２０年３月３１日）

年 度 平成１８年度（平成１９年３月３１日） 平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市

場

取

引

市

場

取

引

以

外

の

取

引

（単位：百万円）

株価指数先物取引
売 建
買 建

株価指数オプション取引
売 建
コ ー ル

プ ッ ト

買 建
コ ー ル

プ ッ ト

株価指数オプション取引
売 建
コ ー ル

買 建
コ ー ル

個別株式オプション取引
売 建
プ ッ ト

買 建
プ ッ ト

エクイティ・スワップ取引
受取変動金利支払変動株価指数
受取変動株価指数支払変動金利

２９,７２８
２１,０３７

１７,２００
（３５２）
１１,７４０
（１９９）

１２,１００
（５４０）
１４,４６５
（４２０）

３,１１８
（７２）

３,１１８
（６５）

１,００２
（３２）

１,００２
（２２）

―
―

１１４,５１２

―
―

―
（―）
―

（―）

―
（―）
―

（―）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

―
―
―

△４９８
４６０

３６０

４０

５８５

３２０

△１２４

△１５

２１

２１

―
―

１,１７２

△４９８
４６０

△７

１５８

４５

△９９

１９６

△８０

１１

△１

―
―
１８５合　　　　　計

（３）株式関連

３９,２９５

△２６,３９３

１２,９０１

繰延ヘッジ損益

２２,０３０
２６,００８

５,８００
（７０）
―

（―）

―
（―）

１１,９００
（８１９）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

３８０
３８０

６６,５０１

―
―

―
（―）
―

（―）

―
（―）
―

（―）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

―
（―）

―
―
―

△４１
５６７

０

―

―

１７５

―

―

―

―

４
△４
７０２

△４１
５６７

７０

―

―

△６４４

―

―

―

―

４
△４
△４７
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経理の状況（連結）

業績データ

（注）１．ウェザー・デリバティブ取引の時価は、取引対象の気象状況、契約期間、その他当該取引に関わる契約を構成する要素に基づき算定しています。
２．ウェザー・デリバティブ取引については、契約額の下に( )で契約時のオプション料を示しています。

（５）気象関連

年 度 平成１８年度（平成１９年３月３１日） 平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市
場
取
引

以
外
の
取
引

（単位：百万円）

ウェザー・デリバティブ取引

売 建

合　　　　　計

１,９０９

（７０）

１,９０９

―

（―）

―

９５４

９５４

△８８３

△８８３

年　度 平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

市
場
取
引

市
場
取
引
以
外
の
取
引

（単位：百万円）

債 券 先 物 取 引

売 建

買 建

債券店頭オプション取引

売 建

コ ー ル

プ ッ ト

買 建

コ ー ル

プ ッ ト

―

―

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

平成１８年度（平成１９年３月３１日）

７４,０９７

８９,００８

５,８２４

（１０）

―

（―）

―

（―）

２,７３２

（１２）

１７１,６６３

１８６

△３９２

１

―

―

２４

△１７９

１８６

△３９２

９

―

―

１２

△１８４合　　　　　計

（４）債券関連

（注）１．債券先物取引の時価は、主たる証券取引所における最終の価格によっています。
２．債券店頭オプション取引の時価は、取引相手の金融機関から入手した価格や社内時価評価モデルを用いて算定した価格によっています。
３．債券店頭オプション取引については、契約額の下に（ ）で契約時のオプション料を示しています。

△１８２

２３５

△２９

９

△１６

△２７

△１１

△１８２

２３５

７５

３４

２０

１１

１９４

―

―

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

（―）

―

２１,９６６

４９,２８１

３１,２５３

（４６）

１０,４９９

（４４）

１０,４９９

（３７）

１０,４６０

（３９）

１３３,９５９

―

（―）

―

―

（―）

―

―

―

―

―
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年 度 平成１８年度（平成１９年３月３１日） 平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

（単位：百万円）

商品スワップ取引

受取固定価格支払商品指数

受取商品指数支払固定価格

受取商品指数支払変動指数

合　　　　　計

（７）商品関連

（注）商品スワップ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しています。

市
場
取
引

以
外
の
取
引

２９,９０５

２７,５８９

１５,０３３

７２,５２８

２９,９０５

２７,５８９

１５,０３３

７２,５２８

△３２,８５９

３２,２７０

△４６

△６３５

△３２,８５９

３２,２７０

△４６

△６３５

年 度 平成１８年度（平成１９年３月３１日） 平成１９年度（平成２０年３月３１日）

契　約　額　等 契　約　額　等
時　価 時　価評価損益 評価損益

うち１年超 うち１年超種　類

区
　
分

（単位：百万円）

クレジット・デリバティブ取引

売 建

買 建

１,０７２,７１３

８３,３１４

１,１５６,０２８

８９４,４４９

５４,００１

９４８,４５０

７８６

△６５９

１２７

７８６

△６５９

１２７合　　　　　計

（６）信用関連

（注）クレジット・デリバティブ取引の時価は、社内時価評価モデルを用いて算定しています。

市
場
取
引

以
外
の
取
引

企業結合等関係
当社は、平成２０年３月１０日付で、英国ロイズを中心にグローバルに保険事業を展開しているＫｉｌｎＬｔｄを完全子会社化し、以

下のとおりパーチェス法を適用しています。

①パーチェス法を適用した企業結合の概要

ａ．被取得企業の名称

ＫｉｌｎＬｔｄ

ｂ．事業の内容

傘下に保険関連子会社群を有する持株会社

ｃ．企業結合を行った主な理由

海外保険事業における規模・収益の拡大を図ることおよび世界を代表する保険市場である英国ロイズにおいて主

要プレイヤーとしての地位を確立することを目的とするものです。

ｄ．企業結合日

平成２０年３月１０日

ｅ．取得した議決権比率

１００％

②連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

みなし結合日が当連結会計年度末日であるため、連結損益計算書に被取得企業の業績の期間は含まれていません。

③被取得企業の取得原価

取得原価 ９４,１２２百万円

④発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間

ａ．発生したのれんの金額

２９,５９６百万円

ｂ．発生原因

買収評価時に見込んだ将来収益を反映させた投資額が企業結合日の時価純資産を上回ったため、その差額をのれ

んとして認識しています。

ｃ．償却方法および償却期間

１０年間の均等償却

（単位：百万円）

８９２,４８８

４６,８５５

９３９,３４３

８９２,２１２

４３,５７９

９３５,７９２

△１０,９４４

７１４

△１０,２２９

△１０,９４４

７１４

△１０,２２９

１０,８２８

９,８０２

１９,３５１

３９,９８３

１０,４９２

９,５５５

１９,３５１

３９,４００

△２４,４０２

２０,３２９

△４３７

△４,５１０

△２４,４０２

２０,３２９

△４３７

△４,５１０
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経理の状況（連結）

業績データ

⑤企業結合日に受入れた資産および負債の額ならびにその主な内訳

⑥当該企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定したときの当連結会計年度の連結損益計算書への影響額

の概算額

経常収益８１,１６７百万円、経常利益９,５６６百万円、当期純利益５,０５０百万円です。

概算額は、企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された経常収益、経常利益、当期純利益

との差額です。また、企業結合時に認識されたのれんが当連結会計年度開始の日に発生したものとし、償却額を算定

しています。

なお、当該影響額については、監査証明を受けていません。

重要な後発事象
該当事項はありません。

科　目

２０７,４３９

(７９,１６７)

負債の部合計

(うち保険契約準備金)

資産の部合計

（うち有価証券）

金額（百万円） 科　目

１４２,９１４

(８２,７４６)

金額（百万円）
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沿革
コーポレートデータ

１８７９年８月１日、払込資本金６０万円をもって「東京海上保険

会社」が創立されました。出資者は初代頭取の元徳島藩主

蜂須賀茂韶
もちあき

以下華族団が５１％、岩崎弥太郎以下三菱関係者

が１７.５％、その他に三井物産、三井銀行、渋澤栄一、大倉喜

八郎、安田善次郎など幅広い株主計２００余名で、社員は支配

人以下１０名でした。創立当初の取扱保険は貨物保険のみで４

年後に船舶保険、１９１４年には火災保険、運送保険、自動車保

険の引き受けを開始し、総合損害保険会社となりました。

創立の翌年１８８０年に国内の主要港では三菱汽船の営業所・

支店、また海外の主要都市パリ、ロンドン、ニューヨークなど

では三井物産の支店に代理店を委嘱して営業を開始しました。

１８９０年になるとリバプール、グラスゴーにも代理店を置き営

業を拡大、１８９２年末には海外の引受保険料が国内の４倍に達

しました。後日英国での保険金支払いが急増し、この状況を

調査するため、２６歳の各務鎌吉がロンドンに派遣されました。

各務は契約内容の精査・引受方針の見直しを図り、新たにウィ

リス社に代理店を委嘱する一方、日本で引き受けた貨物保険・

船舶保険の特約再保険をロンドン市場と締結し国内営業発展

の基礎を作りました。

その後１９２１年に資本金を３,０００万円に増額し、１９２２年ニュー

ヨークに資本金１００万ドルのStandard Insurance Company

of New Yorkを設立、火災保険・自動車保険・風水害保険の

引き受けを始めました。当時、米国では自動車の普及がめざ

ましく、成長するノンマリン保険の分野での発展を展望し、積

極的な展開を図りました。米国以外でも営業網を拡げ、世界

的に投資を行った結果、世界の一流保険会社と肩を並べる規

模となりました。

日本国内市場でも、第一次大戦後の重化学工業の発展に伴

い営業規模を拡大していきました。その後日本は、世界恐慌、

１９３７年の日華事変を経て戦争のための統制経済への移行と

進み、損保業界もまた国策に従って業態を整理していきまし

た。

第二次世界大戦末期の１９４４年３月、東京海上は、政府の戦

時統制強化策の業界再編成により、明治火災・三菱海上の２社

と合併し、「東京海上火災保険株式会社」が設立されました。

戦後、国民総生産が戦前の４分の１以下に落ち込み、保険市

場が壊滅しました。しかし、東京海上は、海外資産を失ったに

もかかわらず、徐々に経営を建て直し、朝鮮動乱、その後の日

本経済の回復基調に乗り業績を拡大していきました。

１９７７年、個人のお客様向けの営業強化を柱とする３ヵ年計

画「ＧｏＧｏ作戦」を開始し、創立１００周年にあたる１９７９年には

元受保険料５,７００億円、マーケット・シェア１６.８％を達成、企業

のお客様だけでなく、個人のお客様にも充分なサービスを提

供できる体制を整えました。

１９８０年からバブル経済が終焉を迎える９０年代半ばまでは、

積立保険と自動車保険の伸長が著しく、いわゆる家計保険分

野が大きく進展しました。積立保険については、１９６９年に長

期総合保険、１９７９年に積立ファミリー交通傷害保険が発売さ

れ、当時の高金利を背景に「安心と貯蓄」の双方を求めるニー

ズと合致し、市場が拡大しました。９０年代後半には低金利政

策もあって積立保険は、財形や年金に移っていくことになりま

す。

自動車保険は、わが国のモータリゼーションの発達に則し、

今や収入保険料ベースで損害保険最大の商品に成長しまし

た。交通事情、交通運輸政策、国民の損害賠償に対する意識

の変遷とともに自動車保険自体も変化を遂げ、市場のニーズ

に合う保険商品を開発してきています。

日動火災は１９１４年１月、わが国のアクチュアリー協会設立に

尽力し会長を３期務めた法学博士粟津清亮社長のもと、一般

家庭の動産を対象とした簡易火災保険を販売する火災保険会

社として大阪に本社を置いて設立されました。主力商品であ

った無事故戻し付月掛火災保険（簡易火災）は、その仕組みと

簡便さが東京地方の商工業界や勤労者のニーズに合い、同地

域に強固な基盤を築きました。また戦後の高度成長期以降火

災保険・積立保険・自動車保険を中心にリテール市場で販路

を拡大し、充実した資産内容で知られた保険会社でした。

１９９５年、５７年ぶりに保険業法が改正され、保険の自由化、業

界再編が進みました。これを受け、１９９６年現在の「東京海上日

動あんしん生命保険株式会社」を設立し生命保険に進出すると

ともに、２００２年４月には東京海上は日動火災と一緒になり、と

もに持株会社ミレアホールディングスを設立、２００４年１０月には

両社合併し、東京海上日動火災保険株式会社となりました。

２００８年７月に持株会社の社名を変更し、東京海上ホールデ

ィングス株式会社となりました。

東京海上日動の歴史・沿革～１２９年の歩み～

“Tokio”コラム
東京海上日動は、英文で“ＴｏｋｉｏＭａｒｉｎｅ Ｎｉｃｈｉｄｏ”と表わします。これは、東京海上が１８９０年（明治２３年）ごろから１００年
以上にわたって“ＴｏｋｉｏＭａｒｉｎｅ”という英文社名を使用してきたことに由来するものです。１８７９年に創立された東京海上は、
創業後まもなくロンドンにおいて再保険取引を始めていました。当時のイギリス人が「東京」のことを“Tokio”と表記したり
発音したりしていたのにならって、東京海上も取引上、“Tokyo Marine”ではなく“Tokio Marine”という表記を使用するよ
うになったと言われています。以来、当社は、欧米の保険業界では広く“Tokio Marine”として知られています。

各務　鎌吉初代頭取
蜂須賀　茂韶

創立願書
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年 主な出来事 商品の発売 年 主な出来事 商品の発売

旧東京海上

８月 東京海上保険会社の創業

（資本金６０万円）

９月 英、仏、米国での営業開始

５月 火災保険会（明治火災の前

身）の設立

１１月 社名を東京海上保険株式

会社と改称

１月 明治火災保険株式会社の

設立

７月 各務鎌吉を英国営業調査の

ためロンドンに派遣

６月 国内最初の支店として大阪

支店を開設

６月 英国のウィリス社に代理店

を委嘱

１１月 米国のアップルトン・コッ

クス社に総代理店を委嘱

（海上保険営業を開始）

４月 社名を東京海上火災保険

株式会社と改称

５月 米国のジョンソン・ヒギンズ

社に総代理店を委嘱

（火災保険営業を開始）

９月 東京海上ビル旧館落成（わ

が国初の本格的オフィスビ

ル）

３月 三菱海上火災保険株式会

社の設立

３月 関東大震災の被災契約者

に震災見舞金の自力支払

いを開始

８月 貨物保険

２月 船舶保険

２月 火災保険

３月 運送保険、自動車保険

１８７９年（明治１２年）

１８８０年（明治１３年）

１８８４年（明治１７年）

１８８８年（明治２１年）

１８９０年（明治２３年）

１８９１年（明治２４年）

１８９４年（明治２７年）

１８９６年（明治２９年）

１８９９年（明治３２年）

１９１１年（明治４４年）

１９１４年（大正３年）

１９１８年（大正７年）

１９１９年（大正８年）

１９２４年（大正１３年）

２月 東京海上ビル新館落成

１１月 財団法人損害保険事業研究

所を設立（１００万円を寄付）

４月 財団法人東京海上スポーツ

財団を設立

１０月 財団法人各務記念財団を

設立

３月 東京海上、明治火災、三菱海

上の３社が合併し、東京海上

火災保険株式会社を設立

（資本金８,０００万円）

８月 第二次世界大戦の終結。一

切の在外資産、海外営業網

を喪失

４月 外貨建貨物海上保険の引

受再開

１０月 事務機械化の開始

１月 アップルトン・コックス社

を通じ米国元受営業を再開

５月 ウィリス社を通じ欧州元受

営業を再開

４月 傷害保険、ガラス保険、

盗難保険、旅行傷害保

険

６月 航空保険

１２月 風水害保険

１１月 競走馬保険

９月 信用保険

３月 労働者災害補償責任保険

４月 請負信用保険

４月 保証保険

１２月 自動車損害賠償責任保険

５月 機械保険、組立保険

１２月 賠償責任保険

１２月 船客傷害賠償責任保険

３月 原子力損害賠償責任保険

６月 建設工事保険

１９２６年（大正１５年）

１９３０年（昭和５年）

１９３３年（昭和８年）

１９３７年（昭和１２年）

１９３８年（昭和１３年）

１９３９年（昭和１４年）

１９４４年（昭和１９年）

１９４５年（昭和２０年）

１９４７年（昭和２２年）

１９４８年（昭和２３年）

１９４９年（昭和２４年）

１９５０年（昭和２５年）

１９５１年（昭和２６年）

１９５２年（昭和２７年）

１９５５年（昭和３０年）

１９５６年（昭和３１年）

１９５７年（昭和３２年）

１９５８年（昭和３３年）

１９６０年（昭和３５年）

東京海上日動

年 主な出来事 商品の発売

１０月 東京海上と日動火災が合併し、東京海上日動火災保険株式会社となる

１月 英国ロンドンにおける再保険会社トウキョウ・マリン・グローバル・リミテッ

ドの開業

２月 日新火災の発行済株式総数の３０.９９%を取得

４月 貿易保険の引受業務に民間初参入

４月 サウジアラビアで保険事業認可の取得

４月 外資系保険会社として初めてのサウジアラビアにおける元受保険事業認

可を取得

６月 中国保険ブローカー会社への経営参画

７月 ブラジル損害保険会社及び生命保険･年金会社の買収

１０月 岐阜カスタマーセンター設立

１０月 ホームページ｢会員さま契約者さま専用ページ」の開設

１月 外国資本による元受会社への直接出資として初めてのマレーシアにおけ

る元受タカフル事業免許取得

４月 新中期計画「ステージ拡大２００８」の開始

４月 シンガポール・マレーシアで生損保事業を展開しているAsia General

Holdings Limitedの買収

５月 東京海上日動アトラディウス・クレジットマネジメント株式会社の設立

１１月 ホンリョン東京海上タカフル社営業開始

３月 金融庁より行政処分（業務の一部停止命令および業務改善命令）を受ける

７月 苦情対応マネジメントシステムの国際規格「ＩＳＯ１０００２」適合宣言

１１月 ドバイにおける中東サービス会社の設立

１２月 エジプトにおけるタカフル会社設立

３月 英国ロイズ「キルン社」買収

１０月 医療保険（保険期間１０年・終身）、積立ホームオーナーズ保険、新積立傷害

保険

８月 自動車保険新商品トータルアシスト

１０月 フリート事故削減アシスト

新型海外旅行保険

２月 末梢血幹細胞ドナー団体傷害保険

４月 放置車両確認業務総合保険

６月 新・リコール保険

２００４年（平成１６年）

２００５年（平成１７年）

２００６年（平成１８年）

２００７年（平成１９年）

２００８年（平成２０年）

東京海上日動
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年 主な出来事 商品の発売 年 主な出来事 商品の発売

８月 米国においてADR(米国預

託証券）を発行

７月 保険相談コーナーの設置

８月 国立事務センター落成

４月 自動車損害サービスセンター

の設置

９月 英国にトウキョウ・マリン

UKを設立

１月 ブラジルにおいてアメリカ・

ラチーナ保険会社を設立

２月 自動車保険オンライン・シ

ステムの実施

３月 東京海上ビル本館落成

１１月 米国にトウキョウ・マリン・

マネジメント（TMM）を設

立

４月 GoGo
ゴ ー ゴ ー

作戦（創業１００年に

向かっての体質強化３ヵ年

計画）の開始

８月 創業１００周年

４月 New Step
ニ ュ ー ス テ ッ プ

-１計画（第二世

紀のスタートにあたっての

体質強化５ヵ年計画）の開始

１２月 千里センター落成

５月 Cl導入で新社章制定

８月 １０支店増設および営業推

進部門の独立を含む大機

構改革の実施

４月 ToPS
ト ッ プ ス

５ヵ年計画（総合安心

サービス産業への飛躍を

めざした中期計画）の開始
１２月 東京海上エム・シー投資顧

問株式会社の設立

１月 住宅総合保険

６月 動産総合保険

６月 店舗総合保険、割賦販

売代金保険

７月 交通事故傷害保険

７月 原子力財産保険

６月 地震保険

４月 市民交通傷害保険

６月 自動車運転者損害賠償

責任保険

１１月 つり保険、団地保険

３月 住宅資金貸付保険

４月 長期総合保険

１１月 住宅ローン保証保険

３月 クレジットカード盗難保険

１月 身元信用保険

５月 個人ローン信用保険

７月 ファミリー交通傷害保険

１０月 土木工事保険

３月 家庭用自動車保険（示談

代行サービスの開始）

５月 運送業者貨物賠償責任

保険

７月 旅行業者費用保険

８月 海外旅行傷害保険

１０月 所得補償保険

１１月 店舗休業保険

６月 ヨット・モーターボート

総合保険

９月 コンピュータ総合保険

１月 自家用自動車保険、災

害補償保険

２月 石油クレジット・カード

信用保険

４月 学生教育研究災害傷害

保険

３月 特約販売店保証保険

５月 小口貨物運送保険

１１月 旅行小切手総合保険

４月 積立ファミリー交通傷害

保険

５月 労働災害総合保険

４月 職業訓練生災害傷害保険

８月 官公庁等共済組合一般

資金貸付保険

１１月 自転車総合保険

３月 専修学校・各種学校学

生・生徒災害傷害保険

２月 学生総合保険

４月 TSマーク貼付自転車傷

害保険

５月 家賃信用保険

７月 住宅性能保証責任保険

９月 費用・利益保険

１０月 自家用自動車総合保険

１２月 家族傷害保険

３月 金融機関包括補償保険

博覧会総合保険

４月 旅行特別補償保険

１０月 企業等一般資金貸付保険

５月 暴噴制御費用保険

１０月 積立マンションライフ総

合保険、ファミリー労働

災害補償保険

１２月 積立動産総合保険

５月 積立女性保険

１２月 酒類取引保証人保険

１９６１年（昭和３６年）

１９６２年（昭和３７年）

１９６３年（昭和３８年）

１９６４年（昭和３９年）

１９６５年（昭和４０年）

１９６６年（昭和４１年）

１９６７年（昭和４２年）

１９６８年（昭和４３年）

１９６９年（昭和４４年）

１９７０年（昭和４５年）

１９７１年（昭和４６年）

１９７２年（昭和４７年）

１９７３年（昭和４８年）

１９７４年（昭和４９年）

１９７５年（昭和５０年）

１９７６年（昭和５１年）

１９７７年（昭和５２年）

１９７９年（昭和５４年）

１９８０年（昭和５５年）

１９８１年（昭和５６年）

１９８２年（昭和５７年）

１９８３年（昭和５８年）

１９８４年（昭和５９年）

１９８５年（昭和６０年）

１２月 東京海上ビル新館落成

１月 東京海上メディカルサービ

ス株式会社の設立

７月 東京海上市川研修センター

落成

９月 東京海上能力開発センタ

ー落成

１０月 ETS（第三次総合機械化）

の稼働

１月 株式会社東京海上安心百

十番の設立

４月 国債窓販業務開始

４月 IC―３計画

５月 英国においてトウキョウ・

マリン・ヨーロッパ（TME）

を設立

１２月 大阪東京海上ビル落成

３月 正味収入保険料が我が国

損保初の１兆円突破

１２月 東京海上キャピタル株式会

社の設立

４月 株式会社東京海上研究所

の設立

６月 幕張東京海上ビル（第２本

社ビル）落成

９月 資本金が我が国損保初の

１,０００億円突破

４月 経営理念・経営方針の創設

lC-９５計画の開始

２月 多摩東京海上ビル落成

４月 東京海上東日本研修セン

ター落成

６月 東京海上西日本研修セン

ター落成

５月 株式会社東京海上ヒューマ

ン・リソーシズ・アカデミ

ー設立

４月 みんなで創ろう新世紀－信

頼２１計画の開始

６月 東京海上ベターライフサー

ビス株式会社設立

８月 東京海上リスクコンサルテ

ィング株式会社設立

８月 東京海上あんしん生命保険

株式会社設立

４月 ビッグチャレンジ２００１～２１

世紀の新しい風～の開始

１０月 ３６５日あんしんサービス開

始（土日・祝日の損害サー

ビス業務を実施）

１１月 東京海上事務アウトソーシ

ング株式会社設立

３月 再保険会社トウキョウ・ミレ

ニアム・リー設立

９月 朝日生命保険・日動火災海

上保険と「ミレア保険グル

ープ」結成

1月 日動火災と共同持株会社設

立に関して合意

４月 医療費用保険

１１月 積立家族傷害保険

積立普通傷害保険

１月 飼料取引信用保険

２月 こども総合保険

４月 財形保険、民間家賃信

用保険

７月 開業遅延保険

８月 フランチャイズ・チェ－

ン総合保険

４月 夫婦ペア総合保険

６月 学校旅行総合保険

７月 文化財総合保険

８月 新積立女性保険

１０月 介護費用保険、積立生

活総合保険

１２月 畜産物取引信用保険

３月 ネットワーク中断保険

６月 生産物回収費用保険

１０月 米穀取引信用保険、操

業開始遅延保険

３月 有料老人ホーム入居者

保証機関保険

５月 土木構造物保険

６月 いきいき生活傷害保険、

レジャー・サービス施設

費用保険

７月 自動車総合保険

８月 企業費用・利益総合保険

４月 積立しあわせ家庭保険　

７月 区画整理事業信用保険

１０月 会員制事業保証機関保

険

１１月 年金払積立傷害保険

１２月 テナント総合保険、約定

履行費用保険

９月 知的財産権訴訟費用保

険

１０月 瑕疵保証責任保険、団

体長期障害所得補償保

険、取引信用保険

４月 中小企業向け生産物賠

償責任保険

１０月 公共工事履行保証証券

８月 旅程保証責任保険

３月 金融保証

１０月 TAP（総合自動車保険）

１２月 投資信託商品

１月 フルガード保険、かえる

倶楽部

３月 新「こども総合保険」

５月 異常気象保険

１０月 企業財産包括保険

１２月 積立自動車保険

４月 新型海外旅行傷害保険

６月 e－リスク保険

９月 新マンション総合保険

１月 外航船舶向けP＆I保険

レディーガード保険

１９８６年（昭和６１年）

１９８７年（昭和６２年）

１９８８年（昭和６３年）

１９８９年（平成元年）

１９９０年（平成２年）

１９９１年（平成３年）

１９９２年（平成４年）

１９９３年（平成５年）

１９９４年（平成６年）

１９９５年（平成７年）

１９９６年（平成８年）

１９９７年（平成９年）

１９９８年（平成１０年）

１９９９年（平成１１年）

２０００年（平成１２年）

２００１年（平成１３年）



現
　
状�

経
営
に
つ
い
て�

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て�

業
績
デ
ー
タ�

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
デ
ー
タ�

159

年 主な出来事 商品の発売

７月 東京海上カスタマーセン

ター稼働開始（業界最大級）

４月 ブレイクスルー２００３計画

～新たな企業価値の創造

を目指して～の開始

４月 持株会社「株式会社ミレア

ホールディングス」を設立

し、日動火災とともにその

子会社となる

６月 執行役員制度導入

６月 中国・中国人民保険公司

（PICC）、韓国・三星火災海

上保険株式会社と業務提

携に関する覚書を締結

１１月 東京海上フィナンシャルソ

リューションズ証券会社（旧

ファースト・シカゴ東京海上

証券会社）１００％子会社化

１月 朝日生命との経営統合見送

りを発表

３月 日新火災海上保険との業務

提携および資本提携

１０月 東京海上あんしん生命と日

動生命が合併し、東京海上

日動あんしん生命保険株式

会社となる

２月 日本企業として初めて、中

国の現地資本企業および個

人に対する損害保険業務の

認可取得

４月 中期計画Nextage ２００５ー

実行ーの開始

３月 天候デリバティブ

４月 ホームガード保険

７月 がん・医療・介護保険、

TAP－F（大規模自動車

向け専用自動車保険）

８月 食品リコール費用保険

１０月 ねんきん博士（利率保

証型積立傷害保険）

６月 超保険

７月 超ビジネス保険、マネ

ーディフェンダー運送

保険

９月 土壌汚染リスク簡易診

断付保険

６月 ホームオーナーズ保

険、福利厚生保険「ベ

ネット（BeNet）」

８月 TAPナビ

４月 個人情報漏えい保険

８月 長期分割自動車保険

２００１年（平成１３年）

２００２年（平成１４年）

２００３年（平成１５年）

２００４年（平成１６年）

年 主な出来事 商品の発売

３月 東京物品火災保険株式会

社の創業（資本金１０万円）

１１月 東邦火災保険株式会社の

設立

１月 東京物品火災を継承し、日

本動産火災保険株式会社

の創業（資本金５０万円）

８月 東邦火災を合併

１２月 社名を日動火災海上保険株

式会社と改称

５月 日動東銀座ビル新築落成

１０月 ＡＩＧと業務提携

８月 財団法人日動火災教育振興

基金の発足

３月 本社ビル落成

７月 長期５ヵ年計画ＡＳＫＡ８０の

開始

１０月 新３ヵ年計画ＥＰＯＣＨ２１の

開始

８月 日動生命保険株式会社の

設立

９月 日動火災千葉ニュータウン

総合センタービル落成

５月 新中期計画「ＮＡＣ２００１」の

開始

１月 ニューインディア社と業務

提携

４月 「代理店コンサルティング

センター」開設

９月 朝日生命保険・東京海上火

災保険と「ミレア保険グル

ープ」結成

１月 東京海上と共同持株会社設

立について合意

２月 グアムに現地法人を設立し

営業を開始

４月 持株会社「ミレアホールディ

ングス」を設立し、東京海上

とともにその子会社となる

１月 朝日生命との経営統合見送

りを発表

１０月 日動生命と東京海上あんし

ん生命が合併し、東京海上

日動あんしん生命保険株式

会社となる

４月 中期計画Ｎｅｘｔａｇｅ２００５－

実行－の開始

１月 月掛火災保険（簡易火災

保険）

６月 月掛住宅・月掛商工保険

８月 月掛自動車保険

7月 長期総合保険

１月 積立ファミリー交通傷害

保険

５月 長期所得補償保険

９月 火災保険「夢ＨＯＭＥ」

２月 フランチャイズチェーン

新店舗休業保険

４月 店舗オーナーズ保険

６月 夢サポート

１２月 総合自動車保険

（ＮＡＡＰ）

４月 ホームパーフェクト

７月 夢アシスト

１０月 暮らし応援団

１２月 スーパーＣＧＬ保険

９月 心配御無用

４月 新夢HOME

６月 個人財産総合保険「暮ら

し応援団」

８月 心配御無用ナビ

１８９８年（明治３１年）

１９１１年（明治４４年）

１９１４年（大正３年）

１９４４年（昭和１９年）

１９４６年（昭和２１年）

１９６２年（昭和３７年）

１９６７年（昭和４２年）

１９６８年（昭和４３年）

１９７２年（昭和４７年）

１９７５年（昭和５０年）

１９８４年（昭和５９年）

１９８７年（昭和６２年）

１９８９年（平成元年）

１９９４年（平成６年）

１９９６年（平成８年）

１９９７年（平成９年）

１９９８年（平成１０年）

１９９９年（平成１１年）

２０００年（平成１２年）

２００１年（平成１３年）

２００２年（平成１４年）

２００３年（平成１５年）

２００４年（平成１６年）

旧日動火災
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主要な業務、株式の状況
コーポレートデータ

当社の発行する株式は普通株式であり、平成２０年７月１日現在、発行可能株式総数は２５億株、発行済株式総数は
１５億４,９６９万２,４８１株です。
なお、当社は株式移転により平成１４年４月２日付で株式会社ミレアホールディングス＊の完全子会社となっています。

a. 定時株主総会開催時期――――― 毎年４月１日から４ヵ月以内に開催します。

b. 決算期―――――――――――― ３月３１日

c. 株主名簿管理人―――――――― なし

d. 期末配当の基準日――――――― ３月３１日

e. 公告方法――――――――――― 電子公告により行います。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合

は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行います。

f. 上場証券取引所 ―――――――― なし

株式の状況等

主要な業務

１．損害保険業
（１）保険引受

当社は次の各種保険の引き受けを行っています。
①火災保険
②海上保険
③傷害保険
④自動車保険
⑤自動車損害賠償責任保険
⑥その他の保険
⑦以上各種保険の再保険

（２）資産の運用
当社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行っています。

２．業務の代理・事務の代行
当社は東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社の生命保険業に係
る業務の代理および事務の代行を行っています。

３．債務の保証
当社は、社債等に係る保証、融資に係る保証および資産の流動化に係る保証を行っています。

４．投資信託の販売業務
当社は、証券投資信託受益証券の販売業務を行っています。

５．自動車損害賠償保障事業委託業務
当社は、政府の行う自動車損害賠償保障事業のうち、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関
する調査、損害のてん補額の支払など、業務の一部を政府の委託を受けて行っています。

＊「株式会社ミレアホールディングス」は、２００８年７月１日付で「東京海上ホールディングス株式会社」へ社名を変更しています。
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氏名または名称

（平成２０年７月１日現在）

住　　　　　所 所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％）

東京海上ホールディングス株式会社

計

東京都千代田区丸の内一丁目２番１号

－

１,５４９,６９２

１,５４９,６９２

１００.００

１００.００

大株主の状況

年　月　日

平成８年３月２８日 １,１７７,５０１ １０１,９９４,６９４

１０１,９９４,６９４

転換社債の転換による資本金の増加
（平成７年４月１日～平成８年３月２８日）

平成１６年１０月１日 － 東京海上火災保険株式会社と
日動火災海上保険株式会社との合併

１０１,９９４,６９４平成２０年３月３１日 － －

増　資　額
（千円）

増資後資本金
（千円） 摘　　　　　要

資本金

種　　類

東京海上日動第１回無担保社債

東京海上日動第１回２号無担保社債

東京海上日動第２回無担保社債

東京海上日動第２回２号無担保社債

東京海上日動第３回無担保社債

東京海上日動第４回無担保社債

１９９９年１２月２日

２０００年２月２８日

２０００年２月２８日

２０００年９月２０日

２０００年９月２０日

２０００年９月２０日

５０,０００

１５,０００

１０,０００

３０,０００

２０,０００

１０,０００

発行年月日 発行総額
（百万円）

最近の社債発行

第６５回定時株主総会
第６５回定時株主総会は、平成２０年６月１９日(木)に開催されました。報告事項および決議事項は以下のとおりです。

〈報告事項〉
１.平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２.平成１９年度（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで）計算書類報告の件

上記について報告しました。

〈決議事項〉
第１号議案 取締役１９名選任の件
第２号議案 監査役３名選任の件

上記全議案は原案どおり承認可決されました。
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会社の組織
コーポレートデータ
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当社の機構（平成２０年７月１日現在）
※構成図は部・支店までとし、部・支店内の室・課・支社・グループの表示は省略しました。
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監査役事務局�

株 主 総 会 �

経 営 会 議 �
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国内ネットワーク
コーポレートデータ

地　　域

北 海 道

東 北

関東・甲信越

東海・北陸

関 西

中国・四国

九 州

合 計

営業部・支店

１部、４支店

２部、６支店

３３部、１９支店

９部、１０支店

１１部、１０支店

３部、９支店

１部、１０支店

１２８部・支店

営業室・課・支社

２２

４２

２１９

８９

８２

４８

５１

５５３

事務所

６

２

５

６

０

２

６

２７

損害サービス部

１

１

８

５

５

２

２

２４

損害サービスの拠点　

１４

２６

８６

３８

３１

２５

２６

２４６

店舗所在地一覧および損害サービス課・損害サービスセンター一覧はP1８６からP19４をご覧ください。

当社は全国に１２８の営業部・支店を軸に５５３の営業室・課・支社、２４６ヵ所の損害サービス拠点
を配置し、お客様にご満足いただけるサービス体制を整えています。

東北
部･･････････････････････････２
支店 ･･･････････････････････６
室・課・支社 ････････････４２
事務所･････････････････････２
損害サービス部･･････････１
損害サービスの拠点･･･２６

九州・沖縄
部･･････････････････････････１
支店･･････････････････････１０
室・課・支社 ････････････５１
事務所･････････････････････６
損害サービス部･･････････２
損害サービスの拠点･･･２６

（２００８年７月１日現在）

関西
部･････････････････････････１１
支店･･････････････････････１０
室・課・支社 ････････････８２
損害サービス部･･････････５
損害サービスの拠点･･･３１

東海・北陸
部･･････････････････････････９
支店･･････････････････････１０
室・課・支社 ････････････８９
事務所･････････････････････６
損害サービス部･･････････５
損害サービスの拠点 ･･３８

中国・四国
部･･････････････････････････３
支店 ･･･････････････････････９
室・課・支社 ････････････４８
事務所･････････････････････２
損害サービス部･･････････２
損害サービスの拠点･･･２５

関東・甲信越
部･････････････････････････３３
支店･･････････････････････１９
室・課・支社･･････････････２１９
事務所･････････････････････５
損害サービス部･･････････８
損害サービスの拠点 ･･８６

北海道
部･･････････････････････････１
支店 ･･･････････････････････４
室・課・支社 ････････････２２
事務所･････････････････････６
損害サービス部･･････････１
損害サービスの拠点･･･１４
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北海道

北海道業務支援部　札幌中央支店　北海道支店　旭川支店　札幌支店　札幌自動車営業部
北海道損害サービス部

東北

東北業務支援部　青森支店　盛岡支店　仙台支店　仙台自動車営業部　秋田支店　山形支店　福島支店　
福島自動車営業部　東北損害サービス部

関東・甲信越

関東業務支援部　東京企業営業事務サービス室　航空保険部　総合営業第一部　総合営業第二部　旅行業営業部
情報産業部　船舶営業部　本店営業第一部　本店営業第二部　本店営業第三部　本店営業第四部
本店営業第五部　本店営業第六部　建設産業営業部　化学産業営業部　東京自動車営業第一部　
東京自動車営業第二部　東京自動車営業第三部　東京自動車営業第四部　茨城支店　茨城自動車営業部　
栃木支店　群馬支店　群馬自動車営業部　埼玉支店　埼玉中央支店　埼玉自動車営業第一部　
埼玉自動車営業第二部　千葉支店　京葉支店　千葉自動車営業部　公務開発部　公務第一部　公務第二部　
医療・福祉法人部　広域法人部　東京公務部　金融法人部　東京中央支店　東京新都心支店　北東京支店　
東東京支店　西東京支店　横浜中央支店　神奈川支店　横浜支店　神奈川自動車営業部　横浜自動車営業部　
横浜ベイサイド支店　新潟支店　山梨支店　長野支店　長野自動車営業部　本店損害サービス部　
東京自動車損害サービス部　北関東・信越損害サービス部　埼玉損害サービス部　東関東損害サービス部　
首都損害サービス部　神奈川損害サービス部　コマーシャル損害部

東海・北陸

東海・北陸業務支援部　富山支店　金沢支店　福井支店　岐阜支店　岐阜自動車営業部
静岡支店　浜松支店　静岡自動車営業部　三河支店　愛知北支店　愛知南支店　名古屋営業第一部
名古屋営業第二部　名古屋営業第三部　名古屋自動車営業第一部　名古屋自動車営業第二部
名古屋自動車営業第三部　三重支店　三重自動車営業部　静岡損害サービス部　名古屋損害サービス第一部
名古屋損害サービス第二部　東海損害サービス第一部　東海損害サービス第二部

関西

関西業務支援部　京都支店　滋賀支店　京滋自動車営業部　関西公務金融部　大阪北支店　大阪中央支店
大阪南支店　関西営業第一部　関西営業第二部　関西営業第三部　関西営業第四部 大阪自動車営業第一部　
大阪自動車営業第二部　大阪自動車営業第三部　奈良支店　和歌山支店　神戸中央支店　姫路支店　神戸支店　
西日本船舶営業部　神戸自動車営業部　京滋・北陸損害サービス部　関西損害サービス第一部　
関西損害サービス第二部　大阪自動車損害サービス部　神戸損害サービス部

中国・四国

中国・四国業務支援部　山陰支店　岡山支店　広島中央支店　中国支店　山口支店　中国自動車営業第一部
中国自動車営業第二部　徳島支店　高松支店　愛媛支店　高知支店　四国自動車営業部　中国損害サービス部
四国損害サービス部

九州・沖縄

九州業務支援部　福岡中央支店　福岡支店　九州自動車営業部　北九州支店　佐賀支店　長崎支店　熊本支店
大分支店　宮崎支店　鹿児島支店　沖縄支店　九州損害サービス第一部　九州損害サービス第二部
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海外ネットワーク
コーポレートデータ

海外ネットワーク
海外拠点：３６ヵ国・地域、３０３都市
●駐在員数：１７０名
●現地スタッフ数：約１３,０００名
クレームエージェント数：２５０の国・地域

（200８年7月1日現在・現地スタッフ数は200８年3月31日現在）

国際化社会を見据え、東京海上グループは世界３６ヵ国・地域、３０３都市にネットワークを展開しています。
海外進出企業をはじめ、海外旅行者など世界各国のお客様の多様なニーズにお応えできる体制を整えて
います。

米国 支店 米国支店（ニューヨーク）
駐在員事務所 ニューヨーク、ロスアンゼルス、サンフラ

ンシスコ、シカゴ、アトランタ、ナッシュビ
ル、ホノルル

現地法人 Tokio Marine Americas Corporation
（ニューヨーク）
Tokio Marine Management, Inc.
（ニューヨーク、ロスアンゼルス、サンフラ
ンシスコ、シカゴ、アトランタ、ヒューストン、
ナッシュビル、シンシナティ）
Trans Pacific Insurance Company（ニューヨーク）
TM Specialty Insurance Company（ニューヨーク）
TM Casualty Insurance Company（ニューヨーク）
TNUS Insurance Company（ニューヨーク）
TM Claims Service, Inc.（ニューヨーク、
ロスアンゼルス、ホノルル）
First Insurance Company of Hawaii, Ltd.（ホノルル）

カナダ 駐在員事務所 トロント、バンクーバー
当社代理店 Lombard Canada Ltd.（トロント、バンクーバー）

バミューダ 現地法人 Tokio Millennium Re Ltd.（ハミルトン）

メキシコ 現地法人 Tokio Marine Compañia de Seguros, S.A. de
C.V.（メキシコシティ、ティファナ、アグアス
カリエンテス、モンテレイ、グアダラハラ）

TMGRe社 メキシコシティ
駐在員事務所

ブラジル 現地法人 Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
（サンパウロ、他７都市）
Real Seguros S.A.（サンパウロ、他４４都市）
Real Tokio Marine Vida e Previde

∧
ncia S.A.

（サンパウロ）

パラグアイ 出資会社 La Rural S.A. de Seguros
（アスンシオン、エンカルナシオン）

中南米

北米
イギリス 駐在員事務所 ロンドン

現地法人 Tokio Marine Europe Insurance Limited
[TMEI］（ロンドン、管下にマンチェスター、
バーミンガム）
Tokio Marine Europe Limited（ロンドン）
TM Management Services Limited [TMMS]
（ロンドン）
Tokio Marine Global Ltd.（ロンドン）
R J Kiln & Co Limited（ロンドン）

フランス 駐在員事務所 パリ
TMEI社支店 パリ（管下にリヨン、ボルドー、ストラスブール）
TMMS社支店 パリ

ドイツ 駐在員事務所 デュッセルドルフ
TMEI社代理店 Burmester, Duncker & Joly

（デュッセルドルフ、ハンブルク）

オランダ 駐在員事務所 アムステルダム
TMEI社代理店 Delta Lloyd Schadeverzekering Volmachtbedrijf

B.V.（アムステルダム）
TMMS社支店 アムステルダム

ベルギー 駐在員事務所 ブラッセル
TMEI社代理店 Fortis Corporate Insurance N.V.

（ブラッセル、アントワープ）

イタリア 駐在員事務所 ミラノ
TMEI社代理店 Allianz Subalpina S.p.A（ミラノ）

スペイン 駐在員事務所 バルセロナ
TMEI社支店 バルセロナ（管下にマドリッド）

アイルランド 現地法人 Tokio Marine Global Re Limited  [TMGRe]
（ダブリン）

ノルウェー TMEI社代理店 Citius Insurance AS（オスロ）

デンマーク TMEI社代理店 CNA Insurance Hansen & Klein A/S
（コペンハーゲン）

ギリシャ TMEI社代理店 Willis KENDRIKI S.A.（アテネ）

欧州
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ロシア 駐在員事務所 モスクワ、サンクトペテルブルグ

アラブ首長国連邦 駐在員事務所 ドバイ
現地法人 Tokio Marine Middle East Limited（ドバイ）
当社代理店 Al-Futtaim Development Services Co.

（Insurance BR）、Tokio Marine & Nichido Fire
Insurance Co., Ltd.（ドバイ）

サウジアラビア 駐在員事務所 ジェッダ、リヤド、アルコバール
当社代理店 Hussein Aoueini & Co., Ltd.

（ジェッダ、リヤド、アルコバール）
現地法人 Tokio Marine（Saudi Arabia）Limited（仮称）

設立予定

バハレーン 現地法人 The Arab-Eastern Insurance Company Limited
E.C.（マナマ）

トルコ 出資会社 Koc Allianz Sigorta A.S.（イスタンブール）
Koc Allianz Hayat ve Emeklilik A.S.
（イスタンブール）

オーストラリア 駐在員事務所 シドニー、メルボルン
現地法人 Tokio Marine Management (Australasia) Pty.

Ltd.（シドニー、メルボルン、アデレイド）

ニュージーランド 当社代理店 IAG New Zealand Insurance Limited
（オークランド）

グァム 駐在員事務所 グァム
現地法人 Tokio Marine Pacific Insurance Limited

［TMPI］（グァム）
TMPI代理店 Nanbo Guam, Ltd.（グァム）

北マリアナ諸島 当社代理店 Pacifica Insurance Underwriters, Inc.（サイパン）

オセアニア・ミクロネシア

中近東

ユーラシア

韓国 支社 ソウル

中国本土 支店 上海支店（管下に長寧支社）
駐在員事務所 北京、天津、大連、成都、南京、蘇州、杭州、

広州、深
現地法人 中盛国際保険経紀有限公司（北京）

生命人寿保険股 有限公司
（上海、北京、他２０都市）

香港 駐在員事務所 香港
現地法人 東京海上火災保険（香港）有限公司

台湾 駐在員事務所 台北
現地法人 新安東京海上産物保険股 有限公司

（台北、他２９都市）

フィリピン 現地法人 Tokio Marine Malayan Insurance Co., Inc.
（マニラ）＊

ベトナム 現地法人 Vietnam International Assurance Company
（ハノイ、ホーチミンシティ）

タイ 現地法人 The Sri Muang Insurance Co., Ltd.
（バンコク、他１６都市）
Millea Life Insurance (Thailand) Public
Co., Ltd.（バンコク）

マレーシア 現地法人 Tokio Marine Insurans (Malaysia) Bhd.
（クアラルンプール、他１７都市）
TM Asia Life Malaysia Bhd.
（クアラルンプール、他１５都市）
Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad
（クアラルンプール）

TMGRe社支店 ラブアン

シンガポール 現地法人 Tokio Marine Asia Pte. Ltd.（シンガポール）
Tokio Marine Insurance Singapore Ltd. [TMiS]
（シンガポール）
TM Asia Life Singapore Ltd. [TMALS]
（シンガポール）
Tokio Marine Retakaful Pte. Ltd.
（シンガポール）
TM Claims Service Asia Pte. Ltd.
（シンガポール）

ブルネイ TMiS社支店 バンダルスリブガワン
TMALS社支店 バンダルスリブガワン

インドネシア 現地法人 P.T. Asuransi Tokio Marine Indonesia
（ジャカルタ、他７都市）

インド 駐在員事務所 ニューデリー
現地法人 IFFCO-TOKIO General Insurance Co. Ltd.

（ニューデリー、他９７都市）

ミャンマー 駐在員事務所 ヤンゴン

＊ＴｏｋｉｏＭａｒｉｎｅＭａｌａｙａｎＩｎｓｕｒａｎｃｅＣｏ.,Ｉｎｃ.は、２００８年７月２日にＭａｌａｙａｎ

ＩｎｓｕｒａｎｃｅＣｏｍｐａｎｙ,Ｉｎｃ.と合併し、ＭａｌａｙａｎＩｎｓｕｒａｎｃｅＣｏｍｐａｎｙ,Ｉｎｃ.と

なりました。

アジア
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企業集団の状況
コーポレートデータ

当社グループは、親会社である東京海上ホールディングス株式会社のもと、当社、子会社１８４社および関連会社２２社で

構成され、損害保険事業（損害保険業、損害保険関連事業、金融・資産運用関連事業、総務・事務代行関連事業を含む）等

を営んでいます。

（平成２０年３月３１日現在）

生命保険事業�

◎TM Asia Life Singapore Ltd.�

◎TM Asia Life Malaysia Bhd.

損害保険事業�

その他�

◎Kiln Ltd�

◎Kiln (UK) Holdings Limited�

◎Asia General Holdings Limited

資産運用関連事業�

◎Vetra Finance Corporation

損害保険業�

◎Tokio Marine Global Ltd.�

◎Tokio Marine Europe Insurance Limited�

◎Kiln Reinsurance Ltd�

◎Kiln Underwriting Limited�

◎TM Asia Insurance Singapore Ltd.�

◎Tokio Millennium Re Ltd.

デリバティブ事業�

◎Tokio Marine Financial Solutions Ltd.

その他の事業�

東

京

海

上

日

動

火

災

保

険

株

式

会

社
（

損

害

保

険

会

社

）�

◎……連結子会社�
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主要な会社の状況（連結子会社）

＊議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数です。

所在地�会社名� 資本金� 主要な事業の内容� 議決権の所有割合＊�

（平成２０年３月３１日現在）�

Tokio Marine Global 
Ltd. 損害保険事業�

損害保険事業�

損害保険事業�

損害保険事業�

損害保険事業�

損害保険事業�

損害保険事業�

損害保険事業�

生命保険事業�

生命保険事業�

損害保険事業�

その他の事業�
（デリバティブ事業）�

損害保険事業�
（資産運用関連事業）�

�

英国・ロンドン�

英国・ロンドン�

バミューダ・ハミルトン�

英国・ロンドン�

バミューダ・ハミルトン�

英国・ロンドン�

シンガポール・�
シンガポール�

シンガポール・�
シンガポール�

シンガポール・�
シンガポール�

マレーシア・�
クアラルンプール�

バミューダ・ハミルトン�

ケイマン諸島・�
ジョージタウン�

ケイマン諸島・�
ジョージタウン�
�

１２５,０００�
千英ポンド�

�
３５,０００�

千英ポンド�
�

６９９�
千英ポンド�

�

１,０００�
千英ポンド�

�
７０�

千英ポンド�
�

０�
千英ポンド�

�

７５,０００�
千シンガポールドル�

�

１００,０００�
千シンガポールドル�

�

３６,０００�
千シンガポールドル�

�
１００,０００�

千マレーシアリンギット�
�

２５０,０００�
千米ドル�

�
５００�

百万円�
�

１�
千米ドル�

�

１００％�

１００％�

１００％�

１００％�
（１００％）�

１００％�
（１００％）�

１００％�
（１００％）�

９２.４％�

１００％�
（１００％）�

８５.２％�
（７４.６％）�

１００％�
（１００％）�

１００％�

１００％�

―�

�

Tokio Marine Europe 
Insurance Limited

�

�
Kiln Ltd

Kiln （UK） �
Holdings Limited

Kiln Reinsurance 
Ltd

Kiln Underwriting 
Limited

Asia General �
Holdings Limited

TM Asia�
 Insurance 
Singapore Ltd.

TM Asia Life 
Singapore Ltd.

TM Asia Life �
Malaysia Bhd.

Tokio Millennium �
Re Ltd.

Tokio Marine 
Financial Solutions 
Ltd.

Vetra Finance 
Corporation

その他連結子会社２５社、
持分法適用会社７社�

�
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コーポレートデータ

設備の状況
設備投資等の概要

平成１９年度の設備投資は、損害保険事業における顧客サービスの充実と業務の効率化を目的とした設備投資として、国

内店舗ビルの改修（２０億円）などを行いました。

店　　　　名
（所在地）

本 店
各サービス部、東京企業所属各部、東京自
動車所属各部、海外および本店損害、東京
自動車損害、公務開発、公務１、公務２、医
療・福祉、広域法人、金融法人の各部を含む
（ 東 京 都 千 代 田 区 ）

５４

２３

３５

６１

４２

３５

３９

２,０９６

１,９３０

４,１２５

９,０８６

３,５７１

５,８７３

３３,３０６

３９１

６２５

１,２２４

１,３８７

７６６

９０７

１２,４５２）

）

）

北 海 道
北 海 道 支 店
（札幌市中央区）ほか３支店

東 北
仙 台 支 店
（仙台市青葉区）ほか５支店

所属出先
機　　関
（店）

事業の種類別
セグメントの名称

５７６

８５２

２,０４１

２,０２１

１,１３０

１,４０６

３,８１０

従業員数
（人）

８５

２１８

７１２

８４４

３６９

３６３

２,１３９

賃借料
（百万円）

（平成２０年３月３１日現在）

帳簿価額（百万円）

土地（面積㎡） 建　　物 動　　産

東 海 ・ 北 陸
愛 知 南 支 店
（名古屋市中区）ほか９支店

関 西
大 阪 中 央 支 店
（大阪市中央区）ほか９支店

中 国 ・ 四 国
広 島 中 央 支 店
（広島市中区）ほか８支店

九 州
福 岡 支 店
（福岡市博多区）ほか９支店

主要な設備の状況

２１,３３０
(７８,１６４

１,８７９
(９,９９５

２,４２８
(１０,６４９

４,４６９
(１５,９２５

１６,７７４
(８７,５１８

３,８１０
(９,８２０

３,６９５
(４２,８３２

損害保険事業

損害保険事業

損害保険事業

損害保険事業

１１１ １０,２６５ ２,０１０ ３,４２７ ２,７６０
関 東
東 京 中 央 支 店
（東京都千代田区）ほか１８支店

８,１３５
(１８,５４０損害保険事業

損害保険事業

損害保険事業

損害保険事業

（１）当社

当社および連結子会社における主要な設備は、以下のとおりです。

））

））

））

））

））
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（注）１．所属出先機関数は、支社、事務所および海外駐在員事務所の合計です。海外支社および海外駐在員事務所は、本店の所属出先機関に含まれています。
２．上記はすべて営業用設備です。
３．土地および建物の一部を賃借しています。賃借している土地の面積については、［ ］で外書きしています。
４．上記の他、主要な賃貸用設備として以下のものがあります。

設備名�会社名�
帳簿価額（百万円）�

建物�土地（面積㎡）�

当 社 �

４,３２８  �
（５,８８５）� ３,６２８�

２,４０９�

４６�

５,６７５�

４,３６４�

大阪東京海上日動ビルディング�
（ 大 阪 市 中 央 区 ）�

１,１７０  �
（２,５６３）�

名古屋東京海上日動ビルディング�
（ 名 古 屋 市 中 区 ）�

０  �
（２,６５６）�

東京海上日動ビルディング新館�
（ 東 京 都 千 代 田 区 ）�

３,９３６�
（２,７４５）�

シーノ大宮サウスウィング�
（ さ い た ま 市 大 宮 区 ）�

６,４４９�
（５,７６０）�

多摩東京海上日動ビルディング�
（ 東 京 都 多 摩 市 ）�

（２）在外子会社

店名�
（所在地）�

会社名� 従業員数�
（人）�

賃借料�
（百万円）�

所属出�
先機関�
（店）�

事業の種類別�
セグメントの名称�

帳簿価額（百万円）�

建物� 動産�土地（面積㎡）�

（平成２０年３月３１日現在）�

Tokio Marine �
Global Ltd.

－�
（－）�

－�
（－）�

損害保険事業�
本 店 �
（ 英 国・ロ ンド ン ）� ー�

８�

ー�

１７０�

－�

７３�

－�

－�

－�

７８４�

３４４�

７０�

－�

２８� ２６�

１５８�

２５１�

－�

１３２�

１３６�

２７３�

３０�

６０�

－�

－�

�

本 店 �
シンガポール・シンガ
ポール�（　　　　　　　）�
本 店 �
シンガポール・シンガ
ポール�（　　　　　　　）�
本 店 �
シンガポール・シンガ
ポール�（　　　　　　　）�
本 店 �
マレーシア・マレーシ
ア�（　　　　　　　）�

本 店 �
ケイマン諸島・ジョー
ジタウン�（　　　　　　　）�

Tokio Marine �
Europe Insurance �
Limited

�損害保険事業�

本 店 �
（バミューダ・ハミルトン）�

本 店 �
（ 英 国・ロ ンド ン ）� １１６�

２２１�

－�

４５�

８２�

１３１�

２３６�

８２�

－�

２２８�

－�

－�

６３�

５３�

２�

１１３�

１１８�

－�

Kiln　Ltd　��
他　グループ２３社�

－�
（－）�損害保険事業�

Asia General�
Holdings Limited 損害保険事業�

－�
（－）�

TM Asia Insurance �
Singapore Ltd.

－�
（－）�損害保険事業�１�

ー�

TM Asia Life�
Singapore Ltd.

TM Asia Life��
Malaysia Bhd.

－�
（－）�生命保険事業�

２８５  �
（１３,９１７）�
［３９,７２２］�

－�
（－）�

－�
（－）�

生命保険事業�

１�

１５�

本 店 �
（バミューダ・ハミルトン）�

Tokio Millennium �
Re Ltd.

－�
（－）�損害保険事業�ー�

東 京 支 店 �
（ 東 京 都 千 代 田 区 ）�

Tokio Marine �
Financial �
Solutions Ltd.

Vetra Finance�
Corporation

その他の事業�

損害保険事業�

ー�

ー�

�

設備名�会社名�
帳簿価額（百万円）�

建物�土地（面積㎡）�

当 社 �

１９１�
（１８，５９３）� ８９９�

８００�

１４４�

１,０２６�

２９１�

マリン ハイツ 富 士 見 台 �
（ 東 京 都 中 野 区 ）�

７�
（３，０４７）�

マ リ ン ハ イ ツ 西 宮 �
（ 兵 庫 県 西 宮 市 ）�

１�
（１,５６４）�

東 京 海 上 日 動 田 無 寮 �
（ 東 京 都 西 東 京 市 ）�

３,０７６�
（１４,８６０）�

石 神 井 運 動 場 �
（ 東 京 都 練 馬 区 ）�

６,７０５�
（５３,０００）�

多 摩 総 合 グ ラ ウ ンド�
（ 東 京 都 八 王 子 市 ）�

（注）５．上記の他、主要な社宅用、厚生用設備として以下のものがあります。
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（注）１．設備の新設、除却等の計画について重要性の基準を見直したことにより、上表には、１件５億円以上の計画を記載しています。
２．当社の西宮苦楽園口社宅の売却は、平成２０年４月に完了しました。

（注）設備の新設、除却等の計画について重要性の基準を見直したことにより、上表には、１件５億円以上の計画を記載しています。

（注）設備の新設、除却等の計画について重要性の基準を見直したことにより、上表には、１件５億円以上の計画を記載しています。

設備の内容� 年間リース料（百万円）�会社名�

当 社 � １,１７７�電子計算機�

（注）６．上記の他、主要な設備のうちリース契約によるものは以下のとおりです。

設備の新設、除却等の計画

平成２０年３月３１日現在の重要な設備の新設、除却等の計画は以下のとおりです。

（１）新設

所在地�会社名�
設備名� 内容�事業の種類別�

セグメントの名称�
投資予定金額� 資　　金�

調達方法�総額（百万円）�既支払額（百万円）�

着手および完了予定�

着手� 完了�

�

新築�損害保険事業�

平成１９年６月�平成２０年８月�自己資金�東 京 都 港 区 �損害保険事業�

平成１９年９月�平成２１年８月�自己資金�東京都千代田区�

新築� ４１７�

１,９８８�

１,６５１�

１３,８３８�

当 社 �
南麻布マンション� �

当 社 �
三 番 町 �
東京海上日動ビル�

所在地�会社名�
設備名� 内容�事業の種類別�

セグメントの名称�
投資予定金額� 資　　金�

調達方法�総額（百万円）�既支払額（百万円）� 着手� 完了�

着手および完了予定�

�損害保険事業�改修� 自己資金�
および借入金�

平成２０年５月�平成２３年５月�
TM Asia Insurance 
Singapore Ltd.��
Asia Chambers

２０��
Mc Callum��
St

６,５６４� ―�

（２）改修

所在地� 売却予定日�売却予定額�
（百万円）�

会社名�
設備名�

期末帳簿価額�
（百万円）�内容�事業の種類別�

セグメントの名称�

当 社 �
西宮苦楽園口社宅� �兵 庫 県 西 宮 市 � 売却�損害保険事業� 平成２０年４月�１,８１８�４０１�

�

（３）売却
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役員の状況
（平成２０年７月１日現在）取締役

氏　　名
（生年月日）

役　名 略　　　　　　歴 担　　　　当

取締役会長 石
いし

原
はら

邦
くに

夫
お

（昭和１８年１０月１７日生）

昭和４１年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成７年６月 取締役北海道本部長
平成１０年６月 常務取締役北海道本部長
平成１０年７月 常務取締役北海道本部長（新機構）
平成１１年６月 常務取締役
平成１２年６月 専務取締役
平成１３年６月 取締役社長
平成１４年４月 株式会社ミレアホールディングス取締役社長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社取締役社長
平成１９年６月 取締役会長（現職）
平成１９年６月 株式会社ミレアホールディングス取締役会長
平成２０年７月 東京海上ホールディングス株式会社取締役会長（現職）

業務品質改善委員会委員長

取締役社長
（代表取締役）

隅
すみ

修
しゅう

三
ぞう

（昭和２２年７月１１日生）

昭和４５年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１２年６月 取締役海外本部ロンドン首席駐在員
平成１３年７月 取締役海外本部部長兼ロンドン首席駐在員
平成１４年６月 常務取締役
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
平成１７年６月 専務取締役
平成１７年１２月 専務取締役抜本改革推進部長
平成１８年６月 専務取締役
平成１９年６月 取締役社長（現職）
平成１９年６月 株式会社ミレアホールディングス取締役社長
平成２０年７月 東京海上ホールディングス株式会社取締役社長（現職）
〔主要な兼職〕 東京海上ホールディングス株式会社取締役社長

社長補佐
損害サービス業務部、コマーシャル損害部
業務品質改善委員会副委員長

取締役副社長
（代表取締役）

長
なが

友
とも

英
ひで

夫
お

（昭和２４年４月２２日生）

昭和４７年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１３年６月 取締役人事企画部長
平成１４年６月 執行役員人事企画部長
平成１５年６月 常務取締役東京自動車本部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社常務取締役
平成１８年６月 専務取締役
平成１９年６月 取締役副社長（現職）

社長補佐
関東業務支援部、千葉支店、京葉支店、
東京中央支店、東京新都心支店、北東京
支店、東東京支店、西東京支店、横浜中
央支店、神奈川支店、抜本改革推進部、
東関東損害サービス部担当役員補佐、
首都損害サービス部担当役員補佐、神
奈川損害サービス部担当役員補佐、経
営企画部担当役員補佐、総務部担当役
員補佐
抜本改革委員会委員長

取締役副社長
（代表取締役）

神
かん

田
だ

克
かつ

美
み

（昭和２２年１０月１９日生）

昭和４５年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１３年６月 取締役中部・北陸本部静岡支店長
平成１４年６月 常務執行役員北海道本部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員
平成１８年６月 専務執行役員
平成１９年６月 専務取締役
平成２０年６月 取締役副社長（現職）

パーソナルカンパニー総括補佐
茨城支店、栃木支店、群馬支店、埼玉支
店、埼玉中央支店、新潟支店、山梨支店、
長野支店、北関東・信越損害サービス部
担当役員補佐、埼玉損害サービス部担
当役員補佐、人事企画部担当役員補佐

専務取締役 松
まつ

本
もと

一
いち

郎
ろう

（昭和２４年１月１３日生）

昭和４６年４月 日動火災海上保険株式会社入社
平成１５年６月 同社執行役員営業企画部長
平成１６年６月 同社常務執行役員営業企画部長兼金融企業法人部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員
平成１７年６月 常務取締役
平成１９年６月 専務取締役（現職）

人事企画部、総務部、コンプライアンス
部、法務部
情報セキュリティ委員会委員長

専務取締役 吉
よし

本
もと

卓
たく

雄
お

（昭和２４年８月６日生）

昭和４７年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１４年６月 執行役員個人商品業務部長
平成１６年６月 常務執行役員中国・四国本部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員
平成１９年６月 常務取締役
平成２０年６月 専務取締役（現職）

パーソナルカンパニー総括
営業企画部（部長）、営業開発部

専務取締役 家
いえ

中
な か

隆
たかし

（昭和２４年１０月１２日生）

昭和４７年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１５年６月 執行役員内部監査部長
平成１６年６月 常務執行役員東北本部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社常務執行役員
平成１８年１０月 常務取締役
平成１９年６月 常務取締役営業企画部長
平成２０年６月 専務取締役営業企画部長（現職）

財務部門担当
財務企画部、財務サービス部、金融開発
部、投資部、コンプライアンス部担当役
員補佐

専務取締役 雨
あめ

宮
みや

寛
ひろし

（昭和２５年１０月２日生）

昭和４８年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１４年６月 執行役員東海本部名古屋営業第三部長
平成１５年６月 執行役員経営企画部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社執行役員経営企画部長
平成１７年６月 常務取締役
平成１７年６月 株式会社ミレアホールディングス取締役
平成１９年６月 常務取締役財務企画部長
平成１９年８月 常務取締役
平成２０年６月 専務取締役（現職）
平成２０年６月 株式会社ミレアホールディングス専務取締役
平成２０年７月 東京海上ホールディングス株式会社専務取締役（現職）
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ディーラーカンパニー総括補佐
茨城自動車営業部、群馬自動車営業部、
埼玉自動車営業第一部、埼玉自動車営
業第二部、千葉自動車営業部、神奈川自
動車営業部、横浜自動車営業部、横浜ベ
イサイド支店、長野自動車営業部

常務取締役 宮
みや ざき

忠
た だ

彦
ひ こ

（昭和２７年７月２２日生）

昭和５０年４月 日動火災海上保険株式会社入社
平成１４年６月 同社執行役員福岡支店長兼福岡支店中央営業部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員横浜中央支店長
平成１９年６月 常務取締役（現職）

IT企画部（部長）、事務会計サービス業
務部
情報化委員会委員長、情報セキュリティ
委員会副委員長

常務取締役 横
よこ

塚
つ か

裕
ひ ろ

志
し

（昭和２６年３月１８日生）

昭和４８年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１７年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員ＩＴ企画部長
平成１９年６月 常務取締役ＩＴ企画部長（現職）
〔主要な兼職〕 東京海上日動システムズ株式会社取締役社長

ディーラーカンパニー総括
東京自動車営業第一部、東京自動車営
業第二部、東京自動車営業第三部、東京
自動車営業第四部、東京自動車損害サ
ービス部、自動車営業開発部

常務取締役 金
こん

野
の

正
ま さ

英
ひ で

（昭和２７年１１月１９日生）

昭和５１年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１８年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員自動車営業開発部長
平成１９年６月 常務取締役自動車営業開発部長
平成１９年８月 常務取締役（現職）

コマーシャルカンパニー総括
東京企業営業事務サービス室、航空保
険部、総合営業第一部、総合営業第二
部、旅行業営業部、情報産業部、船舶営
業部、本店営業第五部、札幌支店、海上
業務部、企業営業開発部（グローバル室
を除く）

常務取締役 岩
いわ

井
い

幸
こう

司
じ

（昭和３０年１月７日生）

昭和５２年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１８年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員東京中央支店長
平成２０年６月 常務取締役（現職）

氏　　名
（生年月日）

役　名 略　　　　　　歴 担　　　　当

経理部、リスク管理部
リスク管理委員会委員長、総合収益委員
会委員長

常務取締役 玉
たま

井
い

孝
たか

明
あき

（昭和２５年７月５日生）

昭和５０年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１５年６月 執行役員海外本部部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員アジア担当部長
平成１８年６月 常務取締役経営企画部長
平成１８年６月 株式会社ミレアホールディングス取締役
平成１９年７月 常務取締役業務品質改善部長兼お客様の声部長兼経

営企画部長
平成１９年８月 常務取締役経営企画部長
平成２０年６月 常務取締役（現職）
平成２０年６月 株式会社ミレアホールディングス取締役退任

（注）國 正氏は、会社法第２条第１５号に定める社外取締役です。

業務品質改善部、お客様の声部、経営
企画部(部長）、広報部、リスク管理部
担当役員補佐
ＣＳＲ委員会委員長、リスク管理委員
会副委員長、まごころQUALITY推進
委員会委員長

常務取締役 永
なが

野
の

毅
つよし

（昭和２７年１１月９日生）

昭和５０年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１５年６月 執行役員東海本部名古屋営業第三部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員名古屋営業第三部長
平成１８年６月 常務執行役員
平成２０年６月 常務取締役経営企画部長（現職）
平成２０年６月 株式会社ミレアホールディングス取締役
平成２０年７月 東京海上ホールディングス株式会社取締役（現職）

内部監査部

常務取締役 矢
や

野
の

孝
たか

明
あき

（昭和２４年１０月２０日生）

公務開発部、公務第一部、公務第二部、医
療・福祉法人部、広域法人部、東京公務
部、金融法人部、金融営業推進部、４０１ｋ
事業推進部、首都損害サービス部担当
役員補佐常務取締役 深

ふか

尾
お

邦
くに

彦
ひこ

（昭和２６年１１月２６日生）

コンプライアンス委員会委員長
取締役 國

くに ひろ

正
ただし

（昭和３０年１１月２９日生）

昭和６１年４月 弁護士（現職）
平成６年１月 國　法律事務所（現 国広総合法律事務所）設立
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社取締役（現職）

海外部門担当
企業営業開発部（グローバル室）、上海
支店、米国支店

常務取締役 岡
おか

田
だ

伸
し ん

一
い ち

郎
ろ う

（昭和２５年７月７日生）

昭和４８年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１７年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員企業商品業務部長
平成１９年６月 取締役
平成１９年６月 株式会社ミレアホールディングス常務取締役
平成２０年６月 常務取締役（現職）
平成２０年７月 東京海上ホールディングス株式会社常務取締役（現職）

昭和４９年４月 東京海上火災保険株式会社入社
以後九州・沖縄本部福岡支店長、
経営企画部部長、
株式会社ミレアホールディングス出向を経て

平成１６年６月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社取締役
平成１６年１０月 同社常務取締役
平成１８年６月 同社専務取締役
平成２０年６月 同社専務取締役退任
平成２０年６月 東京海上日動火災株式会社常務取締役(現職)

昭和４８年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１６年６月 執行役員内部監査部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員内部監査部長
平成１８年６月 常務執行役員
平成２０年６月 常務取締役（現職）

個人商品業務部、企業商品業務部、商品
販売支援部

専務取締役 鈴
すず

木
き

雅
まさ

己
み

（昭和２４年４月１６日生）

昭和４８年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１５年６月 執行役員人事企画部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社執行役員人事企画部長
平成１７年６月 常務取締役
平成１９年６月 常務取締役商品販売支援部長
平成１９年８月 常務取締役
平成２０年６月 専務取締役（現職）
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中国・四国業務支援部、山陰支店、岡山
支店、広島中央支店、山口支店、中国自
動車営業第一部、中国自動車営業第二
部、中国損害サービス部、徳島支店、高
松支店、愛媛支店、高知支店、四国自動
車営業部、四国損害サービス部、西日本
船舶営業部担当役員補佐、中国支店担
当役員補佐

常務執行役員 上
こう

月
づき

和
かず

夫
お

（昭和２７年２月１２日生）

昭和５１年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社

常務執行役員（現職）

常務執行役員 宮
みや ざき

忠
ただ

彦
ひこ

「取締役」の欄をご参照ください。

常務執行役員 横
よこ

塚
つか

裕
ひろ

志
し

「取締役」の欄をご参照ください。

常務執行役員 岡
おか

田
だ

伸
しん

一
いち

郎
ろう

「取締役」の欄をご参照ください。

東北業務支援部、青森支店、盛岡支店、
仙台支店、仙台自動車営業部、秋田支
店、山形支店、福島支店、福島自動車営
業部、東北損害サービス部

常務執行役員 新
しん

保
ぼ

誠
せい

一
いち

（昭和２６年４月９日生）

昭和５０年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１６年６月 執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員東京自動車営業第三部長
平成１８年１０月 常務執行役員（現職）

氏　　名
（生年月日）

役　名 略　　　　　　歴 担　　　　当

社長 隅
すみ

修
しゅう

三
ぞう

「取締役」の欄をご参照ください。

執行役員

副社長執行役員 長
なが

友
とも

英
ひで

夫
お

「取締役」の欄をご参照ください。

副社長執行役員 神
かん

田
だ

克
かつ

美
み

「取締役」の欄をご参照ください。

専務執行役員 松
まつ

本
もと

一
いち

郎
ろう

「取締役」の欄をご参照ください。

専務執行役員 雨
あめ

宮
みや

寛
ひろし

「取締役」の欄をご参照ください。

専務執行役員 吉
よし

本
もと

卓
たく

雄
お

「取締役」の欄をご参照ください。

専務執行役員 家
いえ

中
なか

隆
たかし

「取締役」の欄をご参照ください。

専務執行役員 鈴
すず

木
き

雅
まさ

己
み

「取締役」の欄をご参照ください。

関西営業第一部、関西営業第二部、関西
営業第三部、関西営業第四部、神戸支店、
西日本船舶営業部、中国支店、福岡支店、
関西損害サービス第一部担当役員補佐

常務執行役員 市
いち

川
かわ

俊
とし

明
あき

（昭和２４年４月１９日生）

昭和４８年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１６年６月 執行役員個人商品業務部長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員個人商品業務部長
平成１７年６月 常務取締役
平成１９年６月 常務執行役員（現職）

北海道業務支援部、札幌中央支店、北海
道支店、旭川支店、札幌自動車営業部、
北海道損害サービス部、札幌支店担当
役員補佐

常務執行役員 尾
お

方
がた

透
とおる

（昭和２６年１０月２６日生）

昭和４９年４月 日動火災海上保険株式会社入社
平成１４年６月 同社執行役員埼玉支店長
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員埼玉中央支店長
平成１８年６月 常務執行役員（現職）

（平成２０年７月１日現在）

常務執行役員 永
なが

野
の

毅
つよし

「取締役」の欄をご参照ください。

常務執行役員 矢
や

野
の

孝
たか

明
あき

「取締役」の欄をご参照ください。

常務執行役員 深
ふか

尾
お

邦
くに

彦
ひこ

「取締役」の欄をご参照ください。

常務執行役員 玉
たま

井
い

孝
たか

明
あき

「取締役」の欄をご参照ください。

東海・北陸業務支援部、富山支店、金沢
支店、福井支店、岐阜支店、静岡支店、
浜松支店、静岡損害サービス部、三河支
店、愛知北支店、愛知南支店、東海損害
サービス第一部、東海損害サービス第
二部、三重支店、京滋・北陸損害サービ
ス部担当役員補佐

常務執行役員 山
やま

本
もと

善
よし

三
み

（昭和２８年１月１日生）

昭和５０年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１８年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員営業企画部長
平成１９年６月 常務執行役員（現職）

常務執行役員 金
こん

野
の

正
まさ

英
ひで

「取締役」の欄をご参照ください。
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氏　　名
（生年月日）

役　名 略　　　　　　歴 担　　　　当

関西業務支援部、京都支店、滋賀支店、
京滋自動車営業部、京滋・北陸損害サー
ビス部、関西公務金融部、大阪北支店、
大阪中央支店、大阪南支店、大阪自動車
営業第一部、大阪自動車営業第二部、大
阪自動車営業第三部、奈良支店、和歌山
支店、神戸中央支店、姫路支店、神戸自
動車営業部、関西損害サービス第二部
担当役員補佐、大阪自動車損害サービ
ス部担当役員補佐、神戸損害サービス
部担当役員補佐

常務執行役員 江
え

頭
がしら

重
しげ

志
し

（昭和２７年１０月２３日生）

昭和５１年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１７年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員東京新都心支店長
平成１９年６月 執行役員退任
平成１９年６月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社

常務取締役
平成２０年６月 同社常務取締役退任
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

常務執行役員（現職）

常務執行役員 岩
いわ

井
い

幸
こう

司
じ

「取締役」の欄をご参照ください。

米州担当部長

執行役員 磯
いそ

貝
がい

隼
はや

人
と

（昭和２８年２月２日生）

昭和５０年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１８年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員国際部長
平成１８年７月 執行役員米州担当部長（現職）

岐阜自動車営業部、静岡自動車営業部、
名古屋営業第一部、名古屋営業第二部、
名古屋営業第三部、名古屋自動車営業
第一部、名古屋自動車営業第二部、名古
屋自動車営業第三部、名古屋損害サー
ビス第一部、名古屋損害サービス第二
部、三重自動車営業部、静岡損害サービ
ス部担当役員補佐

常務執行役員 相
あい

場
ば

育
いく

男
お

（昭和２７年１１月１２日生）

昭和５１年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１８年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員人事企画部長
平成２０年６月 常務執行役員（現職）

本店損害サービス部、北関東・信越損害
サービス部、埼玉損害サービス部、東関
東損害サービス部、首都損害サービス
部、神奈川損害サービス部、関西損害サ
ービス第一部、関西損害サービス第二
部、大阪自動車損害サービス部、神戸損
害サービス部

常務執行役員 井
いの

上
うえ

肇
はじめ

（昭和２７年８月２９日生）

昭和５０年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員本店損害サービス部長
平成２０年６月 常務執行役員（現職）

本店営業第一部、本店営業第二部、本店
営業第三部、本店営業第四部、本店営業
第六部、建設産業営業部、化学産業営業
部、横浜支店

常務執行役員 川
かわ

畑
ばた

茂
しげ

樹
き

（昭和２５年７月１４日生）

昭和４９年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員化学産業営業部長
平成１９年８月 執行役員本店営業第一部長
平成２０年６月 常務執行役員（現職）

九州業務支援部、福岡中央支店、九州自
動車営業部、北九州支店、佐賀支店、長
崎支店、熊本支店、大分支店、宮崎支店、
鹿児島支店、沖縄支店、九州損害サービ
ス第一部、九州損害サービス第二部、西
日本船舶営業部担当役員補佐、福岡支
店担当役員補佐

常務執行役員 本
ほん

多
だ

紀
のり

雄
お

（昭和２７年５月２６日生）

昭和５１年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員企業営業開発部長
平成１９年８月 執行役員化学産業営業部長
平成２０年６月 常務執行役員（現職）

リスク管理部長
執行役員 大

おお

橋
はし

敏
とし

樹
き

（昭和２９年５月１０日生）

昭和５２年４月 日動火災海上保険株式会社入社
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員リスク管理部長（現職）

抜本改革推進部長
執行役員 木

き

村
むら

亨
とおる

（昭和２９年１１月２６日生）

昭和５２年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員抜本改革推進部長（現職）

経理部長
執行役員 大

おお

庭
ば

雅
まさ

志
し

（昭和３０年２月１３日生）

昭和５３年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員経理部長（現職）

本店営業第一部長
執行役員 長

なが

尾
お

善
よし

行
ゆき

（昭和２８年２月４日生）

昭和５１年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員本店営業第一部長（現職）

本店営業第二部長
執行役員 深

ふか

田
だ

一
かず

政
まさ

（昭和２８年４月１１生）

昭和５２年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員本店営業第二部長（現職）

内部監査部長
執行役員 久

く

山
やま

大
だい

典
すけ

（昭和２８年６月４日生）

昭和５２年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員内部監査部長（現職）

事務会計サービス業務部長
執行役員 宇

う

野
の

直
なお

樹
き

（昭和２８年６月２７日生）

昭和５２年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員事務会計サービス業務部長（現職）
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氏　　名
（生年月日）

役　名 略　　　　　　歴 担　　　　当

役　名
氏　　名
（生年月日）

略　　　　　　歴

監査役

（注）伊藤邦雄、坂井秀行および阪田雅裕の各氏は、会社法第２条第１６号に定める社外監査役です。

常勤監査役 浜
はま

口
ぐち

和
かず

也
や

（昭和２１年１月３日生）

昭和４３年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成１１年６月 取締役個人商品業務部長
平成１２年６月 常務取締役中国・四国本部長
平成１４年６月 常務執行役員中国・四国本部長
平成１４年９月 常務執行役員退任
平成１４年１０月 日動火災海上保険株式会社常勤監査役
平成１６年６月 同社常勤監査役退任
平成１６年６月 損害保険料率算出機構常務理事
平成１９年６月 同機構常務理事退任
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社常勤監査役（現職）

監 査 役 伊
い

藤
とう

邦
くに

雄
お

（昭和２６年１２月１３日生）

昭和５５年４月 一橋大学商学部講師
昭和５９年４月 同大学助教授
平成４年４月 同大学教授
平成１４年８月 同大学大学院商学研究科長・商学部長
平成１６年６月 東京海上火災保険株式会社監査役
平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社監査役（現職）
平成１６年１２月 一橋大学理事（副学長）
平成１８年１２月 同大学大学院商学研究科教授（現職）

監 査 役 坂
さか

井
い

秀
ひで

行
ゆき

（昭和２４年１２月９日生）

昭和５１年４月 弁護士（現職）
昭和５１年４月 岡本達夫法律事務所入所
昭和５４年７月 ローガン・岡本・高島法律事務所入所
昭和６２年１月 坂井総合法律事務所設立
平成２年１月 ブレークモア法律事務所入所
平成７年２月 坂井秀行法律事務所（現坂井・三村・相澤法律事務所）設立
平成１８年６月 東京海上日動火災保険株式会社監査役（現職）

監 査 役 阪
さか

田
た

雅
ま さ

裕
ひ ろ

（昭和１８年９月２０日生）

昭和４１年４月 大蔵省（現財務省）入省
平成４年６月 同省大臣官房審議官
平成４年１２月 内閣法制局へ異動　以後同局総務主幹、第三部長、第一部長、次長を経て
平成１６年８月 内閣法制局長官
平成１８年９月 内閣法制局長官退官
平成１８年１１月 弁護士（現職）
平成１９年６月 東京海上日動火災保険株式会社監査役（現職）

（平成２０年７月１日現在）

西東京支店長
執行役員 醍

だい

醐
ご

明
あき

彦
ひこ

（昭和３０年４月４日生）

昭和５３年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員西東京支店長（現職）

営業開発部長
執行役員 倉

くら

谷
たに

宏
ひろ

樹
き

（昭和３１年１月２８日生）

昭和５３年４月 東京海上火災保険株式会社入社
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員営業開発部長（現職）

熊本支店長
執行役員 渡

わた

会
らい

英
ひで

孝
たか

（昭和３０年５月５日生）

平成１年１２月 日動火災海上保険株式会社入社
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社

執行役員熊本支店長（現職）

常勤監査役 光
みつ

永
なが

弘
ひろし

（昭和２６年１１月１９日生）

平成１２年６月 日動火災海上保険株式会社入社
以後同社経営企画室部長（統合推進担当）、経営企画室長、経営企画部長、
株式会社ミレアホールディングス出向を経て

平成１９年６月 株式会社ミレアホールディングス常務取締役
平成２０年３月 同社常務取締役監査部長
平成２０年６月 東京海上日動火災保険株式会社常勤監査役(現職)
平成２０年６月 株式会社ミレアホールディングス常務取締役退任

常勤監査役 前
まえ

島
じま

伸
のぶ

行
ゆき

（昭和２６年１月１３日生）

昭和４９年４月 東京海上火災保険株式会社入社
以後東京自動車本部自動車営業第二部部長兼自動車営業開発部部長、東海本部総務部長、
東海本部部長を経て

平成１６年１０月 東京海上日動火災保険株式会社コンプライアンス部長
平成２０年６月 常勤監査役（現職）
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従業員の状況

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

（２００８年３月３１日現在）

（注）１．従業員は就業人員です。
２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

■全国型・地域型新卒採用者数の推移

区　分

２００６年
２００７年
２００８年

１７６
１９７
２３３

５９０
７０１
７８７

７６６
８９８
１,０２０

全国型 地域型 合　計

（注）各年とも４月１日現在

１５,２６３ ４０.２ １０.６ ８,５０７,９３４

従業員の状況

採用方針

当社ではオープンエントリー方式による『公平・公正・透明な採用』と面接を重視した『人物本位の採用』を基本方針に学

生一人ひとりの能力、資質、適性を見極めて採用を行っています。

採用広報に関しては、『学生の立場に立った情報提供』をモットーに、採用ホームページによる会社情報の提供、全国８０

大学以上に出張し学内で業界・企業説明会を実施、また、学生が直接社員の経験談を聞くことができるセミナーや社員懇

談会などを実施しています。

また、新卒者以外にも中途採用、第二新卒採用を行うことにより幅広い人材の確保に努めています。

採用選考過程における選考参加者の人権を尊重する観点から、『公正採用選考方針』を策定し、面接者への教育を実施

するとともに、採用選考終了後、選考参加者から感想、意見を収集するなどの方法で毎年検証を行っています。

人材育成制度

当社にとって人材こそがお客様満足と競争力の源泉であり、人材育成は当社の最重要課題です。徹頭徹尾お客様本位

の視点に立ち、変革にチャレンジし続ける人材、お客様本位の視点から常に問題意識を持ち、プロ意識を持って、柔軟な

発想と幅広い視野のもと自ら課題を見つけ、自ら解決できる人材を育成するために、さまざまな人材育成手段・制度を設

けています。

人材育成を計画的かつ効果的に進めるため、マネージャーと部下との間でコンピテンシー・キャリア開発面接（人材育

成面接）を年３回実施し、部下の強み・弱みについて共有するとともに、年間を通じたＯＪＴ・Ｏｆｆ－ＪＴ・自己開発の人材育

成計画について上司と部下で対話を行います。

Ｏｆｆ－ＪＴ・自己開発については、階層別研修・選択制研修・部門毎専門性向上研修などの研修や、ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇ等の各

種通信教育を提供し、数多くの社員が積極的に受講しています。

一方で、社員の自主的な学習を支援するため、社外資格取得奨励制度などの費用補助制度を用意しています。さらに、

広い視野、国際感覚、高度な専門知識を有する人材の育成を目的に、若手社員を中心に国内外のビジネススクール（ＭＢ

Ａ取得）、ロースクール（ＬＬＭおよびニューヨーク州弁護士資格取得）、そして非英語圏の大学への派遣を積極的に実施し、

当グループの戦略を支える人材の育成を図っています。

人材育成メニューの閲覧・利用の手続きについては、社内イントラネットでいつでも把握できるようにしています。ま

た、ｅ-Ｌｅａｒｎｉｎｇを利用した自己開発は社員の自宅パソコンからも利用が可能となっています。

福利厚生制度

法律で定められている社会保険等の福利厚生制度の他、以下の諸制度を実施しています。

・弔慰金、災害見舞金支給制度・財形貯蓄制度・保養所等厚生施設・従業員持株会・企業年金基金
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当社では社員の活力を維持・拡大していくための重要

な人事制度として「JOBリクエスト制度」を実施していま

す。本制度では、社員に職務選択の機会を提供し、「選択

と自己責任に基づく社員の主体性強化」と「キャリア構築

支援」を進める観点から、可能な限り異動希望の実現に

努めています。

社内公募型

自由応募型

エリア選択型

○会社の指定する特定の職務に応募する。

○社内ベンチャー（社員の発案に基づく新規事業等）

○既存ポスト・職務の中でチャレンジしたいものを自由に申告する。

○Ⅰターン異動制度
「Ⅰターン異動」制度は、転居・転勤のない地域型従業員が、結婚や親・配偶者の転勤などの

際、勤務エリアを変更することで、継続して勤務を行える制度。また、社内での職位や処遇水

準もそのままで勤務エリアの変更ができるよう配慮されています。

○Uターン異動制度
「Uターン異動」制度は、転居・転勤のない地域型従業員がもとの勤務エリアに戻ってくること

を条件に、一定期間転居・転勤し、自らの適性をいかして、従来の勤務エリアにはない新しい仕事

に挑戦する制度。従来の枠を超えた新しい仕事にチャレンジする機会が創出されています。

年度 応募者 実現者

■JOBリクエスト制度利用者数

※（ ）内は前年対比 （２００８年７月１日現在）

２００６年度 ３０７（+１２２）名 ９９（+３９）名

２００７年度 １９０名 ７５名

２００８年度 ２１２名 ７９名

人の尊重と人材の活用

当社では、性別に関わらず社員が意欲と能力を最大限発揮できる環境が必要であると考え、「働き方の選択肢の拡大」、

「活動フィールドの拡大」を柱とし地域型従業員を中心とする「ステージ拡大｣に積極的に取り組んでいます。また役割等級

制度を設け、転勤・転居のある全国型従業員とその義務がない地域型従業員について、同じ等級であれば、転居の有無を

除いて、求められる役割や仕事のレベルを合わせました。これにより、女性が多数を占める地域型従業員が個々の適性に

応じてさまざまな役割を担うことが可能となり、活躍の場が広がりました。今後以下のような各種制度の充実を図ってい

きます。

JOBリクエスト制度
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当社では、「仕事と育児の両立を図る社員を休職前・休職中・復職後のすべてにわたり最大限支援する」ことを基本理念

に掲げ、「育児フルサポート８つのパッケージ」と称した母性保護・育児支援制度を導入しています。制度を取得しやすい職

場環境を作るためには、特に男性の育児に対する意識を変えていくことが必要であると考え、育児休業制度については、

子どもが満１歳までであれば、連続５営業日以内を有給で取得可能とする改定を実施し、男性の育児休業取得を推進して

います。今後もさまざまな制度や運用面の工夫と社員の意識改革に取り組むことにより、制度を取得しやすい風土を会社

全体で作り上げていきます。

人権が尊重された企業活動を着実に実践していくた

めに、毎年、すべての社員を対象とした人権啓発研修を

実施し、差別やハラスメントのない活力ある企業風土を

築いています。

また、セクシュアルハラスメント等、職場での人権問

題の解決に向け、社内・社外の専門家が受け付ける相談

窓口（ホットライン）を設置し、社員がより働きやすい職

場環境を実現するよう努めています。

■ホットライン
・社内ホットライン
（セクハラ、人権等ホットライン）
・東京海上ＨＤホットライン
（コンプライアンスホットライン）
・社外ホットライン

海外拠点では法令を遵守し、現地の慣習を尊重するとともに、現地雇用の従業員で代替できる業務を積極的に任せる

ことにより、その能力を発揮できる職場作りを通じ、グループ全体の従業員のモラル向上に努めています。また海外研修

による人材育成・交流やトップメッセージの発信・英文ニュースレターの発行を通じて、グローバルなコミュニケーション

の促進を図っています。

また、当社においては、次世代育成支援対策推進法に基づき、計画期間２００５年４月１日～２００７年３月３１

日の２年間で「第一期一般事業主行動計画」を策定しており、いずれも計画期間内に達成したため、東京

労働局長より「基準適合一般事業主認定」を受け、「次世代認定マーク」を取得しました。現在は制度の定

着を中心とした「第二期一般事業主行動計画」を策定し、達成に向けて取り組んでいるところです。

母性保護・育児支援制度

人権啓発への取り組み

海外拠点の取り組み

・最長２年間取得可能（法定基準は最大１年６ヵ月）
・養育可能な配偶者がいても取得可能
・休業開始から連続５営業日以内を有給で取得可能

・最大１０:００～１５:００の短時間勤務が可能（３０分単位で取得可能）
・小学校３年生の年度末まで取得可能

・可能な限り正社員の代替要員の配置を実施

・復職前の上司との面談や自己啓発等のサポート

・ベビーシッター利用料、育児用品購入・レンタル代等の費用補助

【育児フルサポート８つのパッケージ】 ２００８年４月１日時点

・中途退職した女性従業員の中で、一定の要件を満たす者については、再雇用する制度。女性従業員再雇用制度

・出産予定日８週間前から取得可能（法定基準は６週間前）
・月給与を１００％支給

出産休暇制度

育児休業制度

短時間勤務制度

正社員による代替要員の確保

復職支援制度

ベビーシッター他各種利用補助

・全国約１,０００ヵ所の施設と提携提携託児所

１

２

３

４

５

６

７

８

各種制度名 特　　　徴
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新商品の開発状況

2004年 10月�
�

2005年   6月�
10月�

 �
2006年   1月�

5月�
12月�

 �
2007年   1月�

2月�
4月�
�

7月�
8月�
 �

10月�
�
�

2008年   2月�

・海外旅行保険の商品改定      �
�
・個人財産総合保険(含む積立型)「家庭用スプリンクラー割引」の新設      �
・個人情報漏えい保険の商品・料率改定      �
�
・個人財産総合保険(含む積立型)「高機能住宅割引(高機能コンロ・オール電化)」の新設      �
・会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）・約款改定      �
・自動車保険・商品・料率改定      �
�
・賠償責任保険・約款改定      �
・自動車保険「入院時選べるアシスト特約」の改定      �
・火災保険・料率改定      �
・火災保険「住宅用防災機器割引」の新設 �
・中小企業PL保険制度「リコール費用担保特約」の新設�
・傷害保険・約款・料率改定 �
・積立保険・約款・料率改定�
・地震保険・料率改定�
・地震保険「免震建築物割引」「耐震診断割引」の新設�
�
・個人財産総合保険（含む積立型）の商品改定 �
・動産総合保険・機械保険の料率改定・約款改定 

新商品の開発

約款・料率の改定

2004年  4月�
8月�
10月�

 �
 �

2005年  8月�
10月�

 �
�

2006年 2月�
4月�
6月�

・個人情報漏えい保険    �
・長期分割自動車保険    �
・積立個人財産総合保険「積立ホームオーナーズ保険」    �
・新積立傷害保険    �
�
・新・家庭用総合自動車保険「トータルアシスト」    �
・新型「海外旅行保険」    �
・企業向け自動車保険「フリート事故削減アシスト」       �
�
・末梢血幹細胞ドナー団体傷害保険�
・放置車両確認業務総合保険�
・新・リコール保険�

（２００４年４月～２００８年３月）
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コーポレートデータ

情報提供活動

名　　　称 発行頻度 内　　　　　容

企業経営に重大な影響を及ぼすリスクを解説した企業のトップ向
け情報誌（バックナンバー５７冊）

年 ２ 回
程 度

年 ２ 回
程 度

年４回程度

年 ４ 回

TALISMAN

TALISMAN環境シリーズ

RISK RADAR

Tokio Claims Journal

専門家による海外における環境規制や環境リスクに関する情報誌
（日本編・米国編・EC編・アジア編・グローバル編など）
バックナンバー７５冊

最新のリスク関連情報を提供するリスク対策の実務者向け情報誌

年４回程度物流TOPICS 時宜に合った物流関連のトピックスを掲載した情報誌

企業・代理店向けに、保険事故などに関する国内外の情報を提供
する専門誌

年 １ 回東京海上グループCSR報告書 東京海上グループ全体のCSRの取り組みに関する報告書

各種刊行物の発行

情報提供活動

当社ではさまざまな刊行物の発行やセミナーの開催により、お客様への情報提供に努めています。

２００７年
６月発 行

企業のみなさまへ
内部統制ハンドブック

新会社法およびいわゆる日本版SOX法(金融商品取引法の一部)
がそれぞれ要求する企業の義務を解説するとともに、その対応方
法をわかりやすく解説

２００７年
９月発行

リスクマネジメント構築マニュアル リスクの分類・特定・評価・管理までのリスクマネジメント体制の
構築から、統合的にリスクを管理するエンタープライズ・リスクマ
ネジメント(ERM)まで、危機管理のすべてがわかるように解説

２００８年
３月発行

苦情対応マネジメントシステムの上手な
構築と運用

IＳＯ１０００２の規格の狙いと概要をわかりやすく解説するとともにマ
ネジメントシステムの上手な構築・運用を目指し、手順を追って解
説。特に不慣れな評価方法や調査については具体的な事例を挙
げて紹介
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名　　　称 内　　　　　容開 催 日

各種セミナーの開催

丸の内市民環境フォーラム 三菱商事株式会社、株式会社日本航空、当社の３社が１９９３年より共同で開
催しているフォーラムで、２００７年度は以下のとおり３回の講演会を開催し
ました。
＜第４６回＞
「心のバリアフリー社会を目指して」
（講師：認定ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本　名誉会長　細川佳
代子氏）
＜第４７回＞
「地球温暖化の現状と将来予測」
（講師：国立環境研究所　地球環境研究センター　温暖化リスク評価研究
室長　江守正多氏）
＜第４８回＞
「北極圏で進行する温暖化～森林火災の現場でマンモスは警告する～」
（講師：アラスカ大学 フェアバンク校　国際北極圏研究センター教授　
福田正己氏）

第４６回
２００７年
７月１７日

第４７回
２００７年
１１月２８日

第４８回
２００８年
３月１４日

海事クレームに関する国際セミナー 「中国での海難事故への対応」（講師：Wang Jing & Co. 法律事務所
陳向勇弁護士）、「中国で海事紛争に巻き込まれた際の対処と注意点」（講
師：小川総合法律事務所　雨宮正啓弁護士）の２つをテーマにセミナーを
開催しました。

２００７年
１２月４日

東京海上日動リスクマネジメントセ
ミナー

「グローバルビジネスに関するリスクマネジメント」ならびに「法環境の変
化への対応」をテーマにセミナーを開催しました。第一部では、一橋大学
大学院の一條和生教授に「グローバル化時代の企業経営」についてご講演
いただき、第二部では、東京海上日動リスクコンサルティングより「中国・
インドビジネスにおけるリスクマネジメント」、「東南アジアにおける環境
規制の最新動向」、「製品事故・食品事故の予防および事故対応のポイン
ト」、「自動車運送事業者に求められる運輸安全マネジメント」の４つのテー
マについて講演しました。

２００７年
９月３日

東京海上研究所セミナー「地球温暖
化の科学的事実と国際情勢の動向」

「コンピュータシミュレーションが捉えた地球温暖化と異常気象～地球温
暖化の科学的事実～」（講師：東京大学　気候システム研究センター副セ
ンター長　教授　木本昌秀氏）、「洞爺湖サミットに向けた国際情勢の動向
と日本企業」（講師：東京大学　先端科学技術研究センター　特任教授　山
口光恒氏）の２つをテーマにセミナーを開催しました。

２００７年
１１月１９日
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損害保険用語の解説（５０音順）

か行
価格変動準備金
保険会社が保有する株式等の価格変動による損失に備えることを目的
とした準備金です。資産の一定割合を積み立て、株式等の売買等による
損失が利益を超える場合その差額を取り崩します。

過失相殺
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失責任があれば、その過失
責任割合に応じて損害賠償額を減額することをいいます。

クーリングオフ
保険契約の取り消し請求権のことです。契約者がご契約を申し込まれた
日またはクーリングオフの説明書を受領された日のいずれか遅い日か
ら、その日を含めて８日以内に保険会社へ郵送にて通知すれば、保険契
約申し込みの撤回または解除を行うことができます。(８日以内の消印有
効)ただし契約によってはクーリングオフできないものもあります。

契約者配当金
積立保険（貯蓄型保険）の積立保険料について、保険会社が予定利率を
上回る運用益をあげた場合に、満期返れい金とあわせて保険会社から
保険契約者に支払われる配当金をいいます。

契約の解除
保険契約者または保険会社の意思表示によって、契約が初めからなか
ったと同様の状態に戻すことをいいます。ただし、多くの保険約款では、
告知義務違反などの場合の解除は契約の当初まで遡らず、将来に向か
ってのみ効力を生ずるように規定しています。

契約のしおり
保険契約に際して、契約者が保険商品の基礎的な事項について事前に
充分理解した上で契約手続きを行えるよう、契約時に配布するために作
成された小冊子のことです。契約のしおりには、契約に際しての注意事
項、契約後の注意事項、保険金支払いに関する事項、事故が起こった場
合の手続きなどが記載されています。

契約の失効
保険契約が効力を失い終了することをいいます。たとえば、火災保険で
支払われない事故によって保険の目的（対象）が滅失した場合は保険契
約は失効となります。

告知義務
保険を契約する際に、保険会社に対して重要な事実を申し出る義務、お
よび重要な事項について不実の事を申し出ない義務をいいます。

さ行
再取得価格
保険契約の目的と同等の物を新たに取得するのに必要な金額をいいま
す。

再保険
台風、地震のような広域大災害が発生したり、超高層ビル、石油コンビ
ナート、大型船舶・航空機などの大事故が起きた場合、巨額の保険金支
払の予測がされるため、保険会社は保険金支払責任の一部を国内外の
ほかの保険会社に転嫁することによって、危険の分散を図っています。

再保険料
保険会社が自ら引き受けた契約を、他の保険会社に付保するときに支
払う保険料のことをいいます。引き受けた保険会社からは受再保険料
と呼ばれています。

時価
再取得価格から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。

事業費
保険会社の事実上の経費で、損害保険会計では「損害調査費」、「一般管
理費および営業費」、「諸手数料および集金費」を総称していいます。

地震保険料控除制度
納税者が居住用家屋または家財を対象とし、かつ地震・噴火・津波な
どを原因とする火災、損壊などに対して保険金が支払われる地震保険
の保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けること
ができます。これを地震保険料控除といいます。なお、火災保険など
の既存の損害保険料控除制度は、一部の経過措置を除き、廃止され
ました。

示談
民事上の紛争を裁判によらずに当事者間の話し合いで解決することを
いいます。

質権設定
火災保険などで、保険契約をした物件が罹災したときの保険金請求権（＊）を
被保険者が他人に質入れすることをいいます。
＊その他積立保険の満期返れい金請求権、契約者配当金請求権および保
険契約の無効・失効・解除の場合の返れい金請求権の場合があります。

支払備金
決算日までに発生した保険事故で、保険金が未払いのものについて、保
険金支払いのために積み立てる準備金のことをいいます。

重要事項説明書
保険契約の内容を理解していただくことを目的とし、特に重要な事項に
ついて記載した書面です。保険業法では、保険会社が契約者および被保
険者に対して交付し、重要事項を説明しなければいけないことになって
います。

正味収入保険料
保険契約者から直接受け取った保険料（元受保険料）に、再保険料のや
りとり（受再保険料および出再保険料）を加減し、さらに将来ご契約者
に予定利率を加えて返れいすべき原資となる積立保険料を控除した保
険料です。

責任準備金
将来の保険金支払いなどの保険契約上の保険会社が負う債務に対して、
あらかじめ積み立てておく準備金をいいます。
これには、次年度以降の債務のためにその分の保険期間に対応する保
険料を積み立てる「普通責任準備金」と、積立保険において、満期返れい
金、契約者配当金の支払いに備えるための「払戻積立金」「契約者配当準
備金」および、異常な大災害に備えるための「異常危険準備金」などの種
類があります。

全損
保険の目的が完全に滅失した場合（火災保険であれば全焼、全壊）や修理、
回収に要する費用が保険金額を超えるような場合をいいます。

損害てん補
保険事故によって被保険者に生じた損害に対し保険会社が保険金を支
払うことなどをいいます。

損害保険料率算出機構
２００２年７月に「自動車保険料率算定会」と「損害保険料率算定会」が統合
されたもの。火災保険・傷害保険・自動車保険・介護費用保険の参考純率
および自動車損害賠償責任保険・地震保険の基準料率の算出を主な業務
としています。また、自動車損害賠償責任保険の損害調査業務も行って
います。

損害率
収入保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。保険会社の経
営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は正味保険金に損害調
査費を加えて正味保険料で除した割合を指します。

た行
大数の法則
個々に見れば偶然な事柄でも、多数について見れば、そこに一定の確率
が見られるという法則のことをいいます。サイコロを振って１の目が出る
割合は、振る回数を極めて多くすれば、１/６に近づきます。火災、交通事
故、傷害なども、それぞれ非常に多数の家、車、人について考えると、一
定の発生頻度が見られます。この法則は保険料算出上の統計的基礎に
なっています。

超過保険・一部保険
保険金額（ご契約金額）が保険の目的の実際の価額を超える保険を超過
保険といいます。
また、実際の価額よりも保険金額が少ない保険を一部保険といい、この
場合には、保険金額の実際の価額に対する割合で保険金が支払われま
す。（比例てん補）

重複保険
同一の被保険利益について、保険期間の全部またはー部を共通にする
複数の保険契約が存在する場合を広義の重複保険といい、また、複数の
保険契約の保険金額の合計額が再調達価額または時価（額）を超過する
場合を狭義の重複保険といいます。
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通知義務
保険期間中、契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険
者が保険会社に連絡する義務をいいます。

積立勘定
積立保険（貯蓄型保険）および財形傷害保険において、その積立資産を
他の資産と区分して運用する仕組のことをいいます。

積立保険
火災保険や傷害保険などの補償機能に加え、満期時には満期返れい金
を支払うという貯蓄機能もあわせ持った長期の保険で、補償内容や貯蓄
機能の多様化により、各種の商品があります。

特約
普通保険約款の規定に追加、補充、変更などをする約款のことをいいま
す。

は行
被保険者
保険の補償を受ける人、または保険の対象となる人をいいます。

被保険利益
ある物に偶然な事故が発生することにより、ある人が損害を被るおそれ
がある場合に、そのある人とある物との間にある利害関係を被保険利
益といいます。損害保険契約は損害に対し保険金を支払うことを目的
とするので、その契約が有効に成立するためには、被保険利益の存在が
前提となります。

比例てん補
損害が発生した時、保険金額（ご契約金額）が保険価額（保険の対象とし
た物の実際の価額）を下回っている一部保険の場合には保険金額の実際
の価額に対する割合で保険金が支払われることをいいます。

分損
保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害
をいいます。

法律によって加入が義務づけられている保険
「自動車損害賠償保障法」に基づく自賠責保険（自動車損害賠償責任保
険）などがあります。

保険価額
被保険利益を金銭に評価した額であり、保険事故が発生した場合に保険の
目的について被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。

保険期間
保険の契約期間、すなわち保険会社の責任の存続期間のことをいいます。
この期間内に発生した損害について保険会社の補償を受けることができ
ます。

保険業法
保険業の公共性をかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な
運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者などの保
護を図る目的として制定されている法律のことをいいます。保険会社に
対する監督（事業の開始、保険会社の運営など）と保険募集に対する監
督の両面に関し規定しています。

保険金
保険事故により損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金
銭のことです。

保険金額
保険の支払い対象となる事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険
金の限度額のことをいいます。

保険契約者
自己の名前で保険会社に対し保険契約の申し込みをする人をいいます。
契約が成立すれば、保険料の支払い義務を負います。

保険契約準備金
保険契約に基づく保険金支払いなどの責任を果たすために保険会社が
決算期末に積み立てる準備金で、支払備金、責任準備金等があります。

保険事故
保険契約において、保険会社がその事実の発生を条件として保険金の支
払いなどを約束した偶然な事実をいいます。火災、交通事故、人の死傷
などがその例です。

保険証券
保険契約の成立後に保険会社から保険の契約者にお渡しする証券のこ
とをいいます。保険契約の成立およびその内容を明らかにするものです。

保険の目的
保険を付ける対象のことをいいます。自動車保険での自動車、火災保険
での建物・家財、船舶保険での船体、貨物保険での貨物がこれにあたり
ます。

保険引受利益
正味収入保険料等の保険引受収益から、保険金・損害調査費・満期返れ
い金等の保険引受費用と保険引受に係る営業費及び一般管理費を控除
し、その他収支を加減したものであり、保険本業における最終的な損益
を示すものです。なお、その他収支は自賠責保険等に係る法人税相当
額などです。

保険約款
保険契約の内容を定めたもののことをいいます。
補償内容、保険金をお支払いできない場合、保険の補償を受けられる方
などが記載されています。

保険料
被保険者の被る危険を保険会社が負担する対価として、保険契約者が
支払う金銭のことです。

保険料即収の原則
保険契約時に保険料全額を領収しなければならないという原則をいいま
す。なお、保険料分割払契約など特に約定がある場合には、この原則は
適用されません。

保険料率
お支払いいただく保険料の算出根拠となる割合のことをいいます。

ま行
マリン・ノンマリン
マリンは海上保険を意味し、船舶保険、貨物保険が含まれます。ノンマリ
ンはマリン以外の保険を意味し、火災保険、自動車保険、傷害保険など
が含まれます。

満期返れい金
積立保険契約の満期時に保険会社から払い戻すお金のことをいいます。

免責
保険金が支払われない場合のことをいいます。保険会社は保険事故が
発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いま
すが、特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることに
なっています。たとえば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険
契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などです。

免責金額（自己負担額）
一定金額以下の小損害について、契約者または被保険者が自己負担す
るものとして設定する金額のことで、免責金額を超える損害については、
免責金額を控除した金額を支払う方式と、損害額の全額を支払う方式
とがあります。

免責事由
約款の「保険金を支払わない場合」に記載されている事由のことをいい
ます。

免責条項
保険金をお支払いできない場合について定めた条項のことをいいます。
保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」や「てん補しない損害」な
どの見出しがつけられています。

元受保険
再保険に対応する用語で、ある保険契約について再保険契約がなされ
ているとき、再保険契約に対してそのある保険契約を元受保険といい
ます。また、保険会社が個々の契約者と契約する保険のすべてをさす場
合があります。
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航空保険部

総合営業第一部

総合営業第二部

旅行業営業部

情報産業部

船舶営業部

本店営業第一部

本店営業第二部

本店営業第三部

本店営業第四部

本店営業第五部

本店営業第六部

建設産業営業部

化学産業営業部

東京自動車営業第一部

東京自動車営業第二部

東京自動車営業第三部

東京自動車営業第四部

北海道業務支援部

札幌中央支店

北海道支店

旭川支店

札幌支店

札幌自動車営業部

東北業務支援部

青森支店

盛岡支店

仙台支店

仙台自動車営業部

秋田支店

山形支店

福島支店

福島自動車営業部

関東業務支援部

茨城支店

茨城自動車営業部

栃木支店

群馬支店

群馬自動車営業部

埼玉支店

埼玉中央支店

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル７F） TEL（０３）３２８５－１７２４

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１５F） TEL（０３）３２８５－０２８２

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル３F） TEL（０３）３２８５－０７２４

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５－１（大手町ファーストスクエアＷＥＳＴ１１F） TEL（０３）５２２３－３５２９

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル２F） TEL（０３）５２２３－３１４０

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル２F） TEL（０３）３２８５－１７６２

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル７F） TEL（０３）５２２３－１４１７

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル６F） TEL（０３）３２８５－１４９８

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル６F） TEL（０３）３２８５－１８２８

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル５F） TEL（０３）３２８５－０２１７

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル５F） TEL（０３）５２２３－３２３０

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル７F） TEL（０３）３２８５－０２８４

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル６F） TEL（０３）３２１５－５６３７

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル４F） TEL（０３）３２８５－１８３８

〒１０８－００２３ 東京都港区芝浦４－８－３（トヨタアドミニスタ芝浦ビル１２F） TEL（０３）６４００－０９８０

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１２F） TEL（０３）３２８５－１８８１

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１２F） TEL（０３）５２２３－３２４５

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館７F） ＴＥＬ（０３）５２２３－１４７８

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル７F） TEL（０１１）２７１－７３１２

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル２F） TEL（０１１）２７１－７３４８

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル７F） TEL（０１１）２７１－７４４２

〒０７０－００３６ 北海道旭川市六条通７－３０－１３（旭川東京海上日動ビル３F） TEL（０１６６）２３－０５０１

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル５F） TEL（０１１）２７１－８７３０

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル６F） TEL（０１１）２７１－４８８２

〒９８０－８４６０ 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１６（仙台東京海上日動ビル４F） TEL（０２２）２２５－６３１１

〒０３０－０８６１ 青森県青森市長島２－１９－１（青森東京海上日動ビル７F） TEL（０１７）７７５－１５５０

〒０２０－８５８０ 岩手県盛岡市開運橋通５－１（盛岡東京海上日動ビル３F） TEL（０１９）６５４－８１１１

〒９８０－８４６０ 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１６（仙台東京海上日動ビル３F） TEL（０２２）２２５－６３１５

〒９８０－８４６０ 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１６（仙台東京海上日動ビル６F） TEL（０２２）２２５－６３２２

〒０１０－０００１ 秋田県秋田市中通２－５－２１（秋田東京海上日動ビル５F） TEL（０１８）８３２－９１７１

〒９９０－８５２２ 山形県山形市松波１－１－５（山形東京海上日動ビル３F） TEL（０２３）６３２－３６３６

〒９６３－８５７０ 福島県郡山市長者１－７－２０（郡山東京海上日動ビル２F） TEL（０２４）９３４－８７１１

〒９６３－８５７０ 福島県郡山市長者１－７－２０（郡山東京海上日動ビル５F） TEL（０２４）９３４－８６４０

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１４F） TEL（０３）５２２３－３０９２

〒３１０－０８０３ 茨城県水戸市城南１－４－７（第５プリンスビル５F） TEL（０２９）２３３－９２００

〒３１０－０８０３ 茨城県水戸市城南１－４－７（第５プリンスビル４F） TEL（０２９）２３３－９２０２

〒３２０－８５１１ 栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１（うつのみや表参道スクエア８Ｆ） ＴＥＬ（０２８）６００－７１２１

〒３７１－００２３ 群馬県前橋市本町２－１３－１１（前橋センタービル２F） TEL（０２７）２３５－７７１１

〒３７１－００２３ 群馬県前橋市本町２－１３－１１（前橋センタービル４F） TEL（０２７）２３５－７７１３

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１０F） TEL（０４８）６５０－８４１３

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１０F） TEL（０４８）６５０－８３２１

店舗所在地一覧（２００８年７月１日現在）

本店 〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル） TEL（０３）３２１２-６２１１
東京海上日動カスタマーセンター 7 ０１２０-８６８-１００
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埼玉自動車営業第一部

埼玉自動車営業第二部

千葉支店

京葉支店

千葉自動車営業部

公務開発部

公務第一部

公務第二部

医療・福祉法人部

広域法人部

東京公務部

金融法人部

東京中央支店

東京新都心支店

北東京支店

東東京支店

西東京支店

横浜中央支店

神奈川支店

横浜支店

神奈川自動車営業部

横浜自動車営業部

横浜ベイサイド支店

新潟支店

山梨支店

長野支店

長野自動車営業部

東海・北陸業務支援部

富山支店

金沢支店

福井支店

岐阜支店

岐阜自動車営業部

静岡支店

浜松支店

静岡自動車営業部

三河支店

愛知北支店

愛知南支店

名古屋営業第一部

名古屋営業第二部

名古屋営業第三部

名古屋自動車営業第一部

名古屋自動車営業第二部

名古屋自動車営業第三部

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１３F） TEL（０４８）６５０－８３５０

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１３F） TEL（０４８）６５０－８１４５

〒２６１－８５５０ 千葉県千葉市美浜区中瀬１－４（幕張東京海上日動ビル７F） TEL（０４３）２９９－５３６０

〒２７３－０００５ 千葉県船橋市本町１－３－１（船橋フェイスビル１４F） TEL（０４７）４１１－１１３１

〒２６１－８５５０ 千葉県千葉市美浜区中瀬１－４（幕張東京海上日動ビル８F） TEL（０４３）２９９－５６１７

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５－１（大手町ファーストスクエアＷＥＳＴ１１F） TEL（０３）５２２３－２５８８

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５－１（大手町ファーストスクエアＷＥＳＴ１１F） TEL（０３）５２２３－２５９２

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５－１（大手町ファーストスクエアＷＥＳＴ１１F） TEL（０３）５２２３－２７８９

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５－１（大手町ファーストスクエアＷＥＳＴ１１F） TEL（０３）５２２３－２５６９

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５－１（大手町ファーストスクエアＷＥＳＴ１１F） TEL（０３）５２２３－２５７８

〒１６０－００２３ 東京都新宿区西新宿１－２３－７（新宿ファーストウエスト１１F） TEL（０３）５３３９－０５７０

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館４F） TEL（０３）３２８５－１８６３

〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の内１－３－１（東京銀行協会ビル８F） TEL（０３）３２１５－５５９１

〒１５１－８５６０ 東京都渋谷区代々木２－１１－１５（新宿東京海上日動ビル７F） TEL（０３）３３７５－８１１３

〒１７０－６０３０ 東京都豊島区東池袋３－１－１（サンシャイン６０ビル３０F） TEL（０３）５９８５－０７４０

〒１３０－００１３ 東京都墨田区錦糸１－２－１（アルカセントラルビル６F） TEL（０３）５６０８－２０７０

〒１９０－８５７０ 東京都立川市曙町２－１０－３（立川東京海上日動ビル６F） TEL（０４２）５２３－３２１５

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア６F） TEL（０４５）２２４－３５００

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア６F） TEL（０４５）２２４－３５１０

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア２F） TEL（０４５）２２４－３６３０

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア７F） TEL（０４５）２２４－３６４０

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア７F） TEL（０４５）２２４－３６４１

〒２３１－００２３ 神奈川県横浜市中区山下町３３ TEL（０４５）２２４－６７７０

〒９５０－８５４５ 新潟県新潟市中央区万代２－３－６（新潟東京海上日動ビル７F） TEL（０２５）２４１－３３４１

〒４００－００３２ 山梨県甲府市中央１－１２－２８（甲府東京海上日動ビル３F） TEL（０５５）２３７－７６８０

〒３８０－８５０８ 長野県長野市南県町１０８１（長野東京海上日動ビル６F） TEL（０２６）２２４－０３０１

〒３８０－８５０８ 長野県長野市南県町１０８１（長野東京海上日動ビル７F） TEL（０２６）２２４－０７２２

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１５F） TEL（０５２）２０１－１９００

〒９３０－８５２２ 富山県富山市神通本町１－６－５（富山東京海上日動ビル７F） TEL（０７６）４３３－１５６０

〒９２０－８５３６ 石川県金沢市広岡３－１－１（金沢パ－クビル７F） TEL（０７６）２３３－６６３３

〒９１８－８５５８ 福井県福井市毛矢１－１０－１（セーレンビル７F） TEL（０７７６）３６－２０１２

〒５００－８６７１ 岐阜県岐阜市金町６－４（岐阜東京海上日動ビル１１F） TEL（０５８）２６４－４１７０

〒５００－８６７１ 岐阜県岐阜市金町６－４（岐阜東京海上日動ビル１０F） TEL（０５８）２６４－４８２１

〒４２０－８５８５ 静岡県静岡市葵区呉服町１－３－１２（静岡東京海上日動ビル６F） TEL（０５４）２５４－０２１１

〒４３０－８５７７ 静岡県浜松市中区田町３２６－１９（浜松東京海上日動ビル６F） TEL（０５３）４５４－７７７１

〒４２０－００３１ 静岡県静岡市葵区呉服町１－１－２（呉服町スクエアビル１２F） TEL（０５４）２５４－０２４５

〒４４１－８０２１ 愛知県豊橋市白河町８５－２（豊橋東京海上日動ビル６F） TEL（０５３２）３２－８３１３

〒４６０－０００３ 愛知県名古屋市中区錦２－３－４（名古屋錦フロントタワー１１Ｆ） TEL（０５２）２０１－９７８６

〒４６０－０００８ 愛知県名古屋市中区栄２－２－１（栄東京海上日動ビル６F） TEL（０５２）２０１－２０８０

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１６F） TEL（０５２）２０１－９７９６

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１６F） TEL（０５２）２０１－２０７９

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル２１F） TEL（０５２）２０１－１９８１

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１７F） TEL（０５２）２０１－９７７５

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１７F） TEL（０５２）２０１－１９９１

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１７F） TEL（０５２）２０１－１９９３
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店舗一覧
三重支店

三重自動車営業部

関西業務支援部

京都支店

滋賀支店

京滋自動車営業部

関西公務金融部

大阪北支店

大阪中央支店

大阪南支店

関西営業第一部

関西営業第二部

関西営業第三部

関西営業第四部

大阪自動車営業第一部

大阪自動車営業第二部

大阪自動車営業第三部

奈良支店

和歌山支店

神戸中央支店

姫路支店

神戸支店

西日本船舶営業部

神戸自動車営業部

中国・四国業務支援部

山陰支店

岡山支店

広島中央支店

中国支店

山口支店

中国自動車営業第一部

中国自動車営業第二部

徳島支店

高松支店

愛媛支店

高知支店

四国自動車営業部

九州業務支援部

福岡中央支店

福岡支店

九州自動車営業部

北九州支店

佐賀支店

長崎支店

熊本支店

〒５１０－８５１５ 三重県四日市市鵜の森１－３－２０（萩ビル６F） TEL（０５９）３５４－０５８１

〒５１０－８５１５ 三重県四日市市鵜の森１－３－２０（萩ビル２F） TEL（０５９）３５４－０１３５

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２６F） TEL（０６）６９１０－５１００

〒６００－８５７０ 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町２２（京都東京海上日動ビル５F） TEL（０７５）２４１－１１５１

〒５２０－００４４ 滋賀県大津市京町２－５－１０（大津神港ビル７F） TEL（０７７）５２２－１４６５

〒６００－８５７０ 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町２２（京都東京海上日動ビル２F） TEL（０７５）２４１－１１５７

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２３F） TEL（０６）６９１０－５５６４

〒５４１－００４３ 大阪府大阪市中央区高麗橋３－５－１２（淀屋橋東京海上日動ビル４F） TEL（０６）６２０３－２１２１

〒５４２－００８６ 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－２－７（心斎橋東京海上日動ビル９F） TEL（０６）６２１２－３７９６

〒５９０－０９４７ 大阪府堺市堺区熊野町西２丁１－３（堺第一東京海上日動ビル３F） TEL（０７２）２２１－３００９

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２２F） TEL（０６）６９１０－５００８

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２３F） TEL（０６）６９１０－５０２１

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２２F） TEL（０６）６９１０－５０３０

〒６００－８５７０ 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町２２（京都東京海上日動ビル３F） TEL（０７５）２４１－１１５５

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２５F） TEL（０６）６９１０－５１２０

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２５F） TEL（０６）６９１０－６０７４

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２５F） TEL（０６）６９１０－５１１９

〒６３０－８１１５ 奈良県奈良市大宮町６－２－１９（奈良東京海上日動ビル６F） TEL（０７４２）３５－８５００

〒６４０－８２２７ 和歌山県和歌山市西汀丁３８（Ｒｅｇｕｌｕｓビル５Ｆ） TEL（０７３）４３１－１１０９

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル２Ｆ） TEL（０７８）３３３－７１１２

〒６７０－０９６５ 兵庫県姫路市東延末３－４３（姫路神港ビル７F） TEL（０７９）２８２－５３８０

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル５F） TEL（０７８）３３３－７２００

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル５F） TEL（０７８）３３３－７３５０

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル６F） TEL（０７８）３３３－７１４０

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル１１F） TEL（０８２）２４７－２１５５

〒６９０－８５２６ 島根県松江市御手船場町５６５－８（松江東京海上日動ビル６F） TEL（０８５２）２５－１７７０

〒７００－８５８５ 岡山県岡山市柳町２－１１－１９（岡山東京海上日動ビル７F） TEL（０８６）２２７－２３１１

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル３F） TEL（０８２）２４７－２６１３

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル７F） TEL（０８２）２４７－２６２１

〒７５４－００２１ 山口県山口市小郡黄金町７－４３（ＴＫビル４Ｆ） TEL（０８３）９７４－１８８０

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル４F） TEL（０８２）２４７－２６３６

〒７００－８５８５ 岡山県岡山市柳町２－１１－１９（岡山東京海上日動ビル２F） TEL（０８６）２２７－１３１１

〒７７０－８５２０ 徳島県徳島市寺島本町西２－２２－１（徳島東京海上日動ビル４F） TEL（０８８）６２６－２９６０

〒７６０－８５２７ 香川県高松市古新町３－１（東明ビル１２F） TEL（０８７）８２２－６００１

〒７９０－８５６１ 愛媛県松山市本町２－１－７（松山東京海上日動ビル８F） TEL（０８９）９１５－０１２３

〒７８０－０８７０ 高知県高知市本町５－６－３７（高知東京海上日動ビル４F） TEL（０８８）８２３－１５３５

〒７６０－８５２７ 香川県高松市古新町３－１（東明ビル１０F） TEL（０８７）８２２－０１４５

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル９F） TEL（０９２）２８１－８２１６

〒８１２－８６９１ 福岡県福岡市博多区下川端町１－１（博多東京海上日動ビル８F） TEL（０９２）２７１－３５０８

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル７F） TEL（０９２）２８１－８２７１

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル３F） TEL（０９２）２８１－８３５７

〒８０２－８５４５ 福岡県北九州市小倉北区米町１－５－２０（北九州東京海上日動ビル６F） TEL（０９３）５２１－３０３１

〒８４０－０８０１ 佐賀県佐賀市駅前中央１－６－２５（佐賀東京海上日動ビル８F） TEL（０９５２）２３－１７１１

〒８５０－８５４３ 長崎県長崎市興善町３－５（長崎東京海上日動ビル５F） TEL（０９５）８２３－００１０

〒８６２－０９７５ 熊本県熊本市新屋敷１－１４－３５（熊本東京海上日動ビル９F） TEL（０９６）３７２－６１１１



大分支店

宮崎支店

鹿児島支店

沖縄支店

〒８７０－８５６２ 大分県大分市荷揚町３－６（大分東京海上日動ビル６F） TEL（０９７）５３６－２２０７

〒８８０－８５１１ 宮崎県宮崎市広島２－５－１１（宮崎東京海上日動ビル４F） TEL（０９８５）２３－３１６６

〒８９２－８５６７ 鹿児島県鹿児島市加治屋町１２－５（鹿児島東京海上日動ビル７F） TEL（０９９）２２５－６３９０

〒９００－００１６ 沖縄県那覇市前島２－２１－１３（ふそうビル８F） TEL（０９８）８６７－７７１０
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本店損害サービス部

企業火災新種損害サービス課

企業財産・技術損害サービス課

企業賠責・保証信用損害サービス課

傷害保険損害サービス第一課

傷害保険損害サービス第二課

医療保険損害サービス課

海外旅行保険損害サービス課

損害サービス第一課

損害サービス第二課

損害サービス第三課

損害サービス第四課

東京自動車損害サービス部

損害サービス第一課

損害サービス第二課

損害サービス第三課

損害サービス第四課

西東京損害サービスセンター

損害サービス第五課

損害サービス第六課

北海道損害サービス部

札幌損害サービス第一課

札幌損害サービス第二課

小樽損害サービスセンター

札幌損害サービス第三課

苫小牧損害サービスセンター

室蘭損害サービスセンター

札幌損害サービス第四課

函館損害サービス課

旭川損害サービス課

滝川損害サービスセンター

北見損害サービス課

帯広損害サービス課

釧路損害サービス課

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）３２８５－１９６７

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）３２８５－１９５６

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）３２８５－１９６０

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館７F） TEL（０３）３２１５－６０２１

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館７F） TEL（０３）３２８５－１９６１

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）５２２３－０２２８

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町２－６－２（日本ビル１２F） TEL（０３）５２９９－２９００

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）３２１５－７９４２

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）３２１５－６３６６

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）３２１５－６８１７

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１０F） TEL（０３）３２１５－７５３３

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１２F） TEL（０３）３２１３－６００１

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１２F） TEL（０３）３２１３－６００４

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１２F） TEL（０３）３２１３－６００２

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１２F） TEL（０３）５２２３－０３０３

〒１９０－００１２ 東京都立川市曙町２－３７－７（コアシティ立川ビル６F） TEL（０４２）５２３－３２８１

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１３F） TEL（０３）３２１３－６０１６

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル新館１３F） TEL（０３）５２２３－１９２２

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル４F） TEL（０１１）２７１－４８３１

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル４F） TEL（０１１）２７１－４８３３

〒０４７－００３２ 北海道小樽市稲穂３－７－４（朝日生命小樽ビル８F） TEL（０１３４）３２－３３１０

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル４F） TEL（０１１）２７１－７３３５

〒０５３－００２２ 北海道苫小牧市表町２－１－１４（王子不動産第三ビル４Ｆ） TEL（０１４４）３３－９２４５

〒０５１－００２３ 北海道室蘭市入江町１－６８（室蘭東京海上日動ビル１F） TEL（０１４３）２４－１８６８

〒０６０－８５３１ 北海道札幌市中央区北一条西３－３（札幌東京海上日動ビル３F） TEL（０１１）２７１－４８１７

〒０４１－０８０６ 北海道函館市美原１－１８－１０（函館東京海上日動ビル４F） TEL（０１３８）４５－４５３３

〒０７０－００３６ 北海道旭川市六条通７－３０－１３（旭川東京海上日動ビル４F） TEL（０１６６）２３－０２６０

〒０７３－００３１ 北海道滝川市栄町１－５－１２（滝川東京海上日動ビル３F） TEL（０１２５）２２－１６１１

〒０９０－００４４ 北海道北見市北四条西１－３－１（北見東京海上日動ビル３F） TEL（０１５７）２４－８５８４

〒０８０－００１０ 北海道帯広市大通南１０－１８（帯広東京海上日動ビル４F） TEL（０１５５）２２－５２１１

〒０８５－００１８ 北海道釧路市黒金町１２－１－３（釧路東京海上日動ビル１F） TEL（０１５４）２５－５３９０

損害サービス課・損害サービスセンターー覧（２００８年７月１日現在）

東京海上日動安心１１０番（２４時間３６５日受付） 7 ０１２０-１１９-１１０



東北損害サービス部

火災新種損害サービス課

仙台損害サービス第一課

仙台損害サービス第二課

石巻損害サービスセンター

仙台損害サービス第三課

青森損害サービス課

弘前損害サービスセンター

八戸損害サービス課

盛岡損害サービス課

釜石損害サービスセンター

北上損害サービスセンター

秋田損害サービス課

山形損害サービス課

米沢損害サービスセンター

庄内損害サービスセンター

郡山損害サービス課

福島損害サービスセンター

会津損害サービスセンター

いわき損害サービス課

北関東・信越損害サービス部

前橋損害サービス第一課

高崎損害サービスセンター

前橋損害サービス第二課

太田損害サービス課

宇都宮損害サービス第一課

宇都宮損害サービス第二課

小山損害サービスセンター

新潟損害サービス課

長岡損害サービス課

上越損害サービスセンター

長野損害サービス課

東信損害サービスセンター

松本損害サービス課

諏訪損害サービスセンター

飯田損害サービスセンター

埼玉損害サービス部

火災新種損害サービス課

さいたま損害サービス第一課

さいたま損害サービス第二課

さいたま損害サービス第三課

さいたま損害サービス第四課

所沢損害サービス課

川越損害サービスセンター

熊谷損害サービス課

越谷損害サービス課

〒９８０－８４６０ 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１６（仙台東京海上日動ビル１Ｆ） TEL（０２２）２２５－５０１２

〒９８０－８４６０ 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１６（仙台東京海上日動ビル２F） TEL（０２２）２２５－６３１３

〒９８０－８４６０ 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１６（仙台東京海上日動ビル２F） TEL（０２２）２２５－６７４０

〒９８６－０８７３ 宮城県石巻市山下町２－３－２８（手嶋ビル２F） TEL（０２２５）９３－７５１５

〒９８０－８４６０ 宮城県仙台市青葉区中央２－８－１６（仙台東京海上日動ビル１Ｆ） TEL（０２２）２２５－２０８１

〒０３０－０８６１ 青森県青森市長島２－１９－１（青森東京海上日動ビル３F） TEL（０１７）７７５－２４２５

〒０３６－８０１１ 青森県弘前市大字山下町１－１（弘前東京海上日動ビル３F） TEL（０１７２）３４－５１００

〒０３１－００８１ 青森県八戸市柏崎１－８－２０（八戸東京海上日動ビル１F） TEL（０１７８）４５－９０２１

〒０２０－８５８０ 岩手県盛岡市開運橋通５－１（盛岡東京海上日動ビル２F） TEL（０１９）６５４－８１１５

〒０２６－００２５ 岩手県釜石市大渡町１－７－１５（元持第二ビル２F） TEL（０１９３）２２－５８３０

〒０２４－００６１ 岩手県北上市大通２－１２－４（北上東京海上日動ビル２F） TEL（０１９７）６５－２８８８

〒０１０－０００１ 秋田県秋田市中通２－５－２１（秋田東京海上日動ビル４F） TEL（０１８）８３２－４９８０

〒９９０－８５２２ 山形県山形市松波１－１－５（山形東京海上日動ビル１F） TEL（０２３）６３２－３９１１

〒９９２－００５２ 山形県米沢市丸の内２－１－７０ TEL（０２３８）２１－３１６６

〒９９７－００１５ 山形県鶴岡市末広町５－８－５０３（マリカ西館５F） TEL（０２３５）２４－６３７３

〒９６３－８５７０ 福島県郡山市長者１－７－２０（郡山東京海上日動ビル５F） TEL（０２４）９３４－７８８０

〒９６０－８０４１ 福島県福島市大町７－３（福島センタービル３F） TEL（０２４）５２３－１１６６

〒９６５－００２４ 福島県会津若松市白虎町２１３－２（会津東京海上日動ビル５F） TEL（０２４２）２２－８２３７

〒９７０－８０２６ 福島県いわき市平字大町１０－４（いわき東京海上日動ビル６F） TEL（０２４６）２３－１３１８

〒３７１－００２３ 群馬県前橋市本町２－１３－１１（前橋センタービル３F） TEL（０２７）２３５－７７１５

〒３７０－００４５ 群馬県高崎市東町８０（群馬トヨタビル６F） TEL（０２７）３２２－５４１８

〒３７１－００２３ 群馬県前橋市本町２－１３－１１（前橋センタービル３F） TEL（０２７）２３５－７３１２

〒３７３－０８５１ 群馬県太田市飯田町１００５－２（太田東京海上日動ビル６F） TEL（０２７６）４６－８６２５

〒３２０－８５１１ 栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１（うつのみや表参道スクエア８F） TEL（０２８）６００－７２２３

〒３２０－８５１１ 栃木県宇都宮市馬場通り４－１－１（うつのみや表参道スクエア８F） TEL（０２８）６００－７１０９

〒３２３－００２２ 栃木県小山市駅東通り２－３７－３（住友生命小山ビル６F） TEL（０２８５）２２－１４１１

〒９５０－８５４５ 新潟県新潟市中央区万代２－３－６（新潟東京海上日動ビル８F） TEL（０２５）２４１－９５１１

〒９４０－００６３ 新潟県長岡市旭町２－１－５（長岡東京海上日動ビル１F） TEL（０２５８）３６－９０８０

〒９４３－０８３４ 新潟県上越市西城町１－１－１３（上越東京海上日動ビル２F） TEL（０２５）５２４－７７２２

〒３８０－８５０８ 長野県長野市南県町１０８１（長野東京海上日動ビル８F） TEL（０２６）２２４－０４１７

〒３８６－００２５ 長野県上田市天神１－８－２（上田お城口ビル３F） TEL（０２６８）２４－２３８７

〒３９０－０８１５ 長野県松本市深志２－５－２（県信松本深志ビル３F） TEL（０２６３）３６－１７７０

〒３９２－０００４ 長野県諏訪市諏訪２－９－２８（諏訪東京海上日動ビル３F） TEL（０２６６）５２－１２５５

〒３９５－００３３ 長野県飯田市常盤町４７（トーヨービル２F） TEL（０２６５）２４－２３７１

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１１F） TEL（０４８）６５０－８４３３

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１１F） TEL（０４８）６５０－８３３７

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１１F） TEL（０４８）６５０－８３３８

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１１F） TEL（０４８）６５０－８０３３

〒３３０－９５１５ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７（シーノ大宮サウスウイング１２F） TEL（０４８）６５０－８３３９

〒３５９－１１１６ 埼玉県所沢市東町２０－９（所沢東京海上日動ビル３F） TEL（０４）２９２３－９８３２

〒３５０－１１２３ 埼玉県川越市脇田本町１５－１０（三井生命川越駅前ビル６F） TEL（０４９）２４７－５１５２

〒３６０－００４１ 埼玉県熊谷市宮町２－４３（熊谷東京海上日動ビル４F） TEL（０４８）５２３－４６９１

〒３４３－０８４５ 埼玉県越谷市南越谷１－１６－６（越谷東京海上日動ビル２F） TEL（０４８）９８７－２３１７
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東関東損害サービス部

千葉損害サービス第一課

千葉損害サービス第二課

千葉損害サービス第三課

船橋損害サービス課

柏損害サービス課

成田損害サービス課

木更津損害サービス課

茂原損害サービスセンター

水戸損害サービス課

つくば損害サービス課

土浦損害サービス課

鹿島損害サービスセンター

首都損害サービス部

火災新種損害サービス第一課

火災新種損害サービス第二課

丸の内損害サービス課

新宿損害サービス課

池袋損害サービス課

渋谷損害サービス課

東東京損害サービス課

千住損害サービス課

立川損害サービス第一課

立川損害サービス第二課

山梨損害サービス課

神奈川損害サービス部

火災新種損害サービス課

横浜損害サービス第一課

横浜損害サービス第二課

横浜損害サービス第三課

横浜ベイサイド損害サービス第一課

横浜ベイサイド損害サービス第二課

川崎損害サービス課

湘南損害サービス課

町田損害サービス課

厚木損害サービス課

平塚損害サービス課

静岡損害サービス部

静岡損害サービス第一課

静岡損害サービス第二課

富士損害サービスセンター

静岡損害サービス第三課

沼津損害サービス課

浜松損害サービス第一課

浜松損害サービス第二課

〒２６１－８５５０ 千葉県千葉市美浜区中瀬１－４（幕張東京海上日動ビル１０F） TEL（０４３）２９９－５３１２

〒２６１－８５５０ 千葉県千葉市美浜区中瀬１－４（幕張東京海上日動ビル１０F） TEL（０４３）２９９－５１６４

〒２６１－８５５０ 千葉県千葉市美浜区中瀬１－４（幕張東京海上日動ビル１０F） TEL（０４３）２９９－５１２０

〒２７３－０００５ 千葉県船橋市本町１－３－１（船橋フェイスビル１４F） TEL（０４７）４１１－１１４０

〒２７７－０００５ 千葉県柏市柏４－８－１４（柏染谷ビル２F） TEL（０４）７１６６－８５６０

〒２８６－００３３ 千葉県成田市花崎町８０１（成田Ｔ．Ｔビル７F） TEL（０４７６）２４－３００３

〒２９２－０８０５ 千葉県木更津市大和２－３－５（木更津東京海上日動ビル３Ｆ） TEL（０４３８）２３－３４４１

〒２９７－００２３ 千葉県茂原市千代田町１－１０（池澤ビル５F） TEL（０４７５）２４－５３５６

〒３１０－０８０３ 茨城県水戸市城南１－４－７（第５プリンスビル３F） TEL（０２９）２３３－９２１０

〒３０５－００３４ 茨城県つくば市小野崎成田２６０－１（ヒロサワつくばビル６F） TEL（０２９）８５８－８６５５

〒３００－００４４ 茨城県土浦市大手町１７－７（土浦東京海上日動ビル２F） TEL（０２９）８２３－６４９１

〒３１４－０１４４ 茨城県神栖市大野原４－７－１１（鹿島セントラルビル新館３F） TEL（０２９９）９２－７６７５

〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の内１－３－１（東京銀行協会ビル７F） TEL（０３）３２１５－５６６１

〒１５１－８５６０ 東京都渋谷区代々木２－１１－１５（新宿東京海上日動ビル６F） TEL（０３）３３７５－８１１０

〒１００－０００５ 東京都千代田区丸の内１－３－１（東京銀行協会ビル７F） TEL（０３）３２１５－５５９２

〒１５１－８５６０ 東京都渋谷区代々木２－１１－１５（新宿東京海上日動ビル６F） TEL（０３）３３７５－８１２０

〒１７０－６０３０ 東京都豊島区東池袋３－１－１（サンシャイン６０ビル３０F） TEL（０３）５９８５－０７４１

〒１５０－００４３ 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１（渋谷マークシティウエスト１４F） TEL（０３）３４７６－８２５１

〒１３０－００１３ 東京都墨田区錦糸１－２－１（アルカセントラル１１F） TEL（０３）５６０８－６８０１

〒１２０－００３４ 東京都足立区千住３－９８（千住ミルディスⅡ番館４F） TEL（０３）３８８８－７６６５

〒１９０－８５７０ 東京都立川市曙町２－１０－３（立川東京海上日動ビル４F） TEL（０４２）５２３－３２４０

〒１９０－８５７０ 東京都立川市曙町２－１０－３（立川東京海上日動ビル５F） TEL（０４２）５２３－３４９４

〒４００－００３２ 山梨県甲府市中央１－１２－２８（甲府東京海上日動ビル４F） TEL（０５５）２３７－６２７１

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア４F） TEL（０４５）２２４－３６００

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア３F） TEL（０４５）２２４－３６１１

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア３F） TEL（０４５）２２４－３５１４

〒２２０－８５６５ 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－６－４（みなとみらいビジネススクエア３F） TEL（０４５）２２４－３５３３

〒２３１－００２３ 神奈川県横浜市中区山下町３３ TEL（０４５）２２４－６７７３

〒２４３－００１７ 神奈川県厚木市栄町２－７－１（メガネッツ厚木３F） TEL（０４６）２２１－１９４１

〒２１０－０００５ 神奈川県川崎市川崎区東田町８（パレール三井ビル２０F） TEL（０４４）２４６－９８２２

〒２５１－００５２ 神奈川県藤沢市藤沢４９６（藤沢森井ビル２F） TEL（０４６６）２７－３６１１

〒１９４－００２２ 東京都町田市森野１－１３－１５（一の屋第一ビル２F） TEL（０４２）７２５－２１７１

〒２４３－００１４ 神奈川県厚木市旭町５－４３－１１（厚木東京海上日動ビル４F） TEL（０４６）２２９－０４８２

〒２５４－００３５ 神奈川県平塚市宮の前３－１６（平塚第一東京海上日動ビル２F） TEL（０４６３）２２－２８７７

〒４２０－８５８５ 静岡県静岡市葵区呉服町１－３－１２（静岡東京海上日動ビル４F） TEL（０５４）２５４－０２１７

〒４２０－８５８５ 静岡県静岡市葵区呉服町１－３－１２（静岡東京海上日動ビル４F） TEL（０５４）２５４－３４１０

〒４１７－００５２ 静岡県富士市中央町１－１０－１７（富士東京海上日動ビル４F） TEL（０５４５）５１－４１９５

〒４２０－８５８５ 静岡県静岡市葵区呉服町１－３－１２（静岡東京海上日動ビル３F） TEL（０５４）２５４－０２１６

〒４１０－０８０１ 静岡県沼津市大手町２－４－５（沼津東京海上日動ビル２F） TEL（０５５）９５１－２１１０

〒４３０－８５７７ 静岡県浜松市中区田町３２６－１９（浜松東京海上日動ビル２F） TEL（０５３）４５４－６７８１

〒４３０－８５７７ 静岡県浜松市中区田町３２６－１９（浜松東京海上日動ビル３F） TEL（０５３）４５４－８９８９
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名古屋損害サービス第一部

火災新種損害サービス第一課

火災新種損害サービス第二課

損害サービス第一課

豊田損害サービスセンター

損害サービス第二課

名古屋損害サービス第二部

損害サービス第一課

損害サービス第二課

損害サービス第三課

損害サービス第四課

豊橋損害サービス課

岡崎損害サービス課

東海損害サービス第一部

損害サービス第一課

一宮損害サービスセンター

損害サービス第二課

春日井損害サービス課

岐阜損害サービス第一課

美濃加茂損害サービスセンター

岐阜損害サービス第二課

大垣損害サービスセンター

東海損害サービス第二部

名古屋中央損害サービス課

金山損害サービス課

四日市損害サービス第一課

四日市損害サービス第二課

鈴鹿損害サービスセンター

津損害サービス課

松阪損害サービスセンター

京滋・北陸損害サービス部

京都損害サービス第一課

京都損害サービス第二課

京都損害サービス第三課

北近畿損害サービス課

滋賀損害サービス課

彦根損害サービス課

富山損害サービス課

高岡損害サービス課

金沢損害サービス第一課

金沢損害サービス第二課

福井損害サービス課

関西損害サービス第一部

火災新種損害サービス第一課

火災新種損害サービス第二課

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル６F） TEL（０５２）２０１－１９６４

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル６F） TEL（０５２）２０１－１９３６

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル６F） TEL（０５２）２０１－１９５１

〒４７３－０９０１ 愛知県豊田市御幸本町１－１７９（豊田東京海上日動ビル７F） TEL（０５６５）２９－８８１１

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル６F） TEL（０５２）２０１－１９５７

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１８F） TEL（０５２）２０１－１９３１

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１８F） TEL（０５２）２０１－１９１１

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１８F） TEL（０５２）２０１－１９２５

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル１８F） TEL（０５２）２０１－２２１５

〒４４１－８０２１ 愛知県豊橋市白河町８５－２（豊橋東京海上日動ビル４F） TEL（０５３２）３２－８２２５

〒４４４－８５０７ 愛知県岡崎市康生通南２－５０（岡崎東京海上日動ビル３F） TEL（０５６４）２３－８６６１

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル２１F） TEL（０５２）２０１－９８３０

〒４９１－０８５８ 愛知県一宮市栄１－９－７（一宮東京海上日動ビル２F） TEL（０５８６）２４－５６２１

〒４６０－８５４１ 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９（名古屋東京海上日動ビル２１F） TEL（０５２）２０１－２６１０

〒４８６－０９４５ 愛知県春日井市勝川町６－１４０（王子不動産勝川ビル３F） TEL（０５６８）３６－３１３１

〒５００－８６７１ 岐阜県岐阜市金町６－４（岐阜東京海上日動ビル７F） TEL（０５８）２６４－４１２５

〒５０５－００４１ 岐阜県美濃加茂市太田町１８５９－１（美濃加茂東京海上日動ビル３F） TEL（０５７４）２５－３２７９

〒５００－８６７１ 岐阜県岐阜市金町６－４（岐阜東京海上日動ビル８F） TEL（０５８）２６４－４３０８

〒５０３－０９１１ 岐阜県大垣市室本町５－１４（大垣東京海上日動ビル１F） TEL（０５８４）７５－５８８１

〒４６０－０００８ 愛知県名古屋市中区栄２－２－１（栄東京海上日動ビル５F） TEL（０５２）２０１－９８７０

〒４６０－００２２ 愛知県名古屋市中区金山１－１２－１４（金山総合ビル３F） TEL（０５２）３２２－３４０５

〒５１０－８５１５ 三重県四日市市鵜の森１－３－２０（萩ビル２F） TEL（０５９）３５４－８６４０

〒５１０－８５１５ 三重県四日市市鵜の森１－３－２０（萩ビル２F） TEL（０５９）３５４－１０５３

〒５１３－０８４４ 三重県鈴鹿市平田２－１－１（鈴鹿東京海上日動ビル２F） TEL（０５９）３７８－７２７５

〒５１４－００２８ 三重県津市東丸之内３３－１（津フェニックスビル９F） TEL（０５９）２２４－０２３１

〒５１５－００１９ 三重県松阪市中央町３７－１０（松阪東京海上日動ビル２F） TEL（０５９８）５１－２４３３

〒６００－８５７０ 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町２２（京都東京海上日動ビル２F） TEL（０７５）２４１－１１６７

〒６００－８５７０ 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町２２（京都東京海上日動ビル４F） TEL（０７５）２４１－１１６１

〒６００－８５７０ 京都府京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町２２（京都東京海上日動ビル３F） TEL（０７５）２４１－１１６９

〒６２０－００５４ 京都府福知山市末広町５－１２（ＴＡＫＡＨＡＳＨＩビル２F） TEL（０７７３）２３－６３３５

〒５２０－００４４ 滋賀県大津市京町２－５－１０（大津神港ビル５F） TEL（０７７）５２２－１４４４

〒５２２－００６３ 滋賀県彦根市中央町２－２６（彦根東京海上日動ビル４F） TEL（０７４９）２４－１８１５

〒９３０－８５２２ 富山県富山市神通本町１－６－５（富山東京海上日動ビル３F） TEL（０７６）４３３－１５１３

〒９３３－００４５ 富山県高岡市本丸町８－１３（高岡東京海上日動ビル２F） TEL（０７６６）２１－３４２５

〒９２０－８５３６ 石川県金沢市広岡３－１－１（金沢パークビル７F） TEL（０７６）２３３－６６１３

〒９２０－８５３６ 石川県金沢市広岡３－１－１（金沢パークビル７F） TEL（０７６）２３３－６６５５

〒９１８－８５５８ 福井県福井市毛矢１－１０－１（セーレンビル６F） TEL（０７７６）３６－２４４９

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル１７F） TEL（０６）６９１０－５０５６

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル１７F） TEL（０６）６９１０－６８３５
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損害サービス第一課

損害サービス第二課

関西損害サービス第二部

火災新種損害サービス課

損害サービス第一課

損害サービス第二課

損害サービス第三課

堺損害サービス課

奈良損害サービス課

橿原損害サービスセンター

和歌山損害サービス課

田辺損害サービスセンター

大阪自動車損害サービス部

損害サービス第一課

損害サービス第二課

損害サービス第三課

損害サービス第四課

神戸損害サービス部

火災新種損害サービス課

神戸損害サービス第一課

神戸損害サービス第二課

神戸損害サービス第三課

阪神損害サービス課

明石損害サービス課

姫路損害サービス第一課

姫路損害サービス第二課

中国損害サービス部

火災新種損害サービス課

広島損害サービス第一課

広島損害サービス第二課

広島損害サービス第三課

福山損害サービス課

岡山損害サービス第一課

岡山損害サービス第二課

倉敷損害サービス課

鳥取損害サービス課

米子損害サービスセンター

島根損害サービス課

山口損害サービス課

下関損害サービスセンター

徳山損害サービス課

四国損害サービス部

高松損害サービス第一課

高松損害サービス第二課

丸亀損害サービスセンター

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル１７F） TEL（０６）６９１０－５１４７

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル１７F） TEL（０６）６９１０－５１６１

〒５４１－００４３ 大阪府大阪市中央区高麗橋３－５－１２（淀屋橋東京海上日動ビル５F） TEL（０６）６２０３－２２５７

〒５４１－００４３ 大阪府大阪市中央区高麗橋３－５－１２（淀屋橋東京海上日動ビル６F） TEL（０６）６２０３－２３１９

〒５４１－００４３ 大阪府大阪市中央区高麗橋３－５－１２（淀屋橋東京海上日動ビル６F） TEL（０６）６２０３－４０５１

〒５４１－００４３ 大阪府大阪市中央区高麗橋３－５－１２（淀屋橋東京海上日動ビル６F） TEL（０６）６２０３－２３５０

〒５９０－０９４７ 大阪府堺市堺区熊野町西２丁１－３（堺第一東京海上日動ビル４Ｆ） TEL（０７２）２２１－４２０６

〒６３０－８１１５ 奈良県奈良市大宮町６－２－１９（奈良東京海上日動ビル４F） TEL（０７４２）３５－８５０６

〒６３４－０００５ 奈良県橿原市北八木町１－１－５（橿原東京海上日動ビル） TEL（０７４４）２２－４９４３

〒６４０－８２２７ 和歌山県和歌山市西汀丁３８（Regulusビル３F） TEL（０７３）４３１－５２８６

〒６４６－００３１ 和歌山県田辺市湊６５３－３（田辺東京海上日動ビル２F） TEL（０７３９）２４－６４４３

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２１F） TEL（０６）６９１０－５２４８

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２１F） TEL（０６）６９１０－５２０６

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２１F） TEL（０６）６９１０－５４７９

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル２１F） TEL（０６）６９１０－８６１０

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル４F） TEL（０７８）３３３－７１６６

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル３F） TEL（０７８）３３３－７１２２

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル３F） TEL（０７８）３３３－７１５１

〒６５１－０１７５ 兵庫県神戸市中央区海岸通７（第二神港ビル４F） TEL（０７８）３３３－７２０１

〒６６２－０９１８ 兵庫県西宮市六湛寺町９－８（三井生命西宮ビル９F） TEL（０７９８）３３－４４８２

〒６７３－０８９２ 兵庫県明石市本町２－２－２４（明石東京海上日動ビル６F） TEL（０７８）９１８－７０２０

〒６７０－０９５５ 兵庫県姫路市安田１－６７（朝見ビル１Ｆ） TEL（０７９）２８２－５３８１

〒６７０－０９５５ 兵庫県姫路市安田１－６７（朝見ビル１Ｆ） TEL（０７９）２８２－５３８２

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル１０F） TEL（０８２）２４７－５２１４

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル８F） TEL（０８２）２４７－２６１５

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル８F） TEL（０８２）２４７－７９９０

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル９F） TEL（０８２）２４７－５２０６

〒７２０－０８１１ 広島県福山市紅葉町１－１９（福山東京海上日動ビル７F） TEL（０８４）９２３－４５８１

〒７００－８５８５ 岡山県岡山市柳町２－１１－１９（岡山東京海上日動ビル４F） TEL（０８６）２２７－２３７１

〒７００－８５８５ 岡山県岡山市柳町２－１１－１９（岡山東京海上日動ビル４F） TEL（０８６）２２７－２５５１

〒７１０－００５５ 岡山県倉敷市阿知１－１５－３（明治安田生命倉敷ビル２F） TEL（０８６）４２５－９３０５

〒６８０－００１１ 鳥取県鳥取市東町２－３５１（鳥取東京海上日動ビル２F） TEL（０８５７）２７－５５１１

〒６８３－０８２４ 鳥取県米子市久米町３２８（米子東京海上日動ビル３F） TEL（０８５９）３２－００１１

〒６９０－８５２６ 島根県松江市御手船場町５６５－８（松江東京海上日動ビル６F） TEL（０８５２）２５－２２５５

〒７５４－００２１ 山口県山口市小郡黄金町７－４３（TKビル１F） TEL（０８３）９７４－１８００

〒７５０－００１６ 山口県下関市細江町１－２－１０（下関第一生命ビル９F） TEL（０８３）２３２－５８４２

〒７４５－００３６ 山口県周南市本町１－３（大同生命徳山ビル１０F） TEL（０８３４）３１－００２１

〒７６０－８５２７ 香川県高松市古新町３－１（東明ビル１３F） TEL（０８７）８２２－７５０５

〒７６０－８５２７ 香川県高松市古新町３－１（東明ビル１３F） TEL（０８７）８２２－７１５５

〒７６３－００３２ 香川県丸亀市城西町２－７－３２（丸亀東京海上日動ビル１F） TEL（０８７７）２３－６３０６
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徳島損害サービス課

松山損害サービス課

今治損害サービス課

新居浜損害サービスセンター

高知損害サービス課

九州損害サービス第一部

火災新種損害サービス課

福岡損害サービス第一課

福岡損害サービス第二課

福岡損害サービス第三課

福岡損害サービス第四課

久留米損害サービス課

北九州損害サービス第一課

北九州損害サービス第二課

八幡損害サービスセンター

飯塚損害サービス課

佐賀損害サービス課

長崎損害サービス課

諫早損害サービスセンター

佐世保損害サービスセンター

沖縄損害サービス課

九州損害サービス第二部

熊本損害サービス第一課

八代損害サービスセンター

熊本損害サービス第二課

大分損害サービス課

中津損害サービスセンター

宮崎損害サービス課

都城損害サービスセンター

延岡損害サービスセンター

鹿児島損害サービス課

コマーシャル損害部

船舶・航空グループ

貨物・運送グループ

物流安全サービス第一グループ

物流安全サービス第二グループ

国際クレーム室

輸出グループ

賠責・技術グループ

関西海損サービス課

広島海損サービス課

愛媛海損サービス課

九州海損サービス課

〒７７０－８５２０ 徳島県徳島市寺島本町西２－２２－１（徳島東京海上日動ビル２F） TEL（０８８）６２６－１２１５

〒７９０－８５６１ 愛媛県松山市本町２－１－７（松山東京海上日動ビル５F） TEL（０８９）９１５－００５５

〒７９４－００４２ 愛媛県今治市旭町３－２－１３（今治東京海上日動ビル５F） TEL（０８９８）２３－０６３０

〒７９２－０８１２ 愛媛県新居浜市坂井町２－３－１７（新居浜テレコムプラザビル８F） TEL（０８９７）３３－０１１５

〒７８０－０８７０ 高知県高知市本町５－６－３７（高知東京海上日動ビル３F） TEL（０８８）８２３－１８５０

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル６F） TEL（０９２）２８１－８１４６

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル５F） TEL（０９２）２８１－８１４１

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル５F） TEL（０９２）２８１－８１９１

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル５F） TEL（０９２）２８１－８４３３

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル８F） TEL（０９２）２８１－８７５１

〒８３０－００１７ 福岡県久留米市日吉町１５－６０（ニッセイ久留米ビル６F） TEL（０９４２）３５－１５０１

〒８０２－８５４５ 福岡県北九州市小倉北区米町１－５－２０（北九州東京海上日動ビル４F） TEL（０９３）５２１－９６６１

〒８０２－８５４５ 福岡県北九州市小倉北区米町１－５－２０（北九州東京海上日動ビル２F） TEL（０９３）５２１－９６７１

〒８０６－００２１ 福岡県北九州市八幡西区黒崎３－２－２（菅原第２ビル４F） TEL（０９３）６３１－３３３７

〒８２０－００６７ 福岡県飯塚市川津２０７－２（林ビル３F） TEL（０９４８）２４－３９９０

〒８４０－０８０１ 佐賀県佐賀市駅前中央１－６－２５（佐賀東京海上日動ビル６F） TEL（０９５２）２３－１３１１

〒８５０－８５４３ 長崎県長崎市興善町３－５（長崎東京海上日動ビル２F） TEL（０９５）８２３－１００５

〒８５４－０００６ 長崎県諫早市天満町１９－１０（諫早東京海上日動ビル３F） TEL（０９５７）２３－５５１１

〒８５７－０８７２ 長崎県佐世保市上京町３－６（佐世保東京海上日動ビル４F） TEL（０９５６）２２－２２１０

〒９００－００１６ 沖縄県那覇市前島２－２１－１３（ふそうビル９F） TEL（０９８）８６７－７７２７

〒８６２－０９７５ 熊本県熊本市新屋敷１－１４－３５（熊本東京海上日動ビル３F） TEL（０９６）３７２－６７８１

〒８６６－０８４４ 熊本県八代市旭中央通１８－３（八代東京海上日動ビル２F） TEL（０９６５）３４－３１６１

〒８６２－０９７５ 熊本県熊本市新屋敷１－１４－３５（熊本東京海上日動ビル３F） TEL（０９６）３７２－６７７３

〒８７０－８５６２ 大分県大分市荷揚町３－６（大分東京海上日動ビル４F） TEL（０９７）５３６－２０１１

〒８７１－００５８ 大分県中津市豊田町３－７－４（坪根ビル５F） TEL（０９７９）２２－６１３３

〒８８０－８５１１ 宮崎県宮崎市広島２－５－１１（宮崎東京海上日動ビル３F） TEL（０９８５）２３－６２０１

〒８８５－００２５ 宮崎県都城市前田町１４－１８（都城東京海上日動ビル１F） TEL（０９８６）２１－２３８５

〒８８２－０８７２ 宮崎県延岡市愛宕町２－１－５（センコービルディング１F） TEL（０９８２）２１－０８２１

〒８９２－８５６７ 鹿児島県鹿児島市加治屋町１２－５（鹿児島東京海上日動ビル６F） TEL（０９９）２２５－２３０１

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１６F） TEL（０３）３２８５－１９３１

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１６F） TEL（０３）３２８５－１９４０

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１６F） TEL（０３）３２８５－０３４８

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１６F） TEL（０３）３２８５－０３７７

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１６F） TEL（０３）３２８５－０３７８

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１６F） TEL（０３）３２８５－０３７８

〒１００－８０５０ 東京都千代田区丸の内１－２－１（東京海上日動ビル１６F） TEL（０３）３２８５－１９６２

〒５４０－８５０５ 大阪府大阪市中央区城見２－２－５３（大阪東京海上日動ビル１５F） TEL（０６）６９１０－５２７０

〒７３０－８７３０ 広島県広島市中区大手町１－２－１（広島東京海上日動ビル１０F） TEL（０８２）２４７－２６３０

〒７９４－００４２ 愛媛県今治市旭町３－２－１３（今治東京海上日動ビル５F） TEL（０８９８）２３－０６５１

〒８１２－８７０５ 福岡県福岡市博多区綱場町３－３（福岡東京海上日動ビル６F） TEL（０９２）２８１－８１９６
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「東京海上日動の現状2008」はFSC認証紙を採用しています�

　本誌で使用しているFSC認証紙の原料は、「植林～保育～伐採」
のサイクルを適正に管理して育てられた森林から採取された木材です。
森林の育成は、周りの生態系などにも充分配慮して行われています。
本誌は、CO2を吸収するなどさまざまな公益性を有する森林の保護を応
援したいとの想いから、環境にやさしい「FSC認証紙」を採用しました。�
　東京海上日動は、事業活動に伴って生じるCO2の総排出量を吸収す
ることを目的の1つとして、1999年から「マングローブ植林プロジェクト」を
展開しています。今後も、このプロジェクトを通じてCO2の削減に貢献
するとともに、地球環境の保護を推進していきたいと考えています。�
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